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はじめに 
 
本報告書は特許庁の平成 24 年度産業財産権制度各国比較調査研究等事業の一環として実施

した「各国の開発途上国に対する人材育成支援活動に関する調査研究」の結果を取りまとめ

たものである。本調査研究は、各国が実施する人材育成支援の具体的な情報や支援の特徴、

今後の支援施策の動向を把握することで、日本におけるより効果的な人材育成支援事業の企

画・立案に資することを目的としている。 
 
本調査研究における調査対象は以下の 7 国・地域等である。 
 

1. 世界知的所有権機関（World Intellectual Property Organization: WIPO） 
2. 米国： 米国特許商標庁（United States Patent and Trademakr Office: USPTO） 
3. 欧州： 欧州委員会（European Commission）/ 欧州連合（European Union: EU） 
4. 韓国： 韓国特許庁（Korean Intellectual Property Office: KIPO） 
5. 中国： 中国国家知識産権局（State Intellectual Property Office of the People's Republic 

of China: SIPO） 
6. 豪州： IP オーストラリア（IP Australia） 
7. フランス： 工業所有権庁（Institut National de la Propriete Industrielle: INPI） 

 
本調査研究では、上記の全機関を対象に文献調査及びアンケート調査を、そして韓国、米国、

欧州については更にヒアリング調査を実施した1。調査結果を基に、本報告書の 1 章では各

国・地域等の比較や分析を行い、2 章において調査対象国・地域等ごとの詳細情報を紹介し

ている。 
 

                                                  
1 本調査研究で集められた情報において著作権転載許諾が必要なものはない。 
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1 総括・分析 
 
調査対象となった 7 国・地域等における過去 3 年間の人材育成支援活動を概括すると（図表 
1 参照）、まず、国・地域等によって支援体制に違いがあることがわかる。例えば WIPO は、

アフリカ、中東、アジア太平洋、そしてラテンアメリカ・カリブの 4 地域において、それぞ

れ地域事務局を設置しており、各事務局が、担当地域における知的財産支援活動の一環とし

て人材育成支援にも従事している。一方、USPTO、KIPO、SIPO には国内外の人材育成活動

に特化した部署があり、開発途上国への人材育成支援も担当している。また EU は、支援プ

ロジェクトの大枠を決め、支援活動に必要な予算を拠出するものの、支援活動の実施はプロ

ジェクトごとに欧州共同体商標意匠庁（Office for Harmonization in the Internal Market: OHIM）

や欧州特許庁（European Patent Office: EPO）などの機関に委託している。EU の知的財産支

援活動は、貿易政策に関する支援活動の一環として実施されているものが多いことも特徴の

1 つである。 
 
調査対象国・地域等による支援対象国の傾向を見ると、先進国よりも開発途上国を対象に支

援活動が展開されている。これは、先進国が TRIPS 協定を順守するべく、開発途上国に対

して支援を提供していることが背景にあると考えられる。とりわけ、米国や EU など、エン

フォースメント強化を重視している国・地域は、知的財産制度が発展途上であり、かつ知的

財産侵害の被害が深刻な開発途上国における支援に注力しており、支援を通して侵害の軽減

を目指していることが推察される。特定の国に対する支援としては中国への支援が多いこと

も、同国での知的財産侵害が先進国にとって大きな懸念材料となっているためであるといえ

る。同時に、新興市場として影響力を増し続ける中国との関係を深めるという目的もある可

能性がある。 
 
エンフォースメント強化を目的とした人材育成支援活動が中国に集中しているため、各国・

地域等による支援活動に重複が生じている可能性は高い。しかし、米国が、以前に人材育成

支援を受けたことがない候補を優先的に支援対象者に選定しているように、重複を避けるた

めの動きも見られている。今後、このような工夫や支援国間での調整が行われれば、重複を

避けることが可能になると考えられる。 
 
一方、他国からの支援が集まる中国による支援対象国を見ると、中国が積極的に関係を構築

しているアフリカ諸国の他、朝鮮民主主義人民共和国やベトナム、キューバなど、旧共産主

義の国々への支援が顕著である。また、アラブ湾岸諸国向けのプログラムを実施するなど、

アラブ諸国とも強い関係にあることに加えて、チベットに対して 2000 年から毎年セミナー

を開催しているように、自国の領土とみなしている地域（チベットやモンゴル）との知的財

産交流も活発となっている。このように中国は、先進国による研修を受けるのみならず、開

発途上国に対して人材育成支援を提供するという、両方の活動を同時並行で進めてきたユニ

ークな国である。支援の受け手である中国が、他国に対して支援を提供するという、いわば

伝道師的な役割を持つという観点からも、中国への支援活動の重要性は大きいといえる。 
 
調査対象国・地域等による支援対象分野では、エンフォースメント強化支援と審査実務支援

が顕著となっている。従って、支援対象者もエンフォースメントや審査に従事する政府職員

や知的財産権担当官庁職員が多く、研修講師やスピーカーにおいても支援提供国の知的財産

権担当官庁職員や知的財産権担当官庁以外の政府職員が務めているケースが多く見られた。 
 
調査対象国・地域等による支援手法を見ると、セミナーやワークショップ、会議などが多い。

また、WIPO や米国、韓国を中心に、E-Learning を活発に利用しているケースも見られた。 
E-Learning は利便性が高く、セミナーやワークショップなどに比べれば低コストで実施でき

ることが利点である。また、インターネットさえあれば世界中どこからでも受講できるため、

幅広い国・地域で支援活動を展開できることや、内容や言語によっては、グローバルの観点
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から知的財産について学んだり、英語能力を向上させたりできるなど、国内の人材育成に活

用することが可能であることも、E-Learning の魅力の 1 つである。一方、受講の有無は支援

対象者の意思に委ねられてしまうことが課題であるため、従来の対面式の人材育成支援と組

み合わせたり、E-Learning を受講するインセンティブを用意したりするなどの工夫が必要と

される。例えばウェビナーのようにライブでの遠隔研修を実施する際に、講師がその場で受

講者からの質問に対応できるようにするなど、講師との交流を持つ機会を提供することで、

受講を奨励できる可能性もある。 
 
政府機関が実施する知的財産人材育成支援活動における産業界の関与のあり方としては、企

業や業界団体の関係者をスピーカーや講師に招くケースが散見された。しかし、前述のよう

に、エンフォースメント強化支援や審査実務支援を対象とする支援活動では政府職員が講師

になることが多く、講師としての産業界の関与は限定的であるといえる。また、研修カリキ

ュラムの一環として企業を訪問するという関与のあり方は韓国のみで確認されたが、KIPO
が所在する大田と企業が集中するソウルとの物理的距離や、自社の知的財産活動について英

語で説明できる社員の不足などの課題も指摘されている。日本においては、物理的距離が問

題になる可能性は低いことから、研修カリキュラムに企業訪問を組み入れることを検討する

価値はあると思われる。韓国と同様に英語の問題が浮上する可能性はあるが、企業の知財担

当者が英語で説明する機会を持つことは、国内のグローバル人材の育成にもつながると考え

られる。 
 
開発途上国を対象とした支援活動では、開発途上国によるニーズに対応し、支援を受け入れ

やすくすることも重要となる。本調査研究では、調査対象国・地域等の多くが、開発途上国

の要望を確認し、その要望に基づいた支援を提供しようとする姿勢を見せていたことが明ら

かになった。一方で、欧州による支援プロジェクトでは、支援活動における優先分野につい

て、欧州と支援対象国の認識が一致せず、プロジェクトの中断を余儀なくされるなど、支援

の受け入れが必ずしも円滑に進むわけではないことも浮き彫りとなっている。また、「知的

財産は医薬品へのアクセスを阻害するもの」という国民の認識が強い場合、政府が知的財産

を推進することに対して国民が反発する懸念があり、政府も支援の受け入れに消極的になる

こともあると指摘されている。他方、開発途上国の地元企業による知的財産活動が活発化し、

消費者が先進国企業による製品の魅力を認識し始めたことなどから、開発途上国は知的財産

の重要性を認識しつつあるとの見方もあり、開発途上国における知的財産支援の受け入れ態

勢は国によって異なることが示唆されている。いずれにせよ、開発途上国のニーズを正確に

把握するとともに、先進国と開発途上国の認識が一致するよう、意思の疎通を密にすること

が重要であるといえる。 
 
グローバル経済における開発途上国・新興国の重要性は高まっており、これらの国々におけ

る知的財産保護を強化し、知的財産審査に親和性を持たせることは、先進国企業による海外

進出を促進する上でも重要となっている。特に、韓国のように、開発途上国への人材育成が

自国のグローバル経済発展において戦略的意義を持つことを理解している国は、今後より一

層この分野での技術支援を拡充していくことが予想される。既に高い評価を受けている日本

の知的財産人材育成支援活動であるが、今後は、海外市場と日本企業をつなぐ橋渡しとして

の役割も期待される。 
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図表 1 調査対象国・地域等ごとの人材育成活動の概括一覧 
 WIPO 米国 欧州 韓国 中国 豪州 フランス 

TRIPS 協定順守以外の

支援目的 

知的財産を活用

した経済開発支

援 

エンフォースメ

ント強化 
エンフォースメ

ント強化 
• 海外とのネッ

トワーク構築 
• 国内の英語人

材の育成

（E-Learning に

おける目的） 
• 知的財産侵害

の軽減と韓国

による認識の

共有

（E-Learning に

おける目的） 

該当情報なし 該当情報なし 該当情報なし 

支援体制 
4 つの地域事務局

が担当地域への

支援を実施 

人材育成に特化

した部署が支援

を実施 

支援の実施は、EU
機関や EPO に委

託 

人材育成に特化

した部署が支援

を実施 

人材育成に特化

した部署が支援

を実施 

該当情報なし2 該当情報なし 

主な支援対

象国 
途上国 途上国 調査対象国・地域

等及び先進国 
途上国 途上国 途上国 調査対象国・地域

等及び先進国 

支援対象国

特徴 

4 つの地域事務局

が開発途上国を

全体的に網羅 

知的財産侵害が

深刻な国への支

援を重視 

中国を中心に、知

的財産侵害が深

刻な国への支援

を重視 

中国やベトナム

への支援が多い 
アフリカ地域の

他、社会主義・共

産主義国への支

援が多い 

アジア・太平洋地

域の発展途上国

が中心 

人材育成支援は

中国が多いが、人

材育成以外の支

援活動も見ると、

モロッコ、アラブ

首長国連邦、ブラ

ジル、チュニジア

などとの関わり

が多い 

                                                  
2 国際政策・協力部（International Policy and Cooperation Section）が人材育成支援にも従事しているようであるが、具体的な支援体制は明らかにならなかった。 
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 WIPO 米国 欧州 韓国 中国 豪州 フランス 
主な支援分

野 
審査実務支援 エンフォースメ

ント強化 
エンフォースメ

ント強化 
審査実務支援 審査実務支援 審査実務支援 エンフォースメ

ント強化支援 

支援分野 
特徴 

主な支援対象者

は知的財産権担

当官庁職員 

主な支援対象者

は知的財産権担

当官庁を含めた

政府職員 

主な支援対象者

は知的財産権担

当官庁を含めた

政府職員 

開発途上国に韓

国の審査ノウハ

ウを教えること

を目的とする 

主な支援対象者

は知的財産権担

当官庁職員 

支援対象者、講師

ともに、知的財産

権担当官庁職員

が多い 

主な支援対象者

は知的財産権担

当官庁を含めた

政府職員 

主な支援手

法 

セミナー等 セミナー等及び、

招へい研修 
セミナー等 招へい研修 セミナー等 専門家派遣（主に

IP オーストラリ

ア所属の専門家

を派遣） 

招へい研修（海外

知的財産権担当

官庁職員による

フランスの大学

での研修を支援

するケースが多

い） 支援手法 

E-Learning 

無料（基礎）・有

料（上級）の

E-Learning コース

を提供 

知的財産保護・エ

ンフォースメン

トに関する

E-Learning を提供

IPR2 プロジェク

トを通じて、知的

財産保護・エンフ

ォースメントに

関する E-Learning
を提供 

WIPO や APEC と

協力して、中小企

業向けのプログ

ラムや、知的財産

情報に関するプ

ログラムを提供 

中国の特許法と

特許システムに

関する E-Learning
コースを 1 件提供

実施していない

（2013 年より実

施予定） 

該当情報なし 
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 WIPO 米国 欧州 韓国 中国 豪州 フランス 

英語以外の言語への対

応 

フランス語やア

ラブ語、スペイン

語、中国語などで

提供されている

活動もある。

E-learning を、アラ

ビア語、中国語、

フランス語、ポル

トガル語、ロシア

語、スペイン語な

どで提供 

スペイン語や中

国語で提供した

り、通訳を用意す

ることもある。

E-learning は、スペ

イン語、フランス

語、アラブ語、ロ

シア語などで提

供 

中国に特化した

プロジェクト、

IPR2 のサイトは

中国版も作成 

E-learning は、アラ

ブ語、フランス

語、スペイン語な

どの国連公用語

でも提供 

該当情報なし 該当情報なし 該当情報なし 

実績（年間平均）3 

実施回数：117 回

（2012 年） 
予算：該当情報な

し 
参加人数：911 人

以上（2012 年）

実施回数：51 回

（2012 年） 
予算：2013 年度の

予算請求額は 948
万 9,000 ド ル

（GIPA） 
参加人数：該当情

報なし 

実施回数：11 回

（2011 年） 
予算：該当情報な

し 
参加人数：セミナ

ー等には毎回 50
～100 人が参加 

実施回数：10 回

（2012 年） 
予算：約 24 億ウ

ォン  
参加人数：502 人

（2011 年） 

実施回数：3 回

（2012 年） 
予算：該当情報な

し  
参加人数：33 人以

上（2012 年） 

実施回数： 8 回

（2012 年） 
予算：啓もう・教

育・国際プログラ

ム予算は773万豪

ドル（2011 年） 
参加人数：53 人

（2012 年） 

実施回数：12 回

（2011 年） 
予算：該当情報な

し 
参加人数：4 人以

上（2011 年） 

レシピエントへのフォ

ローアップ 

ラテンアメリ

カ・カリブ局はア

ンケート調査を

実施。アジア太平

洋局は支援対象

国を訪問して活

動の影響を調査 

アンケート調査

を実施 
該当情報なし 実施していない 該当情報なし アンケート調査

を実施（筆記式の

評価シートなど）

該当情報なし 

                                                  
3本調査研究で特定された支援活動に基づく。予算は支援活動の規模を把握しやすいもののみを紹介している。また、参加人数については、不明な活動もあるため、必ずしも

支援活動全体における参加人数を示してはいない。 
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 WIPO 米国 欧州 韓国 中国 豪州 フランス 

産業界の関与 

アジア太平洋局

やラテンアメリ

カ・カリブ局は商

工会議所と連携

しているものの、

全体として産業

界の関与は低い 
 

セミナーの講師

として産業界か

ら専門家を起用。

また、USTR が作

成するスペシャ

ル 301 条レポート

において産業界

からのコメント

を募っており、そ

の際に、知的財産

人材育成支援関

する産業界のニ

ーズが判明する

こともある  

Nokia 社の弁護士

をはじめ、企業関

係者数人をスピ

ーカーとして招

へいしたことも

あるが、全体とし

て産業界の関与

は少ない 

支援活動におけ

る産業界の関与

には寄付などの

金銭的な関係は

なく、IIPTI が民間

企業に講師とし

ての参加や企業

訪問の受け入れ

を要請している 

該当情報なし 特定のテーマ、業

界、状況に応じ

て、民間企業の代

表者やコンサル

タントなどを起

用し、技術支援を

実施。また、技術

支援を実際に提

供している組織

に対し、民間人を

推薦する場合も

ある 

産業界との協議

の下、模倣品対策

の必要な国に対

して、教育、研修、

協力体制といっ

た支援を提供し

ている 

今後の活動予定 

地域事務局の多

くで、オンデマン

ドでの支援活動

は削減する見通

し。また、地域に

よっては政治・安

全保障上の理由

から支援活動が

難しいケースも

ある 

該当情報なし 知的財産分野へ

の支援が重要で

あると見なされ

た国においては、

新たな支援が行

われる可能性あ

り。近年に民主化

が進んだミャン

マーに対して、知

的財産制度確立

に向けた支援が

提供される可能

性もある 

IIPTI による支援

活動の予算は拡

大される見通し

で、既に支援を提

供している国と

の関係を維持し

つつ、新たな支援

対象国を加える

予定 

該当情報なし 支援予算を変更

する計画はなし。

オーストラリア

の国際戦略に基

づき、支援対象国

と支援手法をケ

ースバイケース

で決定している 

該当情報なし 
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 WIPO 米国 欧州 韓国 中国 豪州 フランス 

支援活動に関する評価 

WIPO の内部独立

監査機関である

内部監査部門が

毎年支援活動を

評価するほか、コ

ンサルタントが

WIPO の開発アジ

ェンダに対する

技術支援を包括

的に評価したこ

ともある 

GIPA が支援活動

参加者に対して

行ったアンケー

トに基づいた評

価を実施 
 

支援対象国に駐

在する EU 代表部

（EU Delegation）
が実施 

IIPTI 外による評

価としては、韓国

政府（行政安全

部）が IIPTI の活

動を評価してい

る他、KIPO も内

部評価を実施 

該当情報なし 評価に関しては、

技術支援の内容

や種類によって

ケースバイケー

スで行われる 

該当情報なし 

開発途上国によるニー

ズへの対応 

各地域事務局と

もに、支援対象国

のニーズ評価を

行ったうえで、支

援活動を計画し

ている 

海外政府からの

要請に対応。他の

連邦省庁による

外国政府職員と

の協議でニーズ

が特定されるこ

ともある 

支援活動の方向

性を決める国・地

域別戦略を策定

する際には、開発

途上国の政府機

関や企業、非営利

機関と相談しな

がら当該国のニ

ーズを特定して

いる 

支援対象国・機関

からの要請に基

づいて支援活動

の内容を決定す

る 

該当情報なし 開発途上国のニ

ーズについては、

関係機関から要

望を聞く形で対

応している 

該当情報なし 

注：「該当情報なし」とある項目は本調査研究で情報が収集できなかったものを示している。 
出典：本調査研究の結果を基に作成
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2 調査対象国・地域等別情報 
 
本章では、各調査対象国・地域等における知的財産人材育成支援の実態について説明する4。 
 
2.1 WIPO 
 
本節では、世界知的所有権機構（World Intellectual Property Organization: WIPO）による人材

育成支援活動について紹介する。 
 
2.1.1 支援機関概要 
 
＜機関概要＞ 
WIPO は、国際連合に所属する知的財産専門機関として 1967 年に設立されており、スイス

のジュネーブに本部を構える。WIPO のミッションは、特許、著作権、商標、意匠などの知

的財産をイノベーションや創造性を促進させる手段とするべく、国際的な知的財産制度の開

発・利用を促進することである。このミッションを遂行するために、WIPO は以下の活動を

行っている5。 
 

• 特許、商標、意匠、原産地名称などを国際的に保護したり、知的財産を巡る係争を

解決したりする制度を運営 
• 各国のニーズに沿った知的財産に関する国際的な法的枠組みの開発を支援 
• 知的財産に関する知識共有や知的財産の取引を簡素化するために、情報交換用の無

料データベースや技術プラットフォームなどのインフラを構築 
• 経済開発を支援するための知的財産の使用におけるキャパシティビルディング 

 
WIPO の加盟国は現在 185 ヶ国であり6、職員数は 1,300 人以上となっている7。 
 
WIPO の組織体制は下図の通りとなる。なお、開発セクタ（Development Sector）の下に、後

述する 4 つの地域事務局及び WIPO アカデミー（WIPO Academy）が所属している8。 

                                                  
4 アンケートで回答が得られなかった支援活動については、支援分野や支援手法などをワシントンコアの

判断で分類しているため、支援提供国の認識とは異なる可能性がある。また支援活動詳細で紹介している

概要も文献情報に基づくものが多く、限定的なものとなっている。 
5 WIPO, “What is WIPO?”. http://www.wipo.int/about-wipo/en/ ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
6 WIPO, “What is WIPO?”. http://www.wipo.int/about-wipo/en/ ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
7 WIPO, “Frequently Asked Questions about WIPO”. 
http://www.wipo.int/about-wipo/en/faq.html ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
8 WIPO, “WIPO's Senior Management Team”. 
http://www.wipo.int/about-wipo/en/management.html ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 

http://www.wipo.int/about-wipo/en/
http://www.wipo.int/about-wipo/en/
http://www.wipo.int/about-wipo/en/faq.html
http://www.wipo.int/about-wipo/en/management.html
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図表 2 WIPO 組織図 

 
出典：WIPO9 

 
＜支援活動担当部署＞ 
WIPO では、アフリカ、中東、アジア太平洋、ラテンアメリカ・カリブの各地域において、

WIPO 加盟国による知的財産の効果的な使用による開発のための国家キャパシティ強化を

支援している。これらの地域の技術支援は、アフリカ局（Africa Bureau）、アラブ局（Arab 
Bureau）10、アジア太平洋局（Asia Pacific Bureau）、ラテンアメリカ・カリブ局（Bureau for Latin 
America and the Caribbean）の 4 つの地域事務局（Regional Bureaus）が、WIPO の他の部署と

協力しながら実施している。技術支援は、①国家知的財産・イノベーション戦略の開発、②

開発に特化した各国ごとの規制枠組みの確立、③経済発展・イノベーションを促進する技術

インフラの近代化による組織の強化、④経済発展の戦略的ツールとしての知的財産の管理・

使用を向上させるための人材育成・組織強化を目的としたキャパシティビルディングの 4
点に焦点が置かれており11、人材育成支援活動も重視されていることがわかる。 
 
WIPO の 4 つの地域事務局の組織概要及び人材育成の活動概要は以下の通りである12。なお、

人材育成活動に携わる機関として、WIPO アカデミーについても併せて紹介している。 
 
① アフリカ局 

                                                  
9 WIPO, “WIPO's Senior Management Team”. 
http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/pdf/organigram/visio-org_en.pdf ［ 終アクセス日 2013 年 2
月 27 日］ 
DDG は Deputy Director General、ADG は Assistant Director General の略称。 
10 中東の地域事務局であるが、支援対象はアラブ諸国となっていることもあり、本報告書では英語表記に

近い「アラブ局」と表記する。 
11 WIPO, “Regional Bureaus”. http://www.wipo.int/eds/en/ ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
12 各地域事務局に対して個別に実施したアンケート調査の回答に基づくため、地域事務局ごとの記載内容

は統一されていない。 

http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/pdf/organigram/visio-org_en.pdf
http://www.wipo.int/eds/en/
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アフリカ局は、アフリカ諸国 45 ヶ国の知的財産権の保護・促進能力と、持続性のある経済・

技術・文化の発展のための適切な知的財産の使用能力を開発・強化することを目的としてお

り13、アフリカ諸国の国家知的財産戦略の策定を支援したり、知的財産に関する認識を向上

させるための活動を行っている。アフリカ局は現在職員 3 人で構成されているが、2013 年 5
月には専門家 2 人が増員される予定となっている14。 
 
アフリカ局では、担当地域の支援対象国から支援要請を受けた場合は、適切な WIPO の各

部門（商標部門、特許部門、著作権部門など）に連絡し、各部門が研修などの支援を提供す

るために 適な WIPO 職員もしくは外部専門家の派遣を決定している。また、WIPO アカデ

ミーと協働した支援活動も行っており、例えば、カメルーンのヤウンデ大学（University of 
Yaoundé）やジンバブエのアフリカ大学（Africa University）の知的財産法修士学科における

知的財産法修士課程の学生に対して奨学金を提供している。更に、アフリカ局は、WIPO の

エンフォースメント、イノベーション・技術、特許といった各部門とも協働し、アフリカ諸

国における知的財産の啓もう活動を共同実施している。啓もう活動では、概ね 2 日～3 日間

にわたるイベントが、年間平均で約 20 回開催されている。これらのイベントでは、裁判官

や知的財産審査官なども対象となっている15。 
 
② アラブ局 
 
アラブ局は、アラブ諸国 20 ヶ国の知的財産制度の確立・近代化を支援するほか、各国の個

人及び組織が、知的財産制度を経済・社会・文化の発展のためのツールとして活用すること

を奨励することをミッションとしており、各国の知的財産に関する国際義務に準拠するため

の法律及び知的財産のエンフォースメントに関する政策の改訂などに関与している。また同

局では、WIPO の他の部門と協力し、アラブ諸国のイノベーション・創造性・著作権などの

マネジメントといった分野において、専門家による助言や研修なども提供している16。また

同局は、WIPO アカデミーが実施するプログラムも支援している17。 
 
人材育成については、アラブ局では以下の 4 種類の研修を実施･支援している18。 
 

• 主に特許・商標の審査や出願に関するアラブ地域の知的財産権担当官庁（以下、

知的財産庁）での実地研修（On-the-job training: OJT） 
• 大学や技術センターなどにおける特許出願やライセンシングに特化した研修プ

ログラム 
• 知的財産に対する認識を高める啓もうプログラム（裁判官や税関職員などエン

フォースメントセクタの人材も対象とする）  
• WIPO アカデミー主催の研修プログラムの支援 

 
アラブ局は、WIPO の地方部局以外の WIPO 部門とも協力しており、同局の活動の約 6 割が

他部門との連携によるものとなっている。このような連携においては、アラブ局が主体とな

り、支援対象国のニーズを特定したり、支援対象国から支援要請を受け取る他、 も効果的

な支援方法について WIPO に助言したりといった活動も行われている。残り 4 割の活動は、

支援対象国の知的財産戦略の策定支援が中心となっている。同局では、WIPO に加盟するア

                                                  
13 WIPO, “Africa Bureau: Highlights of Activities”. 
http://www.wipo.int/africa/en/ ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
14 WIPO アフリカ局によるアンケート回答より。 
15 WIPO アフリカ局によるアンケート回答より。 
16 WIPO, “Arab Bureau: Highlights of Activities”. 
http://www.wipo.int/arab/en/ ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
17 WIPO アラブ局によるアンケート回答より。 
18 WIPO アラブ局によるアンケート回答より。 

http://www.wipo.int/africa/en/
http://www.wipo.int/arab/en/
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ラブ諸国に対して、総合的な知的財産アプローチを取ることを奨励しており、そのための知

的財産戦略の策定を支援している。具体的には、知的財産専門家を雇い、支援対象国の知的

財産ニーズを特定するほか、アラブ諸国連盟（League of Arab States）や湾岸協力会議（Gulf 
Cooperation Council：GCC）との知的財産保護問題に関する会合の開催、イスラム諸国会議

機構（Organization of the Islamic Conference）との提携などの活動を行っている19。 
 
アラブ局は現在、法令制度の確立、IT 近代化、人材育成などのキャパシティビルディング

に注力している一方、知的財産インフラの開発にはあまり力を入れていない。モロッコ、ア

ルジェリア、チェニジアといった北西アフリカ諸国（マグレブ）には、比較的良質な知的財

産庁があるといい、これらの地域では、イノベーション、技術移転局（Technology Transfer 
Offices：TTOs）の設立、地元製品を奨励するための地理的表示の利用拡大といった取り組

みがなされている。一方、湾岸諸国では、キャパシティビルディングと知的財産戦略策定支

援が中心となっている20。 
 
③ アジア太平洋局 
 
アジア太平洋局では、開発途上国 38 ヶ国に対して、各国のニーズや状況に合った技術支援

を提供している。具体的な支援分野は、①知的財産政策・戦略に関する支援、②イノベーシ

ョンと技術移転の促進、③ライセンシングやその他の事業活動を通じた知的財産価値の創造、

著作権など経済価値のある権利の促進、④企業における知的財産の戦略的な使用、⑤知的財

産庁の自動化を含めた知的財産制度の近代化、⑥知的財産に関する啓もう活動・情報流布、

⑦WIPO による知財保護の利用推進となっている21。 
 
③ ラテンアメリカ・カリブ局 
 
ラテンアメリカ・カリブ局は、ラテンアメリカ・カリブ地域の 33 ヶ国に対して、知的財産

制度や法的枠組みの策定・強化、エンフォースメントの実施といった支援を提供している。

同局は、ディレクター1 人及びその他の職員 6 人で構成されており、WIPO 所属の専門家・

コンサルタント約 15 人及び、数ヶ月単位で期間で雇用する外部コンサルタント約 20 人と協

力して活動している22。 
 
ラテンアメリカ・カリブ地域について、ラテンアメリカ・カリブ局は各国それぞれで優先す

るべき技術支援活動をまとめた国家知的財産開発計画を 2 年ごとに策定している。ラテンア

メリカ・カリブ局の技術支援の基礎となるのは以下の 4 項目である23。 
 

• インフラ：国家レベルの適切な特許・商標の登録・管理システムを開発するた

めのソフトウェア（ハードウェアは対象外）と人材育成支援を含めた知的財産

庁の近代化支援。ラテンアメリカ・カリブ局は、WIPO のインフラ近代化部門と

提携して、各国知的財産庁のインフラ近代化に関するニーズ査定を行う査定人

を派遣するといった要請にも応じている。1 国の知的財産庁を現代化するための

支援に約 300 万ドルかかるという。 
• 国家知的財産戦略：これまでに、ラテンアメリカ・カリブ地域 14 ヶ国のステー

クホルダーと協力して、各国の知的財産状況の分析に基づいた知的財産戦略の

策定を支援した実績を持つ。更に、これらの知的財産戦略を具体化するための

知的財産プログラムの導入を支援している。 
                                                  
19 WIPO アラブ局によるアンケート回答より。 
20 WIPO アラブ局によるアンケート回答より。 
21 WIPO, “Asia Pacific Bureau: Highlights of Activities”. 
http://www.wipo.int/aspac/en/ ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
22 WIPO ラテンアメリカ・カリブ局によるアンケート回答より。 
23 WIPO ラテンアメリカ・カリブ局によるアンケート回答より。 

http://www.wipo.int/aspac/en/
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• 立法支援：これまでにラテンアメリカ・カリブ地域 17 ヶ国において、WIPO 専

属弁護士が知的財産法の起草を支援している。ラテンアメリカ・カリブ局が直

接的に知的財産法の起草支援を提供することはないが、WIPO の法・政策顧問部

門（Legislative and Policy Advice Section）と共に支援活動を調整するという役割

を担っている。 
• キャパシティビルディング：裁判官、警察官、管理職レベルの知的財産庁職員

などを対象とした研修。WIPO アカデミは、E-Learning 及び WIPO アカデミー本

部での研修コースを提供する一方、ラテンアメリカ・カリブ局は、オンデマン

ド24で研修を提供している。 
 
ラテンアメリカ・カリブ局の活動の 4 分の 3 はキャパシティビルディングとなっており、こ

れには知的財産関連の職員・専門家の育成やインフラの支援が含まれている。そのうち約

70％が人材育成のための研修で、研修以外のキャパシティビルディング活動としては、知的

財産庁の近代化が挙げられる。従って、研修は同局による技術支援の大きな位置を占めてい

る。また、支援対象者は知的財産庁職員及び民間実務者が多い。ラテンアメリカ・カリブ諸

国は概して、著作権よりも特許や商標に関するキャパシティビルディング支援を求める傾向

が強い25。 
 
ラテンアメリカ・カリブ局による人材育成支援活動の特徴は、定期的、組織的そして長期的

な研修コースを提供する WIPO アカデミーとは異なり、支援対象国のニーズに対応した即

時的な研修となっている点である。同局は、担当地域の国から要請があれば、数日間から数

週間以内に、要請に基づくワークショップやセミナーを著名な専門家を招待して準備するこ

とができる。ラテンアメリカ・カリブ局の活動の 80％はキャパシティビルディング（WIPO
アカデミーの活動は含まない）であり、そのうち約 70％が人材育成のための研修となって

いる。研修以外のキャパシティビルディング活動としては、知的財産庁の近代化が挙げられ

る26。 
 
⑤ WIPO アカデミー 
 
WIPO アカデミーは 1998 年に設置された部署で、WIPO における知的財産教育を担当して

いる。特に、知的財産と貿易やイノベーション、健康、応用科学、情報技術、創作産業との

関係を重視しており、発明家や企業関係者、知的財産専門家、政策立案者、知的財産庁職員、

学生、教授などの多様な支援対象者に対して、対面式と E-Leanring を組み合わせた教育・

研修コースを提供している27。 
 
＜他の機関との関係＞ 
 
① WIPO 全体 
 
WIPO による他の機関との連携の 1 つに、加盟国からの任意搬出金である信託基金（Fund in 
Trust: FIT）に基づく支援活動が挙げられる。各国からの FIT の資金の流れは下図表の通り

である。なお、FIT に関しては、オーストラリアが 2012 年 6 月、FIT として WIPO に 200
万オーストラリアドルを搬出することで WIPO と覚書を交わしている28。 

                                                  
24 長期的な活動計画に基づく支援ではなく、要請が来るたびに応じる支援形態。 
25 WIPO ラテンアメリカ・カリブ局によるアンケート回答より。 
26 WIPO ラテンアメリカ・カリブ局によるアンケート回答より。 
27 WIPO. “About WIPO Academy”. http://www.wipo.int/academy/en/about/index.html ［ 終アクセス日 2013 年

2 月 27 日］ 
28 Knowledge Ecology International, “AUD $2 million Australia-WIPO MOU targets TIGAR, neglected diseases, 
developing IP systems and technology transfer”. 
http://keionline.org/node/1443 ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 

http://www.wipo.int/academy/en/about/index.html
http://keionline.org/node/1443
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図表 3 WIPO への FIT の推移（全て推定値、単位：1,000 スイスフラン） 

国 
2008 年/ 

2009 年の 
搬出金 

2010 年/ 
2011 年の 
搬出金 

2011 年末 
での残高 

2012 年/ 
2013 年の 
搬出金 

2012 年/ 
2013 年に 
利用できる

金額 
ブラジル N/A N/A N/A N/A N/A 
フィンランド N/A 160 50 100  150 
フランス N/A 600 100 300 400 
イタリア 253 N/A 649 500 1,149 
ドイツ-日本 640 N/A N/A N/A N/A 
日本 4,292 5,932 2,526  6,798 9,324 
ポルトガル N/A 151 188 151 339 
韓国 1,844 1,776 1,112 2,026 3,138 
スペイン 944 907 100 475 575 
米国 724 764 320 592 912 
EU-バングラディッシ

ュ 
644 1,060 N/A N/A N/A 

EU-パキスタン N/A N/A 214 972 1,186 
合計 9,902 11,350 5,045 10,942 17,173 

出典：WIPO29 
 
② 地域事務局 
 
各地域事務局による他機関との連携は以下の通りとなる30。 
 
アフリカ局 
国連機関などと、技術的協力という形で提携しているが、金銭的な支援は受けていない。ま

た、非政府機関や国際開発関連機関とも連携は行っていない31。 
 
アラブ局 
現在は外部機関との金銭的関係はないものの、アラブ諸国連盟と湾岸協力会議との提携を通

じて、中東での知的財産プロジェクトを支援するための外部予算を確保する可能性を模索し

ている。また、現在は国連機関とは連携していないものの、国際貿易センター（International 
Trade Center）のような国連機関と、知的財産政策の実施に関する協力について模索してい

る32。 
 
ラテンアメリカ・カリブ局 
担当地域における国際及び地方レベルの政府機関や NGO のほか、高等教育機関とも提携し

て支援活動を行っている。同局は、以下のような各国政府組織、国際組織、地域組織と連携

している33。 
                                                  
29 WIPO, “WIPO Program and Budget”. 
http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/budget_2012_2013.pdf ［ 終アクセス日 2013 年

2 月 27 日］ 
WIPO, “PROGRAM AND BUDGET FOR THE 2010/11 BIENNIUM”. 
http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/budget_2010_2011.pdf ［ 終アクセス日 2013 年

2 月 27 日］ 
WIPO, “REVISED PROGRAM AND BUDGET FOR THE 2008/09 IENNIUM”. 
http://www.wipo.int/about-wipo/en/budget/pdf/rev_prog_budget_08_09.pdf ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
30 アジア太平洋局については明確な情報が確認できなかった。 
31 WIPO アフリカ局によるアンケート回答より。 
32 WIPO アラブ局によるアンケート回答より。 
33 WIPO, “Bureau for Latin America and the Caribbean”. 

http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/budget_2012_2013.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/budget_2010_2011.pdf
http://www.wipo.int/about-wipo/en/budget/pdf/rev_prog_budget_08_09.pdf
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機関名 ホームページ 

中米統合事務局（Secretariat for Central American 
Integration ：SIECA） 

www.sieca.org.gt 

アンデスコミュニテイ（The Andean Community） www.comunidadandina.org 
東カリブ海諸国機構（Organization of Eastern Caribbean 
States ：OECS） 

www.oecs.org 

カリブ共同市場事務局（Secretariat of the Caribbean 
Common Market：CARICOM） 

www.caricom.org 

ラテンアメリカ・カリブ経済委員会（Economic 
Commission for the Latin American and the Caribbean：EC
ラテンアメリカ・カリブ） 

www.ec ラテンアメリカ・カリブ.org

南米共同市場（Common Market of the South：
MERCOSUR） 

www.mercosur.org 

スペイン特許商標庁（Spanish Patent and Trademark 
Office ：OEPM） 

www.oepm.es 

欧州特許庁（European Patent Office：EPO） www.european-patent-office.org 
スペイン文化庁（Spanish Ministry of Cultural Affairs） www.mcu.es/organizacion/Organigram

a/Organigrama.html 
 
2.1.2 支援活動状況 
 
（1） 支援対象国 
 
WIPO による支援活動の対象国を、①調査対象国・地域等及び先進国、②途上国、③調査対

象国・地域等及び先進国と途上国の両方の区分で見ると、アジア太平洋、アラブ、アフリカ、

ラテンアメリカ・カリブの全ての地域事務局において、途上国のみを支援対象とした活動が

も多い（図表 4 参照）。また、支援活動数については、アジア太平洋局とアラブ局が増加

傾向であるのに対し、アフリカ局とラテンアメリカ・カリブ局では減少傾向となっている。 

                                                                                                                                                  
http://www.wipo.int/lac/en/ ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 

http://www.sieca.org.gt
http://www.comunidadandina.org
http://www.oecs.org
http://www.caricom.org
http://www.ec
http://www.mercosur.org
http://www.oepm.es
http://www.european-patent-office.org
http://www.mcu.es/organizacion/Organigram
http://www.wipo.int/lac/en/
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図表 4 WIPO による支援活動（支援対象国別） 

 
出典：WIPO による技術支援データベースを基に作成34 

 
なお、アフリカ局が現在 も支援に力を入れている国は、ルワンダ、タンザニア、南アフリ

カ、カメルーン、セネガル、コートジボアール、ガボン、ナイジェリア、コンゴなどとなっ

ている35。 
 
また、アラブ局による支援対象国のうち、イランやリビア、イエメン、イラクといった国々

については、安全保障や政治的な理由から支援活動を提供することが困難となっている。一

方、中東地域全体を対象とした支援活動については、アラブ局は担当する地域における全て

の国に参加することを奨励している36。 
 
（2） 支援対象分野 
 
支援対象分野が判明しているものの中では審査実務支援が多く、これにエンフォースメント

強化支援が続いている（図表 5 参照）。特に、アジア太平洋局とラテンアメリカ・カリブ局

では審査実務支援が多い。 

                                                  
34 WIPO. “Technical Assistance Database”. www.wipo.int/tad/en/ ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
35 WIPO アフリカ局によるアンケート回答より。 
36 WIPO アラブ局によるアンケート回答より。 

http://www.wipo.int/tad/en/
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図表 5 WIPO による支援活動（支援対象分野別） 

 
出典：WIPO による技術支援データベースを基に作成37 

 
また、支援対象者を見ると、知的財産庁職員及びその他の政府職員を対象とした活動が多い

（図表 6 参照）。アジア太平洋局及びラテンアメリカ・カリブ局では知的財産庁職員を対象

とした活動が多いほか、アフリカ局及びラテンアメリカ・カリブ局では法廷関係者向けの活

動が多く展開されている。 
 
なお、ラテンアメリカ・カリブ局では、1 年ほど前より、同局が提供する知的財産関連の研

修コース、ワークショップ、セミナーなどの支援を受けている知的財産庁に対して、民間機

関をこれらのイベントに招待することを要請し始めている。また、各国の商工会がその知的

財産庁に対して、企業向けの知的財産研修を要請できるようにしたほか、知的財産庁がラテ

ンアメリカ・カリブ局に対して、商工会でそのような研修を企業向けに提供するよう要請で

きるようになっている38。一方、アフリカ局が実施するワークショップなどに、中小企業を

中心に業界関係者が参加しているが、同局が知的財産庁に対して積極的に民間セクタの参加

を奨励することもなく、民間セクタに特化した支援活動を計画することもない39。 

                                                  
37 WIPO. “Technical Assistance Database”. www.wipo.int/tad/en/ ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
38 WIPO ラテンアメリカ・カリブ局によるアンケート回答より。 
39 WIPO アフリカ局によるアンケート回答より。 

http://www.wipo.int/tad/en/
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図表 6 WIPO による支援活動（支援対象者別） 

 
 

注：1 つの活動に複数の種類の支援対象者が参加していることがある。 
出典：WIPO による技術支援データベースを基に作成40 

 
（3） 支援手法 
 
支援手法を見ると、セミナー、ワークショップ、会議など（以下セミナー等）41が も多く
42、これに招へい研修が続いている（図表 7 参照）。専門家派遣や、資金提供（セミナー等

への参加資金を支援）といった支援手法も、セミナー等や招へい研修と比べると頻度は大幅

に少ないものの、複数の地域事務局で実施されている43。 

                                                  
40 WIPO. “Technical Assistance Database”. www.wipo.int/tad/en/ ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
41 セミナーとワークショップの区別は曖昧であり、ラウンドテーブルや会議など、同様の支援手法も存在

するため、本報告書では、これらを「セミナー等」という 1 つの支援手法に分類している。 
42 WIPO による技術支援データベースでは、セミナーシリーズであっても個別のセミナーが 1 つの支援活

動として紹介されているため、セミナー等の活動件数が多くなっている可能性がある。 
43 E-Learning は、WIPO 地域事務局による活動ではないため、活動数には反映させずに、詳細を報告書本文

で詳しく紹介している。 

http://www.wipo.int/tad/en/
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図表 7 WIPO による支援活動（支援手法別） 

 
出典：WIPO による技術支援データベースを基に作成44 

 
＜E-Learning＞ 
WIPO は、知的財産に関する E-Learning を 1998 年より提供している。E-Learning には、基

礎コースが 3 コース、上級コースが 11 コースあり、コースごとに複数のモジュール別に構

成されている（詳細は以下の図参照）。WIPO の E-Learning を利用するには、インターネッ

トに接続可能なスピーカー付きコンピューター、Internet Explorer 5 以上、Real Player ソフト

ウェアなどが必要となっている。言語は、アラビア語、中国語、英語、フランス語、ポルト

ガル語、ロシア語、スペイン語の 7 種類が用意されており、これら以外の言語でのコースも

要請に応じて提供しているという45。講師陣は世界各国の大学の著名な学者で構成されてお

り、受講者との交流は、オンラインフォーラムや電子メールを通じて行われる46。以下、

WIPO 通信教育で提供されているコースとモジュールを紹介する。 

                                                  
44 WIPO. “Technical Assistance Database”. www.wipo.int/tad/en/ ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
45 http://www.wipo.int/academy/en/faq.html#dl ［ 終アクセス日 2012 年 11 月 15 日］ 
46 WIPO, “Distance Learning”. 
http://www.wipo.int/academy/en/courses/distance_learning/index.html ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 

http://www.wipo.int/tad/en/
http://www.wipo.int/academy/en/faq.html#dl
http://www.wipo.int/academy/en/courses/distance_learning/index.html
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図表 8 WIPO の E-Learning コース 

コース名 対応言語 期間（所

要時間）
対象者 料金 モジュール 

基礎コース 
Module 1: Introduction 
Module 2: Overview of IP 
Module 3: Copyright 
Module 4: Related Rights 
Module 5: Trademarks 
Module 6: Geographical Indications 
Module 7: Industrial Designs 
Module 8: Patents 
Module 9: New Plant Varieties 
Module 10: Unfair Competition 
Module 11: Enforcement of IP Rights 

Intellectual 
Property Primer 
(DL-001) 

アラブ

語、中国

語、英語、

フランス

語、ロシ

ア語、ス

ペイン語 

所要時間

は約 3 時

間 

知的財産の基

礎知識を有す

る者 

無料 

Module 12: Emerging Issues in IP 
Module 1: Guide to Studying the Course 
Module 2: Introduction to IP 
Module 3: Copyright 
Module 4: Related Rights 
Module 5: Trademarks 
Module 6: Geographical Indications 
Module 7: Industrial Design 
Module 8: Patents 
Module 9: WIPO Treaties 
Module 10: Unfair Competition 
Module 11: Protection of New Varieties of Plants 
Module 12: IP and Development- The WIPO Development Agenda （2011 年から新設） 
Module 13: Summary and Discussion on Intellectual Property Rights 

General Course 
on Intellectual 
Property 
(DL-101) 

アラブ

語、中国

語、英語、

フランス

語、ロシ

ア語、ス

ペイン語 

6 週間（約

55 時間）

知的財産権の

管理に携わる

実務関係者及

び知的財産の

基礎知識を有

する者 

無料 

Final Exam 
Module 1: What is the PCT? 
Module 2: Why Use the PCT? 
Module 3: Preparing the PCT Application 
Module 4: Filing the PCT Application 
Module 5: Electronic Filing Using PCT-SAFE 

General Primers - 
Introduction to the 
Patent 
Cooperation 
Treaty 
(DL-101PCT) 

アラブ

語、中国

語、英語、

フランス

語、ロシ

所要時間

は約 3 時

間 

PCT システム

に関する基礎

知識を有する

者 

無料 

Module 6: Patent Agents and Common Representatives 



 
各国の開発途上国に対する人材育成支援活動に関する調査研究 

21 
 

コース名 対応言語 期間（所

要時間）
対象者 料金 モジュール 

Module 7: The International Search and Written Opinion of the ISA 
Module 8: International Publication 
Module 9: International Preliminary Examination 
Module 10: Entry into the National Phase 
Module 11: Special International Phase Procedures 
Module 12: Procedures for Inventions in the Field of Biotechnology 
Module 13: Access by Third Parties to the File of a PCT Application 

 ア語、ス

ペイン語 

Module 14: PCT Outlook 
上級コース 

Module 1: The concept of copyright, the historical background and the international framework 
Module 2: The Berne Convention: principles and notions of works 
Module 3: The Berne Convention: content protection - rights and limitations 
Module 4: The Berne Convention: special types of works and situations 
Module 5: The TRIPS Agreement and the WIPO Copyright Treaty 
Module 6: Related rights 
Module 7: Sui generis regimes of protection, sui generis rights and unfair competition 
Module 8: The TRIPS Agreement and enforcement issues 
Module 9: Collective management of rights 
Module 10: Copyright on the Internet 
Module 11: IP and Development - Lecture: Public Domain and Flexibilities under Copyright and 
Related Rights 

Copyright and 
Related Rights 
(DL-201) 

アラブ

語、英語、

フランス

語、ポル

トガル

語、ロシ

ア語、ス

ペイン語 

12 週間

（約 120
時間） 

弁護士、著作

権局のマネー

ジャ、放送・

出版業界関係

者、DL-101 の

受講を終了し

た学者・大学

生 

80ドル

～400
ドル 

Final Exam 
Level I: A foundation for understanding the basic concepts inherent in e-commerce and IP 
Module 1: Intellectual Property in Electronic Commerce – Introduction 
Level II: IP aspects of e-commerce in the areas of trademarks, patents and copyright 
Module 2: Internet Domain Names and Trademarks 
Module 3: Electronic Business and Patents 
Module 4: Digital Content and Copyright 
Level III: Sub-topics that pertain to the areas identified above. 
Module 5: Managing Intellectual Property Online 
Module 6: International Implications and Enforcement 
Level IV: Four topics pertaining to Development and Competition in IP 
Module 7: IP and Development: Four topics on Flexibilities and Competition in IP. 

Electronic 
Commerce and 
Intellectual 
Property 
(DL-202) 

アラブ

語、英語、

フランス

語、ポル

トガル

語、ロシ

ア語、ス

ペイン語 

12 週間

（約 120
時間） 

弁護士、著作

権局のマネー

ジャ、放送・

出版業界関係

者、DL-101 の

受講を終了し

た学者・大学

生 

80ドル

～400
ドル 

Final Exam  
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コース名 対応言語 期間（所

要時間）
対象者 料金 モジュール 

Section I: Principles of Biotechnology-Associated IP 
Module 1: Overview of Biotechnology and IP 
Module 2: International Framework of Biotechnology and IP 
Section II: Current Biotechnology Practice 
Module 3: Reading a Biotechnology Patent 
Module 4: The Process of Getting a Biotechnology Patent 
Module 5: Searching Patent Databases 
Section III: Application and Commercialization of Biotechnology IP 
Module 6: Biotechnology Research and Intellectual Property Rights Management 
Module 7: Licensing and Enforcing Intellectual property Rights 
Module 8: Commercializing your Biotechnology Invention – A Case Study 
Section IV: Biotechnology and Development 
Module 9: IP and Development - Lecture on Flexibilities and Public Domain under Patents for 
Biotechnology 

Biotechnology 
and Intellectual 
Property 
(DL-204) 

英語、フ

ランス

語、ポル

トガル

語、スペ

イン語 

12 週間

（約 120
時間） 

知的財産庁の

職員、非政府

機関や国際機

関の職員、知

的財産関連の

弁護士・研究

者・科学者・

学生、知的財

産に関して十

分な知識を持

つ者 

80ドル

～400
ドル 

Final Exam  
Module 1: The Macro-Economic Impact of the Patent System 
Module 2: The Patent Application Process 
Module 3: The Different Layers of the International Patent System and Regional Patent Protection 
Mechanisms 
Module 4: Kinds of Intellectual Property Protection Based on Types of Inventions 
Module 5: Legal Issues of the Patenting Process 
Module 6: Enforcement 
Module 7: New Issues, Important Cases and Discussions 
Module 8: IP and Development - Lecture on Flexibilities and Public Domain under Patents 

Patents (DL-301) 英語、フ

ランス

語、ポル

トガル

語、スペ

イン語 

12 週間

（約 120
時間） 

弁護士、知的

財産庁の職

員、研究開発

の関係者、大

学生（DL-101
の事前受講を

推奨） 

80ドル

～400
ドル 

Final Exam 
Module 1: The Role of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications in the Market 
Module 2: Trademarks, Geographical Indications and Industrial Designs as Financial Assets in support 
of Branding. Case Reading(s) 
Module 3: Geographical Indications 
Module 4: Industrial Designs 
Module 5: Protection Against Unfair Competition 
Module 6: IP and Development - Lecture on Flexibilities and Public Domain 

Trademarks, 
Industrial Designs 
and Geographical 
Indications 
(DL-302) 

英語、フ

ランス

語、ポル

トガル

語、スペ

イン語 

12 週間

（約 120
時間） 

弁護士、知的

財産庁の職

員、研究開発

の関係者、大

学生（DL-101
の事前受講を

推奨） 

80ドル

～400
ドル）

Final Exam 
Module 1: The WIPO Arbitration and Mediation Center Arbitration and 

Mediation 
英語、フ 7 週間（約 知的財産法に 80ドル

Module 2: Mediation 
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コース名 対応言語 期間（所

要時間）
対象者 料金 モジュール 

Module 3: Arbitration and Expedited Arbitration 
Module 4: Conducting the Arbitration 

Procedure under 
the WIPO Rules 
(DL-317) 

ランス

語、ポル

トガル

語、スペ

イン語 

60 時間） 関する実用的

な知識を持つ

者 

～400
ドル 

Final Exam 

Module 1: The Value of Patent Information 
Module 2: Patent Searching Activities and the Strategic Use of Patent Information 
Module 3: Techniques for Searching Patent Documents (11 drills) 
Module 4: Patent Information Search Training 
Module 5: Caution and Risks of Patent Searching 
Module 6: Introduction to the Patent Search and Freedom to Operate Reports (2-3 Drills) 
Module 7: IP Development - Thematic Development Issues in Patent Search: Introduction to 
Traditional Knowledge and Green Technologies (2-4 Patent Search Drills) 

Patent 
Information 
Search (DL-318) 

英語 12 週間

（約 120
時間） 

弁護士、知的

財産庁の職

員、研究開発

の関係者、大

学生（DL-101
の事前受講を

推奨） 

80ドル

～400
ドル 

Final Exam 
Module 1: Why You Might Want a Patent? 
Module 2: Overview of Patents 
Module 3: Drafting a Patent Application 
Module 4: Notes and Practical Exercises on Drafting Patent Specification 

Basics of Patent 
Drafting (DL-320)

英語 12 週間

（約 120
時間） 

発明家、科学

者、エンジニ

ア（DL-101 の

事前受講を推

奨） 

80ドル

～400
ドル 

Final Exam 

Module A: Unit A1 - Negotiating with authors: copyright ownership 
Module A: Unit A2 - Moral rights and ethical responsibilities 
Module A: Unit A3 - Publisher-author contracts 
Module A: Unit A4 - Negotiating with authors: financial agreements 
Module A: Unit A5 - Working with other content suppliers 
Module A: Unit A6 - Terminating the agreement 
Module B: Unit B1 - Negotiating publishing partnerships 
Module B: Unit B2 - Benefiting from subsidiary rights – buying, selling and licensing 
Module B: Unit B3 - Book fairs 
Module B: Unit B4 - Managing copyright assets 
Module B: Unit B5 - Managing online copyright and licensing 
Module B: Unit B6 - Copyright infringement 

Managing 
Intellectual 
Property in the 
Book Publishing 
Industry (DL-401)

英語 10 週間

（約 80 時

間） 

知的財産と出

版に関する豊

富な知識を持

つ者

（DL-101、
DL-201、もし

くは DL-202
の事前受講を

推奨） 

80ドル

～400
ドル 

Final Exam 
Module 1: Guide to Studying the Course Intellectual 

Property 
英語 12 週間 知的財産の管 80ドル

Module 2: Introduction and an Overview of Intellectual Property Management 
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コース名 対応言語 期間（所

要時間）
対象者 料金 モジュール 

Module 3: Economic Perspectives on Intellectual Property 
Module 4: Innovation and Intellectual Property Protection 
Module 5: Intellectual Property Value and Finance 
Module 6: Intellectual Property and Commercialization 
Module 7: On line Intellectual Property Management 
Module 8: Strategy for Intellectual Property Management 
Module 9:  IP and Development - Lecture: Managing Patents, IP Flexibilities and Public Domain 

Management 
(DL-450) 

（約 120
時間） 

理・保護に関

する実務関係

者（DL-101 の

事前受講を推

奨） 

～400
ドル 

Final Exam 
Collective Management of Copyright; Performers’ Rights 
Essential Copyright Law 
Essential Competition Law 
Essential Industrial Design Law 
Essential Patent Law 
Essential Trademark Law 
Internet Aspects of Copyright & Trademarks 
Legal Aspects of Electronic Commerce 
Traditional Knowledge & Biodiversity 

WIPO-UNISA 
Intellectual 
Property 
Specialization 
Program 

英語 1 モジュ

ール 14 週

間（一学期

に 2 モジ

ュール以

上の受講

は推奨さ

れていな

い） 

南アフリカ大

学（University 
of South 
Africa: 
UNISA）の学

位課程への入

学要件を満た

す者 

1 モジ

ュール
1,200
南アフ

リカラ

ンド

（約

136 ド

ル） Final Exam 
出典：WIPO ウェブサイト47を基に作成 

                                                  
47 WIPO, “Distance Learning”. 
http://www.wipo.int/academy/en/courses/distance_learning/index.html ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 

http://www.wipo.int/academy/en/courses/distance_learning/index.html
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① 受講資格及び受講料 
 
WIPO よる E-Learning コースの多くは、複数のモジュールと 終試験（Final Exam）で構成

されているが、基礎コースには 終試験がないコースも含まれる。 終試験は電子メールで

送信するエッセイ形式となっており、合格すると受講者にはコース修了証が与えられる。基

礎コースは受講を希望する者全てが受講可能である一方で、上級コースは、基礎コースの受

講していることや、特定の上級コースの受講していること、知的財産の実務関係者であるこ

と、知的財産関係の学生であることなど、コース受講に必要な基礎知識を既に習得している

ことが推奨されている。受講料は、基礎コースは無料、上級コースは有料となっており、上

級コースの 1 コース当たりの受講料は、以下のように受講生の属性によって 5 種類に分かれ

ている。 
 

上級コース 受講料 
一般料金 400 ドル 
学生料金 250 ドル 
特定国*1 の一般受講生を対象とした特別料金 120 ドル 
特定国*1 の学生受講生を対象とした特別料金 80 ドル 
WIPO-UNISA 知的財産特化プログラム（WIPO-UNISA 
Intellectual Property Specialization Program*2） 

1 モジュール 1,200 南アフリ

カランド（約 136 ドル） 
注 1：特定国とは、WIPO が技術協力プログラムを提供している国を指す48 
注 2：WIPO と南アフリカ大学の共同コース 

出典：WIPO49 
 
② 基礎コースの概観 
 
WIPO の E-Learning を受講するには、まず、専用ホームページ（http://lms.wipo.int/）でアカ

ウントを作成する。基礎コースでは、それぞれのモジュールで知的財産の基礎知識に関する

情報を PC の画面上で受講者が読んで学び（図表 9 参照）、 終試験がある基礎コースでは

エッセイ形式の 終試験を電子メールで送信し、試験に合格すれば修了となる。各コース及

びモジュールにはディスカッションフォーラムが設定されており、受講者同士が質問や議論

を交わしたりできるようになっている。また、音声やストリーミング動画ベースのモジュー

ルも、基礎コースでは提供されていない。基礎コースの受講期間を見ると、「知的財産の一

般コース（General Course on Intellectual Property: DL-101）」の受講期間は約 55 時間（6 週間50）、

「知的財産の入門書（Intellectual Property Primer: DL-001）」と「特許協力条約の入門

（Introduction to the Patent Cooperation Treaty: DL-101PCT）」の受講期間は約 3 時間51となって

いる。 

                                                  
48 特定国のリストは以下を参照。 
WIPO, “List of countries where WIPO holds technical cooperation programs”. 
http://www.wipo.int/academy/en/courses/distance_learning/country_list.html ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
49 WIPO, “Distance Learning Tuition Fees”. 
http://www.wipo.int/academy/en/courses/distance_learning/fees.html ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
50 WIPO, “General Course on Intellectual Property (DL-101)”. 
http://www.wipo.int/academy/en/courses/distance_learning/dl101.html ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
51 WIPO, “Intellectual Property Primer (DL-001)”. 
http://www.wipo.int/academy/en/courses/distance_learning/dl001.html ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 

http://lms.wipo.int/
http://www.wipo.int/academy/en/courses/distance_learning/country_list.html
http://www.wipo.int/academy/en/courses/distance_learning/fees.html
http://www.wipo.int/academy/en/courses/distance_learning/dl101.html
http://www.wipo.int/academy/en/courses/distance_learning/dl001.html
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図表 9 WIPO の E-Learning の基礎コースの一例 

 

 
出典：WIPO52 

 
 
③ 上級コースの概観 
 
上級コースを受講する際にも、上述の E-Learning 専用ホームページ（http://lms.wipo.int/）で

アクセスを作成する必要がある。厳密な受講資格は設定されていないが、各コースのテーマ

に関する十分な基礎知識を有していることが推奨されている。上級コースには、各コースの

テーマに準じた専門講師が指定されており、ディスカッションフォーラムを通じて受講者と

の質問や議論が交わされる53。また、基礎コースとは異なり、上級コースでは、音声・動画

ストリーミングや、ビデオ会議といった IT 技術を利用した講義が提供されている54。上級

コースの受講期間については、60 時間（7 週間）から 120 時間（12 週間）となっている55。

ただし、WIPO が南アフリカ大学と共同で提供している WIPO-UNISA 知的財産特化プログ

ラム（WIPO-UNISA Intellectual Property Specialization Program）については、全 9 モジュール

中 8 つのモジュールを選択することが修了の要件で、各モジュールの受講時間は 14 週間と

なっている。なお、WIPO-UNISA 知的財産特化プログラムについては、受講料も 1 モジュ

ールにつき 1,200 南アフリカランド（約 136 ドル）となっており、他の上級コースと比べて

受講時間も長いだけでなく、受講料も高く設定されている56。 
 
（4） 支援実績 
 
＜実施回数＞ 
WIPO は、2010 年に 110 件、2011 年に 137 件、2012 年に 117 件の支援活動を実施している。

うち、セミナー等、専門家派遣、招へい研修の実施数は以下の通りとなる。 
 

支援手法 2012 年 2011 年 2010 年 
セミナー等 73 82 76 
専門家派遣 2 3 1 
招へい研修 17 29 12 

 
                                                  
52 WIPO, “General Course on Intellectual Property (DL-101)”. 
http://www.wipo.int/academy/en/courses/distance_learning/dl101.html ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
53 http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/training/467/wipo_pub_467_2013.pdf ［ 終アクセス

日 2013 年 2 月 27 日］ 
54 WIPO, “WIPO ACADEMY EDUCATION AND TRAINING PROGRAMS PORTFOLIO”. 
http://www.wipo.int/academy/en/faq.html#dl ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
55 http://www.wipo.int/academy/en/courses/distance_learning/dl101.html ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
56 WIPO, “General Course on Intellectual Property (DL-101)”. 
http://www.wipo.int/academy/en/courses/distance_learning/wipo_unisa.html ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 

http://lms.wipo.int/
http://www.wipo.int/academy/en/courses/distance_learning/dl101.html
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/training/467/wipo_pub_467_2013.pdf
http://www.wipo.int/academy/en/faq.html#dl
http://www.wipo.int/academy/en/courses/distance_learning/dl101.html
http://www.wipo.int/academy/en/courses/distance_learning/wipo_unisa.html
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＜年間予算額＞ 
2012 年及び 2013 年の 2 年間における WIPO の予算は、1 億 4,434 万 7,000 スイスフランと

なっている57。2010 年及び 2011 年予算が 1 億 1,854 万 8,000 スイスフラン58であることから、

WIPO の予算は拡大しているといえる。 
 
なお、アフリカ局の 2012 年の予算は 130 万ドルであり、予算額は近年あまり上下していな

い。近年の予算額ではアフリカ諸国の国家知的財産開発計画の策定を支援するのには不十分

であることから、アフリカ諸国は、国連開発計画（United Nation Development Programme：
UNDP）のような開発援助パートナー組織と提携して WIPO の支援では足りない部分を補填

している59。 
 
アラブ局の予算は約 200 万ドルで、WIPO の他の地域事務局とは異なり、財政難ではないと

いう60。 
 
一方、ラテンアメリカ・カリブ局の予算は年間 130 万ドルである61。ラテンアメリカ・カリ

ブ局におけるラテンアメリカへの支援活動資金は、スペインから拠出されている他、メキシ

コ、ブラジル、アルゼンチン、コロンビア、ポルトガルが貢献するスペインアメリカ信用基

金（Ibero-American trust fund）から 10 万ユーロが提供されている。ラテンアメリカ・カリブ

局の予算の 15％はカリブ諸国への支援活動に充当されており、残りはラテンアメリカ諸国

への支援活動に使用されている。人口・面積比で見ると、カリブ諸国への支援活動への予算

の割合が高くなっているが、これは、同地域での国民平均所得や生活水準がラテンアメリカ

諸国と比べて高いことから、必然的に知的財産関連の支援活動を提供するコストも高いこと

が要因とみられる62。 
 
＜参加人数＞ 
WIPO の支援活動の参加人数は、2012 年が 911 人以上、2011 年が 1,801 人以上、2010 年が

1,598 人以上、過去三年間合計では 4,310 人以上となっている（※参加人数がわかっている

もののみ：支援活動ごとの参加人数は 2.1.7 を参照）。 
 
（5） レシピエントに対する支援後のフォローアップの手法 
 
フォローアップの有無及び手法は地域事務局ごとに異なっている。例えば、アフリカ局では、

担当する啓もう活動イベントの参加者に対してフォローアップは行っておらず63、アラブ局

も、個別の研修生に対し支援の成果についてフォローアップをすることは困難であると考え

ている64。 
 
一方、アジア太平洋局は、プログラムが効果的に実施されているかを把握するために、支援

対象国を訪問し、活動の影響を評価している。更に、1～2 ヶ国を取り上げ、その国で実施

される支援活動が及ぼした長期的影響などを、一定期間にわたって評価することもある65。

更に、ラテンアメリカ・カリブ局でも、支援活動の恩恵を確認するべく、参加者に対してア

                                                  
57 http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/budget_2012_2013.pdf ［ 終アクセス日 2013
年 2 月 27 日］ 
58 WIPO, “PROGRAM AND BUDGET FOR THE 2010/11 BIENNIUM”. 
http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/budget_2010_2011.pdf ［ 終アクセス日 2013 年

2 月 27 日］ 
59 WIPO アフリカ局によるアンケート回答より。 
60 WIPO アラブ局によるアンケート回答より。 
61 WIPO アカデミーがラテンアメリカ・カリブ地域に対して提供する研修のための予算は含まれていない。 
62 WIPO ラテンアメリカ・カリブ局によるアンケート回答より。 
63 WIPO アフリカ局によるアンケート回答より。 
64 WIPO アラブ局によるアンケート回答より。 
65 WIPO アジア太平洋局によるアンケート回答より。 

http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/budget_2012_2013.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/budget_2010_2011.pdf
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ンケート調査を実施している66。 
 
2.1.3 産業界の関与のあり方 
 
＜WIPO 全体＞ 
WIPO では、特に著作権やその他の権利に関する支援プログラムにおいて、政府や産業界の

ステークホルダが協力して模範的政策を確立・維持することを重視している。具体的には、

創造産業における契約ガイドラインの策定や、音楽産業やスポーツ産業における協力政策の

強化といった取り組みが行われている67。また WIPO は、WIPO の活動に民間セクタや非政

府機関の意見を取り込むことを重視している68。 
 
産業界からの意見の吸い上げについては、WIPO はこれまでに、アフリカ諸国におけるファ

ッションデザイン産業の現状について、特にこの分野が直面する課題や機会、制約に重点を

置き調査する「アフリカのファッションデザイン資産の保護強化及び実用化における知的財

産の寄与に関する研究会」、ネパールの映画産業の全てのステークホルダに対して、著作権

の重要性を説明することを目的とする「映画産業専門家向けの著作権に関する全国ワークシ

ョップ」、コスタリカと中米地域における経済・社会開発のツールとしてのスポーツ産業を

振興させる知的財産戦略について討論する「知的財産とスポーツに関する小地域セミナー」

といった支援活動を通じて産業界と意見を交換した実績を持つ69。 
 
＜地域事務局＞ 
アジア太平洋局は、産業界を取り込んだ活動を行っている。金銭的な貢献はないが、共同で

活動を実施することはあり、その際には、産業界は、実施する支援のタイプを把握し、明確

に理解した上で、活動の計画を進め、講演者と共に、アジア太平洋局の支援プログラムや活

動に参加している。また、同局は、商工会議所との協働活動も行っている他、他の国々や、

特許協会などの組織が、会議、会合、講演会などに同局を招聘する場合もある。いずれの連

携においても、産業界は、支援活動を実施するための会場選定や現地専門家の特定といった

面で協力するが、資金は提供していない70。一方、アフリカ局では、支援活動の提供におい

て、産業界が関与することはない71。 
 
ラテンアメリカ・カリブ局では、同局担当者がラテンアメリカ・カリブ諸国を訪問する際に

は、商工会の代表者とも会合を持っている。その際に、当該国の知的財産庁長官も召集し、

特許審査プロセスの遅延といった知的財産関連の問題が生じている場合、知的財産庁関係者

と産業関係者との間の意見調整を行うこともある。このような会合を通して、知的財産支援

活動に関するニーズが特定される場合もあり、ラテンアメリカ・カリブ局は、会合に参加し

た知的財産庁と産業界の意見の相違を解決するべく、知的財産庁の運営改善を目的とした人

材研修を提案するなどの対応も行っている72。 
 
2.1.4 今後の支援活動予定 
 
WIPO の収入は増加しているものの、WIPO の各部門・局の予算はプログラム・予算委員会

                                                  
66 WIPO ラテンアメリカ・カリブ局によるアンケート回答より。 
67 WIPO, “WIPO PROGRAM AND BUDGET”. 
http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/budget_2012_2013.pdf ［ 終アクセス日 2013 年

2 月 27 日］ 
68 WIPO アフリカ局によるアンケート回答より。 
69 WIPO, “WIPO PROGRAM AND BUDGET”. 
http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/budget_2012_2013.pdf ［ 終アクセス日 2013 年

2 月 27 日］ 
70 WIPO アジア太平洋局によるアンケート回答より。 
71 WIPO アフリカ局によるアンケート回答より。 
72 WIPO ラテンアメリカ・カリブ局によるアンケート回答より。 

http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/budget_2012_2013.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/budget_2012_2013.pdf
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（Program and Budget Committee）が途上国と先進国を交えた交渉で決定しているため、今後

の計画を予想することは困難となっている。この会合では、先進国は地域事務局の予算削減

を求め、途上国は予算拡大を求める傾向が強い73。 
 
＜アフリカ局＞ 
アフリカ局における新しい支援対象国として、これまでアラブ局の支援対象国の一部であっ

た南スーダンが挙げられる74。また、アフリカ局の支援は、国ごとの知的財産開発計画に基

づいているものが主体であり、同計画に沿わないオンデマンド支援を減らすようにしている。

具体的には、支援対象国からオンデマンドでの支援要請があった場合には、要請内容が当該

国の知的財産開発計画に一致していることを同局に証明することを求めている75。 
 
＜アラブ局＞ 
予算については、アラブ局では予算を使いきれていないため、今後予算が拡大することは見

込んでいない。また、支援対象国についても、新しい支援対象国が追加される予定はない。

今後、中東地域におけるアラブ局のプレゼンスと活動は拡大すると見られているが、政治的

に不安定な国々が、アラブ局がその支援プログラムを十分に実施するための障害になる可能

性も指摘されている76。 
 
アラブ局における今後の支援活動の方向性として、オンデマンドの支援活動を削減すること

が挙げられている。これは、アフリカ局と同様に、支援対象国の知的財産開発計画を反映し

た支援活動を優先するとの意図によるもので、同局は、知的財産開発計画を策定する過程で

のニーズ査定において、当該国に包括的なニーズの提示を奨励している。ただし、会議や訪

問研修に限定したオンデマンドの支援要請については、可能な限り対応する予定であるとい

う77。 
 
アラブ局が 近開始した支援活動として、サウジアラビアでの特許出願に関する研修プログ

ラムや、湾岸諸国とオマーンにおける、裁判官、消費者、業界団体、その他のステークホル

ダー向けの啓もうプログラムが挙げられる。2013 年には、アラブ局はマグリブ諸国（アフ

リカ北西部に位置するアラブ諸国）に対して商標に関する研修プログラムを、湾岸諸国に対

しては、特許の分類や検索に関する研修プログラムを提供する予定となっている。更に、異

なる研究機関を集結させた技術・イノベーション支援センター（Technology and Innovation 
Support Centers）を中心とした支援プログラムを立ち上げており、湾岸諸国に参加を求める

予定である。他にも、エジプトとアルジェリアに対して、知的財産に関する現状を調査する

活動を計画していたが、両国の政治・治安情勢が不安定なため実施が延期されている78。 
 
アラブ局はまた、WIPO アカデミーとイタリアのトリノ大学（University of Turin）が共同で

設立した知的財産法修士プログラムへの研修生に奨学金を提供する予定である79。 
 
＜ラテンアメリカ・カリブ局＞ 
チリ、ペルー、コロンビア、コスタリカ、メキシコといった知的財産の発展が目覚ましい国々

は、今後も多くの支援を受ける可能性が高い。これらの国々は、知的財産制度を取り入れる

必要性が高いだけでなく、制度導入において大きな進展が近い将来に見られると期待されて

いるため、ラテンアメリカ・カリブ局の予算の多くが充当されると予測されている。またこ

                                                  
73 WIPO ラテンアメリカ・カリブ局によるアンケート回答より。 
74 WIPO アフリカ局によるアンケート回答より。 
75 WIPO アフリカ局によるアンケート回答より。 
76 WIPO アラブ局によるアンケート回答より。 
77 WIPO アラブ局によるアンケート回答より。 
78 WIPO アラブ局によるアンケート回答より。 
79 WIPO アラブ局によるアンケート回答より。 
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れらの国々は、人材育成支援を も多く要請しているという特徴もあるという80。 
 
2.1.5 支援活動に関する評価 
 
WIPO の内部独立監査機関である内部監査部門（Internal Audit and Oversight Division）が、毎

年 WIPO の支援活動の査定を行っている81。WIPO の監査部門の職員は、任意で選定した国

を訪問し、様々なステークホルダーや組織と会合して情報を十分収集した上で、WIPO の支

援プログラムの効果に関する報告書を作成している82。また、コンサルタントグループが

WIPO の開発アジェンダに対する技術支援を包括的に評価しており、WIPO の開発支援の向

上に関する 286 の提言を行ったこともある。更に、コンサルタントを雇って、無作為に抽出

した支援活動が十分に機能しているか調査することもあるという83。 
 
地域事務局レベルでは、アラブ局は 近、モロッコとアルジェリアにある技術・イノベーシ

ョン支援センターにおいて、これらのセンターで実施されるイニシアティブの頻度、難度、

利益について評価を開始している84。 
 
また同局は、研修生に対する効果を検証するためのアンケート調査も実施している。アンケ

ート調査の結果では、研修生による研修に対する評価は常に好意的なものとなっている。ま

た、研修生から、支援活動がもたらした恩恵について称賛する電子メールが届くことも稀に

あるという。アラブ局は更に、研修講師が研修の目的に合っていたかについての内部的な分

析も行っている85。 
 
2.1.6 開発途上国のニーズへの対応 
 
アフリカ局は、以下の 3 つのアプローチを通じて各国のニーズを特定している86。 
 

• 各国からのオンデマンド支援の要請 
• 各国の国家知的財産開発計画の策定： WIPO がコンサルタントを国に派遣し、

1 ヶ月から 6 ヶ月にわたり、同国の政府や産業界と共に、経済、社会、文化的な

状況を評価する。その後、その国における知的財産開発や知的財産奨励に関す

るニーズを特定し、各国のニーズに沿った技術支援活動が策定される。 
• WIPO 総会（WIPO General Assembly）： 各国の知的財産庁幹部は毎年、WIPO

総会に出席している。アフリカ局は、参加者と会合し、翌年の計画や活動につ

いて協議している。 
 
アラブ局の活動は、支援対象国のニーズに基づいて展開されており、各国からの支援要請に

適切に対応するよう取り組んでいる。また、今後の 2 年間の適切な知的財産プログラムを確

立するため、各国の知的財産開発計画も策定している。計画策定の際には、当該地域の専門

家や元 WIPO 職員などによるニーズ査定が行われ、支援対象国の政府や産業界などとの会

合に基づき、当該国の状況が分析されている。ニーズ査定の結果は、ニーズ査定ミッション

報告書（Needs Assessment Mission Report）にまとめられ、この中で、支援対象国における優

先課題が特定されている。その後、当該国は知的財産開発計画の内容について支援要請を行

う。WIPO の他の部門の専門家の関与が必要な場合は、アラブ局はその活動の日程や場所に

                                                  
80 WIPO ラテンアメリカ・カリブ局によるアンケート回答より。 
81 WIPO, “Evaluations”. http://www.wipo.int/about-wipo/en/oversight/iaod/evaluation/ ［ 終アクセス日 2013 年

2 月 27 日］ 
82 WIPO アラブ局によるアンケート回答より。 
83 WIPO ラテンアメリカ・カリブ局によるアンケート回答より。 
84 WIPO アラブ局によるアンケート回答より。 
85 WIPO アラブ局によるアンケート回答より。 
86 WIPO アフリカ局によるアンケート回答より。 

http://www.wipo.int/about-wipo/en/oversight/iaod/evaluation/
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ついて調整しながら、具体的な活動を計画している。なお、各国の知的財産開発計画の連絡

先は、その国の知的財産庁の職員か、知的財産庁の管轄省庁の高官が務める場合が多いとい

う87。 
 
アジア太平洋局は、当該国ニーズを包括的に評価し、評価後もニーズを把握するための情報

収集を続けている。また、支援対象国には、同局の渉外を担当するオフィスがあり、緊密に

協力しながら作業を進めている。支援対象国との情報交換は、支援活動を改善するための関

連情報を定期的に収集する機会にもなっているという88。 
 
ラテンアメリカ・カリブ局の支援活動は、各国の知的財産開発計画に関連している必要があ

るため、各国に対して、オンデマンドで支援を要請する際には、支援活動の参加者や支援が

必要な理由を知的財産開発計画に基づいて詳細に説明することを求めている。 
 
ラテンアメリカ・カリブ局は、ラテンアメリカ・カリブ各国の知的財産庁及び、知的財産関

連省庁（環境、気候変動、農業、食料安全保障、ヘルスケア・医療など）を訪問するなど、

支援対象国との関係作りを重視している。また同局は、支援対象国ごとに知的財産開発計画

を毎年策定している。策定プロセスは、①ラテンアメリカ・カリブ諸国が自国にとって必要

と考えるキャパシティビルディング研修の希望リストを提案し、その後、②ラテンアメリ

カ・カリブ局が、各国の既存の知的財産開発計画や、知的財産に関する脆弱性に関する分析・

評価、前年に実施した支援活動なども参照した上で、支援活動の優先事項を決定するという

流れになっている89。 
 
ラテンアメリカ・カリブ局は、オンデマンド支援によって、各国の支援要請に対して迅速に

対応できると考えている。同局は豊富な知的財産専門家ネットワークを持っており、支援要

請に応じて、適切な講師を特定することができる。ただし、ラテンアメリカ・カリブ諸国が

要請するオンデマンド支援の要請の 70％は、リソース不足や、知的財産に関する分析・評

価内容と一致していないといった理由から却下されているという。また、オンデマンドでの

支援は、要請を受けた順に提供されているため、チリ、コロンビア、コスタリカといった国々

は、ジュネーブの代表者や大使を通じたラテンアメリカ・カリブ局へのロビー活動や、支援

要請書簡を利用して WIPO に積極的に支援要請している90。 
 
2.1.7 参考： 支援活動詳細 
 
次ページ参照。なお、「国別人数」で「有」と記されている活動については、参加人数の国

別内訳を別表に示している。 
 

                                                  
87 WIPO アラブ局によるアンケート回答より。 
88 WIPO アジア太平洋局によるアンケート回答より。 
89 WIPO ラテンアメリカ・カリブ局によるアンケート回答より。 
90 WIPO ラテンアメリカ・カリブ局によるアンケート回答より。 
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アフリカ局による支援活動 

開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数
言語 

1/4/201
0 

3/10/20
10 

準修士課程プログラム：

ポルトガル工業所有権庁

（Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial：
INPI）・リスボン大学との

協力協定（リスボン、ポ

ルトガル） 

  不明 不明 ポルトガ

ル 
サントメ・プリンシ

ペ、モザンビーク、

ギニアビサウ、カー

ボヴェルデ、アンゴ

ラ 

5 有 ポルトガ

ル語 （主

要言語） 

1/12/20
10 

1/14/20
10 

知的財産権侵害がもたら

す経済的・社会的影響に

関する裁判官向け小地域

セミナー（ブラザヴィル、

コンゴ共和国） 

  エンフォ

ースメン

ト強化支

援 

セミナー

等 
コンゴ共

和国 
ルワンダ、赤道ギニ

ア、コンゴ民主共和

国   、コンゴ共和

国、チャド、中央ア

フリカ、カメルー

ン、ブルンジ 

7 有 フランス

語 （主要

言語） 

1/18/20
10 

1/20/20
10 

ケニア・ナミビア・ウガ

ンダ当局向け著作権管理

団体訪問研修（ロンドン）

  不明 招へい研

修 
英国 ケニア、ナミビア、 

ウガンダ 
3 有   

1/21/20
10 

1/22/20
10 

ケニア・ウガンダ当局向

けノルウェー複製権機構

（KOPINOR）への訪問研

修（オスロ） 

  不明 招へい研

修 
ノルウェ

ー 
ウガンダ、ケニア 2 有   
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数
言語 

1/26/20
10 

1/29/20
10 

世界複製権機構

（International Federation 
of Reproduction Rights 
Organisations: 
WIPO-IFRRO）- アフリ

カ広域知的財産機関

（African Regional 
Industrial Property 
Organization: ARIPO）の

共催による文学及び芸術

作品の共同管理に関する

研修 

  不明 その他 ジンバブ

エ 
エチオピア、レソ

ト、モーリシャス、

ナミビア、スワジラ

ンド、ウガンダ、タ

ンザニア、ザンビ

ア、 ジンバブエ 

12 有   

3/1/201
0 

3/2/201
0 

振興・イノベーションの

ための世界知的財産イン

フラに関するハイレベル

フォーラム（東京） 

  不明 セミナー

等 
日本 ジンバブエ、チュニ

ジア、南アフリカ、

ナイジェリア、ナミ

ビア、ケニア、チャ

ド、カメルーン、ベ

ナン、アルジェリア

14 有   

3/1/201
0 

3/4/201
0 

標章の国際登録に関する

マドリッド協定とニース

及びウイーン国際分類シ

ステムについてのワーク

ショップ（カボローネ）

  審査実務

支援 
セミナー

等 
ボツワナ ボツワナ 40     

3/7/201
0 

3/10/20
10 

第 4 回アフリカ科学技術

閣僚会議（AFRICAN 
MINISTERIAL 
CONFERENCE ON 
SCIENCE AND 
TECHNOLOGY：

AMCOST）（カイロ） 

  不明 セミナー

等 
エジプト エジプト 1     
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数
言語 

3/16/20
10 

3/18/20
10 

科学とテクノロジー：コ

ートジボワールの技術発

展：その戦略とは？（ア

ビジャン） 

  不明 セミナー

等 
コートジ

ボワール

コートジボワール 80   フランス

語 （主要

言語） 

4/22/20
10 

4/28/20
10 

ルワンダ著作権当局

（Rwandan Copyright 
Authorities）との協議 

ルワンダ著作権当

局との協議。新設さ

れたルワンダ著作

権当局の管理職及

び関係者を対象に、

集中管理団体

（Collective 
Management 
Society）の運営・管

理や義務について

助言を提供する。 

審査実務

支援 
セミナー

等 
ルワンダ ルワンダ       

4/24/20
10 

4/24/20
10 

著作権とジャーナリスト

やラジオ DＪのために著

作権がもたらす成果に関

する研修セミナー（ヤウ

ンデ） 

  エンフォ

ースメン

ト強化支

援 

セミナー

等 
カメルー

ン 
カメルーン 70   フランス

語 

4/26/20
10 

4/9/201
0 

文学及び芸術作品（映

像・写真）マネジメント

に関する WIPO・OAPI・
IFRRO による第二回地

域研修（ヤウンデ） 

  不明 その他 カメルー

ン 
ブルキナファソ  、
トーゴ、セネガル、

ニジェール、マリ、

ギニア、コートジボ

ワール、コンゴ民主

共和国、チャド、 カ
メルーン 

39 有 フランス

語 （主要

言語） 
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数
言語 

4/26/20
10 

4/26/20
10 

トピックの説明 ルワンダの経済・社

会・文化開発におけ

る知的財産の重要

性に関するセミナ

ー。ルワンダにおけ

る集中管理団体の

役割と重要性に焦

点を当てる。 

不明 セミナー

等 
ルワンダ ルワンダ 60     

4/27/20
10 

4/30/20
10 

カサブランカにおける知

的財産の戦略的使用に基

づく技術移転のワークシ

ョップ  

  不明 セミナー

等 
モロッコ ベナン、ブルキナフ

ァソ  、ブルンジ、

カメルーン、中央ア

フリカ、コートジボ

ワール、コンゴ民主

共和国、エジプト、

ケニア、レソト、マ

ラウイ、マリ、モー

リタニア、モロッ

コ、モザンビーク、

ナイジェリア、ルワ

ンダ、セネガル、南

アフリカ、トーゴ、

チュニジア、ザンビ

ア、ジンバブエ 

23 有 フランス

語 

5/3/201
0 

5/4/201
0 

COMESA（東南部アフリ

カ市場共同体）地域内知

的財産権に関するブレイ

ンストーミングワークシ

ョップ 

  不明 セミナー

等 
ジンバブ

エ 
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数
言語 

5/8/201
0 

5/10/20
10 

伝統的知識と遺伝資源及

びフォークロアの保護に

関するアフリカ連合ワー

クショップ 

  不明 セミナー

等 
スイス アンゴラ、ブルン

ジ、モロッコ、ニジ

ェール、ナイジェリ

ア、南アフリカ、チ

ュニジア、 ザンビ

ア 

9 有 フランス

語 

5/17/20
10 

5/20/20
10 

ギニア人リサーチャー4
人とコートジボワール政

府職員向けチュニジア標

準・産業財産庁

（INNORPI）訪問研修 

  不明 招へい研

修 
チュニジ

ア 
ギニア、コートジボ

ワール、 チュニジ

ア 

7 有 フランス

語 （主要

言語） 

5/20/20
10 

5/26/20
10 

中央アフリカ共和国の文

学的・美術的所有権の草

案策定及び中央アフリカ

著作権局（BUCADA）再

創設に関する国家セミナ

ーへの参加（バンギ） 

中央アフリカ共和

国の文学的・美術的

所有権の草案策定

及び中央アフリカ

著作権局再創設に

関する国家セミナ

ー。目的は、中央ア

フリカ著作権局の

再編に関する国家

セミナーの現代化

に関する中央アフ

リカ共和国の法規

制を見直すこと。 

不明 セミナー

等 
中央アフ

リカ 
中央アフリカ 60   フランス

語 

5/20/20
10 

6/18/20
10 

中央アフリカ著作権局

（BUCADA）の再編とそ

の戦略計画の策定に関す

る国家セミナーへの参加

（バンギ） 

  不明 セミナー

等 
マリ 中央アフリカ     フランス

語 
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数
言語 

5/20/20
10 

7/30/20
10 

中央アフリカ共和国の文

学的・美術的所有権の草

案策定及び中央アフリカ

著作権局（BUCADA）再

創設に関する国家セミナ

ーへの参加（バンギ） 

  不明 セミナー

等 
ブルキナ

ファソ  
ブルキナファソ       フランス

語 （主要

言語） 

5/24/20
10 

5/26/20
10 

国際知的財産学会

（International Association 
for the Advancement of 
Teaching and Research in 
Intellectual Property：
ATRIP）年次会議（スト

ックホルム） 

  不明 セミナー

等 
スウェー

デン 
ナイジェリア、中国 2 有   

5/26/20
10 

5/28/20
10 

知的財産権に関する裁判

官向け研修セミナー（ア

ビジャン、コートジボワ

ール） 

  不明 セミナー

等 
コートジ

ボワール

コートジボワール 80   フランス

語 

6/3/201
0 

6/4/201
0 

知的財産・ソフトウエ

ア・e ヘルスに関する地

域セミナー：傾向・課題・

見通し（キガリルワンダ）

  不明 セミナー

等 
ルワンダ ジンバブエ、ザンビ

ア、タンザニア、ウ

ガンダ、ルワンダ、

モザンビーク、マラ

ウイ、ケニア、エチ

オピア、コンゴ民主

共和国  、コートジ

ボワール、カメルー

ン、ブルンジ 

22 有 フランス

語 

6/9/201
0 

6/11/20
10 

WIPO・モロッコ共催の技

術・イノベーションサポ

ートセンター

（Technology and 

  不明 セミナー

等 
モロッコ  80   フランス

語 （主要

言語） 
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数
言語 

Innovation Support Center: 
TISC）プロジェクト及び

特許情報に関するワーク

ショップ 
6/9/201
0 

6/11/20
10 

ARIPO 共催の特許情報

の有用性・研究結果の実

用化に関する地域セミナ

ー（ハラレ、ジンバブエ）

  不明 セミナー

等 
ジンバブ

エ 
ジンバブエ、ザンビ

ア、タンザニア、ウ

ガンダ、スワジラン

ド、スーダン、南ア

フリカ、シエラレオ

ネ、ナイジェリア、

ナミビア、モザンビ

ーク、マラウイ、リ

ベリア、レソト、ケ

ニア、 ガンビア、

エチオピア、ボツワ

ナ 

53 有   

6/21/20
10 

6/23/20
10 

中小企業を主要対象とし

た知的財産の戦略的活用

に関するセミナー（オジ

ワロンゴ、ナミビア） 

  不明 セミナー

等 
ナミビア ナミビア 60     

6/23/20
10 

6/25/20
10 

第 2 回アフリカ科学カン

ファレンス（アディスア

ベバ） 

  不明 セミナー

等 
エチオピ

ア 
エチオピア       
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数
言語 

7/5/201
0 

7/7/201
0 

アフリカ知的財産機関

（OAPI）加盟国のための

知的財産分野における準

地域育成セミナー（ヤウ

ンデ） 

  不明 セミナー

等 
カメルー

ン 
ブルキナファソ  、
トーゴ、セネガル、

ルワンダ、ニジェー

ル、モーリタニア、

マリ、マダガスカ

ル、ギニアビサウ、

ギニア、赤道ギニ

ア、ジブチ、コンゴ

民主共和国  、コー

トジボワール、コン

ゴ共和国、チャド、

中央アフリカ、カメ

ルーン、ブルンジ、

ベナン 

50 有 フランス

語 

7/5/201
0 

7/9/201
0 

第 8 作業部会 - マドリ

ッド制度（ジュネーヴ）

  不明 セミナー

等 
スイス        

7/6/201
0 

7/9/201
0 

知的財産及び植物産出の

保護に関するセミナー 
  不明 セミナー

等 
カメルー

ン 
カメルーン 1   フランス

語 

7/12/20
10 

7/13/20
10 

ガーナ共和国の事務局

長、法務長官、法務大臣

による会合 

ガーナ共和国の

Betty Iddrisu 事務局

長、法務長官、法務

大臣による会合。 

不明 専門家派

遣 
スイス        

7/13/20
10 

7/15/20
10 

アルジェリアにおける技

術・イノベーション支援

センター（Technology and 
Innovation Support 
Center:TISC）プロジェク

トの実施・特許情報に関

するワークショップ 

  不明 セミナー

等 
アルジェ

リア  
アルジェリア 100   フランス

語 
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数
言語 

7/14/20
10 

7/16/20
10 

知的財産政策に関するフ

ォーラム 
  不明 セミナー

等 
アンゴラ アンゴラ、ジンバブ

エ、モザンビーク、

ケニア 

5 有 ポルトガ

ル語 

8/2/201
0 

8/10/20
10 

伝統的知識・フォークロ

アの表現に関するプロト

コル採択のための外交会

議（スワコプムント、ナ

ミビア） 

  不明 セミナー

等 
ナミビア ザンジバル、ジンバ

ブエ、ザンビア、タ

ンザニア、ウガン

ダ、スワジランド、

スーダン、南アフリ

カ、ソマリア、シエ

ラレオネ、ルワン

ダ、ナイジェリア、

ナミビア、モザンビ

ーク、モーリシャ

ス、マラウイ、リベ

リア、レソト、ケニ

ア、 ガンビア、エ

チオピア、ブルン

ジ、ボツワナ 

19 有   

10/4/20
10 

10/8/20
10 

アフリカ広域知的財産機

関（ARIPO）共催の特許

に関する地域ワークショ

ップ 

  不明 セミナー

等 
ナミビア ザンジバル、ジンバ

ブエ、ザンビア、タ

ンザニア、ウガン

ダ、スワジランド、

スーダン、南アフリ

カ、シエラレオネ、

セーシェル、ルワン

ダ、ナイジェリア、

ナミビア、モザンビ

ーク、モーリシャ

ス、マラウイ、リベ

リア、レソト、ケニ

24 有   
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数
言語 

ア、 ガンビア、エ

チオピア、ブルン

ジ、ボツワナ、アン

ゴラ 
11/2/20
10 

11/4/20
10 

技術・イノベーション支

援に関する地域カンファ

レンス 

  不明 セミナー

等 
エチオピ

ア 
ザンビア、タンザニ

ア、ウガンダ、セネ

ガル、サントメ・プ

リンシペ、ルワン

ダ、ナイジェリア、

ナミビア、モロッ

コ、マラウイ、マダ

ガスカル、レソト、

ケニア、ギニア、エ

チオピア、エジプ

ト、コンゴ民主共和

国  、コートジボワ

ール、カメルーン、

ベナン 

28 有 フランス

語 

11/5/20
10 

11/7/20
10 

著作権及び著作隣接権に

関する常設委員会

（Standing Committee on 
Copyright and Related 
Rights: SCCR）に備えた

アフリカのグループワー

クショップ 

SCCR に備えたアフ

リカのグループワ

ークショップ。 

不明 セミナー

等 
スイス アルジェリア、アン

ゴラ、ベナン、ブル

キナファソ  、カメ

ルーン、中央アフリ

カ、ケニア、ナイジ

ェリア、セネガル、

チュニジア、ジンバ

ブエ 

11 有 フランス

語 

11/10/2
010 

11/16/2
010 

アフリカ知的財産機関

（African Intellectual 
Property Organization：
OAPI）加盟国の知的財産

  不明 セミナー

等 
中国 トーゴ、ニジェー

ル、モーリタニア、

マリ、ギニアビサ

ウ、ギニア、赤道ギ

35 有 フランス

語 
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数
言語 

権庁長官向け知的財産に

関する地域間セミナー 
ニア、コートジボワ

ール、コンゴ共和

国、中国、チャド、

中央アフリカ、カメ

ルーン、ベナン 
12/10/2
010 

12/11/2
010 

司法官向け知的財産権の

認識強化に関する全国会

議 

  エンフォ

ースメン

ト強化支

援 

セミナー

等 
ガーナ ザンビア、南アフリ

カ 
2 有   

12/13/2
010 

12/16/2
010 

国家知的財産政策フォー

ラム・ステークホルダ

ー・現地当局による会議

  不明 セミナー

等 
ガーナ ケニア 2     

1/17/20
11 

1/28/20
11 

タンザニア連合共和国ザ

ンジバルのクローブの小

規模生産者向け部門別知

的財産戦略のニーズ評価

と技術的サポート  

タンザニアの農業

部門向けフォーラ

ム。目的は、知的財

産とその戦略的使

用が国内外市場に

おける農業セクタ

の競争力強化への

影響に関する知識

取得と、タンザニア

農業セクタの知的

財産関連機関と

SME の関係者が知

的財産関連問題に

ついて協働できる

土台の構築など。 

不明 セミナー

等 
タンザニ

ア 
タンザニア       
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数
言語 

4/4/201
1 

4/12/20
11 

技術的キャパシティビル

ディング、経済成長、シ

エラレオネ知的財産開発

計画（Intellectual Property 
Development Plan：IPDP）
の立案と策定のための知

的財産の活用に関する全

国政策フォーラム：特別

サービス合意（Special 
Service Agreement：SSA）

Mboya 氏及び Ouma 氏 

技術的キャパシテ

ィビルディング、経

済成長、シエラレオ

ネ知的財産開発計

画（IPDP）の立案と

策定のための知的

財産の活用に関す

る全国政策フォー

ラム。主な目的は、

知的財産の様々な

側面と、それらの国

家開発への寄与に

関する理解を深め

ることを視野に入

れて、上級政策立案

者、政府関係者、国

会議員、産業界、研

究開発機関、学界の

代表者らに、国内外

からの講演者と意

見交換し、経験を共

有する機会を与え

ることである。 

不明 セミナー

等 
シエラレ

オネ 
シエラレオネ       

5/17/20
11 

5/25/20
11 

専門家派遣   不明 セミナー

等 
ブルンジ ブルンジ 100   フランス

語 
5/26/20
11 

5/27/20
11 

東アフリカ共同体（EAC）
加盟国における知的財産

の戦略的使用に関する準

地域フォーラム 

東アフリカ共同体

加盟国における知

的財産の戦略的使

用に関するフォー

ラム。主な目的は、

不明 セミナー

等 
ブルンジ タンザニア、ルワン

ダ、ブルンジ 
34 有 フランス

語 
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数
言語 

国家権威と公的・民

間セクタのステー

クホルダとの意見

交換の場を提供す

ること。 
6/5/201
1 

6/19/20
11 

アフリカのファッション

デザイン資産（FASHION 
DESIGN ASSETS: FDA）

の保護強化及び実用化に

おける知的財産の寄与に

関する研究会 

アフリカの FDA の

保護強化及び実用

化における知的財

産の役割に関する

研究会。アフリカ諸

国におけるファッ

ションデザイン産

業（Fashion Design 
Industry:  FDI）の現

状について、特にこ

の分野が直面する

課題や機会、制約に

重点を置き調査す

る。また、地域特有

の創造性の保護と、

国内及び国際輸出

市場におけるアフ

リカの創造的ファ

ッションデザイン

製品（衣料、家具、

インテリアデザイ

ン）の実用化と競争

力の強化をするマ

ーケティングや販

売技術に関し、知的

不明 招へい研

修 
エチオピ

ア 
ナイジェリア、エチ

オピア 
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数
言語 

財産制度がどの程

度理解され使用さ

れているかも検証

する。 

7/16/20
11 

8/4/201
1 

アフリカのファッション

デザイン資産（FDA）の

保護強化及び実用化にお

ける知的財産の寄与に関

する研究会 

アフリカの FDA の

保護強化及び実用

化における知的財

産の役割に関する

研究会。アフリカ諸

国のファッション

デザイン産業（FDI）
の現状について、特

に同分野が直面す

る課題や機会、制約

に重点を置き調査

する。また、地域特

有の創造性の保護

と、国内及び国際輸

出市場におけるア

フリカの創造的フ

ァッションデザイ

ン製品（衣料、家具、

インテリアデザイ

ン）の実用化と競争

力の強化をするマ

ーケティングや販

売技術に関し、知的

財産制度がどの程

度理解され使用さ

不明 招へい研

修 
セネガル カメルーン、セネガ

ル、ジンバブエ 
    フランス

語 
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数
言語 

れているかも検証

する。 
9/5/201
1 

9/16/20
11 

ボツワナにおける知的財

産開発計画：特別サービ

ス協定（Special Service 
Agreement: SSA）契約と

知的財産会計分野視察 

アフリカ地域事務

局とボツワナ政府

による国際知的財

産プラン開発計画

を構築する会議。国

際知的財産協定へ

のボツワナの義務

の履行に敬意を表

したうえで、同国の

開発のニーズに準

じて実施される。 

不明 招へい研

修 
ボツワナ ボツワナ       

9/7/201
1 

9/8/201
1 

汎アフリカ知的所有権機

関（Pan-African 
Intellectual Property 
Organization: PAIPO）のス

テークホルダー向けワー

クショップ 

PAIPOのステークホ

ルダー向けのワー

クショップ。セネガ

ルのダカールにて

アフリカ連合（AU）

委員会が WIPO を招

いて 2011 年 9 月 7
日と 8 日に開催。 

不明 セミナー

等 
セネガル セネガル     フランス

語 

9/14/20
11 

9/16/20
11 

経済開発における知的財

産の重要性に関する全国

フォーラム 

経済開発における

知的財産の重要性

に関するフォーラ

ム。アンゴラ政府代

表部から、知的財産

に関する全国フォ

ーラムの開催に対

する支援要請に対

して、同代表部が、

不明 セミナー

等 
アンゴラ アンゴラ 100   ポルトガ

ル語 
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数
言語 

著作権及び伝統的

知識・伝統的文化表

現の保護に関する

フォーラムを、2011
年 4 月に開催するこ

とを受諾したもの。

近開催された開

発と知的財産に関

する委員会

（Committee on 
Development and 
Intellectual 
Property：CDIP）の

会合を通じて、在ジ

ュネーヴアンゴラ

政府代表部の職員

やアンゴラ知的財

産庁長官 Licenca 
Barros 氏と協議を重

ね、知的財産政策全

国フォーラムの開

催が決定している。

9/21/20
11 

9/22/20
11 

経済開発における知的財

産の戦略的活用に関する

全国セミナー及び、知的

財産開発計画（Intellectual 
Property Development 
Plan：IPDP）の実施に関

するレビュー会議 

経済開発における

知的財産の戦略的

活用に関する全国

セミナー及び、知的

財産開発計画

（IPDP）の実施に関

するレビュー会議。

IPDP 実施の第 1 段

不明 セミナー

等 
セーシェ

ル 
セーシェル       
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数
言語 

階が、セーシェル

IPDP 運営委員会と

の協議を経て、2012
年に開始されるこ

とになっているた

め、今後 2 年間のス

ケジュール・活動内

容について、同運営

委員会とのレビュ

ー会議の開催を提

案する。また、今後

2 年間に実施される

活動のいくつかは、

同時期の作業計画

に組み入れること

ができるほか、知的

財産に対する認識

の低さなど、IPDP
で特定された課題

のいくつかに対応

するために、意識向

上のための 1 日プロ

グラムの開催も提

案する。 
9/22/20
11 

9/22/20
11 

アフリカのファッション

デザイン資産（FDA）の

保護強化及び実用化にお

ける知的財産の寄与に関

する研究会 

アフリカの FDA の

保護強化及び実用

化における知的財

産の役割に関する

研究会。アフリカ諸

国のファッション

不明 招へい研

修 
英国        



 
各国の開発途上国に対する人材育成支援活動に関する調査研究 

49 
 

開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数
言語 

デザイン産業（FDI）
における現状につ

いて、特に同分野が

直面する課題や機

会、制約に重点を置

き調査する。 
9/25/20
11 

9/30/20
11 

アフリカのファッション

デザイン資産（FDA）の

保護及び商業化の強化に

おける知的財産の寄与に

関する研究会 

アフリカの FDA の

保護強化及び実用

化における知的財

産の役割に関する

研究会。ファッショ

ンデザイン産業は、

女性が活躍の場を

広げる成長産業で

あることを認識し

たうえで、同研究会

では、特にインフォ

ーマルセクタにお

ける女性デザイナ

ーとその他の仕事

（編み物、染め物、

デザイン、縫い物

等）を持つ女性特有

の苦境について考

える。また、彼女た

ちのイノべーショ

ンや創造性の活用、

能力向上と達成感

の獲得に焦点を当

て吟味する。 

不明 招へい研

修 
フランス      フランス

語 
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数
言語 

9/26/20
11 

9/30/20
11 

カーボベルデ共和国代表

団による WIPO 本部訪問

カーボベルデ共和

国代表団による

WIPO 本部訪問。カ

ボベルデ共和国の

知的財産機関設置

委員会ロジェリ

オ・モンテイロ委員

長が、2011 年 6 月 6
日付の書簡で、新規

創設機関のための

協力プログラムに

関して議論をする

ために、WIPO 本部

への訪問を計画す

ることを依頼。その

ため、総会開催期間

の第 1 週目にモンテ

イロ委員長と副委

員長が本部を訪問

し、WIPO 総会に参

加し、アフリカ局や

様々な部門と議論

を行い、ポルトガル

語を公用語とする

その他のアフリカ

国家（PALOPS）の

代表団と面談する

ことができるよう

な計画が提案され

た。 

不明 招へい研

修 
スイス カーボヴェルデ 2 有 ポルトガ

ル語 
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数
言語 

10/17/2
011 

10/21/2
011 

特許出願書類作成に関す

るWIPO-アフリカ広域知

的財産機関（African 
Regional Intellectual 
Property Organization: 
ARIPO）地域ワークショ

ップと 2 ヶ月間の通信講

座 

特許出願書類作成

に関するワークシ

ョップと通信講座。

ARIPO 長官が WIPO
に共同開催を要請

したもの（2010 年

12 月 7 日の書簡：

ARIPO.10/1/2参照）。

WIPO は、このよう

な支援活動は、同機

関のアフリカ事務

局とイノベーショ

ン及び技術移転部

門の 2011 年の研究

プログラムに既に

含まれていたこと

から、この要請に快

く応した。 

審査実務

支援 
セミナー

等 
ジンバブ

エ 
ボツワナ、 ガンビ

ア、ケニア、レソト、

リベリア、マラウ

イ、モザンビーク、

ナミビア、ルワン

ダ、シエラレオネ、

ソマリア、スーダ

ン、スワジランド、

ウガンダ、タンザニ

ア、ザンビア、 ジ
ンバブエ 

16 有   

10/18/2
011 

10/19/2
011 

中部アフリカ経済通貨共

同体（CEMAC）における

知的財産の戦略的役割に

関する準地域フォーラム

中部アフリカ経済

通貨共同体におけ

る知的財産の戦略

的役割に関するフ

ォーラム。中部アフ

リカ経済通貨共同

体での、経済、社会、

文化及び技術の発

展のための知的財

産の戦略的役割を

検証する。 

不明 セミナー

等 
ガボン 赤道ギニア、コンゴ

共和国、チャド、中

央アフリカ、カメル

ーン 

8 有 フランス

語 
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数
言語 

10/24/2
011 

12/31/2
011 

コンゴ民主共和国

（Democratic Republic of 
the Congo：DRC）におけ

る知的財産権効果的活用

のための戦略設計に関す

る全国フォーラム・ステ

ークホルダー会議・ニー

ズ評価 

コンゴ民主共和国

における知的財産

権効果的活用のた

めの戦略設計に関

するフォーラム。

2010 年 9 月 9 日～10
日にコンゴ民主共

和国のキンシャサ

に派遣された協議

団が好評を博した

ことを受けて、その

フォローアップと

して、同国産業大臣

が 2 回にわたり、

WIPO 本部訪問を計

画したが、国内事情

により、実現させる

ことができなかっ

たことが、同フォー

ラム実施の背景と

なっている。 

不明 セミナー

等 
コンゴ民

主共和国  
コンゴ民主共和国      フランス

語 
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数
言語 

10/25/2
011 

10/28/2
011 

東南部アフリカ市場共同

体（Common Market for 
Eastern and Southern 
Africa: COMESA）の高官

3 人による WIPO 本部訪

問視察 

COMESA 高官によ

る WIPO 訪問視察。

COMESTA の通商、

税関、金融責任者

は、WIPO に立法に

関する支援を要請

しており、これに対

して WIPO 事務局長

は 2011年 9月 26日、

特許発明部門と立

法政策相談部門が

用意した COMESA
の知的財産モデル

政策及び知的財産

モデル法に関する

コメントを

COMESA に送った。

そして WIPO は、知

的財産に関する包

括的なブリーフィ

ングと正式な協議

をするため

COMESA の訪問受

け入れを表明して

いる。 

不明 招へい研

修 
スイス ザンビア 3 有   
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数
言語 

11/9/20
11 

11/11/2
011 

アフリカ知的財産機関

（OAPI）加盟国及びその

他のアフリカ国家の行政

官向け知的財産分野に関

する地域育成セミナー 

アフリカ知的財産

機関加盟国及びそ

の他のアフリカ国

家の行政官向け知

的財産分野に関す

るセミナー。アフリ

カ知的財産機関と

フランス知的財産

権庁（INPI）との意

見交換により、

WIPO が前年同様

に、アフリカ知的財

産機関加盟国とフ

ランス語圏国家の

行政官向けの知的

財産分野における

サブ地域育成セミ

ナーの開催を計画

したもの。（2011 年

11 月 9 日～11 日、ガ

ボン、リーブルヴィ

ル） 

エンフォ

ースメン

ト強化支

援 

セミナー

等 
ガボン ブルキナファソ  、

トーゴ、セネガル、

ルワンダ、ニジェー

ル、モーリタニア、

マリ、マダガスカ

ル、ギニアビサウ、

ギニア、赤道ギニ

ア、ジブチ、コンゴ

民主共和国  、コー

トジボワール、コン

ゴ共和国、チャド、

中央アフリカ、カメ

ルーン、ブルンジ、

ベナン 

20 有 フランス

語 
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数
言語 

11/14/2
011 

11/18/2
011 

アフリカ広域知的財産機

関（African Regional 
Industrial Property 
Organization：ARIPO）加

盟国の工業所有権庁長

官・幹部職員向け地域間

セミナー 

アフリカ広域知的

財産機関（ARIPO）

加盟国の工業所有

権庁長官・幹部職員

を対象としたセミ

ナー。2011 年の作業

プログラムの枠組

みに沿って、アフリ

カ局では、ARIPO 加

盟国の工業所有権

庁長官を対象に、中

国で地域間セミナ

ーを開催すること

を決定した。中華人

民共和国国家知識

産権局（SIPO）との

共催であり、地域機

関からの協力も得

ている同セミナー

を通じて、アフリカ

諸国が中国の多彩

な知的財産経験を

学ぶことが期待さ

れている。 

不明 セミナー

等 
中国 ジンバブエ、ザンビ

ア、タンザニア、ウ

ガンダ、スワジラン

ド、スーダン、シエ

ラレオネ、ルワン

ダ、ナイジェリア、

ナミビア、モザンビ

ーク、モーリシャ

ス、マラウイ、リベ

リア、レソト、ケニ

ア、 ガンビア、エ

チオピア、中国、ブ

ルンジ、ボツワナ、

アンゴラ 

21 有   
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数
言語 

11/28/2
011 

12/2/20
11 

知的財産に関する時事的

問題についての WIPO・

ARIPO 円卓会議＋

ARIPO 審議会＋ARIPO
閣僚会議 

アフリカ広域知的

財産機関（African 
Regional Intellectual 
Property 
Organization: 
ARIPO）審議会と

ARIPO 閣僚会議の

常会（2011 年 11 月

28 日から 12 月 2 日

にかけてガーナの

アクラで開催）。前

年と同様に、アフリ

カ事務局は審議会

と同時開催となる

知的財産関連問題

に関する円卓会議

に向けて準備した。

不明 セミナー

等 
ガーナ アンゴラ、ボツワ

ナ、ブルンジ、エリ

トリア、エチオピ

ア、 ガンビア、ケ

ニア、レソト、マラ

ウイ、 モーリシャ

ス、モザンビーク、

ナミビア、ナイジェ

リア、ルワンダ、セ

ネガル、セーシェ

ル、シエラレオネ、

ソマリア、南アフリ

カ、スーダン、スワ

ジランド、ウガン

ダ、タンザニア、ザ

ンビア、ジンバブエ

27 有   

12/5/20
11 

12/9/20
11 

Ogada 氏の派遣   不明 不明 ガーナ        

12/12/2
011 

12/13/2
011 

第 51 回アフリカ知的財

産機関（OAPI）実行委員

会通常セッションへの参

加 

第 51 回アフリカ知

的財産機関実行委

員会通常セッショ

ンへの参加。アフリ

カ知的財産機関が、

2011 年 12 月 12 日と

13 日に、コナクリ

（ギニア）で開催さ

れる第 51 回アフリ

カ知的財産機関実

行委員会通常セッ

エンフォ

ースメン

ト強化支

援 

セミナー

等 
ギニア トーゴ、シエラレオ

ネ、セネガル、サン

トメ・プリンシペ、

ルワンダ、マダガス

カル、ギニアビサ

ウ、ギニア、 ガン

ビア、赤道ギニア、

ジブチ、コンゴ民主

共和国  、コートジ

ボワール、コンゴ共

和国、中央アフリ

18 有 フランス

語 
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数
言語 

ションに、WIPO を

オブザーバーとし

て招待したもの。 

カ、カーボヴェル

デ、カメルーン、ブ

ルンジ、ベナン 
2/9/201
2 

2/10/20
12 

知的財産に関する欧州フ

ォーラム：知的財産、そ

の他の権利と同様の人権

知的財産に関する

フォーラム。WIPO
を代表し、「知的財

産に関する欧州フ

ォーラム：知的財

産、その他の権利と

同様の人権」に参加

する。 

不明 セミナー

等 
フランス      フランス

語 

2/12/20
12 

2/13/20
12 

 知的財産と知的財産と

遺伝資源、伝統的知識及

びフォークロア（Genetic 
Resources, Traditional 
Knowledge and Folklore: 
GRTKF）に関する国際地

質学会議（International 
Geological Congress: 
IGC）に備えた第 20 回ア

フリカグループワークシ

ョップ 

知的財産と GRTKF
に関する国際会議

向けワークショッ

プ。アフリカ連合政

府代表団がジュネ

ーブのアフリカグ

ループと協調し、

2012 年 2 月 14 日か

ら 22 日にかけて開

催する ICG 会議に

備えるため、WIPO
にも支援を要請し

ている。 

不明 セミナー

等 
スイス アルジェリア、カメ

ルーン、ケニア、ナ

ミビア、ニジェー

ル、ナイジェリア、

南アフリカ、スーダ

ン、チュニジア、ジ

ンバブエ 

  有 フランス

語 
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数
言語 

2/29/20
12 

3/1/201
2 

国家開発・経済成長プロ

グラムを補完する知的財

産の戦略的活用に関する

全国知的財産フォーラム

国家開発・経済成長

プログラムを補完

する知的財産の戦

略的活用に関する

フォーラム。マラウ

イ政府からの要請

に従って、効果的な

知的財産制度を同

国に設けるために

実施される。この問

題に関しては、第 49
回 WIPO 一般総会に

おいて、マラウイ代

表団と討議してお

り、現行の知的財産

政策プロセス復活

の必要性、目標達成

のための適切な枠

組みの構築（すなわ

ち、同国における効

果的な知的財産制

度の確立）の必要性

に関しても協議さ

れている。 

不明 セミナー

等 
マラウイ マラウイ       
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数
言語 

3/27/20
12 

3/29/20
12 

西アフリカ経済通貨同盟

（UEMOA）における知

的財産権の経済・社会的

な影響に関する司法・行

政関係者向けセミナー 

西アフリカ経済通

貨同盟における知

的財産権の経済・社

会的な影響に関す

る司法・行政関係者

向けセミナー。西ア

フリカ経済通貨同

盟は、加盟国が自由

で競争的な市場と

合理化・調和された

法的環境で競争力

を強化することを

通し、グローバル経

済に も良い形で

参入できることを

促すミッションを

有しており、同同盟

は加盟国のために、

知的財産の促進を

効果的に行える政

策の実施を希望し

ている。 

エンフォ

ースメン

ト強化支

援 

セミナー

等 
ブルキナ

ファソ  
ブルキナファソ  、
セネガル、ニジェー

ル、マリ、ギニアビ

サウ、コートジボワ

ール、ベナン 

14 有 フランス

語 

4/16/20
12 

4/20/20
12 

アフリカ広域知的財産機

関（ARIPO）共催の研究

開発結果の実用化・中小

企業の競争力に関するセ

ミナー 

アフリカ広域知的

財産機関（ARIPO）

との共催による研

究開発結果の実用

化・中小企業の競争

力に関するセミナ

ー。日本信託基金の

2011 年-2012 年アフ

不明 セミナー

等 
ナミビア ジンバブエ 16     
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数
言語 

リカ・後発開発途上

国向け作業計画に

おいて、日本国特許

庁（JPO）の協力を

得て同セミナーを

開催するために、

ARIPOに 5万スイス

フランの投入が決

定されている。 
4/16/20
12 

4/24/20
12 

ガンビア共和国の国家知

的財産政策及び戦略の策

定に関するニーズ評価・

技術支援 

ガンビア共和国の

国家知的財産政策

及び戦略の策定に

関するニーズ評

価・技術支援フォー

ラム。主な目的は、

予備調査結果を再

検討した上で同国

のビジョン・優先課

題に対する理解を

得ることと、ステー

クホルダーの間で、

知的財産を活用し

た開発に対する認

識を高めることと

なっている。 

不明 セミナー

等 
 ガ ン ビ

ア 
 ガンビア       

4/16/20
12 

4/27/20
12 

第 7 回インターGI（Inter 
GI 2012）国際研修 

地理的表示に関す

る研修。モンペリエ

（フランス）で開催

される。 

不明 不明 フランス チュニジア、ヨルダ

ン 
2 有 フランス

語 
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数
言語 

4/17/20
12 

4/19/20
12 

ポルトガルを公用語にす

るアフリカ国家

（PALOPS）向けの知的

財産フォーラム 

ポルトガルを公用

語にするアフリカ

国家向けの知的財

産フォーラム。2011
年 9 月 29 日付の書

簡で、産業財産国家

サービス局

（SENAPI）ドミン

ゴ・シルヴァ・トリ

ンダッド局長は、ポ

ルトガルを公用語

にするアフリカ国

家のための知的財

産フォーラムをサ

オ・トム・エ・プラ

ンシップで開催す

ることを依頼し、そ

れが受理されたも

の。 

不明 セミナー

等 
サ ン ト

メ・プリ

ンシペ 

サントメ・プリンシ

ペ、モザンビーク、

ギニアビサウ、カー

ボヴェルデ、アンゴ

ラ 

48 有 フランス

語 

6/18/20
12 

6/19/20
12 

文化・音楽産業に関する

ワークショップ及び、文

化産業・著作権・集団管

理に関する評価ミッショ

ンの調査 

文化・音楽産業に関

するワークショッ

プ及び、文化産業・

著作権・集団管理に

関する評価ミッシ

ョンの調査。

WWIPO 事務局長と

チュニジア政府代

表とのジュネーブ

での会談の後、評価

ミッションと文化、

不明 その他 チュニジ

ア 
チュニジア     フランス

語 
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数
言語 

音楽産業と著作権、

関連する権利の集

団管理に関するワ

ークショップを中

心とした複数の活

動のチュニジアで

の実施が決定され

たもの。 
7/10/20
12 

7/12/20
12 

商標審査官向け分類基準

に関する研修プログラム

アフリカ及び後発

開発途上国向け

2011-2012 年

Funds-in-Trust 研修

計画に基づいて策

定された研修プロ

グラム。JPO とケニ

ア工業所有権機関

（KIPI）との協議に

関しては、2012 年 7
月 10 日～12 日ケニ

ヤのナイロビで開

催される。主な目的

は、商標処理能率向

上のため審議官の

技能強化、商標登録

出願への国際的需

要増に対応する工

業所有権局（IPOs）
の能力向上、商標審

査官の情報と成功

事例の意見交換と

審査実務

支援 
その他 ケニア ボツワナ、エジプ

ト、エチオピア、ケ

ニア、レソト、リベ

リア、モザンビー

ク、ナミビア、ナイ

ジェリア、ルワン

ダ、シエラレオネ、

スーダン、ウガン

ダ、タンザニア、ザ

ンビア、ジンバブエ

15 有  
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数
言語 

なっている。 
7/17/20
12 

7/19/20
12 

特許協力条約に関する全

国セミナー 
特許協力条約（PCT）
に関する全国セミ

ナー。PCT の手続き

に関する理解を高

めることを目的と

する。 

不明 セミナー

等 
ルワンダ ルワンダ       

8/24/20
12 

8/31/20
12 

アフリカ伝統医学国際週

間 （International Week of 
the African Traditional 
Medicine：SIMTA） への

伝統医学促進協会

（Association for 
Promotion of Traditional 
Medicin）会員 4 人の参加

支援 

アフリカ伝統医学

国際週間への伝統

医学促進協会会員 4
人の参加支援。アフ

リカ人の医療知識

と、貧困に苦しむア

フリカ人が手ごろ

な価格で入手でき

るように改善され

た伝統医薬品の生

産に関する科学研

究の実現を主要な

目的とする伝統医

学促進協会が、

WIPO に対し、伝統

医療医師が使用す

るアフリカの植物

1,000 種を扱った論

文に関する辞書を

印刷・配布すること

を依頼したもの。 

不明 不明 マリ マリ 3   フランス

語 
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数
言語 

9/11/20
12 

9/12/20
12 

研究における国際特許制

度・特許協力条約の役割

に関する全国セミナー 

  民間実務

者養成 
資金提供 ブルンジ ブルンジ     フランス

語 

10/8/20
12 

10/12/2
012 

ブルンジ・マダガスカル

当局・調査員向けバマコ

訪問研修 

ブルンジ・マダガス

カル当局・調査員向

けスタディツアー。

2011 年 9 月 15 日と

2012 年 2 月 9 日付の

書簡によると、ブル

ンジ政府は WIPO
に、国の伝統的知識

の管理強化を目的

に以下の職員に研

修支援を要請し

た：①伝統医薬促進

ナショナルサービ

ス（National Service 
for Promotion of 
Traditional Medicine）
代表の Jocelyne 
Miburo 氏、②アドバ

イザーの Nadine 
Muhimpundu 氏、③

ブタ伝統医薬セン

ター設立者の Abbé 
Léopold Mvukiye 氏、

④アクション・アゲ

インスト・マラリア

（Action de lutte 

不明 招へい研

修 
マリ ブルンジ、マダガス

カル、 マリ 
6 有 フランス

語 
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数
言語 

contre la malaria：
ALUMA-Burundi）の
調査員 Innocent 
Nahigombeye 氏。な

お、この要請は、各

国の知的財産の活

用能力の向上を求

めた「ニーズ審査報

告書（Needs 
Assessment Report）」
中の、WIPO の専門

家の助言に基づい

ている。 
10/22/2
012 

10/24/2
012 

アフリカ知的財産機関

（African Intellectual 
Property Organization：
OAPI）加盟国・フランス

語圏諸国向け知的財産権

の尊重強化に対する裁判

官の認識を高めるための

小地域セミナー 

  不明 セミナー

等 
コートジ

ボワール

ブルキナファソ  、
トーゴ、セネガル、

ルワンダ、ニジェー

ル、モーリタニア、

マリ、マダガスカ

ル、ギニアビサウ、

ギニア、赤道ギニ

ア、ジブチ、コンゴ

民主共和国  、コー

トジボワール、コン

ゴ共和国、コモロ、

チャド、中央アフリ

カ、カメルーン、ブ

ルンジ、ベナン 

46 有 フランス

語 
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数
言語 

11/30/2
012 

11/30/2
012 

スタートアップ・アカデ

ミー・プロジェクトフェ

ーズ II：エジプトとのサ

ハラ以南アフリカ

（Sub-Saharan Africa：
SSA）特別協議 

スタートアップ・ア

カデミー・プロジェ

クト フェーズ IIに
基づくエジプトと

のサハラ以南アフ

リカ特別協議。支援

内容は、個別書類の

準備、研修担当者対

象研修プログラム

を実施することの

できる専門家の特

定や、内部人材・外

部人材対象研修プ

ログラムのカリキ

ュラム開発など。 

不明 セミナー

等 
エジプト エジプト       

12/11/2
012 

12/13/2
012 

中部アフリカ経済通貨共

同体（Communauté 
Économique et Monétaire 
de l'Afrique Centrale：
CEMAC）加盟国の出身者

向け産業・創造産業に関

する小地域研修セミナー

中部アフリカ経済

通貨共同体加盟国

の出身者向け産

業・創造産業に関す

るセミナー。主なア

ジェンダは、参加者

に経済、社会、文化

発展の政策ツール

として、知的財産に

関する認知を促す

ために、①経済、社

会、文化発展と対応

する知的財産保護

制度の実施の重要

性を創造産業に示

不明 セミナー

等 
カメルー

ン 
セネガル、赤道ギニ

ア、コンゴ民主共和

国   、コンゴ共和

国、チャド、中央ア

フリカ、カメルーン

36 有 フランス

語 （主要

言語） 



 
各国の開発途上国に対する人材育成支援活動に関する調査研究 

67 
 

開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数
言語 

す、②創造産業、民

間企業、非営利組

織、公的機関の発展

に関連パートナー

戦略を策定する、③

創造産業分野で起

業家精神の発展を

支援する、④参加

者、産業経営者、創

造産業企業が法

的・商業的にできる

だけ 適な条件で

文化プロジェクト

を策定・発展できる

ようにするとなっ

ている。 
注：空欄は下記データベースに情報が記載されていなかったことを示す。 

出典：WIPO による技術支援データベースを基に作成91 

                                                  
91 WIPO. “Technical Assistance Database”. www.wipo.int/tad/en/ ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 

http://www.wipo.int/tad/en/
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アラブ局による支援活動 

開始日 終了日 活動名 概要 支援対

象分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
2/8/201
0 

2/12/20
10 

ジプチ知的財産庁職員 2
人向け OMPIC（モロッコ

工商業所有権庁）訪問研

修 

  不明 招へい研

修 
モロッコ モロッコ     フランス

語, アラブ

語 （主要言

語） 
2/18/20
10 

2/19/20
10 

スーダンの古文書及び博

物館の収集品のデジタル

化計画に関わる専門家 3
人の WIPO 訪問研修 

  不明 招へい研

修 
スイス      アラブ語 

（主要言

語） 

3/2/201
0 

3/3/201
0 

文章・画像ベースの作品

の権利の集中管理に関す

る地域セミナー 

  不明 セミナー

等 
アラブ首

長国連邦

モロッコ、モーリタ

ニア、リビア、レバ

ノン、クウェート、

ヨルダン、イラク、

エジプト、バーレー

ン、アルジェリア 

15 有 アラブ語 

3/17/20
10 

3/18/20
10 

KIPO・アラブ連盟：

League of Arab States：
LAS）共催の知的財産の

戦略的活用に関するアラ

ブ地域シンポジウム 

  不明 セミナー

等 
エジプト イエメン、アラブ首

長国連邦、チュニジ

ア、シリア、スーダ

ン、サウジアラビ

ア、オマーン、モロ

ッコ、レバノン、ク

ウェート、ヨルダ

ン、エジプト、バー

レーン、アルジェリ

ア 

28 有 アラブ語 

3/23/20
10 

3/24/20
10 

発明と投資の関連性に関

する地域セミナー 
  不明 セミナー

等 
シリア シリア     アラブ語 
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対

象分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
4/25/20
10 

4/26/20
10 

知的財産に関する全国セ

ミナー：社会・経済・文

化開発のための戦略 

  不明 セミナー

等 
ジブチ ジブチ、モロッコ、

アルジェリア 
3 有 アラブ語 

（主要言

語） 
4/27/20
10 

4/27/20
10 

知的財産権のイノベーシ

ョンと尊重に関するフォ

ーラム 

  エンフ

ォース

メント

強化支

援 

セミナー

等 
チュニジ

ア 
チュニジア     フランス

語, アラブ

語 

5/18/20
10 

5/19/20
10 

ヨルダン司法関係者向け

特別ワークショップ 
  エンフ

ォース

メント

強化支

援 

セミナー

等 
ヨルダン ヨルダン、エジプト 4 有 アラブ語 

（主要言

語） 

5/31/20
10 

6/2/201
0 

ロカルノ協定（Locarno 
Agreement）に基づく産業

デザインの国際分類に関

するワークショップ 

  審査実

務支援 
セミナー

等 
オマーン      アラブ語 

（主要言

語） 

6/1/201
0 

6/2/201
0 

フェズ大学（モロッコ）

共催の知的財産の経済・

文化・社会的重要性に関

するセミナー 

  不明 セミナー

等 
モロッコ モロッコ     フランス

語, アラブ

語 

6/1/201
0 

6/2/201
0 

フェズ大学（モロッコ）

共催の知的財産の経済・

文化・社会的重要性に関

するセミナー 

  不明 セミナー

等 
モロッコ モロッコ     フランス

語, アラブ

語 
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対

象分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
6/15/20
10 

6/17/20
10 

レバノンのベイルートに

おけるウィズダム大学学

長（THE DEAN 
UNIVERSITY OF 
WISDOM）と WIPO の共

催による知的財産講座 

  不明 セミナー

等 
レバノン レバノン     フランス語 

（主要言

語）, アラ

ブ語 （主要

言語） 

6/21/20
10 

6/22/20
10 

UAE の司法関係者向け

特別ワークショップ 
  エンフ

ォース

メント

強化支

援 

セミナー

等 
アラブ首

長国連邦

     アラブ語 
（主要言

語） 

6/24/20
10 

6/25/20
10 

ドメイン名及び商標の紛

争解決促進に関するワー

クショップ 

  不明 セミナー

等 
モロッコ モロッコ     アラブ語 

（主要言

語） 
6/29/20
10 

6/30/20
10 

工業意匠の国際保護に関

するアラブ地域セミナー

（チュニジア） 

  不明 セミナー

等 
チュニジ

ア 
チュニジア、モーリ

タニア、リビア、レ

バノン、クウェー

ト、ヨルダン、イラ

ク、エジプト、ジブ

チ、バーレーン、ア

ルジェリア 

10 有 フランス

語, アラブ

語 

7/5/201
0 

7/7/201
0 

WIPO-アラブ諸国連合

（League of Arab States: 
LAS）共催の知的財産へ

の情報技術の使用に関す

るワークショップ 

  不明 セミナー

等 
エジプト アルジェリア、バー

レーン、ジブチ、エ

ジプト、イラク、ヨ

ルダン、クウェー

ト、レバノン、リビ

ア、モーリタニア、

モロッコ、オマー

ン、パレスチナ、カ

タール、サウジアラ

38 有 アラブ語 
（主要言

語） 
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対

象分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
ビア、スーダン、シ

リア、チュニジア、

アラブ首長国連邦、

イエメン 
7/19/20
10 

7/20/20
10 

調停に関する全国セミナ

ー 
  不明 セミナー

等 
シリア シリア 2   アラブ語 

7/21/20
10 

7/22/20
10 

繊維産業の中小企業向け

知的財産に関する全国セ

ミナー 

  不明 セミナー

等 
シリア シリア 2   アラブ語 

5/9/201
1 

6/12/20
11 

ビジネス及び産業の競争

力向上における知的財産

の役割に関するワークシ

ョップ 

ビジネス及び産業の

競争力向上における

知的財産の役割に関

するワークショッ

プ。レバノン通商大

臣が 2011 年 4 月に

WIPO の Abdel 
Ghaffar氏との会合の

中で、トピックをレ

バノンの重要課題と

して WIPO に開催を

要求したもの。 

不明 セミナー

等 
レバノン レバノン     アラブ語 

5/10/20
11 

5/12/20
11 

知的財産と技術管理に関

する大学及び研究機関向

けワークショップ 

知的財産と技術管理

に関するワークショ

ップ。ヨルダンの大

学と研究機関の技術

移転事務局の知的財

産及び技術の責任者

が、国家レベルの技

術移転システム確立

の機会と課題につい

民間実

務者養

成 

セミナー

等 
ヨルダン ヨルダン       
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対

象分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
て意見交換するほ

か、各組織の知的財

産ポリシーの確立を

含む技術移転の過程

において、知的財産

と技術管理のスキル

を確立する。 
5/30/20
11 

6/2/201
1 

商標に関する全国セミナ

ー：出願から発行まで（ア

ラブ首長国連邦） 

商標の手続きに関す

るセミナー。新卒者

採用に伴う知的財産

庁の拡大を受けて、

新卒職員の理解・能

力向上を目的とし

て、経済省が商標に

関する実務研修の支

援要請をしたもの。

また、ステークホル

ダーに、実施・エン

フォースメントの

様々な側面につい

て、見解を共有する

機会を与える。 

不明 セミナー

等 
アラブ首

長国連邦

アラブ首長国連邦     アラブ語 

6/6/201
1 

6/8/201
1 

チュニジア外交官 5 人向

け WIPO 訪問研修 
チェニジア外交官向

けの WIPO 訪問研

修。目的は、チャニ

ジアの若手外交官に

知的財産の概念を習

熟させ、知的財産に

関する多国間交渉が

できるように 近の

不明 招へい研

修 
スイス チュニジア 5     
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対

象分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
動向に対する意識を

高めてもらうこと。

6/27/20
11 

6/29/20
11 

スーダン当局者 3 人向け

OMPIC（モロッコ工商業

所有権庁）訪問研修 

スーダン当局者向け

のモロッコ訪問研

修。目的は、スーダ

ンの政府職員が、モ

ロッコの産業財産の

戦略的発展計画と商

標に対する比較的包

括的な規制・立法シ

ステムとりわけスー

ダンで論議の的なっ

ている商標の検索シ

ステムの調整プロセ

スについて知見を広

げる。 

不明 招へい研

修 
モロッコ モロッコ、スーダン     アラブ語 

6/27/20
11 

7/1/201
1 

知的財産に関する研修ワ

ークショップ：成功する

技術のライセンス譲渡：

知的財産・イノベーショ

ン・技術移転に関する国

家セミナー 

知的財産に関するワ

ークショップ、成功

する技術のライセン

ス譲渡及び、知的財

産・イノベーショ

ン・技術移転に関す

るセミナー。アジェ

ンダは、成功する技

術のライセンス譲渡

と技術譲渡契約の交

渉方法、知的財産、

イノベーション、技

術移転に関する国家

セミナー：持続可能

不明 不明 モロッコ モロッコ 90   フランス

語, アラブ

語 
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対

象分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
な開発のための戦略

的ツールなど。（カサ

ブランカ、2011 年 4
月 21 日～22 日） 

6/27/20
11 

7/1/201
1 

知的財産に関する研修ワ

ークショップ：成功する

技術のライセンス譲渡：

知的財産・イノベーショ

ン・技術移転に関する国

家セミナー 

知的財産に関するワ

ークショップ、成功

する技術のライセン

ス譲渡及び、知的財

産・イノベーショ

ン・技術移転に関す

るセミナー。アジェ

ンダは、成功する技

術のライセンス譲渡

と技術譲渡契約の交

渉方法、知的財産、

イノベーション、技

術移転に関する国家

セミナー：持続可能

な開発のための戦略

的ツールなど。（カサ

ブランカ、2011 年 4
月 21 日～22 日） 

不明 不明 モロッコ モロッコ 10     

7/26/20
11 

7/27/20
11 

知的財産権エンフォース

メントに関するワークシ

ョップ 

知的財産権エンフォ

ースメントに関する

ワークショップ。主

な目的は、①TRIPS
協定第 3 部に係る司

法当局者の能力向

上、②模造品の定義

とその悪影響に対す

エンフ

ォース

メント

強化支

援 

セミナー

等 
スーダン スーダン 50   アラブ語 
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対

象分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
る意識向上、③WIPO
戦略目標第 5 の枠組

みに係るエンフォー

スメント問題への取

り組み、④模造品と

著作権侵害阻止のた

めの国家エンフォー

スメント戦略の構築

となっている。 
9/11/20
11 

9/14/20
11 

PCT のシステムに関する

国家セミナー 
PCT のシステムに関

する国家セミナー。

2011年 6月 14日付の

アルジェリア政府代

表の要望書で、アル

ジェリア高等教育・

科学研究大臣が

WIPO に対し、PCT
システムの使用と調

査商品の商品化に関

する研修ワークショ

ップの計画に寄与す

ることを依頼したも

の。 

不明 セミナー

等 
アルジェ

リア 
アルジェリア 40   フランス

語, アラブ

語 

10/17/2
011 

10/21/2
011 

ヨルダン当局者 3 人向け

マドリッド協定と PCT
（特許協力条約）に関す

る国際登録分野に関する

モロッコ工商業所有権庁

（THE MOROCCAN 
INDUSTRIAL AND 

ヨルダン当局者向け

のモロッコ訪問研

修。目的は、ヨルダ

ン政府職員が、モロ

ッコの産業財産の戦

略的発展計画と商標

に対する比較的包括

審査実

務支援 
招へい研

修 
モロッコ モロッコ、ヨルダン 3   アラブ語 
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対

象分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
COMMERCIAL 
PROPERTY OFFICE : 
OMPIC）訪問研修 

的な規制・立法シス

テムについて知見を

広げること。 
10/17/2
011 

10/28/2
011 

ヨルダン知的財産庁代表

向けジュネーブの GI（地

理的表示）に関する講座

ヨルダン知的財産庁

向けの GI に関する

講座。ヨルダン産業

財産保護総局長 Mr. 
Khaled Arabeyyat 氏
は 2011 年 6 月 26 日

付の書簡（No.19505)
で、2011 年 10 月 17
日から28日までジュ

ネーブで開催される

InterGI 主催の 2 週間

講座への参加資金援

助を WIPO に要請し

ており、WIPO は

Khaled 婦人の同講座

への参加費及び航空

運賃を負担すること

を申し出た。 

不明 セミナー

等 
スイス ヨルダン 1     

10/25/2
011 

10/26/2
011 

工業意匠保護の重要性に

関するアラブ地域シンポ

ジウム 

工業意匠保護の重要

性に関するシンポジ

ウム。主な目的は、

アラブ諸国に対し

て、ヘーグ制度の利

点を理解させてその

活用を奨励するほ

か、国内、特に民間

セクタでの工業意匠

不明 セミナー

等 
クウェー

ト 
パレスチナ、イエメ

ン、アラブ首長国連

邦、チュニジア、シ

リア、スーダン、サ

ウジアラビア、カタ

ール、オマーン、モ

ロッコ、モーリタニ

ア、リビア、レバノ

ン、ヨルダン、イラ

38 有 アラブ語 
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対

象分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
の創作・開発・経済

的活用を高めるこ

と。 

ク、エジプト、ジブ

チ、バーレーン、ア

ルジェリア 
10/31/2
011 

11/1/20
11 

商標・特許に関する全国

セミナー：出願から発行

まで 

商標・特許の手続き

に関するセミナー。

主な目的は、①審査、

オブジェクション・

取消、発行、登録商

標の維持など、商標

出願の取扱いについ

て学ぶこと、②参加

者に対して、商標庁

と第三者との間のコ

ミュニケーションに

関して、ベストプラ

クティス、 新動向

を紹介することな

ど。 

不明 セミナー

等 
ヨルダン ヨルダン     アラブ語 

11/9/20
11 

11/12/2
011 

科学研究技術アカデミー

（Academy of Scientific 
Reseach and Technology: 
ASRT）40 周年祝賀会 

ASRT の 40 周年祝賀

会。ASRT の長官は、

同祝賀会の開催に当

たり、Pooley 氏に対

し、2011 年 11 月 11・
12 日に開かれる祝賀

会への出席と、2011
年 11 月 10 日に開か

れるエジプト知的財

産委員会メンバーと

の協議への参加を要

請した。また同長官

不明 セミナー

等 
エジプト エジプト     アラブ語 
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対

象分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
は、イベント中のワ

ークショップで、

WIPO 職員と国際的

に著名な講師を招き

特許に関するプレゼ

ンテーションを実施

してもらうことを

WIPO に要請してい

る。 
11/16/2
011 

11/17/2
011 

西アジア経済社会委員会

（Economic and Social 
Commission for Western 
Asia: ESCWA）加盟国の

大学及び研究機関向け知

的財産と技術移転に関す

る地域ワークショップ 

ESCWA 加盟国の大

学及び研究機関向け

知的財産と技術移転

に関する地域ワーク

ショップ。アジェン

ダは、①ESCWA 加盟

国の政治家及び大学

や研究機関の技術責

任者が、国家レベル

の技術移転システム

を確立する上での課

題と機会について議

論する、②研究結果

の創出、保護、活用

の過程において組織

内で知的財産と技術

を管理し、組織の知

的財産方針を確立す

る重要性を理解す

る、③国の技術移転

システムを強化する

不明 セミナー

等 
ヨルダン ヨルダン       
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対

象分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
ためのベストプラク

ティスを特定する、

④技術移転と実用化

の過程における知的

財産権の戦略的使用

を議論する、⑤

ESCWA 加盟国内の

知的財産及び技術管

理に関する研究機関

や大学の上級職員間

のネットワークを構

築するとなってい

る。 
11/21/2
011 

11/26/2
011 

ジプチ共和国の知的財産

庁の新長官向け訪問研修

ジプチ知的財産庁向

けのモロッコ訪問研

修。ジプチの経済金

融商業大臣が、ジプ

チ知的財産庁の新長

官と同庁職員 1 人の

訪問研修に関する支

援を WIPO に要請し

て実現したもの。 

不明 招へい研

修 
モロッコ モロッコ、ジブチ 2   アラブ語 
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対

象分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
11/27/2
011 

11/29/2
011 

PCT（特許協力条約）に

関する研修ワークショッ

プ 

PTC に関する研修ワ

ークショップ。スー

ダン知的財産庁の長

官と WIPO の PCT 国

際協力部の合意によ

り、PCT に基づく基

本的手続きと、以下

のトピックを取り上

げる：PCT システム

の概論～国際段階・

第 1 章「願書」「形式

要件」「出願期限と料

金」「国際検索」「補

充国際検索」「国際公

開」、国際段階・第 2
章「請求書の提出」

「国際予備審査」、

PCT 電子出願とその

他電子サービス、国

内段階、国際特許分

類。 

審査実

務支援 
セミナー

等 
スーダン スーダン       

11/29/2
011 

11/30/2
011 

リビアのトリポリにおけ

る商標と地理的表示に関

するワークショップ 

商標と地理的表示に

関するワークショッ

プ。レバノン北部の

ステークホルダーを

対象に、商標と地理

的表示に関する情報

を提供する。 

不明 セミナー

等 
レバノン レバノン 1   アラブ語 
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対

象分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
12/5/20
11 

12/8/20
11 

スーダン税関職員 4 人向

け訪問研修 
スーダン税関職員向

けのモロッコ税関へ

の訪問研修。アジェ

ンダは、①知的財産

権分野でのモロッコ

の経験を学ぶ、②モ

ロッコ税関による国

境での知的財産権の

扱いについて学ぶ、

③特に知的財産権の

分野でのモロッコ税

関との協力体制を構

築する、④モロッコ

税関から押収した偽

造品・海賊版の扱い

方について学ぶとな

っている。 

不明 招へい研

修 
モロッコ モロッコ、スーダン 4   アラブ語 

12/8/20
11 

12/8/20
11 

シリアの当局者 2 人向け

WIPO 訪問研修（2011 年

12 月 8 日） 

シリアの当局者向け

の WIPO 訪問研修。

WIPO 事務局長とシ

リア代表団間の合意

に基づき、Imad Al 
Assil 氏と Jamil Assad
氏は事務局長と 3 つ

の覚書を交わすため

に WIPO 本部を訪問

する。 

審査実

務支援 
招へい研

修 
スイス シリア 2     

12/12/2
011 

12/13/2
011 

WIPO/IDB（イスラム開発

銀行: Islamic 
Development Bank ）共催

アラブ地域の技術移

転プロセスに関係す

るステークホルダー

不明 セミナー

等 
オマーン アルジェリア、バー

レーン、ジブチ、エ

ジプト、イラク、ヨ

38 有 アラブ語 
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対

象分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
のイノベーションと知的

財産の管理及び成功する

技術供与に関するワーク

ショップ：アラブ地域に

おける富の創造 

のニーズに応えるワ

ークショップ。主な

目的は、①イノベー

ションの強化と技術

の実用化を支援する

知的財産とその優れ

た役割の強調、②イ

ノベーション文化を

作る必要性の強調、

③国のイノベーショ

ン・知的財産戦略に

必要なインフラ整備

の支援、④アラブ地

域における知的財産

開発の戦略的優先地

区の決定など。 終

的には、イノベーシ

ョンと技術移転に従

事するアラブ諸国の

代表者間の地域的協

力に基づく知的財産

の発展を目指す。 

ルダン、クウェー

ト、レバノン、リビ

ア、モーリタニア、

モロッコ、オマー

ン、パレスチナ、カ

タール、サウジアラ

ビア、スーダン、シ

リア、アラブ首長国

連邦、イエメン 

12/27/2
011 

12/28/2
011 

知的財産権エンフォース

メントに関するワークシ

ョップ 

知的財産権エンフォ

ースメントに関する

ワークショップ。司

法関係者に知的財産

権のエンフォースメ

ントに関わる問題へ

の注意を喚起すると

ともに、国内の知的

エンフ

ォース

メント

強化支

援 

セミナー

等 
サウジア

ラビア 
サウジアラビア 50 有 アラブ語 
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対

象分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
財産エンフォースメ

ントの効果を強化す

る。 
2/9/201
2 

2/10/20
12 

知的財産に関する欧州フ

ォーラム（パリ） 
  不明 セミナー

等 
フランス      フランス語 

2/14/20
12 

2/15/20
12 

医薬品分野の発明の保護

に関する準地域ワークシ

ョップ 

医薬品分野の発明保

護に関するワークシ

ョップ。健康関連政

策に影響を与える特

許政策、すなわち、

医薬品分野の発明者

に見返りを与える特

許（医薬品の特許性）

を分析する。例とし

て、医薬品へのアク

セス促進のための対

策、例えば強制実施

許諾、権利の消尽、

テストデータの保護

など。 

不明 セミナー

等 
サウジア

ラビア 
バーレーン、クウェ

ート、オマーン、カ

タール、サウジアラ

ビア、 アラブ首長

国連邦  

12 有 アラブ語 

3/13/20
12 

3/14/20
12 

医薬品セクタの発明保護

に関する準地域ワークシ

ョップ：特許・未公開情

報・健康政策 

医薬品セクタの発明

保護に関するワーク

ショップ。健康関連

政策に影響を与える

特許政策、特に医薬

品分野の発明者に見

返りを与える特許

（医薬品の特許性）

政策を分析する。例

えば、医薬品へのア

不明 セミナー

等 
サウジア

ラビア 
バーレーン、クウェ

ート、オマーン、カ

タール、サウジアラ

ビア、アラブ首長国

連邦  

10 有 アラブ語 
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対

象分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
クセス促進のための

対策（強制実施許諾）

や、権利の消尽及び

テストデータの保護

など。 
3/26/20
12 

3/29/20
12 

商標・特許に関する全国

セミナー：出願から発行

まで 

商標・特許の手続き

に関するセミナー。

主な目的は、①審査、

オブジェクション・

取消、発行、登録特

許の維持など、商

標・特許出願の取扱

いについて講義する

こと、②商標または

特許庁と第三者との

間のコミュニケーシ

ョンに関して、ベス

トプラクティスや

新動向を紹介するこ

となど。 

不明 セミナー

等 
ヨルダン ヨルダン     アラブ語 

5/7/201
2 

5/10/20
12 

ニース分類・ロカルノ分

類に関する工業所有権局

職員向け OJT 

ニース分類・ロカル

ノ分類に関する工業

所有権局職員向け

OJT。2012 年 5 月 7
日から 10 日に渡り、

工業所有権局職員に

ロカルノ分類に関す

る OJT を提供するた

めに、専門家をマナ

ーマ（バーレーン）

エンフ

ォース

メント

強化支

援 

専門家派

遣 
バーレー

ン 
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対

象分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
に派遣する。 

5/14/20
12 

5/15/20
12 

バーレーン商工省産業財

産局（Industrial Property 
Directorate in the Ministry 
of Industry and 
Commerce）職員向け IPC
（国際特許分類）研修 

商工省産業財産局職

員向けの IPC（国際

特許分類）に関する

研修。 

審査実

務支援 
その他 バーレー

ン 
バーレーン     アラブ語 

（主要言

語） 

5/22/20
12 

5/23/20
12 

知的財産権のエンフォー

スメントに関するワーク

ショップ 

司法関係者に知的財

産権のエンフォース

メントに関わる問題

への意識を向上させ

るとともに、国内の

知的財産エンフォー

スメントの効果を向

上させるためのワー

クショップ。 

不明 セミナー

等 
サウジア

ラビア 
サウジアラビア、パ

レスチナ 
4   アラブ語 

6/2/201
2 

6/4/201
2 

リビア特許庁職員 1 人向

け訪問研修 
リビア特許職員向け

の訪問研修。特許庁

での業務方法につい

て学ぶとともに、特

に PCT（特許協力条

約）に関する特許分

野での OJT を受け

る。 

審査実

務支援 
招へい研

修 
エジプト リビア、エジプト 1   アラブ語 
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対

象分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
6/4/201
2 

6/8/201
2 

特許に関する戦略と情報

検索技術及び特許文書の

分析に関する研修ワーク

ショップ 

特許に関する戦略と

情報検索技術及び特

許文書の分析に関す

るワークショップ。

2012 年の作業計画に

含まれているこの活

動の目的は、チュニ

ジアのイノベーショ

ン・発明促進プログ

ラムと、技術移転局

がチュニジアで実施

するプロジェクトを

強化すること。 

不明 不明 チュニジ

ア 
チュニジア       

6/18/20
12 

6/20/20
12 

イラク当局者 5 人向け

WIPO 訪問研修 
イラク当局者向けの

WIPO 訪問研修。ア

ラブ諸国の地域事務

局により組織され、

WIPO 本部での実施

が事務局長により了

承されたもので、イ

ラク政府代表団との

協議後、2012 年 5 月

29 日から 31 日にか

けて開催予定。複数

の部門による知的財

産問題のブリーフィ

ングに加え、イラク

の国家プランについ

て議論する機会とな

る。 

不明 招へい研

修 
スイス イラク  6   アラブ語 
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対

象分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
6/24/20
12 

6/25/20
12 

イノベーション促進のた

めの特許制度の効果的な

活用に関する全国セミナ

ー 

イノベーション促進

のための特許制度の

効果的な活用に関す

るセミナー。イノベ

ーション・技術の実

用化における特許制

度の有用性に焦点を

当て、発明者・研究

者に対して、特許の

取得・実施だけでは

なく、技術分析・ビ

ジネス分析における

特許情報の活用によ

り、特許制度を効果

的に利用することを

奨励する。 

民間実

務者養

成 

セミナー

等 
オマーン オマーン     アラブ語 

7/17/20
12 

7/18/20
12 

知的財産エンフォースメ

ントとそのビジネスへの

影響に関するワークショ

ップ 

知的財産エンフォー

スメントに関するワ

ークショップ。知的

財産関連機関及び関

係者に向け、ビジネ

スや公衆衛生向上の

知的財産エンフォー

スメントの重要性に

関する情報を提供す

る。 

エンフ

ォース

メント

強化支

援 

セミナー

等 
レバノン レバノン     アラブ語 
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対

象分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
9/17/20
12 

9/19/20
12 

イエメン当局者 3 人向け

モロッコ産業財産局への

訪問研修 

イエメン当局者向け

のモロッコ産業財産

庁への訪問研修。イ

エメンでの自律した

知的財産局の計画・

立ち上げを視野に入

れ、政策及び意思決

定の面でイエメン知

的財産庁職員の知識

強化を図る。 

不明 招へい研

修 
モロッコ モロッコ     アラブ語 

10/15/2
012 

10/16/2
012 

医薬品セクタの発明保護

に関する準地域ワークシ

ョップ：特許・未公開情

報・健康政策 

医薬品セクタの発明

保護に関するワーク

ショップ。主要目的

は、健康関連政策に

影響を与える特許政

策、特に医薬品分野

の発明者に見返りを

与える特許（医薬品

の特許性）政策を分

析すること。例えば、

医薬品へのアクセス

促進のための対策

（強制実施許諾）や、

権利の消尽及びテス

トデータの保護な

ど。また、複数のプ

レゼンテーションを

通し、特許に関する

多国籍間の法的枠組

みから得られる柔軟

不明 セミナー

等 
サウジア

ラビア 
サウジアラビア       
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対

象分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
性と特許の法的枠組

みに基づく 2 国間及

び地域レベルの通商

協定の影響も分析す

る。このような取り

組みにより、現在進

行過程にある湾岸協

力会議（Gulf 
Cooperation Council: 
GCC）の法的枠組み

の改善が期待され

る。 
11/4/20
12 

11/8/20
12 

知的財産教育の教育学に

関する研修担当者研修

（第 1 モジュール） 

知的財産教育に関す

る研修担当者の研

修。目的は、エジプ

ト知的財産アカデミ

ー（Egyptian IP 
Academy）の研修実

施者を対象に、知的

財産教育に関する一

連のスキルを身に付

けさせること。 

不明 その他 エジプト エジプト       

11/7/20
12 

11/9/20
12 

リビア当局者 2 人向けモ

ロッコ産業財産庁

（Moroccan Industrial 
Property Office: OMPIC）
への訪問研修 

リビア当局者向けの

モロッコ産業財産庁

への訪問研修。目的

は、リビア政府職員

が、イノベーション

システムに関する政

策、意思決定及び促

進についての知識を

不明 招へい研

修 
モロッコ モロッコ、リビア 2   アラブ語 
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対

象分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
強化するとともに、

モロッコ産業局がど

のように業務を遂行

し、産業財産分野で

の経験に恩恵を受け

ているかを理解する

こと。 
11/12/2
012 

11/13/2
012 

経済発展のためのイノベ

ーションと実用化に関す

る地域ワークショップ 

経済発展のためのイ

ノベーションと実用

化に関する地域ワー

クショップ。目的は、

国連西アジア経済社

会委員会（United 
Nations Economic and 
Social Commission for 
Western Asia: 
UN-ESCWA）加盟国

のイノベーション部

門の人材に対して知

的財産マネジメント

スキル強化研修を実

施することと、政治

家に対して、技術移

転に関する重要課題

について協議する場

を提供すること。 

不明 セミナー

等 
ヨルダン ヨルダン   有   

11/12/2
012 

11/13/2
012 

知的財産への尊重を培う

ための準地域的ワークシ

ョップ 

知的財産権への理解

を促し、経済・社会

発展のために知的財

産の重要性への意識

不明 セミナー

等 
オマーン バーレーン、クウェ

ート、オマーン、カ

タール、サウジアラ

ビア、 アラブ首長

20 有 アラブ語 
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対

象分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
を高めることを目的

としたワークショッ

プ。 

国連邦 

11/13/2
012 

11/23/2
012 

サハラ以南アフリカ（Sub 
Saharan Africa：SSA）地

域の参加国における地域

開発のためのイノベーシ

ョン・知的財産権の活用

に関するセミナー 

サハラ以南アフリカ

（SSA）からの参加

国における地域開発

のためのイノベーシ

ョン・知的財産権の

活用に関するセミナ

ー。主な目的は、①

参加者に、イスラエ

ルでのイノベーショ

ン・知的財産権の活

用例を紹介すること

で、サハラ以南アフ

リカ諸国における、

地域開発のためのイ

ノベーション・知的

財産権を推進させ

る、②参加者に、イ

ノベーションを促進

し、社会経済レベル

における影響を強め

るためのツールと方

法論を提供する、③

セミナーで得られた

知識と経験を普及さ

せ、実行に移すため

のロードマップを作

成するとなってい

不明 セミナー

等 
イスラエ

ル 
ブルキナファソ  、
ザンビア、タンザニ

ア、ウガンダ、トー

ゴ、セネガル、ルワ

ンダ、ナイジェリ

ア、ケニア、ギニア、

エチオピア、コート

ジボワール、コンゴ

共和国、カメルー

ン、ブルンジ、アン

ゴラ 

16 有   
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対

象分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
る。 

11/18/2
012 

11/22/2
012 

ヨルダン産業財産保護局

での商標登録手続きに関

するイエメン産業財産保

護局職員向け訪問研修 

イエメン産業財産保

護局の職員向けの訪

問研修。イエメン産

業財産保護局の新人

職員を対象に、商標

登録手続きと審査手

順及び異議申し立て

に関する研修を実施

する。 

審査実

務支援 
招へい研

修 
ヨルダン ヨルダン 4 有 アラブ語 

11/26/2
012 

11/29/2
012 

アラブ産業財産庁向け地

域 IT ワークショップ 
アラブ産業財産庁向

けの情報技術に関す

るワークショップ。

目的は、WIPO の産

業財産自動化システ

ム（The Industrial 
Property Automation 
System: IPAS）がUAE
のビジネス業務及び

サービスに与える影

響を参加者に実証す

ること。 

不明 セミナー

等 
アラブ首

長国連邦

アルジェリア、バー

レーン、エジプト、

ヨルダン、クウェー

ト、レバノン、リビ

ア、モロッコ、オマ

ーン、パレスチナ、

カタール、サウジア

ラビア、スーダン、

シリア、チュニジ

ア、アラブ首長国連

邦、イエメン 

38 有 アラブ語 

注：空欄は下記データベースに情報が記載されていなかったことを示す。 
出典：WIPO による技術支援データベースを基に作成92 

                                                  
92 WIPO. “Technical Assistance Database”. www.wipo.int/tad/en/ ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 

http://www.wipo.int/tad/en/
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アジア太平洋局による支援活動 

開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
3/10/20
10 

3/12/20
10 

モンゴル第一副首相によ

る訪問 
  不明 招へい研

修 
スイス モンゴル 4     

3/25/20
10 

3/26/20
10 

経済成長につながる科

学・ビジネスにおける女

性によるイノベーション

及び創作性に関する国際

会議（ワルシャワ） 

  不明 ワークシ

ョップ等 
ポーラン

ド 
スリランカ、ポーラ

ンド、モザンビー

ク、マレーシア、カ

メルーン 

4 有   

4/5/201
0 

4/8/201
0 

ブルネイ・ダルサラーム

の職員 2 人向けのシンガ

ポール知的財産庁訪問研

修 

  不明 招へい研

修 
シンガポ

ール 
シンガポール、ブル

ネイ 
2     

4/20/20
10 

4/20/20
10 

知的財産に関するハイレ

ベルフォーラム（北京）

  不明 ワークシ

ョップ等 
中国 中国 1     

4/22/20
10 

4/23/20
10 

外交官向け研修（ジャカ

ルタ） 
  不明 その他 インドネ

シア 
インドネシア 1     

4/26/20
10 

4/26/20
10 

国家知的財産権政策に関

するセミナー（ニューデ

リー） 

  不明 ワークシ

ョップ等 
インド インド 1     

4/26/20
10 

4/28/20
10 

医学・薬学、技術移転、

実用化における特許及び

知的財産権の役割に関す

る全国セミナー（テヘラ

ン） 

  不明 ワークシ

ョップ等 
イラン イラン 1     
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
5/3/201
0 

5/3/201
0 

世界知的所有権の日

（World IP Day）会議 
  不明 ワークシ

ョップ等 
パキスタ

ン 
パキスタン 1     

5/5/201
0 

5/6/201
0 

ビジネス成長・競争力強

化のための知的財産制度

の効果的活用に関する 2
日間全国セミナー（ヤン

ゴン） 

  不明 ワークシ

ョップ等 
ミャンマ

ー 
ミャンマー 1     

5/5/201
0 

5/7/201
0 

ビジネス・産業の競争力

強化における知的財産権

の役割に関する全国セミ

ナー 

  不明 ワークシ

ョップ等 
ミャンマ

ー 
ミャンマー 1     

5/20/20
10 

5/21/20
10 

イノベーション・企業競

争力の向上における知的

財産の役割に関する全国

セミナー 

イノベーション・企

業競争力の向上に

おける知的財産の

役割に関するセミ

ナー。アジェンダ

は、｢特許情報と研

究コミュニティ：技

術的解決の模索；重

複研究の回避｣、｢特

許情報と"適正"技
術｣、｢特許ランドス

ケープの構築と基

本的方法論と使用｣

など。 

不明 ワークシ

ョップ等 
モンゴル モンゴル       
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
5/20/20
10 

5/21/20
10 

イノベーション・企業競

争力の向上における知的

財産の役割に関する全国

セミナー 

イノベーション・企

業競争力の向上に

おける知的財産の

役割に関するセミ

ナー。アジェンダ

は、｢特許情報とビ

ジネスコミュニテ

ィ：イノベーション

動向のモニタリン

グ；ビジネスインテ

リジェンスの集

結；パートナーの特

定｣、｢特許統計を活

用した国家イノベ

ーション戦略の有

効性のベンチマー

キング｣など。 

不明 ワークシ

ョップ等 
モンゴル モンゴル       

6/21/20
10 

6/22/20
10 

パプアニューギニア知的

財産庁職員向けジュネー

ブ訪問研修 

  不明 招へい研

修 
スイス パプアニューギニ

ア 
3     

6/24/20
10 

6/25/20
10 

パプアニューギニア知的

財産庁職員向けハーグ訪

問研修 

  不明 招へい研

修 
オランダ パプアニューギニ

ア 
3     

6/28/20
10 

6/29/20
10 

パプアニューギニア知的

財産庁職員向けアフリカ

広域知的財産機関（ハラ

レ）への訪問研修 

  不明 招へい研

修 
ジンバブ

エ 
パプアニューギニ

ア 
3     

6/29/20
10 

6/30/20
10 

マドリッド制度に関する

全国セミナー（平壌） 
  不明 ワークシ

ョップ等 
北朝鮮 北朝鮮 1     
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
8/27/20
10 

8/29/20
10 

TRIPS 協定実施のための

優先度評価 
  不明 ワークシ

ョップ等 
バングラ

デシュ 
バングラデシュ 1     

8/31/20
10 

9/1/201
0 

知的財産教育・研修・研

究に関する小地域シンポ

ジウム 

  不明 ワークシ

ョップ等 
フィジー トンガ、ソロモン諸

島、サモア、ニウエ、

ナウル、マーシャ

ル、キリバス、フィ

ジー、クック諸島 

10 有   

9/16/20
10 

9/17/20
10 

知的財産庁グローバルシ

ンポジウム 
  不明 ワークシ

ョップ等 
スイス パプアニューギニ

ア、マレーシア、イ

ンドネシア 

3 有   

10/4/20
10 

10/5/20
10 

知的財産とグリーン成長

に関するアジア太平洋地

域フォーラム 

  不明 ワークシ

ョップ等 
韓国 ベトナム、タイ、ス

リランカ、サモア、

フィリピン、パプア

ニューギニア、パキ

スタン、ネパール、

ミャンマー、モンゴ

ル、ラオス、イラン、

インドネシア、イン

ド、フィジー、中国、

カンボジア、バング

ラデシュ 

31 有   

10/6/20
10 

10/7/20
10 

国家知的財産戦略と開発

に関するアジア太平洋地

域セミナー 

  不明 ワークシ

ョップ等 
韓国 ベトナム、タイ、ス

リランカ、サモア、

フィリピン、パプア

ニューギニア、パキ

スタン、ミャンマ

ー、モンゴル、モル

ディブ、マレーシ

ア、ラオス、イラン、

インドネシア、イン

33 有   
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
ド、フィジー、中国、

カンボジア、バング

ラデシュ 

10/25/2
010 

10/26/2
010 

クック諸島当局者向け訪

問研修 
  不明 招へい研

修 
スイス クック諸島 1     

11/11/2
010 

11/12/2
010 

知識集約型経済における

知的財産の役割に関する

全国セミナー：技術移転

とライセンス供与 

  不明 ワークシ

ョップ等 
中国 中国 120   中国語 

11/18/2
010 

11/19/2
010 

国際著作権フォーラム・

国際著作権博覧会 
  不明 ワークシ

ョップ等 
中国 ベトナム、タイ、フ

ィリピン、マレーシ

ア 

4 有 中国語 

11/25/2
010 

11/26/2
010 

伝統的知識・フォークロ

ア・無形文化財の国家デ

ータベース構築と知的財

産に関するワークショッ

プ 

  不明 ワークシ

ョップ等 
インドネ

シア 
インドネシア 2     

11/26/2
010 

11/26/2
010 

2010 年上海市国際知的

財産フォーラム 
  不明 ワークシ

ョップ等 
中国 中国 1     

11/28/2
010 

11/30/2
010 

タイ国際クリエイティブ

経済フォーラム（Thailand 
International Creative 
Economy Forum：TICEF）

  不明 ワークシ

ョップ等 
タイ スリランカ、サモ

ア、ネパール、モン

ゴル、クック諸島、

ブータン、バングラ

デシュ 

7    
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
11/29/2
010 

12/3/20
10 

フィリピン及びベトナム

の商標庁職員向けマドリ

ッド協定、ニース・ウィ

ーン分類制度に関する研

修プログラム 

  審査実務

支援 
不明 スイス ベトナム 、フィリ

ピン 
11 有   

11/29/2
010 

12/3/20
10 

インド当局者 5 人向け研

修プログラム 
  不明 招へい研

修 
スイス インド 5     

11/29/2
010 

12/3/20
10 

ドバイ中小企業における

知的財産資産効果的管理

に関する研修官（アフガ

ニスタン当局者 4 人）の

研修プログラム 

  審査実務

支援 
不明 アラブ首

長国連邦

アフガニスタン 4     

12/6/20
10 

12/7/20
10 

国際共同研究開発・技術

移転の交渉に関するセミ

ナー 

  不明 ワークシ

ョップ等 
シンガポ

ール 
シンガポール 1     

12/9/20
10 

12/10/2
010 

仲裁調停規則に関する研

修セミナー（フィリピン

知的財産庁） 

  不明 ワークシ

ョップ等 
フィリピ

ン 
フィリピン 1     

12/9/20
10 

12/10/2
010 

知的財産権のエンフォー

スメントに関する全国セ

ミナー 

  エンフォ

ースメン

ト強化支

援 

ワークシ

ョップ等 
ラオス ラオス 1     

12/13/2
010 

12/14/2
010 

商標とフランチャイズセ

クタに関する全国セミナ

ー 

  不明 ワークシ

ョップ等 
ミャンマ

ー 
ミャンマー 1     

12/13/2
010 

12/14/2
010 

特定の産業における工業

意匠の役割に関する全国

セミナー 

  不明 ワークシ

ョップ等 
タイ タイ 1     
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
3/8/201
1 

3/11/20
11 

国家知的財産戦略の開発 国家知的財産戦略

に関する専門家派

遣プログラム。2011
年3月8-11日に実施

される、パプアニュ

ーギニア国家知的

財産戦略

（NATIONAL 
INTELLECTUAL 
PROPERTY 
STRATEGY：NIPS）
開発第 3フェーズと

して、国際的な専門

家 Kevin Croft 氏
が、現地で

Guicciardini 氏と共

に、NIPS の草案文

書を政府職員とス

テークホルダーに

説明する。この派遣

プログラムの結果

に基づき、Croft 氏
は NIPS 草案文書を

統合したうえで

WIPO に提出し、

WIPO は、該派遣プ

ログラムの終了か

ら 1 週間以内に、

終レビューを実施

する。その後、該文

不明 招へい研

修 
パプアニ

ューギニ

ア 

パプアニューギニ

ア 
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
書は正式にパプア

ニューギニア知的

財産庁に送付され、

採用が検討される。

3/23/20
11 

3/30/20
11 

北朝鮮当局者 5 人向け国

家知的財産戦略の開発に

関する中国・ベトナムへ

の訪問研修 

  不明 招へい研

修 
北朝鮮 北朝鮮 5     

4/1/201
1 

3/31/20
12 

知的財産専門政府職員向

け 6 ヶ月間の研究調査フ

ェローシップ（東京） 

知的財産専門政府

職員向け研究調査

フェローシップ。工

業所有権分野にお

ける今日の主要問

題に関する知識・理

解の向上を目的と

し、参加者自身が選

択したトピックに

ついて、独立調査の

実施機会を与える。

不明 その他 日本 カンボジア、中国、

インドネシア 
3 有   

4/5/201
1 

4/14/20
11 

国際知的財産研修所

（International Intellectual 
Property Training 
Institute：IIPTI）共催の特

許法・特許審査に関する

研修コース 

特許法及び特許審

査に関する研修コ

ース。主な目的は、

①特許審査官の特

許法・特許審査手順

の原則に関する知

識を向上させる、②

特許出願審査のス

キルを向上させる、

③特許の質に関す

審査実務

支援 
その他 韓国 ブラジル、エジプ

ト、インド、インド

ネシア、マレーシ

ア、パキスタン、フ

ィリピン、韓国、ス

リランカ、タイ、 ベ
トナム 

16  韓国語 
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
る問題についての

意見交換の場を提

供するとなってい

る。 
4/27/20
11 

4/27/20
11 

地理的表示の保護に関す

る全国フォーラム 
  不明 ワークシ

ョップ等 
インドネ

シア 
インドネシア 200     

5/22/20
11 

5/26/20
11 

EC-WIPO 共催

GOPALAKRISHNAN 教

授によるバングラデシュ

教育援助プロジェクト 

EC-WIPO 共催のバ

ングラディッシュ

教育支援プロジェ

クト。バングラデシ

ュの知的財産制度

近代化を目的とし

たプロジェクトで、

国内の知的財産教

育支援として 2008
年 7月より実施され

ている。知的財産コ

ース実施向け初期

的支援などが必要

とされている

（Activity 5.2.6 参

照）。 

不明 その他 バングラ

デシュ 
       

6/6/201
1 

6/6/201
1 

知的財産権・イノベーシ

ョン政策研修コースのた

めのビデオ会議 

｢知的財産権・イノ

ベーション政策研

修コース｣に向けた

ビデオ会議。パキス

タン知的財産機構

からの支援要請に

基づき、科学技術協

力委員会

不明 ワークシ

ョップ等 
スイス パキスタン       
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
（COMSTECH）が

計画を担当してお

り、イスラマバード

（パキスタン）で

2011年 6月 6日から

10 日まで開催され

る。 
6/6/201
1 

6/10/20
11 

知的財産権・イノベーシ

ョン政策研修コースのた

めのビデオ会議 

｢知的財産権・イノ

ベーション政策研

修コース｣に向けた

ビデオ会議。パキス

タン知的財産機構

からの支援要請に

基づき、イスラム協

力機構の科学技術

協力委員会

（Committee on 
Science and 
Technology 
Cooperation：
COMSTECH）が計

画を担当してイス

ラマバード（パキス

タン）で開催する。

不明 ワークシ

ョップ等 
パキスタ

ン 
パキスタン       
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
6/16/20
11 

6/17/20
11 

開発途上国の適正技術の

助長と技術の実用化及び

競争力の向上支援プロジ

ェクト（2 ヶ国でワーク

ショップを実施） 

開発途上国の適正

技術の開発支援プ

ロジェクト。2009－
2010 年度の韓国知

的財産/信託基金

（FIT/Korea-IP）の

業務計画に基づき、

開発途上国での特

許情報の効果的使

用を通じた適正技

術の開発促進を目

指す。 

不明 ワークシ

ョップ等 
エチオピ

ア 
エチオピア 15     

6/20/20
11 

6/23/20
11 

カンボジアの商標担当職

員・審査官 5 人向けのシ

ンガポール知的財産庁訪

問研修 

商標の審査・異議申

立手続などに関す

る訪問研修。カンボ

ジア商務省上級大

臣は 2010 年 2 月 11
日、商標の実体審

査・異議申立手続な

どの支援を要請し

ており、同国商務省

知的財産局（IPD）

との協議に基づき、

IPD の商標審査官

は、商標の実体審査

に関するより詳細

で実用的な研修と、

商標の異議申立手

続など様々な側面

に関する知識の向

審査実務

支援 
招へい研

修 
シンガポ

ール 
シンガポール 5     
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
上を求めている。 

6/21/20
11 

6/22/20
11 

開発途上国の適正技術の

助長と技術の実用化及び

競争力の向上支援プロジ

ェクト（2 ヶ国でワーク

ショップを実施） 

開発途上国の適正

技術の開発支援プ

ロジェクト。2009－
2010 年度の韓国知

的財産/信託基金

（FIT/Korea-IP）の

業務計画に基づき、

開発途上国での特

許情報の効果的使

用を通じた適正技

術の開発促進を目

指す。 

不明 ワークシ

ョップ等 
マレーシ

ア 
マレーシア 15     

6/27/20
11 

6/27/20
11 

中国 高人民法院

（People's Supreme Court 
of China ）派遣団向けの

訪問研修 

中国 高人民法院

派遣団による訪問

研修。派遣団にはコ

ーヒーを無料提供。

不明 招へい研

修 
スイス 中国 7     

7/6/201
1 

7/13/20
11 

中国科学技術部（Ministry 
of Science and 
Technology ：MOST）共

催のイノベーション・知

的財産管理に関する全国

セミナー 

中国科学技術部と

の共催によるイノ

ベーションと知的

財産管理に関する

セミナー。特許・工

業意匠の国際・国内

保護制度の原則と

実務に関する知識

向上を目的とする。

アジェンダは、①特

許・工業意匠の保護

における法的・実務

不明 ワークシ

ョップ等 
中国 中国 145   中国語 
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
的問題、②ビジネス

開発ツールとして

の知的財産の効果

的活用、③技術移

転・ライセンス供与

戦略、④特許・工業

意匠保護に関する

その他の問題など。

7/7/201
1 

7/21/20
11 

対パキスタン TRTA-II プ
ログラム：パキスタン知

的財産機構への派遣 

パキスタン貿易関

連技術支援プログ

ラム。国際連合工業

開発機関（United 
Nations lndustrial 
Development 
Organization：
UNIDO）との間で

2010 年 5 月に調印

された、対パキスタ

ン貿易関連技術支

援（TRTA-II）にお

ける知的財産関連

部分の実施に関す

る合意に基づくプ

ログラム。欧州共同

体（European 
Community：EC）の

資金提供を受ける

この支援の第 2フェ

ーズは、UNIDO を

主幹機関として、

不明 招へい研

修 
パキスタ

ン 
パキスタン       
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
2010年 1月 1日から

実施される。 

7/24/20
11 

7/26/20
11 

成果重視の知的財産活動

計画の作成と実施に関す

る小地域セミナー：

ASEAN 知的財産協力作

業部会（ ASEAN 
WORKING GROUP ON 
IP COOPERATION：

AWGIPC）との 1 日間協

議 

  不明 ワークシ

ョップ等 
インドネ

シア 
ベトナム、タイ、シ

ンガポール、フィリ

ピン、ミャンマー、

マレーシア、ラオ

ス、インドネシア、

カンボジア、ブルネ

イ 

28 有   

9/12/20
11 

9/13/20
11 

カンボジアとプノンペン

の知的財産権エンフォー

スメントに関するワーク

ショップ（2011 年 9 月 12
日～13 日） 

知的財産権エンフ

ォースメントに関

するワークショッ

プ。主な目的は、①

需要への対処や刑

事制裁の正当化を

含む模造品と著作

権侵害の影響を検

討する、②知的所有

権のエンフォース

メントや商品の処

分など、手続きや対

処法を含む立法の

枠組みを検討する、

③国境エンフォー

スメントや市場調

査といった分野を

強化するため人材

育成する、④民間セ

エンフォ

ースメン

ト強化支

援 

ワークシ

ョップ等 
カンボジ

ア 
カンボジア 1     
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
クタからの支援を

含めた、戦略的な民

間セクタとの協力

体制を強化すると

なっている。 
9/12/20
11 

9/23/20
11 

対パキスタン貿易関連技

術支援-II（Trade Related 
Technical Assistance：
TRTA-II）プログラム：パ

キスタン知的財産機構職

員向けデジタル化・国際

分類に関する研修プログ

ラム 

パキスタン知的財

産機構職員向けデ

ジタル化・国際分類

に関する研修プロ

グラム。デジタル化

の標準、フォーマッ

ト、スキャン、イン

デックス作成、光学

式文字認識（OCR）、
WIPO のツール・シ

ステム、デジタル化

に向けた IT インフ

ラ仕様など知的財

産記録デジタル化

の全側面に関する

研修を提供する。自

動化システムの検

索ツール・データベ

ースの国際分類（ニ

ース分類制度、ウィ

ーン分類制度、ロカ

ルノ分類制度など）

に関する研修、国際

特許分類制度に関

する研修も実施す

審査実務

支援 
その他 スイス パキスタン 4     
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
る。また、自動化計

画の実施、ICT イン

フラ、工業所有権自

動化システム

（Industrial Property 
Automation 
System：IPAS）のア

ップグレード、知的

財産記録デジタル

化の計画作成など、

自動化に関わる課

題についても同機

構職員と討議する。

9/15/20
11 

9/16/20
11 

インドネシアのジャカル

タにおける知的財産権エ

ンフォースメントに関す

るワークショップ（2011
年 9 月 15 日～16 日） 

知的財産権エンフ

ォースメントに関

するワークショッ

プ。主な目的は、①

需要への対処や刑

事制裁の正当化を

含む模造品と著作

権侵害の影響を検

討する、②知的所有

権のエンフォース

メントや商品の処

分など、手続きや対

処法を含む立法の

枠組みを検討する、

③国境エンフォー

スメントや市場調

査といった分野を

エンフォ

ースメン

ト強化支

援 

ワークシ

ョップ等 
インドネ

シア 
インドネシア 1     
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
強化するため人材

育成する、④民間セ

クタからの支援を

含めた、戦略的な民

間セクタとの協力

体制を強化すると

なっている。 
9/19/20
11 

9/20/20
11 

東京研修コースのプログ

ラム評価とコンテンツ開

発：カンボジア・マレー

シア・ミッション（2011
年 9 月 19 日～9 月 23 日）

東京研修コースの

評価プログラム。主

な目的は、①選択さ

れた国の特許庁に

対する研修コース

の有効性を分析す

る、②研修コースで

の学習成果を、特許

庁で実務に反映さ

せる際の障害を特

定する、③各国特許

庁の研修ニーズを

特定し、既存の研修

プログラムを改善

するとなっている。

不明 その他 マレーシ

ア 
マレーシア 1     
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
9/20/20
11 

9/21/20
11 

ブダペスト条約に関する

全国セミナー 
ブダペスト条約に

関するセミナー。主

な目的は、①ブダペ

スト条約及び、締約

国にとっての同条

約の有益性につい

ての情報提供、②ブ

ダペスト条約で定

められた国際寄託

当局（International 
Depositary 
Authority：IDA）の

責任及び IDA での

業務の説明、③IDA
設立に関する法

的・技術的要件の討

論となっている。 

審査実務

支援 
ワークシ

ョップ等 
マレーシ

ア 
マレーシア       

9/22/20
11 

9/23/20
11 

東京研修コースのプログ

ラム評価とコンテンツ開

発：カンボジア・マレー

シアへのミッション

（2011 年 9 月 19 日～23
日） 

東京研修コースの

評価プログラム。主

な目的は、①選抜国

の関係当局への研

修効果を分析する、

②コースで学んだ

ことを実践する上

での障害を特定す

る、③研修プログラ

ムの更なる改良の

ため、各国のニーズ

を特定するとなっ

ている。 

不明 その他 カンボジ

ア 
カンボジア 1     
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
9/22/20
11 

9/27/20
11 

知的財産庁の上級職員向

けの WIPO 本部訪問 
パキスタン・バング

ラデシュ知的財産

庁上級職員による

WIPO 本部訪問の支

援。両国の上級知的

財産職員と話し合

った結果、それぞれ

の国にとって WIPO
本部関連部門の職

員と交流・協議する

機会を持つことが

有益であるとの見

解に達した。WIPO
グローバルシンポ

ジウム（WIPO 
Global Symposium 
of IP Authorities）及

び WIPO 一般総会

（WIPO General 
Assemblies）への参

加により、両国職員

は主要問題に精通

するほか、WIPO 職

員及び他国知的財

産庁の上級職員と

の交流を深める。 

不明 招へい研

修 
スイス パキスタン、バング

ラデシュ 
6 有   

10/17/2
011 

10/28/2
011 

工業所有権の審査に関す

る研修コース（中級/上級

プログラム:東京） 

  審査実務

支援 
不明 日本 ブラジル、中国、イ

ンド、マレーシア、

パキスタン、フィリ

ピン、タイ、 ベト

18 有   
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
ナム 

10/17/2
011 

10/28/2
011 

工業所有権の審査に関す

る研修コース（中級/上級

プログラム） 

工業所有権の審査

に関する研修コー

ス。参加者に、工業

所有権の審査に関

わる法及び手続に

関する基礎知識を

与えることを目的

とする。日本国特許

庁審査官との対談

に重点が置かれて

おり、対話型セッシ

ョンが組み込まれ

ている。また、参加

者は日本側審査官

と共に研修に出席

し、専門スキルの向

上に努めるほか、工

業所有権分野にお

ける今日の主要問

題について意見交

換を行う。 

審査実務

支援 
その他 日本 ブラジル、中国、イ

ンド、インドネシ

ア、マレーシア、パ

キスタン、フィリピ

ン、タイ、ベトナム

19 有    
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
10/17/2
011 

10/28/2
011 

地理的表示に関する研修

ワークショップ 
地理的表示に関す

る研修ワークショ

ップへの参加支援。

2011年 10月 17日か

ら 28 日までスイス

で開催される地理

的表示に関するイ

ンターGI（InterGI）
研修ワークショッ

プへの参加を支援

する。アジア・太平

洋（Asia and the 
Pacific：ASPAC）地

域 6カ国からの代表

は、通常予算枠で参

加するのに対して、

パキスタンから参

加する 3 人は、パキ

スタン信託基金

（Funds-in-Trust:FIT
/Pakistan）枠で参加

する。 

不明 ワークシ

ョップ等 
スイス インドネシア、マレ

ーシア、パキスタ

ン、スリランカ、タ

イ、ベトナム 

9 有   

10/25/2
011 

10/25/2
011 

インドネシアの外交官向

け知的財産に関するセミ

ナー 

インドネシアの外

交官を対象とした

知的財産に関する

セミナー。インドネ

シア共和国ジャカ

ルタの外務省教育

研修センター

（Center for 

不明 ワークシ

ョップ等 
インドネ

シア 
インドネシア       
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
Education and 
Training：CET）が主

催しており、講演者

1 人の参加を資金援

助する。 
10/26/2
011 

10/27/2
011 

PCT 制度の効果的使用に

関する地域ワークショッ

プ：アジア諸国の経験 

アジアでの PCT 制

度の効果的使用に

関するワークショ

ップ。主な目的は、

①PCT 制度の効果

的な使用について

アジア企業間でベ

ストプラクティス

を共有する、②PCT
制度の 新動向に

ついて学び、同制度

の有益性について

理解を深める、③各

国の知的財産庁と

WIPO が提供するサ

ービスや、各国知的

財産庁とWIPOが実

施する宣伝活動に

関する情報を共有

する、④PCT 制度の

有益性を 大限に

活用するための方

策について意見交

換するとなってい

る。 

審査実務

支援 
ワークシ

ョップ等 
タイ 中国、インド、イン

ドネシア、マレーシ

ア、モンゴル、フィ

リピン、スリラン

カ、タイ、 ベトナ

ム 

16 有   
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
10/31/2
011 

11/1/20
11 

パキスタン派遣団との協

議会合（WIPO 本部協議）

パキスタン派遣団

との協議会合。通常

予算による同国代

表者 4人との協議会

合を、WIPO 本部で

2011年 10月 31日及

び 11 月 1 日に開催。

不明 招へい研

修 
スイス パキスタン 4     

11/1/20
11 

11/3/20
11 

知的財産庁での人材育成

に関するアジア太平洋地

域セミナー：課題と取り

組み 

知的財産庁での人

材育成に関するセ

ミナー。主な目的

は、①適切な人材育

成政策・プログラム

の開発に関する参

加者の知識・能力の

向上、②人材管理に

おける課題への取

り組みに関し、各国

での経験・ベストプ

ラクティスの共有

など。 

不明 ワークシ

ョップ等 
韓国 ベトナム、タイ、ス

リランカ、シンガポ

ール、韓国、フィリ

ピン、パプアニュー

ギニア、パキスタ

ン、モンゴル、マレ

ーシア、ラオス、イ

ラン、インドネシ

ア、インド、中国、

カンボジア、バング

ラデシュ 

32 有   
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
11/2/20
11 

11/4/20
11 

技術移転を推進する産学

協同に関する地域フォー

ラム 

技術移転を推進す

る産学協同に関す

るフォーラム。主な

目的は、①実施可能

な技術移転制度の

確立・管理における

課題の特定、②産学

共同研究の異なる

モデルの検討、③政

策立案者、大学・公

的研究機関技術管

理室（Technology 
Management 
Offices：TMOs）の

知的財産管理官や

産業界の代表者へ

の、（特に環境技術

分野の）技術移転の

開始・継続に必要と

される方策につい

て、意見交換する機

会の提供となって

いる。 

不明 ワークシ

ョップ等 
ベトナム ベトナム、タイ、ス

リランカ、フィリピ

ン、パキスタン、モ

ンゴル、マレーシ

ア、イラン、インド

ネシア、インド、中

国 

30 有   

11/3/20
11 

11/4/20
11 

地理的表示に関する全国

セミナー 
地理的表示に関す

るマレーシアでの

全国セミナー。主な

目的は、①富の創出

における地理的表

示の役割に対する

認識の向上、②地理

不明 ワークシ

ョップ等 
マレーシ

ア 
マレーシア       
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
的表示の概念に関

する理解の向上、③

諸外国における

様々な地理的表示

制度を構成する要

素に関する情報提

供、④地理的表示が

他の知的財産権と

どのように共存し

うるかについての

説明となっている。

11/7/20
11 

11/18/2
011 

産業財産管理における IT
使用に関する研修コース

産業財産管理にお

ける IT 使用に関す

る研修。主な目的

は、①産業財産管理

に関する 近 IT の

発展について精通

する、②関連する民

間団体への訪問や

インターネット上

での相互セッショ

ンを介して、IT 使用

に関する実践的知

識を習得する、③産

業財産管理の問題

に関する意見交換

を通じて、産業財産

管理における IT の

使用を計画・実施す

るための専門性を

不明 その他 日本 バングラデシュ、ブ

ラジル、カンボジ

ア、インド、インド

ネシア、キルギス、

ラオス、マレーシ

ア、モンゴル、ネパ

ール、パキスタン、

フィリピン、スリラ

ンカ、タイ、 ベト

ナム 

16 有   
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
向上させるとなっ

ている。 
11/9/20
11 

11/10/2
011 

国家知的財産戦略に関す

る地域シンポジウム 
国家知的財産戦略

に関するシンポジ

ウム。主な目的は、

①国家開発目標の

達成における国家

知的財産戦略の役

割、②国家知的財産

戦略の形成・効果的

実施に関わる問題

について参加者の

知識を向上させる

こと。 

知的財産

にかんす

る啓もう

活動 

ワークシ

ョップ等 
中国 ベトナム、タイ、ス

リランカ、韓国、フ

ィリピン、パプアニ

ューギニア、パキス

タン、ネパール、ミ

ャンマー、モンゴ

ル、モルディブ、マ

レーシア、ラオス、

イラン、インドネシ

ア、インド、フィジ

ー、北朝鮮、中国、

カンボジア、ブータ

ン、バングラデシュ

35 有 中国語 

11/19/2
011 

12/1/20
11 

意匠・商標・特許分類に

関する 4 つのワークショ

ップ 

意匠・商標・特許分

類に関するワーク

ショップ。ヘーグ協

定に関する意匠に

ついて 2 つ、ニース

分類・ウイーン分類

に関する商標分類

について 1 つ、スト

ラスブール協定に

関する特許分類に

ついて 1 つ、計 4 つ

のワークショップ

を実施する。アジェ

ンダは、①WIPO の

技術援助と機能範

審査実務

支援 
ワークシ

ョップ等 
イラン イラン       
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
囲の概要、②産業デ

ザインに関する立

法、③ヘーグ協定の

概要、④国際登録の

管理、⑤意匠分類の

理論的側面など。 
11/22/2
011 

11/24/2
011 

知的財産・コミュニティ

ベースの開発に関する地

域ワークショップ 

知的財産・コミュニ

ティベースの開発

に関するワークシ

ョップ。主な目的

は、①コミュニティ

レベルのイノベー

ション促進におけ

る知的財産の重要

性に対する認識を

高める、②各国での

コミュニティベー

スの開発における

知的財産活用の経

験を共有する、③特

に小規模コミュニ

ティに有益なバラ

ンスのよい知的財

産戦略の要素を特

定するとなってい

る。 

不明 ワークシ

ョップ等 
 バングラデシュ、カ

ンボジア、中国、イ

ンド、インドネシ

ア、イラン、ラオス、

マレーシア、モンゴ

ル、ミャンマー、ネ

パール、パキスタ

ン、フィリピン、韓

国、スリランカ、タ

イ、and ベトナム 

32    

11/23/2
011 

12/1/20
11 

特許審査結果を活用した

特許審査の能力向上・特

許の質向上に関する準地

域ワークショップ 

特許審査能力の向

上・特許の質向上に

関するワークショ

ップ。主な目的は、

審査実務

支援 
ワークシ

ョップ等 
マレーシ

ア 
バングラデシュ、ブ

ータン、カンボジ

ア、インド、インド

ネシア、ラオス、マ

22    
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
①他国の特許庁で

作成された特許検

索・審査レポートの

活用が、自身の特許

庁における作業量

の軽減・特許発行過

程の簡素化に効果

的であることを参

加者に教える、②

WIPO が提供する審

査に関する国際協

力（International 
Cooperation on 
Examination：ICE）、
日本国特許庁が提

供する高度産業財

産ネットワーク

（Advanced 
Industrial Property 
Network：AIPN）な

どのサービスを活

用するためのスキ

ルを開発する、③特

定の技術分野にお

けるクレーム分

析・修正クレーム起

草のベストプラク

ティスを共有する、

④審査プロセスの

迅速化・特許の質向

レーシア、モンゴ

ル、パキスタン、フ

ィリピン、シンガポ

ール、スリランカ、

タイ、 ベトナム 
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
上において直面す

る課題について、各

国特許庁・審査官の

経験を共有すると

なっている。 
11/24/2
011 

11/25/2
011 

ベトナム知的財産権庁職

員向けの日本訪問研修 
ベトナム知的財産

権庁職員による日

本への訪問研修。目

的は、日本の知的財

産戦略策定・実施に

おける経験を、ベト

ナム知的財産権庁

の職員が学ぶこと。

不明 招へい研

修 
日本 ベトナム 6     

11/24/2
011 

11/25/2
011 

商標審査実務・非伝統的

商標に関する全国ワーク

ショップ 

商標審査実務・非伝

統的商標に関する

ワークショップ。モ

ンゴルにおける商

標審査の質を、以下

の分野の知識を高

めることで改善す

る。①商標保護の国

際・国内制度、②商

標審査の手順・実

務、③ニース分類・

ウィーン分類、④非

伝統的商標及び非

伝統的商標出願の

処理、⑤その他、商

標・非伝統的商標に

関わる問題。 

審査実務

支援 
ワークシ

ョップ等 
モンゴル モンゴル       
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
12/5/20
11 

12/8/20
11 

知的財産に関する全国セ

ミナーと中小企業

（SMEs）での効果的な知

的財産資産管理に関する

研修官研修プログラム 

知的財産に関する

全国セミナーと中

小企業での効果的

な知的財産資産管

理に関する研修官

研修プログラム。全

国セミナーの目的

は、知的財産に対す

る認識の向上及び、

知的財産と国家経

済・社会・文化開発

との関連性の啓も

うとなっている。 

不明 ワークシ

ョップ等 
ラオス ラオス       

12/5/20
11 

12/9/20
11 

植物品種保護法に関する

ワークショップ 
植物品種保護法に

関するワークショ

ップ。ジュネーブで

2011 年 12 月 5 日か

ら 9 日にわたり開

催。 

不明 ワークシ

ョップ等 
スイス カンボジア、インド

ネシア、ラオス、マ

レーシア、ミャンマ

ー、フィリピン、タ

イ、ベトナム 

16 有   

12/5/20
11 

12/16/2
011 

知的財産権エンフォース

メントに関する研修コー

ス（東京） 

知的財産権エンフ

ォースメントに関

する研修。WIPO の

戦略目標 4の枠組み

に含まれる研修コ

ースで、アジェンダ

は、①知的財産権エ

ンフォースメント

に関する 近のト

レンドと実務の総

括、②量刑手続を含

エンフォ

ースメン

ト強化支

援 

その他 日本 カンボジア、中国、

インドネシア、ラオ

ス、モンゴル、フィ

リピン、タイ、ベト

ナム 

18 有   
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
む知的財産犯罪と

侵害の正当化、要

因、捜査、訴追及び

法的責任の研究、③

司法当局、法定、知

的財産権の保有者

の役割の分析、知的

財産エンフォース

メントに関する

様々な政策課題の

議論となっている。

12/8/20
11 

12/9/20
11 

国連アジア太平洋経済社

会委員会（Economic and 
Social Commission for 
Asia and the Pacific：
ESCAP）共催の知的財産

経済学・政策に関する地

域ワークショップ 

知的財産経済学・政

策に関するワーク

ショップ。2011 年 8
月に、Abeysekera 氏

及び Bradley 氏が

ESCAP 本部を訪問

し、協力可能な分野

について協議を行

った結果、知的財

産・技術移転、知的

財産教育、キャパシ

ティビルディング、

知的財産研究とい

った分野が特定さ

れた。 終的には 1
～2 分野に絞り込む

ための討議を継続

することで合意が

なされている。 

不明 ワークシ

ョップ等 
タイ バングラデシュ、カ

ンボジア、中国、イ

ンド、インドネシ

ア、ラオス、マレー

シア、ネパール、パ

キスタン、フィリピ

ン、スリランカ、タ

イ、ベトナム 

23 有   
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
12/10/2
011 

12/14/2
011 

アフガニスタン当局者 5
人向けイラン・イスラム

共和国産業財産庁訪問研

修 

アフガニスタン当

局者を対象とした

イラン・イスラム共

和国産業財産庁へ

の訪問研修。目的

は、訪問研修を通じ

て職員の見識を高

めるとともに、特

許・商標の審査体系

と総合的な知的財

産管理を学ぶ機会

を与えること。 

審査実務

支援 
招へい研

修 
イラン イラン、アフガニス

タン 
5     

12/12/2
011 

12/14/2
011 

バングラデシュ議会立法

局（Legislative and 
Parliamentary Affairs）職

員 5 人向けの WIPO 本部

（ジュネーブ）訪問研修

知的財産法の起草

能力向上に関する

訪問研修。バングラ

デシュ政府のニー

ズに合った国家知

的財産法を起草す

るための能力開発

支援をバングラデ

シュ議会立法局職

員に提供する。 

不明 招へい研

修 
スイス バングラデシュ 5     
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
12/15/2
011 

12/16/2
011 

アジアの後発開発途上国

と太平洋地域向け経済競

争力向上及び発展のため

の知的財産の使用に関す

る地域ワークショップ 

アジア太平洋地域

の経済発展のため

の知的財産の利用

に関するワークシ

ョップ。主な目的

は、①経済発展とビ

ジネス競争力向上

のために知的財産

が重要であること

への認識を高める、

②産業界による効

果的な知的財産制

度の利用を促進す

るため知識と成功

例を共有する、③知

的財産と国家発展

政策をリンクさせ

る手法を特定する

となっている。 

民間実務

者養成 
ワークシ

ョップ等 
ブータン アフガニスタン、バ

ングラデシュ、ブー

タン、カンボジア、

ラオス、ミャンマ

ー、ネパール、サモ

ア 

14 有   

1/18/20
12 

1/31/20
12 

産業財産の審査実務に関

する研修コース（東京）

産業財産の審査実

務に関する研修。主

な目的は、講義、実

践練習、事例研究を

通して産業財産権

の審査における法

律と実質的審査手

順の知識を取得す

ること。 

審査実務

支援 
ワークシ

ョップ等 
日本 ブータン、カンボジ

ア、フィジー、イラ

ン、マレーシア、モ

ンゴル、パキスタ

ン、パプアニューギ

ニア、ペルー、フィ

リピン、スリラン

カ、タイ、 ベトナ

ム 

17 有   

2/2/201
2 

2/3/201
2 

イノベーション・企業競 イノベーション・企 不明 ワークシ 日本 ベトナム、タイ、ス 22 有   
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
争力・経済成長の促進に

おける知的財産庁の役割

に関する地域会議 

業競争力・経済成長

の促進における知

的財産庁の役割に

関する地域会議。主

なを目的は、①知的

財産庁の幹部職員

及び経済通商政策

担当の政府職員に、

イノベーション・経

済成長・企業競争力

の向上における知

的財産制度の役割

に関して、理解を深

める機会を与える、

②経済通商政策と

全体的に整合性が

あり、かつ同政策に

寄与する国家知的

財産政策・戦略の策

定に関する経験を

共有する、③効果的

な知的財産政策の

策定及び、国家開発

の目標達成のため

の知的財産庁の役

割に関して意見交

換を行うとなって

いる。 

ョップ等 リランカ、シエラレ

オネ、セーシェル、

セネガル、フィリピ

ン、パキスタン、モ

ンゴル、マレーシ

ア、インドネシア、

インド、エジプト 

2/6/201
2 

2/10/20
12 

知的財産管理及び成果主

義に基づく知的財産庁計

知的財産庁計画の

策定・実施に関する

審査実務

支援 
その他 日本 バングラデシュ、中

国、インド、インド

20 有   
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
画の策定・実施に関する

研修コース（東京）  
研修。主な目的は、

現代の知的財産管

理・実務についての

知識獲得と、一定期

間内に明確な成果

がでる結果優先型

の知的財産庁計画

を策定・実行・評価

する能力の向上な

ど。 

ネシア、マレーシ

ア、パキスタン、フ

ィリピン、スリラン

カ、タイ、ベトナム

2/15/20
12 

2/22/20
12 

専門的技術に関する特許

審議官向け研修コース

（光学装置：東京） 

専門的技術に関す

る特許審議官向け

研修。主な目的は、

①光学装置に関す

る特許審査の 近

のトレンドと事例

に精通する、②特許

審査の方法論に関

し、実践的な知識・

見識を深める、③特

許審査の問題につ

いて経験と見識を

共有する、④光学装

置の特許審査に対

する専門的能力を

向上させるとなっ

ている。 

審査実務

支援 
その他 日本 中国、インド、イン

ドネシア、マレーシ

ア、パキスタン、フ

ィリピン、タイ、ベ

トナム 

19 有   
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
2/20/20
12 

2/22/20
12 

知的財産戦略に関する全

国セミナー 
知的財産戦略に関

する全国セミナー。

主な目的は、①国家

知的財産戦略の作

成・実施過程に関す

る参加者の知識を

高める、②国家開発

目標を考慮した上

で、今後対応が必要

な政策問題、国家知

的財産戦略で対応

できる要素を再検

討する、③国家知的

財産戦略の策定に

関する経験とベス

トプラクティスを

共有するとなって

いる。 

不明 ワークシ

ョップ等 
イラン イラン       

2/21/20
12 

2/24/20
12 

知的財産教育・研修に関

する準地域ワークショッ

プ 

知的財産教育・研修

に関するワークシ

ョップ。アジア太平

洋地域における知

的財産技術支援協

力に関して、2000
年 3月に発表された

WIPO-オーストラ

リア共同声明及び、

2010 年 4 月 17 日付

けで発行された、

2010 年・2011 年共

不明 ワークシ

ョップ等 
マレーシ

ア 
ブルネイ、カンボジ

ア、インドネシア、

ラオス、マレーシ

ア、ミャンマー、フ

ィリピン、シンガポ

ール、タイ、 ベト

ナム 

13 有   
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
同協力活動活動計

画に関する覚書に

基づいて開催され

る。 
2/23/20
12 

3/1/201
2 

専門的技術に関する特許

審議官向け研修コース

（医薬品：東京） 

専門的技術に関す

る特許審議官向け

研修。主な目的は、

①医薬品に関する

特許審査の 近の

トレンドと事例に

精通する、②特許審

査の方法論に関し、

実践的な知識・見識

を深める、③特許審

査の問題について

経験と見識を共有

する、④医薬品の特

許審査に対する専

門的能力を向上さ

せるとなっている。

審査実務

支援 
その他 日本 中国、インド、イン

ドネシア、マレーシ

ア、パキスタン、フ

ィリピン、タイ、 ベ
トナム 

18 有   

2/28/20
12 

2/29/20
12 

地理的表示の保護に関す

る全国フォーラム 
地理的表示の保護

に関するフォーラ

ム。フィリピン知的

財産庁（IPOPHL）
からの、同国での適

切な保護制度の開

発を目的とした地

理的表示に関する

フォーラムの共催

要請に対して、事務

不明 ワークシ

ョップ等 
フィリピ

ン 
フィリピン       
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
局長が 2011 年 10 月

24 日付書簡で前向

きな回答をしたも

の。同フォーラムの

主要目的は、①地理

的表示に対する認

識を深め、地理的表

示保護への異なる

アプローチ・仕組み

について討議する

ことと、②フィリピ

ンでの適切な地理

的表示保護制度を

検討することとな

っている。 
2/28/20
12 

2/29/20
12 

裁判官向け知的財産権エ

ンフォースメントに関す

る会議 

裁判官向け知的財

産権エンフォース

メントに関する会

議。本会議は、戦略

的ゴール VI に沿っ

て、以下の 4 点を目

的とする。①懲罰措

置の代替としての

一般市民による認

識強化の必要性も

含めて、模倣品の範

囲及び影響につい

て討議する。②刑事

制裁の正当性、知的

財産犯罪の要素、証

エンフォ

ースメン

ト強化支

援 

ワークシ

ョップ等 
アラブ首

長国連邦

アラブ首長国連邦、

パキスタン 
21 有   



 
各国の開発途上国に対する人材育成支援活動に関する調査研究 

131 
 

開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
拠要件、暫定措置・

命令、犯罪の重さに

均衡した量刑の選

択について検証す

る。③パキスタンの

社会経済問題を考

慮したうえで、エン

フォースメントの

戦略的アプローチ

を検討する。④効果

的な官民協力など、

主要な時事問題を

検討する。 
3/1/201
2 

3/31/20
12 

ウルグアイ政府職員向け

データベースに関する研

修コース 

データベースに関

する研修コースの

支援。ウルグアイ国

家工業所有権局

（DNPI）の指示を

受けて、同局 IT セ

ンター長が、データ

ベース 11gに関する

オラクル大学の研

修コースに参加す

る。DNPI が実施し

ている技術強化プ

ロセスを考慮する

と、同研修コースの

同局への影響度は

高いと期待されて

いる。 

不明 その他 ウルグア

イ 
ウルグアイ       
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
3/1/201
2 

10/31/2
012 

適正技術の開発・活用の

ための知的財産情報の使

用に関するプロジェクト

（アクラ及びマニラで開

催されるコンテスト/オ
リエンテーションワーク

ショップ及び、 終コン

テスト；テジョンで実施

される訪問研修及び研

修） 

開発における知的

財産情報の利用・適

正技術の活用に関

するコンテスト・ワ

ークショップ。コン

テストの目的は、適

正技術の開発・活用

において頻繁に生

じる問題に対する

創造的な解決策、特

に地域の環境に適

合する技術を活用

したものを奨励し

報酬を与えること。

また、解決策考案の

ための特許情報の

使用は重要な要素

である。 ワークシ

ョップの目的は、コ

ンテストの参加者

を発明の実用化を

含むいくつかの問

題に精通させるこ

とである。 

不明 ワークシ

ョップ等 
韓国 韓国 、フィリピン 1     
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
3/6/201
2 

3/15/20
12 

特許法及び特許審査に関

する研修コース 
特許法及び特許審

査に関する研修コ

ース。主な目的は、

①特許審査官の特

許法・特許審査手順

の原則に関する知

識を向上させる、②

特許出願審査のス

キルを向上させる、

③特許の質に関す

る問題についての

意見交換の場を提

供するとなってい

る。 

審査実務

支援 
その他 韓国 ブラジル、エジプ

ト、インド、インド

ネシア、マレーシ

ア、パキスタン、フ

ィリピン、韓国、ス

リランカ、タイ、チ

ュニジア、 ベトナ

ム 

18    

3/19/20
12 

3/24/20
12 

ナグプールの国立知的財

産管理機関の「特許及び

意匠審査官向けの機関内

研修」への参加 

特許・意匠審査官を

対象とした研修の

支援。現在進行中の

特許審査官向け研

修について、インド

のニーズをWIPOが

支援する。 

審査実務

支援 
その他 インド インド      

4/9/201
2 

4/29/20
12 

知的財産専門政府職員向

け 6 ヶ月間の研究調査フ

ェローシップ 

知的財産専門政府

職員向け研究調査

フェローシップ。工

業所有権分野にお

ける今日の主要問

題に関する知識・理

解の向上を目的と

し、参加者自身が選

択したトピックに

審査実務

支援 
資金提供 日本 タイ、カンボジア 2 有   
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
ついて、独立調査の

実施機会を与える。

日本特許庁との協

議で、2012 年の本プ

ログラムでは、カン

ボジア、インド及び

タイの 3ヶ国それぞ

れに、1 本ずつフェ

ローシップを与え

ることに合意して

いる。 
4/18/20
12 

4/18/20
12 

知的財産の経済的資産と

しての活用に関するセミ

ナー 

知的財産の経済的

資産としての活用

に関するセミナー。

インドネシア知的

財産権総局

（Directorate 
General of 
Intellectual Property 
Rights：DGIPR）が、

知的財産を経済的

資産として活用す

ることに関するセ

ミナーを、世界知的

所有権の日（World 
IP Day）の祝賀に合

わせて、2012 年 4
月 18 日にジャカル

タで開催する。

WIPO は同セミナー

不明 ワークシ

ョップ等 
インドネ

シア 
インドネシア       
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
に招聘されており、

同国主催者からの

指示に従って講演

を行う。 
4/24/20
12 

5/4/201
2 

商標法及び商標審査に関

する研修コース 
商標法及び商標審

査に関する研修コ

ース。主な目的は、

①商標審査官の商

標法・商標審査手順

の原則に関する知

識を向上させる、②

商標出願審査のス

キルを向上させる、

③マドリッド協定

に関する問題につ

いての意見交換の

場を提供するとな

っている。 

審査実務

支援 
その他 韓国 チリ、中国、インド、

インドネシア、イラ

ン、ヨルダン、ケニ

ア、マレーシア、モ

ンゴル、モロッコ、

パキスタン、ペル

ー、フィリピン、韓

国、タイ、ベトナム

24  韓国語 

4/29/20
12 

4/30/20
12 

世界知的所有権の日

（World IP Day）セミナー

及び、特許・工業意匠・

商標法に関するレビュー

セミナー（2012 年 4 月 29
日～30 日、テヘラン） 

  不明 ワークシ

ョップ等 
イラン イラン       
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
5/2/201
2 

5/3/201
2 

適正技術の開発・活用の

ための知的財産情報の使

用に関するプロジェクト

（アクラでのコンテス

ト・オリエンテーション

ワークショップ及び 終

コンテスト） 

適正技術の開発・活

用のための知的財

産情報の使用に関

するプロジェクト。

コンテストの目的

は、適正技術の開

発・活用において頻

繁に生じる問題に

対する創造的な解

決策、特に地域の環

境に適合する技術

を活用したものを

奨励し報酬を与え

ること。また、解決

策考案のための特

許情報の使用は重

要な要素である。 

ワークショップの

目的は、コンテスト

の参加者を発明の

実用化を含むいく

つかの問題に精通

させることである。

不明 ワークシ

ョップ等 
ガーナ フィリピン       

5/7/201
2 

5/11/20
12 

特許・意匠審査官向けの

機関内研修 
特許・意匠審査官を

対象とした研修。ナ

グプールの国立知

的財産管理機関

（NIIPM）で実施さ

れている研修に関

して、モジュール 5

審査実務

支援 
その他 インド インド      
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
後半のプレゼンテ

ーションを企画す

る。 
5/17/20
12 

5/18/20
12 

適正技術の開発・活用の

ための知的財産情報の使

用に関するプロジェクト

（アクラ及びマニラで開

催されるコンテスト/オ
リエンテーションワーク

ショップ及び、 終コン

テスト：テジョンで実施

される訪問研修及び研

修） 

開発における知的

財産情報の利用・適

正技術の活用に関

するコンテスト・ワ

ークショップ。コン

テストの目的は、適

正技術の開発・活用

において頻繁に生

じる問題に対する

創造的な解決策、特

に地域の環境に適

合する技術を活用

したものを奨励し

報酬を与えること。

また、解決策考案の

ための特許情報の

使用は重要な要素

である。 ワークシ

ョップの目的は、コ

ンテストの参加者

を発明の実用化を

含むいくつかの問

題に精通させるこ

とである。 

不明 ワークシ

ョップ等 
フィリピ

ン 
フィリピン 1     
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
5/21/20
12 

5/22/20
12 

適正技術の開発・活用の

ための知的財産情報の使

用に関するプロジェクト

（テジョンで開催される

コンテスト/オリエンテ

ーションワークショップ

及び、 終コンテスト 

開発における知的

財産情報の利用・適

正技術の活用に関

するコンテスト・ワ

ークショップ。コン

テストの目的は、適

正技術の開発・活用

において頻繁に生

じる問題に対する

創造的な解決策、特

に地域の環境に適

合する技術を活用

したものを奨励し

報酬を与えること。

また、解決策考案の

ための特許情報の

使用は重要な要素

である。 ワークシ

ョップの目的は、コ

ンテストの参加者

を発明の実用化を

含むいくつかの問

題に精通させるこ

とである。 

不明 ワークシ

ョップ等 
韓国 韓国 、フィリピン 1     
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
5/29/20
12 

5/31/20
12 

知的財産と環境上適正な

技術（ Environmentally 
Sound Technologies：
ESTs）に関する地域フォ

ーラム 

知的財産と環境上

適正な技術に関す

る地域フォーラム。

主な目的は、①知的

財産制度が、どのよ

うに環境上適正な

技術の開発に寄与

しているのかにつ

いて考察する、②政

策立案者や民間セ

クタの代表者らに、

環境上適正な技術

の移転を通した持

続可能な開発の推

進について、意見交

換をする機会を与

える、③環境上適正

な技術へのアクセ

ス拡大を可能にす

る国際協力につい

て討議するとなっ

ている。 

不明 ワークシ

ョップ等 
スリラン

カ 
ベトナム、タイ、ス

リランカ、フィリピ

ン、パキスタン、マ

レーシア、イラン、

インドネシア、イン

ド、中国、バングラ

デシュ 

70 有   

7/9/201
2 

7/10/20
12 

知的財産とスポーツに関

する小地域セミナー 
知的財産とスポー

ツに関するセミナ

ー。主な目的は、経

済・社会開発のツー

ルとしてのスポー

ツ産業を振興させ

る知的財産戦略に

ついて討論する場

不明 ワークシ

ョップ等 
コスタリ

カ 
パナマ、ニカラグ

ア、ホンジュラス、

グアテマラ、エルサ

ルバドル、ドミニカ

共和国、コスタリカ

6 有 スペイン

語 
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
を提供し、知的財産

とスポーツの関連

性に関して、コスタ

リカと中米地域の

認識・能力を向上さ

せること。 
7/9/201
2 

7/11/20
12 

中国科学技術部（MOST）
代表団向けの視察訪問 

中国科学技術部代

表団向けの視察訪

問。中国科学技術部

は、2010 年 11 月に

WIPO と交わした覚

書に基づき将来的

なWIPOとの協力を

協議する。具体的に

は、データベース情

報交換、技術移転・

ライセンス供与、研

修プログラム、知的

財産管理問題など

の分野において、こ

れまでに実施して

きた共同活動の結

果を反映した話し

合いがなされる。 

不明 招へい研

修 
スイス 中国 4     
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
7/12/20
12 

7/13/20
12 

事務局長のシンガポール

公式訪問への同行 
シンガポールで開

催される、ASEAN
知的財産協力作業

部会（ASEAN 
Working Group on 
Intellectual Property 
Cooperation：
AWGIPC）との年次

協議に出席する事

務局長への同行プ

ログラム。年次協議

は 2012 年 7 月 12 日

（木）に開催され、

ここでは、2011-2015
年 ASEAN 知的財

産権行動計画の効

果的実施が表明さ

れる予定である。ア

ジア・太平洋局にと

って、対シンガポー

ル政府 2カ国間関係

に関わる、非常に重

要性の高い任務で

ある。 

不明 招へい研

修 
シンガポ

ール 
シンガポール       
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
8/13/20
12 

8/18/20
12 

国家知的財産管理協会

（National Institute for 
Intellectual Property 
Management：NIIP）での

特許審査官・意匠審査官

の組織的研修 

インド国家知的財

産管理協会（NIIP）
の特許審査官・意匠

審査官を対象とし

た研修。インド特許

審査官団の研修を

支援する。 

審査実務

支援 
その他 インド インド       

8/22/20
12 

8/24/20
12 

マドリッド協定に関する

インド当局者向け IP オ

ーストラリア訪問研修 

  審査実務

支援 
招へい研

修 
オースト

ラリア 
       

8/27/20
12 

8/29/20
12 

知的財産・製品ブランデ

ィングに関する国際会議

知的財産・製品ブラ

ンディングに関す

る国際会議。会議の

目的は、①プロジェ

クトの過程で得ら

れた経験、実際に採

用された戦略的ア

プローチを紹介す

ることと、②ビジネ

ス開発の促進・持続

可能な開発の推進

におけるブランデ

ィングの役割に対

する認識を向上さ

せること。会議に

は、政策立案者、地

域コミュニティの

代表者、非政府組織

（NGO）及び政府間

組織（IGO）が参加

不明 ワークシ

ョップ等 
韓国 韓国       
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
する予定で、プロジ

ェクトで開発され

たブランディング

方法論を、地域コミ

ュニティに紹介す

るフォーラムとし

ても活用される。 
8/29/20
12 

8/31/20
12 

マドリッド制度の運用手

続に関するブータンでの

研修ミッション 

マドリッド制度の

運用手続に関する

研修。標章の国際登

録に関するマドリ

ッド制度の運用

面・手続面に関し

て、ブータン知的財

産権庁職員を対象

に研修を実施する

もの。同研修では、

ニース分類制度及

びウィーン分類制

度も取り上げる。 

審査実務

支援 
その他 ブータン ブータン       

8/30/20
12 

8/31/20
12 

立法・経済・政策に関す

る地域セミナー 
立法・経済・政策に

関する地域セミナ

ー。主な目的は、①

実用新案保護制度

の有益性に関する

理解の向上、②実用

新案保護に用いら

れる異なる立法手

法と知的財産庁実

務の検証、③イノベ

不明 ワークシ

ョップ等 
南アフリ

カ 
ベトナム、タイ、ス

リランカ、南アフリ

カ、フィリピン、パ

キスタン、モンゴ

ル、マレーシア、ラ

オス、インドネシ

ア、インド、中国、

バングラデシュ 

57 有   
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
ーションを推進す

るための実用新案

保護制度の効果的

活用における優れ

た実践例の共有、④

国家実用新案法の

起草時に考慮すべ

き政策・法的側面の

特定など。 
9/3/201
2 

9/4/201
2 

立法・経済・政策に関す

る地域セミナー 
立法・経済・政策に

関する地域セミナ

ー。主な目的は、①

実用新案保護制度

の有益性に関する

理解の向上、②実用

新案保護に用いら

れる異なる立法手

法と知的財産庁実

務の検証、③イノベ

ーションを推進す

るための実用新案

保護制度の効果的

活用における優れ

た実践例の共有、④

国家実用新案法の

起草時に考慮すべ

き政策・法的側面の

特定など。 

不明 ワークシ

ョップ等 
マレーシ

ア 
ベトナム、タイ、ス

リランカ、フィリピ

ン、パキスタン、モ

ンゴル、マレーシ

ア、ラオス、インド

ネシア、インド、中

国、バングラデシュ

57 有   
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
9/6/201
2 

9/7/201
2 

他国の知的財産庁の特許

審査結果を効果的に活用

するための IT インフラ

設立に関するアジア準地

域ワークショップ 

他国の知的財産庁

の特許審査結果を

効果的に活用する

ための IT インフラ

設立に関するワー

クショップ。主な目

的は、①他国の知的

財産局と特許審査

に関する課題や成

功事例の情報を共

有する、②情報にア

クセスしやすくす

るためのプラット

フォーム構築に関

して、国際的なプロ

ジェクトを参考に

研究する、③特許審

査における地域

的・国際的協力への

プラットフォーム

作りにおける IT の

活用に関して理解

を深めるとなって

いる。 

不明 ワークシ

ョップ等 
日本 ブルネイ、カンボジ

ア、インドネシア、

ラオス、マレーシ

ア、ミャンマー、フ

ィリピン、シンガポ

ール、タイ、 ベト

ナム 

10 有   
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
9/18/20
12 

9/20/20
12 

工業意匠・ヘーグ国際登

録制度に関する全国セミ

ナー：ヘーグ分類制度・

ロカルノ分類制度に関す

る 2 日間研修 

工業意匠・ヘーグ国

際登録制度に関す

る全国セミナー及

び、ヘーグ分類制

度・ロカルノ分類制

度に関する 2日間研

修。セミナーの主な

目的は、①工業意匠

の保護方法と、ビジ

ネス成長・競争力強

化のための工業意

匠の活用方法に対

する意識を向上さ

せること、②工業意

匠の国際登録に関

するヘーグ制度の

主な特徴や利点に

ついて討論するこ

ととなっている。 

不明 ワークシ

ョップ等 
ブルネイ ブルネイ       

9/19/20
12 

9/20/20
12 

対パキスタン貿易関連技

術支援-II（Trade Related 
Technical Assistance：
TRTA-II）プログラム（パ

キスタン知的財産機構職

員向け人材管理に関する

研修ワークショップ） 

パキスタン知的財

産機構職員向け人

材管理に関する研

修ワークショップ。

人材管理における、

計画の作成・実施、

モニタリング、評価

及び、結果重視マネ

ージメントに基づ

く報告に焦点を当

てる。なお、6 月か

不明 ワークシ

ョップ等 
パキスタ

ン 
パキスタン 15     
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
ら 7月の開催が予定

されていたが、実施

は 9月に延期されて

いる。 
10/15/2
012 

10/19/2
012 

特許・意匠審査官向けの

機関内研修 
特許・意匠審査官を

対象とした研修。イ

ンドのナグプール

にある国立知的財

産管理機関

（National Institute 
for Intellectual 
Property 
Management: 
NIIPM）の新人特許

審査官のためのプ

ログラム。一期生の

研修は 2012 年 5 月

に実施された。 

審査実務

支援 
その他 インド インド      

10/15/2
012 

10/25/2
012 

適正技術の開発・活用の

ための知的財産情報の使

用に関するプロジェクト

（アクラ及びマニラで開

催されるコンテスト/オ
リエンテーションワーク

ショップ及び、 終コン

テスト：テジョンで実施

される訪問研修及び研

修） 

開発における知的

財産情報の利用・適

正技術の活用に関

するコンテスト・ワ

ークショップ。コン

テストの目的は、適

正技術の開発・活用

において頻繁に生

じる問題に対する

創造的な解決策、特

に地域の環境に適

合する技術を活用

不明 ワークシ

ョップ等 
フィリピ

ン 
フィリピン       
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
したものを奨励し

報酬を与えること。

また、解決策考案の

ための特許情報の

使用は重要な要素

である。ワークショ

ップの目的は、コン

テストの参加者を

発明の実用化を含

むいくつかの問題

に精通させること

である。 
10/21/2
012 

10/25/2
012 

知的財産管理と知的財産

資産の実用化及び、発

明・商標・工業意匠の評

価と実用化に関する全国

セミナー（続いてイラン

政府との 1 日間協議） 

知的財産資産の管

理及び実用化に関

するセミナー。主な

目的は、①知的財産

資産の評価・管理・

実用化過程、技術移

転・知的財産取引の

方法と円滑化に関

する知識を強化し、

スキルを高める、②

研究結果から、より

高い価値を生み出

すことができる実

用化実務に関する

理解を深める、③大

学・研究機関におけ

る技術管理につい

て、いくつかのモデ

不明 ワークシ

ョップ等 
イラン イラン       
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
ルを紹介するとな

っている。 
10/22/2
012 

11/2/20
12 

産業財産の審査に関する

研修コース（中級/上級プ

ログラム、2012 年 10 月

22 日～11 月 2 日：東京）

産業財産の審査に

関する研修。産業財

産権審査の分野に

おける基本的な法

律と手続きに関し

知識を高めるため

に、日本の特許庁審

査官と関連事項に

ついて対話するほ

か、特許庁審査官監

督による OJT も行

う。また、産業財産

の分野に関する諸

問題について意見

交換する。 

審査実務

支援 
その他 日本 ブラジル、インド、

インドネシア、マレ

ーシア、フィリピ

ン、タイ、ベトナム

16 有   

11/5/20
12 

11/13/2
012 

ベトナム代表団向け

WIPO 本部（ジュネーブ）

訪問とモルドバ知的財産

庁への 2 日間訪問 

ヘーグ協定に関す

るベトナム代表団

の訪問研修。ベトナ

ム国家知的財産権

庁（NOIP）からの

要請に基づき、

WIPO 本部（ジュネ

ーブ）への訪問研修

及び、知的財産庁へ

の訪問研修におい

て、ヘーグ協定（ジ

ュネーブアクト）加

盟についての討議

審査実務

支援 
招へい研

修 
モルドバ モルドバ 、ベトナ

ム 
4     
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
と、ヘーグ制度下で

の意匠の国際 
寄託（international 
deposit）手続きにつ

いて研修を行う。主

な目的は、①ヘーグ

協定加盟に必要と

なる準備・取り決め

について討議する、

②NOIP 職員のヘー

グ制度に関する知

識を向上させる、③

ベトナムに類似し

た意匠法・審査制度

を有するモルドバ

の知的財産庁

（AGEPI）からヘー

グ協定の実施につ

いて学ぶとなって

いる。 
11/5/20
12 

11/16/2
012 

知的財産権エンフォース

メントに関する研修コー

ス（東京） 

知的財産権エンフ

ォースメントに関

する研修。WIPO の

戦略目標 4の枠組み

に含まれる研修コ

ースで、アジェンダ

は、①知的財産への

尊重や知的財産エ

ンフォースメント

（偽造と侵害に対

エンフォ

ースメン

ト強化支

援 

その他 日本 カンボジア、中国、

エジプト、インドネ

シア、ラオス、モロ

ッコ、フィリピン、

南アフリカ、タイ、 
ベトナム 

18 有   
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
処するための代替

モデルや不正商品

の処分・破棄など）

に関するさまざま

な問題の議論、②

TRIPS 協定第 3 章に

含まれる 低基準

や柔軟性に対する

近の事例や法律

も含めた考察、③知

的財産犯罪及び侵

害の動機、要因、捜

査、訴追の研究、④

戦略的・効果的協力

における各ステー

クホルダーの役割

分析となっている。

11/6/20
12 

11/7/20
12 

地理的表示（GIs）の保護

に関する全国セミナー 
地理的表示の保護

に関するマレーシ

アでの全国セミナ

ー。主な目的は、①

富の創出における

地理的表示の役割

に対する認識の向

上、②地理的表示の

概念に関する理解

の向上、③諸外国に

おける様々な地理

的表示制度を構成

する要素に関する

不明 ワークシ

ョップ等 
マレーシ

ア 
マレーシア       
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
情報提供、④地理的

表示が他の知的財

産権とどのように

共存しうるかにつ

いての説明となっ

ている。なお、同セ

ミナーには、マレー

シア知的財産公社

（Intellectual 
Property Corporation 
of Malaysia：MyIPO）

職員、政府省庁職

員、学術研究機関職

員、ならびに、関連

する地方・地域生産

者組合及び民間セ

クタの代表者らが

参加する予定。 
11/7/20
12 

11/8/20
12 

科学的イノベーション・

ビジネス開発における知

的財産情報の効果的活用

に関する全国セミナー 

科学的イノベーシ

ョン・ビジネス開発

における知的財産

情報の効果的活用

に関するセミナー。

主な目的は、①知的

財産情報の活用に

おけるベストプラ

クティス及び経験、

②知的財産情報入

手へのアプローチ

及び方法、③知的財

不明 ワークシ

ョップ等 
中国 中国       
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
産情報の分析及び

活用について討議

し、経験を共有する

こと。 
11/12/2
012 

11/13/2
012 

工業意匠の保護・国際登

録制度に関する地域セミ

ナー 

工業意匠の保護・国

際登録制度に関す

るセミナー。主な目

的は、①ビジネス開

発における工業意

匠の戦略的活用、②

工業意匠保護の経

済成長に対する影

響、③工業意匠の国

際登録制度につい

て参加者の知識を

向上させること。 

不明 ワークシ

ョップ等 
中国 ベトナム、タイ、ス

リランカ、韓国、フ

ィリピン、パプアニ

ューギニア、パキス

タン、ネパール、ミ

ャンマー、モンゴ

ル、モルディブ、マ

レーシア、ラオス、

イラン、インドネシ

ア、インド、フィジ

ー、北朝鮮、中国、

カンボジア、ブルネ

イ、ブータン、バン

グラディッシュ、ア

フガニスタン 

23 有 中国語 

11/15/2
012 

11/16/2
012 

商標及びブランディング

に関する全国セミナー：

ビジネス成長・競争力強

化のための商標を活用し

たブランディング戦略 

商標及びブランデ

ィングに関するセ

ミナー。ミャンマー

連邦共和国商工会

議所連盟（the 
Republic of the 
Union of Myanmar 
Federation of 
Chambers of 
Commerce and 
Industry：UMFCCI）

不明 ワークシ

ョップ等 
ミャンマ

ー 
ミャンマー 25     



 
各国の開発途上国に対する人材育成支援活動に関する調査研究 

154 
 

開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
による、2012 年第 4
四半期の商標・ブラ

ンディング全国セ

ミナー開催要請と、

アジア太平洋地域

局（Regional Bureau 
for Asia and the 
Pacific）が承認を受

けた 2012 年活動計

画に基づく活動で

ある。 
11/19/2
012 

11/21/2
012 

アフガニスタンの職員

10 人向けの WIPO 本部

（ジュネーブ）訪問研修

知的財産制度に関

する訪問研修。訪問

研修の目的は、

WIPO の目標に関す

る見識を高め、知的

財産制度の近代化、

伝統的知識、中小企

業、知的財産情報の

普及など、WIPO が

取り組んでいる課

題の中、アフガニス

タンにとって特に

重要性の高いもの

に対する理解を深

める機会を与える

こと。また、アフガ

ニスタンが興味の

ある分野について、

WIPO の関連分野職

不明 招へい研

修 
スイス アフガニスタン 10     
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
員と討議する機会

を与える。 
11/21/2
012 

11/28/2
012 

外部特許審査結果の活用

に関する特許審査官向け

全国ワークショップ

（2012 年 11 月 21 日～23
日バンコク：2012 年 11
月 26 日～28 日ハノイ）

外部特許審査結果

の活用に関する特

許審査官向けワー

クショップ。バンコ

ク（タイ）でのワー

クショップを 2012
年 11月 21日から 23
日まで開催し、ハノ

イ（ベトナム）での

ワークショップを

2012年 11月 26日か

ら 28 日まで開催す

る。主な目的は、①

知的財産庁の特許

審査能力を高める、

②パテントファミ

リメンバーに関す

る外部特許審査結

果を活用し、そのよ

うな外部情報の活

用に対する自信を

高めることで、特許

審査を効率化する、

③特許審査官の、外

部ソース（JPO 
IPDL・AIPN、

Espacenet、
Patentscope、US 

審査実務

支援 
ワークシ

ョップ等 
タイ タイ       
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
PAIR、ICE など）か

ら結果を取得する

能力や、取得した外

部情報を各国の法

律に沿って有効に

生かす能力を向上

させるとなってい

る。 
12/12/2
012 

12/13/2
012 

映画産業専門家向けの著

作権に関する全国ワーク

ショップ 

映画産業専門家向

けの著作権に関す

るワークショップ。

映画産業の全ての

ステークホルダー

に対して、著作権の

重要性を説明する

ことを目的とする。

ネパールでは、映画

の著作権に関する

知識が乏しいこと

から、映画産業の全

てのステークホル

ダーに対して、それ

ぞれの業務に関わ

る基本的スキル・管

理ノウハウを身に

付けさせるような

セミナーが期待さ

れている。2012 年活

動計画の策定と、後

発開発途上国部門

知的財産

にかんす

る啓もう

活動 

ワークシ

ョップ等 
ネパール ネパール 5     
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対象

分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

人数

言語（英語

以外） 
（Division for Least 
Developed 
Countries ）と著作

権セクタとの協議

を通して、著作権に

関わる活動は、アフ

リカ地域及びアジ

ア太平洋（Asia and 
the Pacific：ASPAC）
地域の後発開発途

上国で開催するこ

とが合意されてい

る。これらの活動

は、後発開発途上国

部門の 2012 年活動

計画のなかで承認

されており、要請通

り開催される予定

となっている。 
注：空欄は下記データベースに情報が記載されていなかったことを示す。 

出典：WIPO による技術支援データベースを基に作成93 

                                                  
93 WIPO. “Technical Assistance Database”. www.wipo.int/tad/en/ ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 

http://www.wipo.int/tad/en/
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ラテンアメリカ・カリブ局による支援活動 

開始日 終了日 活動名 概要 支援対

象分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

内訳

言語（英語

以外） 
3/1/201
0 

3/5/201
0 

ホンジュラス知的所有権

総局（テグシガルパ）特

許局職員向け研修 

特許審査に関する研

修コース。特許審査

の手法、特許検索戦

略の設計、特許出願

に関わる書類の解

釈、特許の国際分類

の適用などに関する

研修が用意されてい

る。 

審査実

務支援 
その他 ホンジュ

ラス 
ホンジュラス     スペイン

語 （主要

言語） 

4/1/201
0 

6/15/20
10 

司法官向け知的財産権エ

ンフォースメントに関す

る研修コース（第 2 回目）

司法官向けの知的財

産権エンフォースメ

ントに関する研修コ

ース。著作権に関す

るモジュール 2｢著作

権と著作隣接権：権

利の内容と範囲、犯

罪行為とエンフォー

スメント｣を開発・実

施する。 

エンフ

ォース

メント

強化支

援 

その他 メキシコ エルサルバドル 、
メキシコ 

    スペイン

語 

4/23/20
10 

4/24/20
10 

司法官向け知的財産権エ

ンフォースメントに関す

る研修コース（第 2 回目）

司法官向けの知的財

産権エンフォースメ

ントに関する研修コ

ース。著作権に関す

るモジュールを開

発・実施する。 

エンフ

ォース

メント

強化支

援 

その他 エルサル

バドル 
エルサルバドル     スペイン

語 
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対

象分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

内訳

言語（英語

以外） 
6/1/201
0 

7/30/20
10 

司法官向け知的財産権エ

ンフォースメントに関す

る研修コース（第 2 回目）

司法官向けの知的財

産権エンフォースメ

ントに関する研修コ

ース。工業所有権に

関するモジュール 3
｢保護・活動・犯罪・

エンフォースメント

の仕組み｣を開発・実

施する。 

エンフ

ォース

メント

強化支

援 

その他 グアテマ

ラ 
エルサルバドル     スペイン

語  

6/14/20
10 

6/18/20
10 

ホンジュラス知的所有権

総局（テグシガルパ）特

許局職員向け研修 

国際特許分類（IPC）
の構造に関する研修

コース。 

審査実

務支援 
その他 ホンジュ

ラス 
ホンジュラス     スペイン

語 

7/9/201
0 

7/10/20
10 

工業所有権に関するモジ

ュール 3 の実施：｢保護・

活動・犯罪・エンフォー

スメントの仕組み｣ 

  エンフ

ォース

メント

強化支

援 

その他 エルサル

バドル 
エルサルバドル     スペイン

語 

8/16/20
10 

10/15/2
010 

司法官向け知的財産権エ

ンフォースメントに関す

る研修コース（第 2 回目）

知的財産権エンフォ

ースメントに関する

モジュールの開発・

実施コース。 

エンフ

ォース

メント

強化支

援 

その他 アルゼン

チン 
エ ル サ ル バ ド ル 
and アルゼンチン 

    スペイン

語 （主要

言語） 

9/10/20
10 

9/11/20
10 

司法官向け知的財産権エ

ンフォースメントに関す

る研修コース（第 2 回目）

司法官向けの知的財

産権エンフォースメ

ントに関する研修コ

ース。知的財産権エ

ンフォースメントに

関するモジュールを

開発・実施する。 

エンフ

ォース

メント

強化支

援 

その他 エルサル

バドル 
エルサルバドル     スペイン

語 （主要

言語） 
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対

象分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

内訳

言語（英語

以外） 
10/18/2
010 

10/19/2
010 

ニース分類・ウィーン分

類に関する研修ミッショ

ン 

ニース分類・ウィー

ン分類に関する組織

内研修ミッション。

対象は、ニカラグア

知的所有権登録局の

商標審査官となって

いる。 

審査実

務支援 
不明 ニカラグ

ア 
ニカラグア     スペイン

語 

10/19/2
010 

10/22/2
010 

イノベーション促進・技

術移転・成功する技術ラ

イセンス供与（Successful 
Technology Licensing：
STL）に関する地域ワー

クショップ 

  不明 セミナー

等 
メキシコ コスタリカ、キュー

バ、ドミニカ共和

国、グアテマラ、ホ

ンジュラス、 メキ

シコ 

25 有 スペイン

語 

10/21/2
010 

10/22/2
010 

ニース分類・ウィーン分

類に関する研修ミッショ

ン 

ニース分類・ウィー

ン分類に関する研修

ミッション。ドミニ

カ共和国工業所有権

庁（National Industrial 
Property Office：
ONAPI）の商標審査

官を対象とする。 

審査実

務支援 
その他 ドミニカ

共和国 
ドミニカ共和国     スペイン

語 

10/25/2
010 

10/26/2
010 

ニース分類・ウィーン分

類に関する研修ミッショ

ン 

ニース分類・ウィー

ン分類に関する研

修。研修の対象は、

ホンジュラス知的所

有権総局（General 
Directorate of 
Intelectual Property of 
Honduras：

審査実

務支援 
不明 ホンジュ

ラス 
ホンジュラス     スペイン

語  
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対

象分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

内訳

言語（英語

以外） 
DIGEPIH ）の商標審

査官となっている。

10/25/2
010 

10/27/2
010 

商標審査に関する組織内

専門家研修ミッション 
  審査実

務支援 
不明 アンティ

グア・バ

ーブーダ

アンティグア・バー

ブーダ 
      

10/28/2
010 

10/29/2
010 

ニース分類・ウィーン分

類に関する研修ミッショ

ン 

ニース分類・ウィー

ン分類に関する研修

ミッション。コスタ

リカ工業所有権庁の

商標審査官を対象と

する。 

審査実

務支援 
不明 コスタリ

カ 
コスタリカ     スペイン

語  

10/28/2
010 

10/30/2
010 

商標審査に関する組織内

専門家研修ミッション 
  審査実

務支援 
不明 ドミニカ

国 
ドミニカ国       

11/8/20
10 

11/10/2
010 

企業・知的所有権庁

（Companies and 
Intellectual Property 
Office：CIPO）の技術職

員及び非技術職員向けの

特許業務・手続に関する

実習研修 

  審査実

務支援 
不明 ドミニカ

国 
バルバドス、ドミニ

カ国、グレナダ、セ

ントキッツ・ネイビ

ス連邦 

      

11/10/2
010 

11/11/2
010 

企業競争力強化ツールと

しての 工業所有権（に関

する地域フォーラム） 

工業所有権に関する

フォーラム。正式名

称は、「企業競争力強

化ツールとしての 
工業所有権に関する

地域フォーラム：中

小企業（SMEs）にと

っての機会と課題」

となっている。 

不明 セミナー

等 
アルゼン

チン 
アルゼンチン 200   スペイン

語  
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対

象分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

内訳

言語（英語

以外） 
1/24/20
11 

1/28/20
11 

ニース・ウィーン分類制

度の使用に関する再教育

研修コース実施のための

専門家派遣 

ニース分類制度・ウ

ィーン分類制度に関

する再教育研修コー

ス実施のための専門

家派遣。主な目的は、

①バルバドスの企業

問題・知的財産庁

（Corporate Affairs 
and Intellectual 
Property Office：
CAIPO）の職員を対

象に、ウィーン分類

制度・ニース分類制

度の使用に関する補

足実習を開催する、

②CAIPO での商品・

サービスの既存の分

類手法を検証する、

③ウィーン分類制

度・ニース分類制度

に特有の方式につい

て、CAIPO 職員に助

言を与える、④出願

書類を検証し、願書

に列挙された商品・

サービス・図形要素

に対して、実際にク

ラスを決定するプロ

セスを見せること

で、CAIPO 職員の上

審査実

務支援 
その他 バルバド

ス 
バルバドス       
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対

象分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

内訳

言語（英語

以外） 
記 2 制度に対する理

解を深める、⑤AIPO
でのウィーン分類制

度・ニース分類制度

の使用の簡素化・改

善に向けて有益と思

われる提言を行うと

なっている。 

2/10/20
11 

2/11/20
11 

競争力強化ツールとして

の知的財産及びコンピュ

ータソフトウエアに関す

るフォーラム 

競争力強化ツールと

しての知的財産及び

コンピュータソフト

ウエアに関するフォ

ーラム。主な目的は、

ライセンス供与の様

式、適切な政策、ソ

フトウエア産業の振

興が示唆する問題な

ど、ソフトウエアの

保護について討議す

る場を与えることな

ど。 

不明 セミナー

等 
コロンビ

ア 
ペルー、メキシコ、

コロンビア、ブラジ

ル、アルゼンチン 

4 有 スペイン

語 

3/17/20
11 

3/18/20
11 

企業開発を推進する政

策・戦略における地理的

表示・その他の識別性表

示（Distinctive Signs）の

活用に関するセミナー 

企業開発を推進する

政策・戦略における

地理的表示・その他

の識別性表示の活用

に関するセミナー。

主な目的は、経済発

展に向けた活動・戦

略の策定における地

不明 セミナー

等 
グアテマ

ラ 
パナマ、ニカラグ

ア、ホンジュラス、

グアテマラ、エルサ

ルバドル、コスタリ

カ 

67 有 スペイン

語  
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対

象分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

内訳

言語（英語

以外） 
理的表示（GI）の活

用・保護に関する情

報交換の場を提供す

ること。 
4/19/20
11 

4/20/20
11 

知的財産とスポーツに関

するセミナー 
知的財産とスポーツ

に関するセミナー。

主な目的は、スポー

ツ界の様々な側面に

おいて、どのように

知的財産問題が発生

するのかを説明する

ことと、セミナーで

得た経験を、他国で

の同様な活動の実施

に活用させることな

ど。 

不明 セミナー

等 
ジャマイ

カ 
トリニダード・トバ

ゴ共和国  、ジャマ

イカ、ガイアナ、バ

ルバドス、バハマ 

8 有   

5/9/201
1 

5/11/20
11 

ニース分類・ウィーン分

類に関する研修の提供 
ニース分類・ウィー

ン分類に関する研

修。対象は、ペルー

公正競争知的財産保

護庁（National 
Institute for the 
Defense of 
Competition and the 
Protection of 
Intellectual Property：
INDECOPI）の商標審

査官となっている。

審査実

務支援 
その他 ペルー ペルー     スペイン

語 （主要

言語） 
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対

象分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

内訳

言語（英語

以外） 
5/9/201
1 

5/13/20
11 

ニース分類・ウィーン分

類に関する研修への

WIPO 地域専門家の派遣

ニース分類・ウィー

ン分類に関する研修

支援。ペルー公正競

争知的財産保護庁

（INDECOPI）及びエ

クアドル知的財産権

庁（IEPI）による、

ニース・ウィーン国

際分類に関する商標

審査官研修への支援

要請（2011 年 3 月 28
日と 31 日）に基づく

専門家派遣。 

審査実

務支援 
専門家派

遣 
ペルー ペルー、エクアドル     スペイン

語  

5/12/20
11 

5/13/20
11 

知的財産と競争に関する

全国ワークショップ 
知的財産と競争に関

するワークショッ

プ。目的は、①知的

財産と競争法との関

係について、より明

白で永続的な理解を

与えることと、②消

費者の利益が考慮・

保護される自由市場

を機能させるため

に、知的財産や競争

法が法的・経済的問

題に与える影響につ

いての理解を深める

となっている。 

不明 セミナー

等 
ウルグア

イ 
ウルグアイ     スペイン

語 
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対

象分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

内訳

言語（英語

以外） 
5/12/20
11 

5/13/20
11 

ニース・ウィーン国際分

類に関する研修 
ニース・ウィーン国

際分類に関する研

修。エクアドル工業

所有権庁

（ Ecuadorian 
Institute of Industrial 
Property：IEPI）の商

標審査官を対象とし

た組織内研修を目的

とする。 

審査実

務支援 
その他 エクアド

ル 
エクアドル     スペイン

語 （主要

言語） 

5/19/20
11 

5/20/20
11 

知的財産・伝統的知識の

基本用語集を検証するた

めの全国ワークショップ

知的財産・伝統的知

識の基本用語集を検

証するためのワーク

ショップ。遺伝資源

等に関する政府間委

員会

（Intergovernmental 
Committee on 
Intellectual Property 
and Genetic 
Resources, Traditional 
Knowledge and 
Folklore：IGC）の作

業に沿って、先住民

の観点から、知的財

産・伝統的知識に関

する用語集を作成す

る。 

不明 セミナー

等 
グアテマ

ラ 
グアテマラ     スペイン

語  
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対

象分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

内訳

言語（英語

以外） 
5/30/20
11 

6/1/201
1 

商標・知的財産に関する

連続活動 
商標及び知的財産に

関する会議。ドミニ

カ共和国の「識別性

がある共同標識

（distinctive 
collective signs）」セク

タの生産者組合・団

体による、団体商

標・原産地名称の効

果的活用を促す戦

略・活動計画の策定

を支援する。 

不明 セミナー

等 
ドミニカ

共和国 
ドミニカ共和国     スペイン

語 

6/16/20
11 

6/17/20
11 

知的財産・戦略的計画に

関する全国専門家会議 
知的財産と戦略的計

画に関する全国専門

家会議。コロンビア

の開発・イノベーシ

ョンに関わる国家主

な目的は、産業経済

監督所

（uperintendence of 
Industry and 
Commerce：SIC）の

関与・参加を活発化

させる戦略のロード

マップ策定に関し

て、国家当局を支援

することで、これは

SIC の組織目標に準

じたものとなってい

る。 

不明 セミナー

等 
コロンビ

ア 
コロンビア 20   スペイン

語 
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対

象分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

内訳

言語（英語

以外） 
6/27/20
11 

6/28/20
11 

チリ国会議員向け WIPO
本部訪問研修 

知的財産制度に関す

る訪問研修。｢知的財

産・開発・イノベー

ション：知識経済に

おけるチリ｣と称さ

れたこのプロジェク

トの目的は、知的財

産関連法案の作成を

担当するチリ国会議

員が WIPO 本部を訪

問し、知的財産制度

に関する知識を強化

すること。 

不明 招へい研

修 
スイス チリ 4     

7/18/20
11 

7/22/20
11 

研修コースへの専門家派

遣 
商標・工業意匠に関

する研修プログラム

への専門家派遣。カ

ンボジア産業貿易監

督庁

（Superintendencia de 
Industria y 
Comercio：SIC）の技

術職員を対象として

おり、商標分類の解

釈・使用に関する研

修プログラムの開

発・実施及び、工業

意匠の審査・登録に

関する支援を提供す

る。カンボジア政府

との協力枠組みの中

審査実

務支援 
専門家派

遣 
コロンビ

ア 
コロンビア     スペイン

語 
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対

象分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

内訳

言語（英語

以外） 
で実施される。 

7/20/20
11 

7/21/20
11 

商標研修セミナー 商標に関する研修セ

ミナー。商標審査に

関する審査官の知

識・能力を高めるこ

とを目的としてお

り、１日は異議申立

に関する研修に当て

る。 

審査実

務支援 
セミナー

等 
ベリーズ ベリーズ       

8/1/201
1 

8/4/201
1 

ホンジュラスでのロカル

ノ分類に関する研修への

地域専門家の派遣 

ロカルノ分類に関す

る研修に対する支

援。メキシコ工業所

有権機関（IMPI）は、

ロカルノ分類をこれ

までに数年間採用し

ており、同分類の管

理・適用において、

豊富な経験を有して

いることから、IMPI
からの地域専門家と

して、工業意匠審査

官 Hernández Herrera 
Liliana Selene 氏に研

修の実施を委託する

ことが提案されてい

る。IMPI 総裁 José 
Rodrigo Roque Díaz
氏は、DIGEPIH から

WIPO に提出された

研修要請に対応し

審査実

務支援 
その他 ホンジュ

ラス 
ホンジュラス     スペイン

語 
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対

象分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

内訳

言語（英語

以外） 
て、Hernández Herrera 
Liliana Selene 氏を派

遣する意向を表明し

ている。 
8/8/201
1 

8/12/20
11 

ホンジュラスでの特許の

国際分類に関する研修へ

の地域専門家の派遣 

特許の国際分類

（International 
Classification of 
Patents：ICP）に関す

る研修に対する支

援。ホンジュラス知

的所有権総局

（Director of the 
General Directorate of 
IP of Honduras：
DIGEPIH ）局長から

の ICP 適用に関する

同局審査官の研修支

援要請に基づくも

の。 

審査実

務支援 
その他 ホンジュ

ラス 
ホンジュラス     スペイン

語 

8/22/20
11 

8/26/20
11 

ラテンアメリカ地域にお

ける国家知的財産戦略の

開発 

国家知的財産戦略に

関する開発支援。ラ

テンアメリカ地域の

国々の国家知的財産

戦略の開発を支援す

る。 

不明 セミナー

等 
エルサル

バドル 
エルサルバドル     スペイン

語 
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対

象分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

内訳

言語（英語

以外） 
8/25/20
11 

8/26/20
11 

裁判官向け知的財産のエ

ンフォースメントに関す

る地域フォーラム 

裁判官を対象とした

知的財産のエンフォ

ースメントに関する

フォーラム。主な目

的は、知的財産権エ

ンフォースメントの

社会経済的便益、国

際レベル・地域レベ

ル・国家レベルで適

用可能な法的枠組

み、知的財産侵害に

対する民事・刑事・

行政上の手段と救

済、知的財産権エン

フォースメントにお

ける裁判所・政府機

関の役割、ならびに、

同地域における主要

民事判例・刑事判例

を分析すること。 

エンフ

ォース

メント

強化支

援 

セミナー

等 
グアテマ

ラ 
パナマ、ニカラグ

ア、ホンジュラス、

グアテマラ、エルサ

ルバドル、ドミニカ

共和国、コスタリカ

8 有 スペイン

語 

9/5/201
1 

9/7/201
1 

検察官・警察官向けの知

的財産権エンフォースメ

ントに関する全国ワーク

ショップ 

検察官・警察官向け

の知的財産権エンフ

ォースメントに関す

るワークショップ。

知的財産権の保護を

強化し、知的財産制

度に対する認識・理

解を深めることを目

的とし、検察官・警

察官を対象に、エル

エンフ

ォース

メント

強化支

援 

セミナー

等 
エルサル

バドル 
エルサルバドル 50   スペイン

語 
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対

象分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

内訳

言語（英語

以外） 
サルバドルでの知的

財産権エンフォース

メントに関わる重要

な問題について実務

研修を行う。 
9/5/201
1 

9/9/201
1 

メキシコのイノベーショ

ン・知的財産戦略枠組み

に関する全国ステークホ

ルダー会議 

メキシコのイノベー

ション・知的財産戦

略枠組みに間する全

国ステークホルダー

との会合。国家イノ

ベーション・知的財

産戦略の作成に関し

て、メキシコ政府か

ら出された要請に対

する第 1 回目の対応

活動であり、専門家 2
人がメキシコ側関係

者らとの協議会合に

参加して戦略の作成

を支援する。本プロ

ジェクトは、経済統

計部（Economics and 
Statistics Division）と

ラテンアメリカ・カ

リブ局（LAC Bureau）
とが共同で調整する

ため、Fink 氏及び

Mazal 氏による同会

合への参加が予測さ

れる。 

不明 セミナー

等 
メキシコ メキシコ     スペイン

語 



 
各国の開発途上国に対する人材育成支援活動に関する調査研究 

173 
 

開始日 終了日 活動名 概要 支援対

象分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

内訳

言語（英語

以外） 
9/6/201
1 

9/9/201
1 

ラテンアメリカ地域にお

ける国家知的財産戦略の

開発 

国家知的財産戦略に

関する開発支援。ラ

テンアメリカ地域の

国々の国家知的財産

戦略の開発を支援す

る。 

不明 不明 パナマ パナマ     スペイン

語  

9/7/201
1 

9/7/201
1 

商標・特許保護に関する

全国ワークショップ開催

への資金援助 

商標・特許保護に関

する全国ワークショ

ップ開催への資金援

助。ウルグアイ国家

工業所有権局

（National Directorate 
of Industrial 
Property ：DNPI）が

2006 年から定期的に

開催している全国の

中小企業による知的

財産制度の徹底的な

活用、より有効な活

用を促進するための

ワークショップにつ

いて、出席する DNPI
職員 2 人の出張日当

（Daily Subsistence 
Allowance：DSA）を

負担するものであ

る。 

不明 資金提供 ウルグア

イ 
ウルグアイ     スペイン

語 
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対

象分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

内訳

言語（英語

以外） 
9/12/20
11 

9/13/20
11 

競争力強化のための戦略

的ツールとしての工業所

有権の活用を促進する第

3 回地域フォーラム：イ

ベロアメリカ企業のビジ

ョン 

競争力強化における

戦略的ツールとして

の工業所有権の活用

促進に関する地域フ

ォーラム。主な目的

は、経済競争力の強

化ツールとしての知

的財産の戦略的活用

に対する起業家の認

識を向上させて実施

を促すことと、スペ

イン語での民間セク

タ向け支援・サービ

スを向上させること

など。 

不明 セミナー

等 
コスタリ

カ 
コスタリカ 20   スペイン

語 

9/12/20
11 

9/16/20
11 

特許ライティングに関す

る地域ワークショップ 
特許ライティングに

関するワークショッ

プ。特許ライティン

グのスキルに関し

て、実務的研修を実

施する。 

民間実

務者養

成 

セミナー

等 
ウルグア

イ 
コスタリカ、エクア

ドル、パラグアイ、

ペルー、ウルグアイ

8  スペイン

語 

9/13/20
11 

9/15/20
11 

ラテンアメリカ・カリブ

（LAC ）諸国向け PCT
地域セミナー 

  不明 セミナー

等 
パナマ パナマ 19   スペイン

語 
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対

象分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

内訳

言語（英語

以外） 
9/19/20
11 

9/23/20
11 

知的財産修士課程コース

の商標モジュールへの研

修専門家の派遣 

商標に関する研修へ

の専門家の派遣。エ

クアドル知的財産権

庁（Ecuadorian 
Institute of Intellectual 
Property：IEPI）、エ

クアドルのアメリカ

ス大学（University of 
the Americas in 
Ecuador：UDLA）と

締結した技術協力枠

組みに則り、専門家

を派遣する。UDLA
で毎年開講される知

的財産理学修士コー

スを受講する大学院

生・審査官を対象に

研修を実施する。 

審査実

務支援 
専門家派

遣 
エクアド

ル 
エクアドル     スペイン

語 

9/26/20
11 

10/6/20
11 

ラテンアメリカ・カリブ

（LAC ）諸国の政府職員

による WIPO 一般総会へ

の参加支援 

ラテンアメリカ・カ

リブ（LAC ）諸国政

府職員の WIPO 一般

総会参加に対する資

金援助。政府高官の

一般総会参加に関し

て、LAC 諸国の政府

が資金援助を要請し

たもの。 

不明 資金提供 スイス ウルグアイ、トリニ

ダード・トバゴ共和

国  、メキシコ 

3 有 スペイン

語 
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対

象分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

内訳

言語（英語

以外） 
9/29/20
11 

9/30/20
11 

国際学術セミナー：イノ

ベーション・課題・機会

イノベーションに関

する国際学術セミナ

ー。主な目的は、教

授、研究者、起業家

及び学生の間で、イ

ノベーションによる

開発の機会を広げ、

大学でのイノベーシ

ョンの役割を向上さ

せること。 

民間実

務者養

成 

セミナー

等 
コロンビ

ア 
メキシコ、コロンビ

ア、チリ、アルゼン

チン 

3 有 スペイン

語 

10/4/20
11 

10/5/20
11 

技術移転に関するセミナ

ー 
技術移転に関するセ

ミナー。無形資産の

実用化に関わる問題

及び、その公共政策

への示唆について、

議論を高めることを

目的とする。 

不明 セミナー

等 
チリ チリ     スペイン

語 

10/11/2
011 

10/12/2
011 

知的財産管理・イノベー

ションクラスターに関す

る地域セミナー 

知的財産管理・イノ

ベーションクラスタ

ーに関するセミナ

ー。主な目的は、技

術移転室（Technology 
Transfer Offices：
TTO）の設置につい

て、当該地域の大学

に指針を与えること

と、イノベーショ

ン・研究開発戦略に

おける知的財産管理

の重要性に対する認

不明 セミナー

等 
トリニダ

ード・ト

バゴ共和

国   

トリニダード・トバ

ゴ共和国  、スリナ

ム共和国、セントビ

ンセント及びグレ

ナディーン諸島、セ

ントルシア、セント

キッツ・ネイビス連

邦、ジャマイカ、ガ

イアナ、グレナダ、

ベリーズ、バルバド

ス、アンティグア・

バーブーダ 

13 有   
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対

象分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

内訳

言語（英語

以外） 
識を芽生えさせるこ

ととなっている。 
10/11/2
011 

10/13/2
011 

知的財産及び大学・研究

所における研究結果管理

のためのキャパシティビ

ルディングに関する全国

セミナー 

知的財産及び大学・

研究所における研究

結果管理のためのキ

ャパシティビルディ

ングに関するセミナ

ー。主な目的は、技

術移転の対象となる

ほか、実用化され収

入を生みせる大学・

研究所での発明・研

究結果を管理するた

めの組織方針の特

定・保護・実施の有

益性に対して、認識

を高めることを目的

とする。 

民間実

務者養

成 

セミナー

等 
エクアド

ル 
エクアドル     スペイン

語 

10/13/2
011 

10/14/2
011 

仲裁調停に関するワーク

ショップ 
仲裁調停に関するワ

ークショップ。WIPO
の仲裁調停センター

は設立以来、毎年 2
日間にわたる仲裁調

停ワークショップ開

催しており、一貫し

て高い評価を受け取

っている。2010 年に

は 18 ヶ国から 45 人

がこのワークショッ

プに参加した。 

不明 セミナー

等 
スイス エクアドル 1     
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対

象分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

内訳

言語（英語

以外） 
10/17/2
011 

10/21/2
011 

ニカラグア工業所有権庁

植物品種・伝統的知識局

局長によるパナマ訪問研

修 

遺伝資源・伝統的知

識・フォークロアの

保護に関する訪問研

修。ニカラグア知的

所有権登録局植物品

種部部長 Gloria 
Marina Zelaya Laguna
氏がパナマを訪問

し、遺伝資源・伝統

的知識・フォークロ

アの保護に関する研

修を受け、パナマが

積み上げてきた経験

から学ぶ。 

不明 招へい研

修 
パナマ パナマ     スペイン

語 

10/17/2
011 

10/21/2
011 

欧州特許庁（EPO）・スペ

イン特許商標庁（OEPM）

共催のラテンアメリカ諸

国の裁判官・検察官向け

知的財産に関する地域セ

ミナー 

欧州特許庁・スペイ

ン特許商標庁との共

催によるラテンアメ

リカ諸国の裁判官・

検察官を対象とした

知的財産に関するセ

ミナー。主な目的は、

知的財産事件を担当

する裁判官・検察官

に、知的財産関連事

件の訴訟判決に関す

る研修を与えること

と、特許・商標・著

作権・エンフォース

メントが関わる事件

についての 新情

エンフ

ォース

メント

強化支

援 

セミナー

等 
ウルグア

イ 
ウルグアイ、ペル

ー、パラグアイ、パ

ナマ、ニカラグア、

ホンジュラス、エル

サルバドル、エクア

ドル、ドミニカ共和

国、キューバ、コス

タリカ、チリ、ブラ

ジル 

21 有 スペイン

語 
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対

象分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

内訳

言語（英語

以外） 
報・実務研修を提供

することとなってい

る。 
10/17/2
011 

10/28/2
011 

インターGI（Inter GI）研

修コース（ドミニカ国か

らの参加者 1 人） 

地理的表示研修コー

スへの参加支援。ド

ミニカ国では、地理

的表示分野の能力向

上の必要があり、こ

の研修がセントルシ

アにとって有意義で

あるため、St. Paul 氏
のコース参加を経済

的に支援することが

提案されている。 

不明 その他 スイス ドミニカ国 1     

10/18/2
011 

10/21/2
011 

商標に関する全国移動セ

ミナー：ニース分類 
商標に関する全国移

動セミナー。主な目

的は、チリの知的財

産制度利用者に対し

て、商標の正しい出

願方法に関する知識

を与えることと、ラ

テンアメリカ地域に

おける 2 カ国間の協

力体制の強化に寄与

すること。 

不明 セミナー

等 
チリ チリ     スペイン

語 

10/25/2
011 

10/27/2
011 

大学・研究開発機関・先

進ビジネスのイノベーシ

ョン・技術移転・成功す

る技術ライセンス供与

（Successful Technology 

イノベーション・技

術移転・ライセンス

供与に関するワーク

ショップ。研究機関、

技術管理者、中小企

不明 セミナー

等 
コスタリ

カ 
コスタリカ、ドミニ

カ共和国、エルサル

バドル、グアテマ

ラ、ホンジュラス、

ニカラグア、パナマ

6    
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対

象分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

内訳

言語（英語

以外） 
Licensing：STL）に関す

る準地域ワークショップ

業、知的財産弁護士

などを対象に、技術

移転・ライセンス供

与の知的財産戦略に

関する実務研修を行

う。 
10/28/2
011 

10/28/2
011 

政策立案者向けイノベー

ション促進と技術移転に

よる開発推進に関する小

地域ハイレベルセミナー

政策立案者向けのイ

ノベーション促進と

技術移転を通した開

発推進に関するセミ

ナー。経済・社会・

文化の開発を目標

に、創作性の向上や

知的財産の移転・実

用化に資する全国・

地域イノベーション

エコシステム構築に

おける問題・課題を

取り上げる。 

不明 セミナー

等 
コスタリ

カ 
パナマ、ニカラグ

ア、ホンジュラス、

グアテマラ、エルサ

ルバドル、ドミニカ

共和国、コスタリカ

6 有   

10/31/2
011 

11/2/20
11 

トリニダード・トバゴ知

的所有権庁（TTIPO）へ

の訪問研修 

知的財産権庁の能力

開発に関する訪問研

修。当該地域水平的

協力の枠組みに沿っ

て、セントキッツ・

ネイビス知的財産権

庁の能力を高める。

不明 招へい研

修 
トリニダ

ード・ト

バゴ共和

国   

セントキッツ・ネイ

ビス連邦 、トリニ

ダード・トバゴ共和

国   

1     
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対

象分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

内訳

言語（英語

以外） 
10/31/2
011 

11/3/20
11 

バイオ技術セクタでの成

功する技術ライセンス供

与に関する上級研修プロ

グラム 

バイオ技術セクタで

のライセンス供与に

関する研修プログラ

ム。バイオ技術のラ

イセンス供与におけ

る、知的財産評価の

活用に関する詳細か

つ実務的な知識を提

供するほか、一般的

なライセンス契約書

の起草、特に、バイ

オ技術分野でのライ

センス契約書起草に

関する能力開発も行

う。 

不明 その他 キューバ キューバ 50     

11/3/20
11 

11/4/20
11 

大学・企業に関するワー

クショップ 
大学・企業に関する

ワークショップ。大

学と企業のつながり

及び、バイオテクノ

ロジー・ナノテクノ

ロジー・医薬品にお

ける技術移転に関す

るワークショップへ

の、外国からの講演

者 1 人の参加に対し

て、資金的支援を提

供する。このワーク

ショップは、ウルグ

アイ知的財産ネット

ワークにより開催さ

不明 セミナー

等 
ウルグア

イ 
ウルグアイ     スペイン

語 
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対

象分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

内訳

言語（英語

以外） 
れる。 

11/20/2
011 

11/22/2
011 

国家工業所有権局

（National Directory of 
Industrial Property ：
DNPI）への訪問研修：南

北アメリカイノベーショ

ンフォーラムへの参加 

知的財産管理・審査

に関する支援。主な

目的は、①知的財産

管理・審査のベスト

プラクティスに関す

るアイデア・見解の

交換を促進する、②

イノベーション開発

における課題と、当

該地域での工業生産

性拡大に向けた取り

組みに対する適切な

公共政策による機会

創出ついて討議す

る。 

審査実

務支援 
招へい研

修 
ウルグア

イ 
アルゼンチン、ブラ

ジル、チリ、メキシ

コ、ウルグアイ 

4 有 スペイン

語 

11/21/2
011 

11/23/2
011 

地理的表示に関する国際

シンポジウム（専門家 1
人参加） 

地理的表示に関する

国際シンポジウム。

現在、マラニョン連

邦大学（Universidade 
Federal do 
Maranhão：UFMA）

が、ブラジル北東部

における知的財産ネ

ットワークを調整し

ており、イノベーシ

ョン戦略・経済開発

に対する知的財産の

関連性に関して、極

めて積極的に議論を

不明 セミナー

等 
ブラジル ブラジル     ポルトガ

ル語 
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対

象分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

内訳

言語（英語

以外） 
働きかけている。ブ

ラジル北東部は、特

に農業に強い地域で

あると同時に、伝統

的文化表現に根差し

たいくつかの商品の

製造も盛んであるた

め、同地域の公的機

関及び地元企業は、

保護機構として地理

的表示に特に注目し

ているという。 
11/21/2
011 

11/25/2
011 

スペイン特許商標庁

（OEPM）共催のラテン

アメリカ諸国の工業所有

権庁向けの戦略的な計画

及び管理に関する地域セ

ミナーII 

工業所有権庁向けの

戦略的な計画及び管

理に関するスペイン

特許商標庁（OEPM）

との共催地域セミナ

ー。戦略的な計画に

関する研修を通し

て、工業所有権庁の

管理職員に 新情報

を提供すること、さ

らに、品質管理にお

けるベストプラクテ

ィスの OJT を行うこ

とを目的とする。 

不明 セミナー

等 
コロンビ

ア 
ベネズエラ、ウルグ

アイ、ペルー、パラ

グアイ、パナマ、ニ

カラグア、メキシ

コ、ホンジュラス、

グアテマラ、エルサ

ルバドル、エクアド

ル、ドミニカ共和

国、キューバ、コス

タリカ、コロンビ

ア、チリ、ブラジル、

ボリビア、アルゼン

チン 

24 有 スペイン

語 
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対

象分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

内訳

言語（英語

以外） 
11/23/2
011 

11/23/2
011 

エルサルバドル当局によ

る知的財産活動の WIPO
後任講演者 1 人の参加 

エルサルバドル当局

が実施する知的財産

活動への講演者 1 人

の参加に対する資金

援助。製品の付加価

値を向上させ、国

内・国際市場におけ

る競争力を高める手

段として、ニカラグ

アのアグリビジネス

セクタと伝統的手工

芸セクタの知的財産

ツールの活用促進を

目的とし、エルサル

バドル当局が実施す

る知的財産活動への

講演者を資金援助す

る。 

不明 セミナー

等 
エルサル

バドル 
エルサルバドル     スペイン

語 

11/24/2
011 

11/25/2
011 

アグリビジネスセクタ・

伝統的手工芸セクタにお

ける開発・競争力ツール

としての知的財産・識別

性表示（distinctive signs）
の使用に関する全国ワー

クショップ 

知的財産活用に関す

るワークショップ。

目的は、ニカラグア

のアグリビジネスセ

クタ・伝統的手工芸

セクタにおける知的

財産ツールの活用を

促進させることで、

製品の付加価値を高

めて国内・国際市場

における競争力を高

めること。エルサル

不明 セミナー

等 
ニカラグ

ア 
ニカラグア     スペイン

語 
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対

象分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

内訳

言語（英語

以外） 
バドル当局が計画し

た知的財産活動への

講演者 1 人の出席を

資金援助する。 
11/28/2
011 

11/29/2
011 

セントキッツ・ネイビス

高官代表団による訪問 
知的財産問題や知的

財産戦略に関する訪

問研修。主な目的は、

①大臣・政府上級職

員の知的財産問題に

関する理解を向上さ

せ、知的財産問題に

取り組むための基盤

を強化する、②セン

トキッツ・ネイビス

の将来的な知的財産

戦略や実行計画につ

いて、上級管理職

員・ラテンアメリ

カ・カリブ海地域局

と討議する機会を提

供するとなってい

る。 

不明 招へい研

修 
スイス セントキッツ・ネイ

ビス連邦 
3     

12/6/20
11 

12/8/20
11 

ジャマイカ知的財産権庁

（ JIPO）への訪問研修 
知的財産権庁の能力

開発に関する訪問研

修。ジャマイカにお

ける水平的協力の枠

組みに沿い、セント

キッツ・ネイビス知

的財産権庁における

能力開発を目指す。

審査実

務支援 
招へい研

修 
ジャマイ

カ 
ジャマイカ、セント

キッツ・ネイビス連

邦 

1     



 
各国の開発途上国に対する人材育成支援活動に関する調査研究 

186 
 

開始日 終了日 活動名 概要 支援対

象分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

内訳

言語（英語

以外） 
2/29/20
12 

3/2/201
2 

カリブ海諸国向け小地域

PCT セミナー 
カリブ海諸国を対象

とした PCT セミナ

ー。このセミナーは、

2011 年 10 月 22 日付

書簡で開催が要請さ

れており、WIPO は

セミナー開催に原則

合意した後、開催日

を 2012 年 2 月 29 日

～3 月 2 日とするこ

とでカナダ知的財産

局と合意に至った。

しかし、2012 年の年

初に、アンティグ

ア・バーブーダ知的

財産・商務庁（Antigua 
and Barbuda 
Intellectual Property & 
Commerce Office：
ABIPCO）から、本セ

ミナーの開催に関わ

る経費の一部を負担

できないとの通知を

受けている。 

不明 セミナー

等 
アンティ

グア・バ

ーブーダ

トリニダード・トバ

ゴ共和国  、セント

ビンセント及びグ

レナディーン諸島、

セントルシア、セン

トキッツ・ネイビス

連邦、グレナダ、ド

ミニカ共和国、ベリ

ーズ、バルバドス、

アンティグア・バー

ブーダ 

8 有   
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対

象分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

内訳

言語（英語

以外） 
3/26/20
12 

3/28/20
12 

知的財産権エンフォース

メントに関する全国ワー

クショップ 

知的財産権エンフォ

ースメントに関する

ワークショップ。目

的は、海賊版・模倣

品対策の実施に関す

る実務的な情報を提

供し、知的財産権エ

ンフォースメントを

担当する政府機関職

員の能力を高めるこ

と。エルサルバドル

の知的財産権エンフ

ォースメントのベス

トプラクティス指針

を作成するために、

ベストプラクティス

に含まれるべき要素

を確立するガイドラ

インが策定される見

込み。 

エンフ

ォース

メント

強化支

援 

セミナー

等 
エルサル

バドル 
エルサルバドル     スペイン

語 

4/2/201
2 

4/5/201
2 

特許ライティング・特許

審査に関するワークショ

ップ 

特許ライティング・

特許審査に関するワ

ークショップ。西イ

ンド諸島大学 
（University of the 
West Indies：UWI）か

らの要請を受けて、

特許クレームの起草

と、特許審査手続に

関する理論的・実務

審査実

務支援 
セミナー

等 
トリニダ

ード・ト

バゴ共和

国   

バルバドス、ジャマ

イカ、トリニダー

ド・トバゴ共和国  

34 有   
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対

象分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

内訳

言語（英語

以外） 
的研修を、カリブ海

地域に提供する。 
4/16/20
12 

4/27/20
12 

地理的表示に関するイン

ターGI（Inter GI）研修プ

ログラム 

地理的表示に関する

研修プログラム。ト

リニダード・トバゴ

からの資金提供を支

援する。 

不明 資金提供 フランス トリニダード・トバ

ゴ共和国   
    フランス

語 

5/2/201
2 

5/4/201
2 

ブラジル国立工業所有権

院（INPI：Instituto 
Nacional da Propriedade 
Industrial）共催の工業所

有権及び輸出に関するセ

ミナー 

工業所有権及び輸出

に関するセミナー。

同セミナーは、①輸

出セクタによる知的

財産の活用に関する

セミナー｢輸出企業

にとっての知的財産

の管理と保護（ブラ

ジルのサンパウロで

2012 年 5 月 2 日に開

催）」、②オープンイ

ノベーションモデル

の経営力学におけ

る、知的財産の活用

戦略に関する側面の

討議を目的として、

INPI のマスターコー

スの一環として開催

するワークショッ

プ、で構成されてい

る。 

不明 セミナー

等 
ブラジル ブラジル     ポルトガ

ル語 
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対

象分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

内訳

言語（英語

以外） 
6/4/201
2 

6/8/201
2 

特許の国際分類に関する

研修ミッション 
特許の国際分類に関

する研修。国際特許

分類の適切な適用及

び使用に要される知

識・スキルの提供を

目的とする。 

審査実

務支援 
その他 コスタリ

カ 
コスタリカ     スペイン

語 

6/11/20
12 

6/12/20
12 

東カリブ諸国機構

（Organization of Eastern 
Caribbean States：OECS）
代表者 1 人向け訪問研修

エンフォースメン

ト・司法官研修に関

する訪問研修。知的

財産エンフォースメ

ントに関する課題、

司法官研修に関する

理解の向上、これら

の課題に取り組むた

めの基盤の強化を目

的とする。 

エンフ

ォース

メント

強化支

援 

招へい研

修 
スイス アンティグア・バー

ブーダ 
1     

6/11/20
12 

6/15/20
12 

セントルシアでの工業所

有権自動化システム

（IPAS）研修ワークショ

ップ 

工業所有権自動化シ

ステム（Industrial 
Property Automation 
System ：IPAS）に関

する研修。ラテンア

メリカ・カリブ海局

（LAC Bureau）のイ

ンフラ近代化部

（Infrastructure 
Modernization 
Division：IMD）が、

カリブ海諸国におけ

る、IPAS 管理に関す

る追加研修の必要性

審査実

務支援 
セミナー

等 
セントル

シア 
バハマ、バルバド

ス、ベリーズ、ジャ

マイカ、セントルシ

ア、スリナム共和国

5 有   
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対

象分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

内訳

言語（英語

以外） 
を唱えたもので、バ

ルバドス、ベリーズ、

バハマ、ジャマイカ、

スリナム各国の知的

財産権庁の自主性の

強化を目的とする。

6/25/20
12 

6/29/20
12 

アルゼンチン国家工業所

有権庁への訪問研修 
エクアドル知的財産

権庁（IEPI：Instituto 
Ecuatoriano de 
Propiedad Intelectual）
職員向けアルゼンチ

ン国家工業所有権庁

（INPI）訪問研修プ

ログラム。IEPI 所属

の Veliz Vélez 氏が特

許分野での能力向上

を目的に INPIを訪問

し、INPI の特許審査

手順、特許出願の管

理、審査・登録のワ

ークフロー、INPI の
特許部門の技術的イ

ンフラなどを習熟す

る。また同氏は、IEPI
の職員能力向上を支

援する INPI特許審査

官も特定する。 

審査実

務支援 
招へい研

修 
アルゼン

チン 
エクアドル、アルゼ

ンチン 
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対

象分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

内訳

言語（英語

以外） 
6/28/20
12 

6/29/20
12 

第 3 回カリブ海ファイン

カカオ会議・チョコレー

ト博覧会 

カリブ海ファインカ

カオ会議・チョコレ

ート博覧会。主な目

的は、①農村経済の

転換の重要性・農産

物としてのカカオの

価値連鎖の重要性を

示すこと、②該セク

タの新しいビジネス

モデル・カリブ海地

域における同セクタ

の持続可能性に焦点

を当てること、③地

域的な結び付きを強

める機会を提供する

ことなど。 

不明 セミナー

等 
トリニダ

ード・ト

バゴ共和

国   

トリニダード・トバ

ゴ共和国  、グアテ

マラ 
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対

象分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

内訳

言語（英語

以外） 
7/9/201
2 

7/10/20
12 

カリブ共同体・共同市場

（Caribbean Community 
and Common Market：
CARICOM）・東カリブ諸

国機構（Organisation of 
Eastern Caribbean States：
OECS）共催欧州共同体・

カリブ海フォーラム

（Caribbean Forum：

CARIFORUM）経済連携

協定（EC-CARIFORUM 
Economic Partnership 
Agreement）のイノベーシ

ョン・知的財産に関する

章の実施・その他地域プ

ロジェクトに関するワー

クショップ 

経済連携協定（EPA）

の実施に関するワー

クショップ。目的は、

国家・地域機関・援

助機関の間の対話を

奨励し、

EC-CARIFORUM 経

済連携協定、その他

プロジェクトの実施

を促進させるフォー

ラムを構築するこ

と。 

不明 セミナー

等 
バルバド

ス 
アンティグア・バー

ブーダ、バハマ、バ

ルバドス、ベリー

ズ、ドミニカ国、グ

レナダ、ガイアナ、

ハイチ、ジャマイ

カ、セントキッツ・

ネイビス連邦、セン

トルシア、セントビ

ンセント及びグレ

ナディーン諸島、ス

リナム共和国、トリ

ニダード・トバゴ共

和国   

14 有   

7/9/201
2 

7/18/20
12 

コロンビアの職員による

スペイン特許商標庁

（OEPM）本部・世界知

的所有権機関本部への訪

問研修 

マドリッ協定加盟に

関する訪問研修。コ

ロンビア政府は 2012
年 5 月 29 日、標章の

国際登録に関するマ

ドリッド協定加盟書

を WIPO 事務局長に

提出しており、同年 8
月29日にマドリッド

協定に加盟すること

が決定している。 

審査実

務支援 
招へい研

修 
スペイン      スペイン

語  

7/16/20
12 

7/18/20
12 

イベロアメリカ首脳会議

の知的財産地域プログラ

イベロアメリカ首脳

会議の知的財産地域

不明 セミナー

等 
スペイン      スペイン

語 
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対

象分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

内訳

言語（英語

以外） 
ムの枠組みに関する専門

家会議 
プログラムの枠組み

に関する専門家によ

る会合。主な目的は、

①該地域プログラム

のプロジェクトの進

捗状況を評価するこ

と、②プロジェクト

推進のために、今後

とるべきステップに

ついて適切な決定を

下すこと、③次回の

サミット共同宣言案

に関して合意するこ

となど。また、この

会合を通じて地域間

の結び付きが強まる

ことが期待されてい

る。 
7/18/20
12 

7/20/20
12 

トリニダード・トバゴ知

的所有権庁（TTIPO）へ

の商標に関する訪問研修

商標に関する訪問研

修。知的財産権庁の

能力を高め、地域を

横断した水平的協力

を促進する。 

審査実

務支援 
招へい研

修 
トリニダ

ード・ト

バゴ共和

国   

トリニダード・トバ

ゴ共和国   
      

8/23/20
12 

8/24/20
12 

企業問題・知的財産庁

（ Corporate Affairs and 
Intellectual Property 
Office：CAIPO）職員 2
人向け訪問研修 

商標に関する訪問研

修。トリニダード・

トバゴ知的所有権庁

（TTIPO）で実施さ

れる商標研修に参加

する。 

審査実

務支援 
招へい研

修 
トリニダ

ード・ト

バゴ共和

国   

トリニダード・トバ

ゴ共和国   
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対

象分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

内訳

言語（英語

以外） 
8/28/20
12 

8/28/20
12 

異議申立手続に関する国

際セミナー 
異議申立手続に関す

る国際セミナー。セ

ミナーでの討議を通

して、全ての関係者

が、メキシコでの国

家異議申立制度の設

立に関して、情報に

基づいたより良い判

断を下せるようにな

ることが期待され

る。メキシコは、標

章の国際登録に関す

るマドリッドプロト

コル加盟に準じて、

このような制度の設

立を求められてい

る。 

審査実

務支援 
セミナー

等 
メキシコ メキシコ     スペイン

語 

9/5/201
2 

9/6/201
2 

イノベーション・発明・

知的財産に関するフォー

ラム 

イノベーション・発

明・知的財産に関す

るフォーラム。主な

目的は、地域競争力

インデックスを公表

することと、コスタ

リカ全国競争力イン

デックスの改善点を

討議すること。 

不明 セミナー

等 
コスタリ

カ 
コスタリカ     スペイン

語  

9/6/201
2 

9/7/201
2 

トリニダード・トバゴ知

的所有権庁の職員 2 人向

けのキューバ工業所有権

庁への訪問研修 

マドリッド協定加盟

に関する訪問研修。

トリニダード・トバ

ゴで現在実施されて

審査実

務支援 
招へい研

修 
キューバ キューバ       
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対

象分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

内訳

言語（英語

以外） 
いるマドリッド協定

加盟に向けたイニシ

アティブに基づき、

この訪問研修では、

同国知的所有権庁の

職員 2 人が、同協定

を効果的に実施して

いるキューバ工業所

有権庁（ハバナ）に

訪問し、同庁での同

協定に関わる実務上

の経験を学ぶ。 
9/10/20
12 

9/12/20
12 

コスタリカ技術・イノベ

ーション支援センター

（Technology and 
Innovation Support 
Center：TISC） 

技術・イノベーショ

ン支援センター

（TISC）に関する研

修セミナー。主な目

的は、コスタリカの

TISC 設立支援を通

して、専門データベ

ースの効果的活用を

促すことと、コスタ

リカ特許庁での

TISC 関連活動の開

始に向けて、TISC 職

員の認識を高め、研

修を提供すること。

不明 セミナー

等 
コスタリ

カ 
コスタリカ     スペイン

語 （主要

言語） 

9/10/20
12 

9/12/20
12 

技術移転キャパシティビ

ルディングプログラムの

開発・実施に関する専門

家派遣 

技術移転キャパシテ

ィビルディングプロ

グラムの開発・実施

に関する専門家派

不明 専門家派

遣 
キューバ キューバ       
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対

象分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

内訳

言語（英語

以外） 
遣。 

9/10/20
12 

9/14/20
12 

ブランドの分類に関する

全国移動ワークショップ

ブランドの分類関す

るワークショップ。

商標分類の使用を当

該地域内で調和する

ための基準づくりに

関して、参加国知的

所有権庁を支援す

る。 

審査実

務支援 
セミナー

等 
ウルグア

イ 
アルゼンチン、ブラ

ジル、エクアドル、

ウルグアイ 

    スペイン

語 

10/2/20
12 

10/3/20
12 

原産地名称に関する全国

セミナー・ワークショッ

プ 

原産地名称に関する

セミナー・ワークシ

ョップ。目的は、エ

クアドルの 2 つの原

産地名称（Cacao 
Arriba と Sombreros 
Montecristi）の実施プ

ロセスを助長するこ

と。また、Café de 
Galapagos、el 
Salinerito、las 
Cerámicas de Cera な
ど同国で生産される

他製品には、識別性

表示（distinctive 
signs）を有するもの

があり、これらの製

品に対して 良な保

護ツールを討議・特

定する。 

不明 セミナー

等 
エクアド

ル 
エクアドル     スペイン

語 

10/15/2 10/19/2 公的セクタの効率評価 公的セクタの効率評 不明 セミナー ボリビア ウルグアイ 1   スペイン
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対

象分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

内訳

言語（英語

以外） 
012 012 （に関するセミナー） 価に関するセミナ

ー。スペイン国際開

発協力機構（Agencia 
Española de 
Cooperación 
Internacional para el 
desarrollo：AECID）

がラテンアメリカで

策定した研修活動枠

組みの中で開催する

セミナーである。

Pérez Lescoumes 氏に

とっての良い研修機

会であるだけでな

く、戦略目標として

庁内手順の効率化を

掲げるウルグアイ国

家産業所有権庁

（National Directorate 
of Industrial Property 
(DNPI) of Uruguay）
への好影響も期待さ

れている。 

等 語 

10/16/2
012 

10/17/2
012 

国家工業所有権局

（ Instituto Nacional de 
Propiedad Industrial：
INAPI）共催のラテンア

メリカにおける知的財産

及び競争政策に関するセ

ミナー 

知的財産及び競争政

策に関するセミナ

ー。ラテンアメリカ

諸国の知的財産及び

競争政策に関するセ

ミナーの、サンティ

アゴ（チリ）での開

催に協力する。Pires 

不明 セミナー

等 
チリ チリ     スペイン

語 
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対

象分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

内訳

言語（英語

以外） 
de Carvalho 氏が、チ

リ側の INAPI 代表者

及び国家経済検察庁

代表者と、WIPO 活

動への今後のチリの

参加様式、特に技術

移転合意・共同研究

契約に関する調査へ

の参加様式につい

て、非公式協議を行

うために、サンティ

アゴでの滞在を 1 日

延長する。チリから

は、WIPO 活動への

参加・関与を高めた

いとする意向が表明

されており、同国の

参加様式の簡素化が

期待されている。 
10/22/2
012 

10/25/2
012 

カリブ海諸国の知的財産

庁商標審査官向け商標に

関する研修コース 

カリブ海諸国の商標

審査官向け商標に関

する研修コース。商

標審査官の商標審

査、分類、異議申立

手続に関する能力向

上を目的とする。 

審査実

務支援 
その他 バルバド

ス 
アンティグア・バー

ブーダ、バルバド

ス、グレナダ、 セ
ントキッツ・ネイビ

ス連邦 

6 有   
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対

象分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

内訳

言語（英語

以外） 
10/24/2
012 

10/26/2
012 

外国技術特許出願の調達

における主要問題に関す

るワークショップ 

外国技術特許出願の

調達における主要問

題に関するワークシ

ョップ。国際技術移

転契約の取扱いに関

する研修を、実務的

な観点から提供する

ことを目的とする。

国際技術移転契約の

管理において、担当

者が実際に直面する

問題の解決に焦点を

当てた研修を提供す

る。 

不明 セミナー

等 
キューバ キューバ     スペイン

語 

11/12/2
012 

11/16/2
012 

スペイン特許商標庁

（OEPM）共催のラテン

アメリカ諸国の工業所有

権庁向け戦略的な計画及

び管理に関する地域セミ

ナーIII 

スペイン特許商標庁

（OEPM）との共催

によるラテンアメリ

カ諸国の工業所有権

庁を対象とした戦略

的な計画及び管理に

関するセミナー。主

な目的は、参加者に

対して、①戦略的計

画立案・人材政策・

品質管理に関する

新情報、実務研修、

有益なツールを提供

すること、②知的財

産管理を近代し、ラ

テンアメリカ諸国に

不明 セミナー

等 
グアテマ

ラ 
ベネズエラ、ウルグ

アイ、ペルー、パラ

グアイ、パナマ、ニ

カラグア、メキシ

コ、ホンジュラス、

グアテマラ、エルサ

ルバドル、エクアド

ル、ドミニカ共和

国、キューバ、コス

タリカ、コロンビ

ア、チリ、ブラジル、

ボリビア、アルゼン

チン 

22 有 スペイン

語 
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対

象分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

内訳

言語（英語

以外） 
おける工業所有権庁

管理職の間で、サー

ビス重視の姿勢を高

める機会を与えるこ

と、③参加者の間で、

知的財産権の質管理

の 新動向に関する

経験を共有させるこ

となど。 
11/19/2
012 

11/23/2
012 

特許協力条約（PCT）に

関する移動セミナー 
特許協力条約（PCT）
に関するコロンビア

移動セミナー。ボゴ

タ、バランキヤ、ブ

カラマンガで実施さ

れる。 

不明 セミナー

等 
コロンビ

ア 
コロンビア       

11/26/2
012 

11/28/2
012 

商標紛争の調停に関する

研修（ブラジル国立工業

所有権院、Instituto 
Nacional da Propriedade 
Industrial：INPI）・INPI
における商標紛争調停の

実施に関する協議及び、

映画・メディア紛争の仲

裁に関するワークショッ

プ（米州知的財産協会、
Asociación Interamericana 
de la Propiedad 
Intelectual ：ASIPI） 

商標紛争の調停に関

する研修・協議及び、

映画・メディア紛争

の仲裁に関するワー

クショップ。INPI に
持ち込まれる紛争に

対する調停サービス

の提供に関して、同

院と交わした2012年
9 月 12 日付覚書に基

づき、研修・ワーク

ショップの開催を提

案する。商標実務者

を対象とした、商標

紛争の同院における

不明 セミナー

等 
ブラジル ブラジル       
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対

象分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

内訳

言語（英語

以外） 
調停に関する研修プ

ログラムの開催

（2012 年 11 月 27-28
日）、調停サービス提

供の実施を協議する

ための、同院及び同

院傘下の知的財産保

護センター（Center 
for Intellectual 
Property Protection：
CEDPI）との会合の

開催（2012 年 11 月

29 日）に対して、同

院から支援要請があ

った。また、WIPO
仲裁調停センターと

米州知的財産協会

（ASIPI）との間で、

WIPO の映画・メデ

ィア対象調停・迅速

仲裁規則（Mediation 
and Expedited 
Arbitration Rules for 
Film and Media）の活

用奨励を視野に入れ

て協力することで合

意しており、WIPO
仲裁調停センターは

2012 年 12 月 1 日、ウ

ルグアイの ASIPI 年
次会議において、映
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対

象分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

内訳

言語（英語

以外） 
画・メディアの仲裁

に関するワークショ

ップを開催する。 
11/29/2
012 

12/1/20
12 

商標紛争の調停に関する

研修（ブラジル国立工業

所有権院、Instituto 
Nacional da Propriedade 
Industrial：INPI）・INPI
における商標紛争調停の

実施に関する協議及び、

映画・メディア紛争の仲

裁に関するワークショッ

プ（米州知的財産協会、
Asociación Interamericana 
de la Propiedad 
Intelectual ：ASIPI） 

商標紛争の調停に関

する研修・協議及び、

映画・メディア紛争

の仲裁に関するワー

クショップ。INPI に
持ち込まれる紛争に

対する調停サービス

の提供に関して、同

院と交わした2012年
9 月 12 日付覚書に基

づき、研修・ワーク

ショップの開催を提

案する。商標実務者

を対象とした、商標

紛争の同院における

調停に関する研修プ

ログラムの開催

（2012 年 11 月 27-28
日）、調停サービス提

供の実施を協議する

ための、同院及び同

院傘下の知的財産保

護センター（Center 
for Intellectual 
Property Protection：
CEDPI）との会合の

開催（2012 年 11 月

不明 セミナー

等 
ウルグア

イ 
ウルグアイ       
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対

象分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

内訳

言語（英語

以外） 
29 日）に対して、同

院から支援要請があ

った。また、WIPO
仲裁調停センターと

米州知的財産協会

（ASIPI）との間で、

WIPO の映画・メデ

ィア対象調停・迅速

仲裁規則（Mediation 
and Expedited 
Arbitration Rules for 
Film and Media）の活

用奨励を視野に入れ

て協力することで合

意しており、WIPO
仲裁調停センターは

2012 年 12 月 1 日、ウ

ルグアイの ASIPI 年
次会議において、映

画・メディアの仲裁

に関するワークショ

ップを開催する。 
12/10/2
012 

12/14/2
012 

欧州特許庁（EPO）・スペ

イン特許商標庁（OEPM）

共催の裁判官向け知的財

産に関する地域セミナー

裁判官対象、知的財

産に関する欧州特許

庁・スペイン特許商

標庁との共催セミナ

ー。主な目的は、知

的財産関連事件を担

当する裁判官・検察

官に、①知的財産関

エンフ

ォース

メント

強化支

援 

セミナー

等 
グアテマ

ラ 
ベネズエラ、ウルグ

アイ、ペルー、パラ

グアイ、パナマ、ニ

カラグア、メキシ

コ、ホンジュラス、

グアテマラ、エルサ

ルバドル、エクアド

ル、ドミニカ共和

24 有 スペイン

語 
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開始日 終了日 活動名 概要 支援対

象分野 支援手法 開催場所 支援対象国 参加

人数

国別

内訳

言語（英語

以外） 
連事件の訴訟判決に

関する研修、②特

許・商標・著作権・

エンフォースメント

が関わる事件につい

ての 新情報・実務

研修、を提供するこ

と。 

国、キューバ、コス

タリカ、コロンビ

ア、チリ、ブラジル、

ボリビア、アルゼン

チン 

    商標の登録・分類に関す

る全国ワークショップ 
商標の登録・分類に

関するワークショッ

プ。アジェンダは、

①国内・国際市場の

競力強化させるため

に商品・サービスの

販売促進ツールとし

て商標を使用するこ

との利点に関する討

議、②商標登録の基

準及び手順、③国際

分類の使用など。 

不明 セミナー

等 
エクアド

ル 
エクアドル     スペイン

語 

注：空欄は下記データベースに情報が記載されていなかったことを示す。 
出典：WIPO による技術支援データベースを基に作成94 

                                                  
94 WIPO. “Technical Assistance Database”. www.wipo.int/tad/en/ ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 

http://www.wipo.int/tad/en/
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国別参加者数（アフリカ局） 
開
始
日 

活
動
名 

ア
ル
ジ
ェ
リ
ア 

ア
ン
ゴ
ラ 

ベ
ナ
ン 

ボ
ツ
ワ
ナ 

ブ
ル
キ
ナ
フ
ァ
ソ

ブ
ル
ン
ジ 

カ
メ
ル
ー
ン 

カ
ー
ボ
ヴ
ェ
ル
デ

中
央
ア
フ
リ
カ 

チ
ャ
ド 

中
国 

コ
モ
ロ 

コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国 

ジ
ブ
チ 

エ
ジ
プ
ト 

エ
チ
オ
ピ
ア 

赤
道
ギ
ニ
ア 

エ
リ
ト
リ
ア 

ガ
ン
ビ
ア 

ギ
ニ
ア 

ギ
ニ
ア
ビ
サ
ウ 

コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー
ル 

ヨ
ル
ダ
ン 

ケ
ニ
ア 

リ
ベ
リ
ア 

レ
ソ
ト 

マ
ダ
ガ
ス
カ
ル 

マ
ラ
ウ
イ 

マ
リ 

モ
ー
リ
タ
ニ
ア 

モ
ー
リ
シ
ャ
ス 

モ
ロ
ッ
コ 

モ
ザ
ン
ビ
ー
ク 

ナ
ミ
ビ
ア 

ニ
ジ
ェ
ー
ル 

ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア 

ル
ワ
ン
ダ 

サ
ン
ト
メ
・
プ
リ
ン
シ
ペ

セ
ネ
ガ
ル 

セ
ー
シ
ェ
ル 

シ
エ
ラ
レ
オ
ネ 

ソ
マ
リ
ア 

南
ア
フ
リ
カ 

ス
ー
ダ
ン 

ス
ワ
ジ
ラ
ン
ド 

ス
イ
ス 

ト
ー
ゴ 

チ
ュ
ニ
ジ
ア 

ウ
ガ
ン
ダ 

タ
ン
ザ
ニ
ア 

ザ
ン
ビ
ア 

ザ
ン
ジ
バ
ル 

ジ
ン
バ
ブ
エ 

合
計 

1/4/ 
2010 

準修士課程

プログラ

ム：ポルトガ

ル工業所有

権庁（Instituto 
Nacional da 
Propriedade 
Industrial：
INPI）・リス

ボン大学と

の協力協定

（リスボン、

ポルトガル）

1      1 1   1 1   5 

1/12/ 
2010 

知的財産権

侵害がもた

らす経済

的・社会的影

響に関する

裁判官向け

小地域セミ

ナー（ブラザ

ヴィル、コン

ゴ共和国） 

    1 1  1 1 1 1   1   7 
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開
始
日 

活
動
名 

ア
ル
ジ
ェ
リ
ア 

ア
ン
ゴ
ラ 

ベ
ナ
ン 

ボ
ツ
ワ
ナ 

ブ
ル
キ
ナ
フ
ァ
ソ 

ブ
ル
ン
ジ 

カ
メ
ル
ー
ン 

カ
ー
ボ
ヴ
ェ
ル
デ 

中
央
ア
フ
リ
カ 

チ
ャ
ド 

中
国 

コ
モ
ロ 

コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国 

ジ
ブ
チ 

エ
ジ
プ
ト 

エ
チ
オ
ピ
ア 

赤
道
ギ
ニ
ア 

エ
リ
ト
リ
ア 

ガ
ン
ビ
ア 

ギ
ニ
ア 

ギ
ニ
ア
ビ
サ
ウ 

コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー
ル 

ヨ
ル
ダ
ン 

ケ
ニ
ア 

リ
ベ
リ
ア 

レ
ソ
ト 

マ
ダ
ガ
ス
カ
ル 

マ
ラ
ウ
イ 

マ
リ 

モ
ー
リ
タ
ニ
ア 

モ
ー
リ
シ
ャ
ス 

モ
ロ
ッ
コ 

モ
ザ
ン
ビ
ー
ク 

ナ
ミ
ビ
ア 

ニ
ジ
ェ
ー
ル 

ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア 

ル
ワ
ン
ダ 

サ
ン
ト
メ
・
プ
リ
ン
シ
ペ

セ
ネ
ガ
ル 

セ
ー
シ
ェ
ル 

シ
エ
ラ
レ
オ
ネ 

ソ
マ
リ
ア 

南
ア
フ
リ
カ 

ス
ー
ダ
ン 

ス
ワ
ジ
ラ
ン
ド 

ス
イ
ス 

ト
ー
ゴ 

チ
ュ
ニ
ジ
ア 

ウ
ガ
ン
ダ 

タ
ン
ザ
ニ
ア 

ザ
ン
ビ
ア 

ザ
ン
ジ
バ
ル 

ジ
ン
バ
ブ
エ 

合
計 

1/18/ 
2010 

ケニア・ナミ

ビア・ウガン

ダ当局向け

著作権管理

団体訪問研

修（ロンド

ン） 

       1   1 1   3 

1/21/ 
2010 

ケニア・ウガ

ンダ当局向

けノルウェ

ー複製権機

構

（KOPINOR）
への訪問研

修（オスロ）

       1   1   2 

1/26/ 
2010 

世界複製権

機構

（Internationa
l Federation of 
Reproduction 
Rights 
Organisations: 
WIPO-IFRRO
）- アフリカ

広域知的財

産機関

（African 

       1 1   2 2 1 2 1 2   12 
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開
始
日 

活
動
名 

ア
ル
ジ
ェ
リ
ア 

ア
ン
ゴ
ラ 

ベ
ナ
ン 

ボ
ツ
ワ
ナ 

ブ
ル
キ
ナ
フ
ァ
ソ 

ブ
ル
ン
ジ 

カ
メ
ル
ー
ン 

カ
ー
ボ
ヴ
ェ
ル
デ 

中
央
ア
フ
リ
カ 

チ
ャ
ド 

中
国 

コ
モ
ロ 

コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国 

ジ
ブ
チ 

エ
ジ
プ
ト 

エ
チ
オ
ピ
ア 

赤
道
ギ
ニ
ア 

エ
リ
ト
リ
ア 

ガ
ン
ビ
ア 

ギ
ニ
ア 

ギ
ニ
ア
ビ
サ
ウ 

コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー
ル 

ヨ
ル
ダ
ン 

ケ
ニ
ア 

リ
ベ
リ
ア 

レ
ソ
ト 

マ
ダ
ガ
ス
カ
ル 

マ
ラ
ウ
イ 

マ
リ 

モ
ー
リ
タ
ニ
ア 

モ
ー
リ
シ
ャ
ス 

モ
ロ
ッ
コ 

モ
ザ
ン
ビ
ー
ク 

ナ
ミ
ビ
ア 

ニ
ジ
ェ
ー
ル 

ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア 

ル
ワ
ン
ダ 

サ
ン
ト
メ
・
プ
リ
ン
シ
ペ

セ
ネ
ガ
ル 

セ
ー
シ
ェ
ル 

シ
エ
ラ
レ
オ
ネ 

ソ
マ
リ
ア 

南
ア
フ
リ
カ 

ス
ー
ダ
ン 

ス
ワ
ジ
ラ
ン
ド 

ス
イ
ス 

ト
ー
ゴ 

チ
ュ
ニ
ジ
ア 

ウ
ガ
ン
ダ 

タ
ン
ザ
ニ
ア 

ザ
ン
ビ
ア 

ザ
ン
ジ
バ
ル 

ジ
ン
バ
ブ
エ 

合
計 

Regional 
Industrial 
Property 
Organization: 
ARIPO）の共

催による文

学及び芸術

作品の共同

管理に関す

る研修 
3/1/ 
2010 

振興・イノベ

ーションの

ための世界

知的財産イ

ンフラスト

ラクチャに

関するハイ

レベルフォ

ーラム（東

京） 

1  1    2  1 2   1 1 2 1  2 14 
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開
始
日 

活
動
名 

ア
ル
ジ
ェ
リ
ア 

ア
ン
ゴ
ラ 

ベ
ナ
ン 

ボ
ツ
ワ
ナ 

ブ
ル
キ
ナ
フ
ァ
ソ 

ブ
ル
ン
ジ 

カ
メ
ル
ー
ン 

カ
ー
ボ
ヴ
ェ
ル
デ 

中
央
ア
フ
リ
カ 

チ
ャ
ド 

中
国 

コ
モ
ロ 

コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国 

ジ
ブ
チ 

エ
ジ
プ
ト 

エ
チ
オ
ピ
ア 

赤
道
ギ
ニ
ア 

エ
リ
ト
リ
ア 

ガ
ン
ビ
ア 

ギ
ニ
ア 

ギ
ニ
ア
ビ
サ
ウ 

コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー
ル 

ヨ
ル
ダ
ン 

ケ
ニ
ア 

リ
ベ
リ
ア 

レ
ソ
ト 

マ
ダ
ガ
ス
カ
ル 

マ
ラ
ウ
イ 

マ
リ 

モ
ー
リ
タ
ニ
ア 

モ
ー
リ
シ
ャ
ス 

モ
ロ
ッ
コ 

モ
ザ
ン
ビ
ー
ク 

ナ
ミ
ビ
ア 

ニ
ジ
ェ
ー
ル 

ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア 

ル
ワ
ン
ダ 

サ
ン
ト
メ
・
プ
リ
ン
シ
ペ

セ
ネ
ガ
ル 

セ
ー
シ
ェ
ル 

シ
エ
ラ
レ
オ
ネ 

ソ
マ
リ
ア 

南
ア
フ
リ
カ 

ス
ー
ダ
ン 

ス
ワ
ジ
ラ
ン
ド 

ス
イ
ス 

ト
ー
ゴ 

チ
ュ
ニ
ジ
ア 

ウ
ガ
ン
ダ 

タ
ン
ザ
ニ
ア 

ザ
ン
ビ
ア 

ザ
ン
ジ
バ
ル 

ジ
ン
バ
ブ
エ 

合
計 

4/26/ 
2010 

文学及び芸

術作品（映

像・写真）マ

ネジメント

に関する

WIPO・

OAPI・IFRRO
による第二

回地域研修

（ヤウンデ）

   1  30  1 1 1 1  1 1 1 1   39 

4/27/ 
2010 

カサブラン

カにおける

知的財産の

戦略的使用

に基づく技

術移転のワ

ークショッ

プ  

 1  1 1 1  1 1 1 1 1 1  1 1 0 1 1 1 0 2 1 1 1  2 22 

5/8/ 
2010 

伝統的知識

と遺伝資源

及びフォー

クロアの保

護に関する

アフリカ連

合ワークシ

ョップ 

1    1     1 1 1 2 1 1   9 
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開
始
日 

活
動
名 

ア
ル
ジ
ェ
リ
ア 

ア
ン
ゴ
ラ 

ベ
ナ
ン 

ボ
ツ
ワ
ナ 

ブ
ル
キ
ナ
フ
ァ
ソ 

ブ
ル
ン
ジ 

カ
メ
ル
ー
ン 

カ
ー
ボ
ヴ
ェ
ル
デ 

中
央
ア
フ
リ
カ 

チ
ャ
ド 

中
国 

コ
モ
ロ 

コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国 

ジ
ブ
チ 

エ
ジ
プ
ト 

エ
チ
オ
ピ
ア 

赤
道
ギ
ニ
ア 

エ
リ
ト
リ
ア 

ガ
ン
ビ
ア 

ギ
ニ
ア 

ギ
ニ
ア
ビ
サ
ウ 

コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー
ル 

ヨ
ル
ダ
ン 

ケ
ニ
ア 

リ
ベ
リ
ア 

レ
ソ
ト 

マ
ダ
ガ
ス
カ
ル 

マ
ラ
ウ
イ 

マ
リ 

モ
ー
リ
タ
ニ
ア 

モ
ー
リ
シ
ャ
ス 

モ
ロ
ッ
コ 

モ
ザ
ン
ビ
ー
ク 

ナ
ミ
ビ
ア 

ニ
ジ
ェ
ー
ル 

ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア 

ル
ワ
ン
ダ 

サ
ン
ト
メ
・
プ
リ
ン
シ
ペ

セ
ネ
ガ
ル 

セ
ー
シ
ェ
ル 

シ
エ
ラ
レ
オ
ネ 

ソ
マ
リ
ア 

南
ア
フ
リ
カ 

ス
ー
ダ
ン 

ス
ワ
ジ
ラ
ン
ド 

ス
イ
ス 

ト
ー
ゴ 

チ
ュ
ニ
ジ
ア 

ウ
ガ
ン
ダ 

タ
ン
ザ
ニ
ア 

ザ
ン
ビ
ア 

ザ
ン
ジ
バ
ル 

ジ
ン
バ
ブ
エ 

合
計 

5/17/ 
2010 

ギニア人リ

サーチャー4
人とコート

ジボワール

政府職員 3 人

向けチュニ

ジア標準・産

業財産庁

（INNORPI）
訪問研修 

       4 3   0   7 

5/24/ 
2010 

国際知的財

産学会

（Internationa
l Association 
for the 
Advancement 
of Teaching 
and Research 
in Intellectual 
Property：
ATRIP）年次

会議（ストッ

クホルム） 

       1   1   2 
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開
始
日 

活
動
名 

ア
ル
ジ
ェ
リ
ア 

ア
ン
ゴ
ラ 

ベ
ナ
ン 

ボ
ツ
ワ
ナ 

ブ
ル
キ
ナ
フ
ァ
ソ 

ブ
ル
ン
ジ 

カ
メ
ル
ー
ン 

カ
ー
ボ
ヴ
ェ
ル
デ 

中
央
ア
フ
リ
カ 

チ
ャ
ド 

中
国 

コ
モ
ロ 

コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国 

ジ
ブ
チ 

エ
ジ
プ
ト 

エ
チ
オ
ピ
ア 

赤
道
ギ
ニ
ア 

エ
リ
ト
リ
ア 

ガ
ン
ビ
ア 

ギ
ニ
ア 

ギ
ニ
ア
ビ
サ
ウ 

コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー
ル 

ヨ
ル
ダ
ン 

ケ
ニ
ア 

リ
ベ
リ
ア 

レ
ソ
ト 

マ
ダ
ガ
ス
カ
ル 

マ
ラ
ウ
イ 

マ
リ 

モ
ー
リ
タ
ニ
ア 

モ
ー
リ
シ
ャ
ス 

モ
ロ
ッ
コ 

モ
ザ
ン
ビ
ー
ク 

ナ
ミ
ビ
ア 

ニ
ジ
ェ
ー
ル 

ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア 

ル
ワ
ン
ダ 

サ
ン
ト
メ
・
プ
リ
ン
シ
ペ

セ
ネ
ガ
ル 

セ
ー
シ
ェ
ル 

シ
エ
ラ
レ
オ
ネ 

ソ
マ
リ
ア 

南
ア
フ
リ
カ 

ス
ー
ダ
ン 

ス
ワ
ジ
ラ
ン
ド 

ス
イ
ス 

ト
ー
ゴ 

チ
ュ
ニ
ジ
ア 

ウ
ガ
ン
ダ 

タ
ン
ザ
ニ
ア 

ザ
ン
ビ
ア 

ザ
ン
ジ
バ
ル 

ジ
ン
バ
ブ
エ 

合
計 

6/3/ 
2010 

知的財産・ソ

フトウエ

ア・E ヘルス

に関する地

域セミナ

ー：傾向・課

題・見通し

（キガリル

ワンダ） 

    2 1  2 2 2 2 2  1 0 2 2 2  2 22 

6/9/ 
2010 

ARIPO 共催

の特許情報

の有用性・研

究結果の実

用化に関す

る地域セミ

ナー（ハラ

レ、ジンバブ

エ） 

  2     1 1 1 1 1 1  1 1 3 1 2 1 1 1 2 2  30 53 

7/5/ 
2010 

アフリカ知

的財産機関

（OAPI）加盟

国のための

知的財産分

野における

準地域育成

セミナー（ヤ

 1  1 1 30  1 1 2 2 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1   50 
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開
始
日 

活
動
名 

ア
ル
ジ
ェ
リ
ア 

ア
ン
ゴ
ラ 

ベ
ナ
ン 

ボ
ツ
ワ
ナ 

ブ
ル
キ
ナ
フ
ァ
ソ 

ブ
ル
ン
ジ 

カ
メ
ル
ー
ン 

カ
ー
ボ
ヴ
ェ
ル
デ 

中
央
ア
フ
リ
カ 

チ
ャ
ド 

中
国 

コ
モ
ロ 

コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国 

ジ
ブ
チ 

エ
ジ
プ
ト 

エ
チ
オ
ピ
ア 

赤
道
ギ
ニ
ア 

エ
リ
ト
リ
ア 

ガ
ン
ビ
ア 

ギ
ニ
ア 

ギ
ニ
ア
ビ
サ
ウ 

コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー
ル 

ヨ
ル
ダ
ン 

ケ
ニ
ア 

リ
ベ
リ
ア 

レ
ソ
ト 

マ
ダ
ガ
ス
カ
ル 

マ
ラ
ウ
イ 

マ
リ 

モ
ー
リ
タ
ニ
ア 

モ
ー
リ
シ
ャ
ス 

モ
ロ
ッ
コ 

モ
ザ
ン
ビ
ー
ク 

ナ
ミ
ビ
ア 

ニ
ジ
ェ
ー
ル 

ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア 

ル
ワ
ン
ダ 

サ
ン
ト
メ
・
プ
リ
ン
シ
ペ

セ
ネ
ガ
ル 

セ
ー
シ
ェ
ル 

シ
エ
ラ
レ
オ
ネ 

ソ
マ
リ
ア 

南
ア
フ
リ
カ 

ス
ー
ダ
ン 

ス
ワ
ジ
ラ
ン
ド 

ス
イ
ス 

ト
ー
ゴ 

チ
ュ
ニ
ジ
ア 

ウ
ガ
ン
ダ 

タ
ン
ザ
ニ
ア 

ザ
ン
ビ
ア 

ザ
ン
ジ
バ
ル 

ジ
ン
バ
ブ
エ 

合
計 

ウンデ） 

7/14/ 
2010 

知的財産政

策に関する

全国フォー

ラム 

2       1   1  1 5 

8/2/ 
2010 

伝統的知

識・フォーク

ロアの表現

に関するプ

ロトコル採

択のための

外交会議（ス

ワコプムン

ト、ナミビ

ア） 

  1  1   1 1 1 0 1 1  1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 

10/4/ 
2010 

アフリカ広

域知的財産

機関

（ARIPO）共

催の特許ラ

イティング

1  1  1   1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 
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開
始
日 

活
動
名 

ア
ル
ジ
ェ
リ
ア 

ア
ン
ゴ
ラ 

ベ
ナ
ン 

ボ
ツ
ワ
ナ 

ブ
ル
キ
ナ
フ
ァ
ソ 

ブ
ル
ン
ジ 

カ
メ
ル
ー
ン 

カ
ー
ボ
ヴ
ェ
ル
デ 

中
央
ア
フ
リ
カ 

チ
ャ
ド 

中
国 

コ
モ
ロ 

コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国 

ジ
ブ
チ 

エ
ジ
プ
ト 

エ
チ
オ
ピ
ア 

赤
道
ギ
ニ
ア 

エ
リ
ト
リ
ア 

ガ
ン
ビ
ア 

ギ
ニ
ア 

ギ
ニ
ア
ビ
サ
ウ 

コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー
ル 

ヨ
ル
ダ
ン 

ケ
ニ
ア 

リ
ベ
リ
ア 

レ
ソ
ト 

マ
ダ
ガ
ス
カ
ル 

マ
ラ
ウ
イ 

マ
リ 

モ
ー
リ
タ
ニ
ア 

モ
ー
リ
シ
ャ
ス 

モ
ロ
ッ
コ 

モ
ザ
ン
ビ
ー
ク 

ナ
ミ
ビ
ア 

ニ
ジ
ェ
ー
ル 

ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア 

ル
ワ
ン
ダ 

サ
ン
ト
メ
・
プ
リ
ン
シ
ペ

セ
ネ
ガ
ル 

セ
ー
シ
ェ
ル 

シ
エ
ラ
レ
オ
ネ 

ソ
マ
リ
ア 

南
ア
フ
リ
カ 

ス
ー
ダ
ン 

ス
ワ
ジ
ラ
ン
ド 

ス
イ
ス 

ト
ー
ゴ 

チ
ュ
ニ
ジ
ア 

ウ
ガ
ン
ダ 

タ
ン
ザ
ニ
ア 

ザ
ン
ビ
ア 

ザ
ン
ジ
バ
ル 

ジ
ン
バ
ブ
エ 

合
計 

に関する地

域ワークシ

ョップ 

11/2/2
010 

技術・イノベ

ーション支

援に関する

地域カンフ

ァレンス 

 2    3  1 1 2 1 1 2 1 1 1  1 1 2 1 1 1 2 2 1   28 

11/5/ 
2010 

著作権及び

著作隣接権

に関する常

設委員会

（Standing 
Committee on 
Copyright and 
Related 
Rights: 
SCCR）に備

えたアフリ

カのグルー

プワークシ

ョップ 

1 1 1  1  1  1 1   1 1 1  1 11 
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開
始
日 

活
動
名 

ア
ル
ジ
ェ
リ
ア 

ア
ン
ゴ
ラ 

ベ
ナ
ン 

ボ
ツ
ワ
ナ 

ブ
ル
キ
ナ
フ
ァ
ソ 

ブ
ル
ン
ジ 

カ
メ
ル
ー
ン 

カ
ー
ボ
ヴ
ェ
ル
デ 

中
央
ア
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ニ
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ザ
ン
ビ
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ン
ジ
バ
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ジ
ン
バ
ブ
エ 

合
計 

11/10/ 
2010 

アフリカ知

的財産機関

（African 
Intellectual 
Property 
Organization
：OAPI）加盟

国の知的財

産権庁長官

向け知的財

産に関する

地域間セミ

ナー 

 1    6  1 1 15 1 1 1 1 1  2 2 1 1   35 

12/10/
2010 

司法官向け

知的財産権

の尊重強化

に関する全

国会議 

         1 1   2 

5/26/ 
2011 

東アフリカ

共同体

（EAC）加盟

国における

知的財産の

戦略的使用

に関する準

地域フォー

ラム 

    30     2 2   34 
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開
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活
動
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ワ
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ザ
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サ
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ダ
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ー
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チ
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ニ
ジ
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ウ
ガ
ン
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タ
ン
ザ
ニ
ア 

ザ
ン
ビ
ア 

ザ
ン
ジ
バ
ル 

ジ
ン
バ
ブ
エ 

合
計 

9/26/ 
2011 

カーボベル

デ共和国代

表団による

WIPO 本部訪

問 

      2     2 

10/17/
2011 

特許出願書

類作成に関

する WIPO-
アフリカ広

域知的財産

機関（African 
Regional 
Intellectual 
Property 
Organization: 
ARIPO）地域

ワークショ

ップと 2 ヶ月

間の通信講

座 

  1     1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 17 

10/18/
2011 

中部アフリ

カ経済通貨

共同体

（CEMAC）
における知

的財産の戦

略的役割に

     1  4 1 1 1     8 
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開
始
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活
動
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ア
ル
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ゴ
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ボ
ツ
ワ
ナ 

ブ
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ボ
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ソ
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ザ
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サ
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ダ
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ジ
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ウ
ガ
ン
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タ
ン
ザ
ニ
ア 

ザ
ン
ビ
ア 

ザ
ン
ジ
バ
ル 

ジ
ン
バ
ブ
エ 

合
計 

関する準地

域フォーラ

ム 

10/25/
2011 

東南部アフ

リカ市場共

同体

（Common 
Market for 
Eastern and 
Southern 
Africa: 
COMESA）の

高官 3 人によ

る WIPO 本部

訪問視察 

         3   3 

11/9/ 
2011 

アフリカ知

的財産機関

（OAPI）加盟

国及びその

他のアフリ

カ国家の行

政官向け知

的財産分野

 1  1 1 1  1 1 2 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1   20 
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開
始
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活
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ボ
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ボ
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ザ
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ダ
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ガ
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タ
ン
ザ
ニ
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ザ
ン
ビ
ア 

ザ
ン
ジ
バ
ル 

ジ
ン
バ
ブ
エ 

合
計 

に関する地

域育成セミ

ナー 

11/14/
2011 

アフリカ広

域知的財産

機関（African 
Regional 
Industrial 
Property 
Organization
：ARIPO）加

盟国の工業

所有権庁長

官・幹部職員

向け地域間

セミナー 

1  1  1   0 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 21 

11/28/
2011 

知的財産に

関する時事

的問題につ

いての

WIPO・

ARIPO 円卓

1  1  1   1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 
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開
始
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活
動
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ア
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リ
ア 

ア
ン
ゴ
ラ 

ベ
ナ
ン 

ボ
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ソ
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ザ
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ダ
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タ
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ザ
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ザ
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ビ
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ザ
ン
ジ
バ
ル 

ジ
ン
バ
ブ
エ 

合
計 

会議＋

ARIPO 審議

会＋ARIPO
閣僚会議 

12/12/
2011 

第 51 回アフ

リカ知的財

産機関

（OAPI）実行

委員会通常

セッション

への参加 

 1   1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1   1 1 1 1 1   17 

2/12/ 
2012 

 知的財産と

知的財産と

遺伝資源、伝

統的知識及

びフォーク

ロア（Genetic 
Resources, 
Traditional 
Knowledge 
and Folklore: 
GRTKF）に関

する国際地

質学会議

（Internationa
l Geological 
Congress: 

1      1  1   1 1 1 1 1 1  1 10 
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ボ
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ザ
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ダ
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ザ
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ビ
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ザ
ン
ジ
バ
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ジ
ン
バ
ブ
エ 

合
計 

IGC）に備え

た第 20 回ア

フリカグル

ープワーク

ショップ 
3/27/ 
2012 

西アフリカ

経済通貨同

盟（UEMOA）

における知

的財産権の

経済・社会的

な影響に関

する司法・行

政関係者向

けセミナー 

            

4/16/ 
2012 

第 7 回インタ

ーGI（Inter GI 
2012）国際研

修 

       1   1   2 

4/17/ 
2012 

ポルトガル

を公用語に

するアフリ

カ国家

（PALOPS）
向けの知的

財産フォー

2      2 2   2 40   48 
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開
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活
動
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ボ
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ダ
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ザ
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ビ
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ジ
バ
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ジ
ン
バ
ブ
エ 

合
計 

ラム 

7/10/ 
2012 

商標審査官

向け分類基

準に関する

研修プログ

ラム 

  1     1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 15 

10/8/ 
2012 

ブルンジ・マ

ダガスカル

当局・調査員

向けバマコ

訪問研修 

    4   2     6 
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開
始
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活
動
名 

ア
ル
ジ
ェ
リ
ア 

ア
ン
ゴ
ラ 

ベ
ナ
ン 

ボ
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ダ
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タ
ン
ザ
ニ
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ザ
ン
ビ
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ザ
ン
ジ
バ
ル 

ジ
ン
バ
ブ
エ 

合
計 

10/22/
2012 

アフリカ知

的財産機関

（African 
Intellectual 
Property 
Organization
：OAPI）加盟

国・フランス

語圏諸国向

け知的財産

権の尊重強

化に対する

裁判官の認

識を高める

ための小地

域セミナー 

 2  2 2 2  2 2 2 4 2 2 2 2 6 2  2 2 2 2 2 2   46 

12/11/
2012 

中部アフリ

カ経済通貨

共同体

（Communaut
é Économique 
et Monétaire 
de l'Afrique 
Centrale：
CEMAC）加

盟国の出身

者向け産

     20  3 3 6 3   1   36 
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開
始
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活
動
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ゴ
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ボ
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ソ
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モ
ー
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モ
ザ
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ミ
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ダ
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ト
ー
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チ
ュ
ニ
ジ
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ウ
ガ
ン
ダ 

タ
ン
ザ
ニ
ア 

ザ
ン
ビ
ア 

ザ
ン
ジ
バ
ル 

ジ
ン
バ
ブ
エ 

合
計 

業・創造産業

に関する小

地域研修セ

ミナー 
出典：WIPO による技術支援データベースを基に作成95 

                                                  
95 WIPO. “Technical Assistance Database”. www.wipo.int/tad/en/ ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 

http://www.wipo.int/tad/en/
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国別参加者数（アラブ局） 

開
始
日 

活
動
名 

ア
ル
ジ
ェ
リ
ア 

ア
ン
ゴ
ラ 

バ
ー
レ
ー
ン 

ブ
ル
キ
ナ
フ
ァ
ソ 

ブ
ル
ン
ジ 

カ
メ
ル
ー
ン 

コ
ン
ゴ 

ジ
ブ
チ 

エ
ジ
プ
ト 

ギ
ニ
ア 

イ
ラ
ク 

コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー
ル 

ヨ
ル
ダ
ン 

ケ
ニ
ア 

ク
ウ
ェ
ー
ト 

レ
バ
ノ
ン 

リ
ビ
ア 

モ
ー
リ
タ
ニ
ア 

モ
ロ
ッ
コ 

ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア 

オ
マ
ー
ン 

パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
政
府 

カ
タ
ー
ル 

ル
ワ
ン
ダ 

サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア 

セ
ネ
ガ
ル 

ス
ー
ダ
ン 

シ
リ
ア 

ト
ー
ゴ 

チ
ュ
ニ
ジ
ア 

ウ
ガ
ン
ダ 

ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦 

タ
ン
ザ
ニ
ア 

イ
エ
メ
ン 

ザ
ン
ビ
ア 

合
計 

3/2/ 
2010 

文章・画像ベー

スの作品の権利

の集中管理に関

する地域セミナ

ー 

1  1  2 1 1 1 3 2 1 2  15 

3/17/ 
2010 

KIPO・アラブ連

盟：League of 
Arab States：
LAS）共催の知的

財産の戦略的活

用に関するアラ

ブ地域シンポジ

ウム 

2  2  2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 2 2  28 

4/25/ 
2010 

知的財産に関す

る全国セミナ

ー：社会・経済・

文化開発のため

の戦略 

1    1  1  3 

5/18/ 
2010 

ヨルダン司法関

係者向け特別ワ

ークショップ 
    1 3    4 

6/29/ 
2010 

工業意匠の国際

保護に関するア
1  1  1 1 1 1 1 1 1 1  0  10 
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開
始
日 

活
動
名 

ア
ル
ジ
ェ
リ
ア 

ア
ン
ゴ
ラ 

バ
ー
レ
ー
ン 

ブ
ル
キ
ナ
フ
ァ
ソ 

ブ
ル
ン
ジ 

カ
メ
ル
ー
ン 

コ
ン
ゴ 

ジ
ブ
チ 

エ
ジ
プ
ト 

ギ
ニ
ア 

イ
ラ
ク 

コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー
ル 

ヨ
ル
ダ
ン 

ケ
ニ
ア 

ク
ウ
ェ
ー
ト 

レ
バ
ノ
ン 

リ
ビ
ア 

モ
ー
リ
タ
ニ
ア 

モ
ロ
ッ
コ 

ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア 

オ
マ
ー
ン 

パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
政
府 

カ
タ
ー
ル 

ル
ワ
ン
ダ 

サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア 

セ
ネ
ガ
ル 

ス
ー
ダ
ン 

シ
リ
ア 

ト
ー
ゴ 

チ
ュ
ニ
ジ
ア 

ウ
ガ
ン
ダ 

ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦 

タ
ン
ザ
ニ
ア 

イ
エ
メ
ン 

ザ
ン
ビ
ア 

合
計 

ラブ地域セミナ

ー（チュニジア） 
7/5/ 
2010 

WIPO-アラブ諸

国連合（League 
of Arab States: 
LAS）共催の知的

財産への情報技

術の使用に関す

るワークショッ

プ 

2  2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  38 

10/25/ 
2011 

工業意匠保護の

重要性に関する

アラブ地域シン

ポジウム 

2  2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  38 

12/12/ 
2011 

WIPO/IDB（イス

ラム開発銀行: 
Islamic 
Development 
Bank ）共催のイ

ノベーションと

知的財産の管理

及び成功する技

術供与に関する

ワークショッ

プ：アラブ地域

における富の創

造 

2  2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2  38 
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開
始
日 

活
動
名 

ア
ル
ジ
ェ
リ
ア 

ア
ン
ゴ
ラ 

バ
ー
レ
ー
ン 

ブ
ル
キ
ナ
フ
ァ
ソ 

ブ
ル
ン
ジ 

カ
メ
ル
ー
ン 

コ
ン
ゴ 

ジ
ブ
チ 

エ
ジ
プ
ト 

ギ
ニ
ア 

イ
ラ
ク 

コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー
ル 

ヨ
ル
ダ
ン 

ケ
ニ
ア 

ク
ウ
ェ
ー
ト 

レ
バ
ノ
ン 

リ
ビ
ア 

モ
ー
リ
タ
ニ
ア 

モ
ロ
ッ
コ 

ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア 

オ
マ
ー
ン 

パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
政
府 

カ
タ
ー
ル 

ル
ワ
ン
ダ 

サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア 

セ
ネ
ガ
ル 

ス
ー
ダ
ン 

シ
リ
ア 

ト
ー
ゴ 

チ
ュ
ニ
ジ
ア 

ウ
ガ
ン
ダ 

ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦 

タ
ン
ザ
ニ
ア 

イ
エ
メ
ン 

ザ
ン
ビ
ア 

合
計 

12/27 
/2011 

知的財産権エン

フォースメント

に関するワーク

ショップ 

      50  50 

2/14/ 
2012 

医薬品分野の発

明の保護に関す

る準地域ワーク

ショップ 

  2  2   2 2 2 2  12 

3/13/ 
2012 

医薬品セクタの

発明保護に関す

る準地域ワーク

ショップ：特

許・未公開情

報・健康政策 

  2  2   2 2 0 2  10 

11/12/ 
2012 

経済発展のため

のイノベーショ

ンと実用化に関

する地域ワーク

ショップ 

    4    4 

11/12/ 
2012 

知的財産への尊

重を培うための

準地域的ワーク

ショップ 

  4  4   0 4 4 4  20 

11/13/ 
2012 

サハラ以南アフ

リカ（Sub 
Saharan Africa：

 1  1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 15 
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開
始
日 

活
動
名 

ア
ル
ジ
ェ
リ
ア 

ア
ン
ゴ
ラ 

バ
ー
レ
ー
ン 

ブ
ル
キ
ナ
フ
ァ
ソ 

ブ
ル
ン
ジ 

カ
メ
ル
ー
ン 

コ
ン
ゴ 

ジ
ブ
チ 

エ
ジ
プ
ト 

ギ
ニ
ア 

イ
ラ
ク 

コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー
ル 

ヨ
ル
ダ
ン 

ケ
ニ
ア 

ク
ウ
ェ
ー
ト 

レ
バ
ノ
ン 

リ
ビ
ア 

モ
ー
リ
タ
ニ
ア 

モ
ロ
ッ
コ 

ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア 

オ
マ
ー
ン 

パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
政
府 

カ
タ
ー
ル 

ル
ワ
ン
ダ 

サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア 

セ
ネ
ガ
ル 

ス
ー
ダ
ン 

シ
リ
ア 

ト
ー
ゴ 

チ
ュ
ニ
ジ
ア 

ウ
ガ
ン
ダ 

ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦 

タ
ン
ザ
ニ
ア 

イ
エ
メ
ン 

ザ
ン
ビ
ア 

合
計 

SSA）地域の参加

国における地域

開発のためのイ

ノベーション・

知的財産権の活

用に関するセミ

ナー 
11/18/ 
2012 

ヨルダン産業財

産保護局での商

標登録手続きに

関するイエメン

産業財産保護局

職員向け訪問研

修 

    0   3  3 

11/26/ 
2012 

アラブ産業財産

庁向け地域 IT ワ

ークショップ 
2  2  4 2 2 2 2  2 2 2 6 2 2 2 0 2  36 

出典：WIPO による技術支援データベースを基に作成96 

                                                  
96 WIPO. “Technical Assistance Database”. www.wipo.int/tad/en/ ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 

http://www.wipo.int/tad/en/


 
各国の開発途上国に対する人材育成支援活動に関する調査研究 

226 
 

 
国別参加者数（アジア局） 
開
始
日 

活
動
名 

ス
リ
ラ
ン
カ 

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン

バ
ン
グ
ラ
デ
ィ
ッ
シ
ュ 

ブ
ー
タ
ン 

ブ
ラ
ジ
ル 

ブ
ル
ネ
イ 

カ
ン
ボ
ジ
ア 

カ
メ
ル
ー
ン 

中
国 

ク
ッ
ク
諸
島 

コ
ス
タ
リ
カ 

北
朝
鮮 

ド
ミ
ニ
カ
共
和
国

エ
ジ
プ
ト 

エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル

フ
ィ
ジ
ー 

グ
ア
テ
マ
ラ 

ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス 

イ
ン
ド 

イ
ン
ド
ネ
シ
ア 

イ
ラ
ン 

キ
リ
バ
ス 

ラ
オ
ス 

マ
レ
ー
シ
ア 

モ
ル
デ
ィ
ブ 

マ
ー
シ
ャ
ル
諸
島

モ
ン
ゴ
ル 

モ
ロ
ッ
コ 

モ
ザ
ン
ビ
ー
ク 

ミ
ャ
ン
マ
ー 

ナ
ウ
ル 

ネ
パ
ー
ル 

ニ
カ
ラ
グ
ア 

ニ
ウ
エ 

パ
キ
ス
タ
ン 

パ
ナ
マ 

パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア 

ペ
ル
ー 

フ
ィ
リ
ピ
ン 

ポ
ー
ラ
ン
ド 

韓
国 

サ
モ
ア 

セ
ー
シ
ェ
ル 

セ
ネ
ガ
ル 

シ
エ
ラ
レ
オ
ネ 

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル 

ソ
ロ
モ
ン
諸
島 

南
ア
フ
リ
カ 

タ
イ 

ト
ン
ガ 

ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦 

ス
リ
ラ
ン
カ 

合
計 

3/25/ 
2010 

経済成長に

つながる科

学・ビジネス

における女

性によるイ

ノベーショ

ン及び創作

性に関する

国際会議（ワ

ルシャワ）

1      1 1   1 0   4 

8/31/ 
2010 

知的財産教

育・研修・研

究に関する

小地域シン

ポジウム 

      1 2 1 1    1 1 1 1 1   10 

9/16/ 
2010 

知的財産庁

グローバル

シンポジウ

ム 

      1 1    1   3 

10/4/ 
2010 

知的財産と

グリーン成

長に関する

アジア太平

洋地域フォ

2 2    2  2 1 2 2 1 2 2   1 2 2 1 2 1 2  2 31 
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開
始
日 

活
動
名 

ス
リ
ラ
ン
カ 

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン 

バ
ン
グ
ラ
デ
ィ
ッ
シ
ュ

ブ
ー
タ
ン 

ブ
ラ
ジ
ル 

ブ
ル
ネ
イ 

カ
ン
ボ
ジ
ア 

カ
メ
ル
ー
ン 

中
国 

ク
ッ
ク
諸
島 

コ
ス
タ
リ
カ 

北
朝
鮮 

ド
ミ
ニ
カ
共
和
国 

エ
ジ
プ
ト 

エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル 

フ
ィ
ジ
ー 

グ
ア
テ
マ
ラ 

ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス 

イ
ン
ド 

イ
ン
ド
ネ
シ
ア 

イ
ラ
ン 

キ
リ
バ
ス 

ラ
オ
ス 

マ
レ
ー
シ
ア 

モ
ル
デ
ィ
ブ 

マ
ー
シ
ャ
ル
諸
島 

モ
ン
ゴ
ル 

モ
ロ
ッ
コ 

モ
ザ
ン
ビ
ー
ク 

ミ
ャ
ン
マ
ー 

ナ
ウ
ル 

ネ
パ
ー
ル 

ニ
カ
ラ
グ
ア 

ニ
ウ
エ 

パ
キ
ス
タ
ン 

パ
ナ
マ 

パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア

ペ
ル
ー 

フ
ィ
リ
ピ
ン 

ポ
ー
ラ
ン
ド 

韓
国 

サ
モ
ア 

セ
ー
シ
ェ
ル 

セ
ネ
ガ
ル 

シ
エ
ラ
レ
オ
ネ 

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル 

ソ
ロ
モ
ン
諸
島 

南
ア
フ
リ
カ 

タ
イ 

ト
ン
ガ 

ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦 

ス
リ
ラ
ン
カ 

合
計 

ーラム 
10/6/ 
2010 

国家知的財

産戦略と開

発に関する

アジア太平

洋地域セミ

ナー 

2 2    2  2 1 2 2 2 2 2 1 2   1 2 1 2 1 2  2 33 

11/18 
/2010 

国際著作権

フォーラ

ム・国際著作

権博覧会 

      1    1 1  1 4 

11/29/ 
2010 

フィリピン

及びベトナ

ムの商標庁

職員向けマ

ドリッド協

定、ニース・

ウィーン分

類制度に関

する研修プ

ログラム 

         5  6 11 

4/1/ 
2011 

知的財産専

門政府職員

向け 6 ヶ月間

の研究調査

フェローシ

    1  1 1      3 
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開
始
日 

活
動
名 

ス
リ
ラ
ン
カ 

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン 

バ
ン
グ
ラ
デ
ィ
ッ
シ
ュ

ブ
ー
タ
ン 

ブ
ラ
ジ
ル 

ブ
ル
ネ
イ 

カ
ン
ボ
ジ
ア 

カ
メ
ル
ー
ン 

中
国 

ク
ッ
ク
諸
島 

コ
ス
タ
リ
カ 

北
朝
鮮 

ド
ミ
ニ
カ
共
和
国 

エ
ジ
プ
ト 

エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル 

フ
ィ
ジ
ー 

グ
ア
テ
マ
ラ 

ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス 

イ
ン
ド 

イ
ン
ド
ネ
シ
ア 

イ
ラ
ン 

キ
リ
バ
ス 

ラ
オ
ス 

マ
レ
ー
シ
ア 

モ
ル
デ
ィ
ブ 

マ
ー
シ
ャ
ル
諸
島 

モ
ン
ゴ
ル 

モ
ロ
ッ
コ 

モ
ザ
ン
ビ
ー
ク 

ミ
ャ
ン
マ
ー 

ナ
ウ
ル 

ネ
パ
ー
ル 

ニ
カ
ラ
グ
ア 

ニ
ウ
エ 

パ
キ
ス
タ
ン 

パ
ナ
マ 

パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア

ペ
ル
ー 

フ
ィ
リ
ピ
ン 

ポ
ー
ラ
ン
ド 

韓
国 

サ
モ
ア 

セ
ー
シ
ェ
ル 

セ
ネ
ガ
ル 

シ
エ
ラ
レ
オ
ネ 

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル 

ソ
ロ
モ
ン
諸
島 

南
ア
フ
リ
カ 

タ
イ 

ト
ン
ガ 

ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦 

ス
リ
ラ
ン
カ 

合
計 

ップ（東京）

7/24/ 
2011 

成果重視の

知的財産活

動計画の作

成と実施に

関する小地

域セミナ

ー：ASEAN 
知的財産協

力作業部会

（ ASEAN 
WORKING 
GROUP ON 
IP 
COOPERATI
ON：

AWGIPC）と

の 1 日間協議

   3 3  3 3 3    1 4 2 3  3 28 

9/22/ 
2011 

知的財産庁

の上級職員

向けの WIPO
本部訪問 

3         3   6 

10/17/ 
2011 

工業所有権

の審査に関

する研修コ

ース（中級/
上級プログ

  1    2 3 2    2 3  3 16 
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開
始
日 

活
動
名 

ス
リ
ラ
ン
カ 

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン 

バ
ン
グ
ラ
デ
ィ
ッ
シ
ュ

ブ
ー
タ
ン 

ブ
ラ
ジ
ル 

ブ
ル
ネ
イ 

カ
ン
ボ
ジ
ア 

カ
メ
ル
ー
ン 

中
国 

ク
ッ
ク
諸
島 

コ
ス
タ
リ
カ 

北
朝
鮮 

ド
ミ
ニ
カ
共
和
国 

エ
ジ
プ
ト 

エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル 

フ
ィ
ジ
ー 

グ
ア
テ
マ
ラ 

ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス 

イ
ン
ド 

イ
ン
ド
ネ
シ
ア 

イ
ラ
ン 

キ
リ
バ
ス 

ラ
オ
ス 

マ
レ
ー
シ
ア 

モ
ル
デ
ィ
ブ 

マ
ー
シ
ャ
ル
諸
島 

モ
ン
ゴ
ル 

モ
ロ
ッ
コ 

モ
ザ
ン
ビ
ー
ク 

ミ
ャ
ン
マ
ー 

ナ
ウ
ル 

ネ
パ
ー
ル 

ニ
カ
ラ
グ
ア 

ニ
ウ
エ 

パ
キ
ス
タ
ン 

パ
ナ
マ 

パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア

ペ
ル
ー 

フ
ィ
リ
ピ
ン 

ポ
ー
ラ
ン
ド 

韓
国 

サ
モ
ア 

セ
ー
シ
ェ
ル 

セ
ネ
ガ
ル 

シ
エ
ラ
レ
オ
ネ 

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル 

ソ
ロ
モ
ン
諸
島 

南
ア
フ
リ
カ 

タ
イ 

ト
ン
ガ 

ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦 

ス
リ
ラ
ン
カ 

合
計 

ラム:東京）

10/17/ 
2011 

地理的表示

に関する研

修ワークシ

ョップ 

1       1 1    4 1  1 9 

10/17/ 
2011 

工業所有権

の審査に関

する研修コ

ース（中級/
上級プログ

ラム） 

            

10/26/ 
2011 

PCT 制度の

効果的使用

に関する地

域ワークシ

ョップ：アジ

ア諸国の経

験 

0       2 2 2 2 2   2  2 14 

11/1/ 
2011 

知的財産庁

での人材育

成に関する

アジア太平

洋地域セミ

ナー：課題と

取り組み 

2 2    2  2 2 2 2 2 2 2   2 2 2 0 2 2  2 32 
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開
始
日 

活
動
名 

ス
リ
ラ
ン
カ 

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン 

バ
ン
グ
ラ
デ
ィ
ッ
シ
ュ

ブ
ー
タ
ン 

ブ
ラ
ジ
ル 

ブ
ル
ネ
イ 

カ
ン
ボ
ジ
ア 

カ
メ
ル
ー
ン 

中
国 

ク
ッ
ク
諸
島 

コ
ス
タ
リ
カ 

北
朝
鮮 

ド
ミ
ニ
カ
共
和
国 

エ
ジ
プ
ト 

エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル 

フ
ィ
ジ
ー 

グ
ア
テ
マ
ラ 

ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス 

イ
ン
ド 

イ
ン
ド
ネ
シ
ア 

イ
ラ
ン 

キ
リ
バ
ス 

ラ
オ
ス 

マ
レ
ー
シ
ア 

モ
ル
デ
ィ
ブ 

マ
ー
シ
ャ
ル
諸
島 

モ
ン
ゴ
ル 

モ
ロ
ッ
コ 

モ
ザ
ン
ビ
ー
ク 

ミ
ャ
ン
マ
ー 

ナ
ウ
ル 

ネ
パ
ー
ル 

ニ
カ
ラ
グ
ア 

ニ
ウ
エ 

パ
キ
ス
タ
ン 

パ
ナ
マ 

パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア

ペ
ル
ー 

フ
ィ
リ
ピ
ン 

ポ
ー
ラ
ン
ド 

韓
国 

サ
モ
ア 

セ
ー
シ
ェ
ル 

セ
ネ
ガ
ル 

シ
エ
ラ
レ
オ
ネ 

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル 

ソ
ロ
モ
ン
諸
島 

南
ア
フ
リ
カ 

タ
イ 

ト
ン
ガ 

ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦 

ス
リ
ラ
ン
カ 

合
計 

11/2/ 
2011 

技術移転を

推進する産

学協同に関

する地域フ

ォーラム 

3       3 3 3 3 3 3   3 3 3  0 30 

11/7/ 
2011 

産業財産管

理における

IT 使用に関

する研修コ

ース 

1 1  1  1  1 1 1 1 1   1 1  1 12 

11/9/ 
2011 

国家知的財

産戦略に関

する地域シ

ンポジウム

2 2 1   1  0 2 1 2 2 2 2 2 1 2   1 2 2 1 2 1 2  2 35 

12/5/ 
2011 

植物品種保

護法に関す

るワークシ

ョップ 

    2  2 2 2    2 2 2  2 16 

12/5/ 
2011 

知的財産権

エンフォー

スメントに

関する研修

コース（東

京） 

    1  4 2 1 1   3 3  3 18 
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開
始
日 

活
動
名 

ス
リ
ラ
ン
カ 

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン 

バ
ン
グ
ラ
デ
ィ
ッ
シ
ュ

ブ
ー
タ
ン 

ブ
ラ
ジ
ル 

ブ
ル
ネ
イ 

カ
ン
ボ
ジ
ア 

カ
メ
ル
ー
ン 

中
国 

ク
ッ
ク
諸
島 

コ
ス
タ
リ
カ 

北
朝
鮮 

ド
ミ
ニ
カ
共
和
国 

エ
ジ
プ
ト 

エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル 

フ
ィ
ジ
ー 

グ
ア
テ
マ
ラ 

ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス 

イ
ン
ド 

イ
ン
ド
ネ
シ
ア 

イ
ラ
ン 

キ
リ
バ
ス 

ラ
オ
ス 

マ
レ
ー
シ
ア 

モ
ル
デ
ィ
ブ 

マ
ー
シ
ャ
ル
諸
島 

モ
ン
ゴ
ル 

モ
ロ
ッ
コ 

モ
ザ
ン
ビ
ー
ク 

ミ
ャ
ン
マ
ー 

ナ
ウ
ル 

ネ
パ
ー
ル 

ニ
カ
ラ
グ
ア 

ニ
ウ
エ 

パ
キ
ス
タ
ン 

パ
ナ
マ 

パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア

ペ
ル
ー 

フ
ィ
リ
ピ
ン 

ポ
ー
ラ
ン
ド 

韓
国 

サ
モ
ア 

セ
ー
シ
ェ
ル 

セ
ネ
ガ
ル 

シ
エ
ラ
レ
オ
ネ 

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル 

ソ
ロ
モ
ン
諸
島 

南
ア
フ
リ
カ 

タ
イ 

ト
ン
ガ 

ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦 

ス
リ
ラ
ン
カ 

合
計 

12/8/ 
2011 

国連アジア

太平洋経済

社会委員会

（Economic 
and Social 
Commission 
for Asia and 
the Pacific：
ESCAP）共催

の知的財産

経済学・政策

に関する地

域ワークシ

ョップ 

2 2    1  3 3 2 1 2    1 2 2 0  2 23 

12/15/ 
2011 

アジアの後

発開発途上

国と太平洋

地域向け経

済競争力向

上及び発展

のための知

的財産の使

用に関する

地域ワーク

ショップ 

2 2 0   2  2    2 2 2   14 
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開
始
日 

活
動
名 

ス
リ
ラ
ン
カ 

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン 

バ
ン
グ
ラ
デ
ィ
ッ
シ
ュ

ブ
ー
タ
ン 

ブ
ラ
ジ
ル 

ブ
ル
ネ
イ 

カ
ン
ボ
ジ
ア 

カ
メ
ル
ー
ン 

中
国 

ク
ッ
ク
諸
島 

コ
ス
タ
リ
カ 

北
朝
鮮 

ド
ミ
ニ
カ
共
和
国 

エ
ジ
プ
ト 

エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル 

フ
ィ
ジ
ー 

グ
ア
テ
マ
ラ 

ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス 

イ
ン
ド 

イ
ン
ド
ネ
シ
ア 

イ
ラ
ン 

キ
リ
バ
ス 

ラ
オ
ス 

マ
レ
ー
シ
ア 

モ
ル
デ
ィ
ブ 

マ
ー
シ
ャ
ル
諸
島 

モ
ン
ゴ
ル 

モ
ロ
ッ
コ 

モ
ザ
ン
ビ
ー
ク 

ミ
ャ
ン
マ
ー 

ナ
ウ
ル 

ネ
パ
ー
ル 

ニ
カ
ラ
グ
ア 

ニ
ウ
エ 

パ
キ
ス
タ
ン 

パ
ナ
マ 

パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア

ペ
ル
ー 

フ
ィ
リ
ピ
ン 

ポ
ー
ラ
ン
ド 

韓
国 

サ
モ
ア 

セ
ー
シ
ェ
ル 

セ
ネ
ガ
ル 

シ
エ
ラ
レ
オ
ネ 

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル 

ソ
ロ
モ
ン
諸
島 

南
ア
フ
リ
カ 

タ
イ 

ト
ン
ガ 

ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦 

ス
リ
ラ
ン
カ 

合
計 

1/18/ 
2012 

産業財産の

審査実務に

関する研修

コース（東

京） 

1  1   1  1 1 1 2 1   1 1 1 2 1  2 17 

2/2/ 
2012 

イノベーシ

ョン・企業競

争力・経済成

長の促進に

おける知的

財産庁の役

割に関する

地域会議 

2       1 2 2 2 2   2 2 1 1 1 2  2 22 

2/6/ 
2012 

知的財産管

理及び成果

主義に基づ

く知的財産

庁計画の策

定・実施に関

する研修コ

ース（東京）

2 2      2 2 2 2    2 2 2  2 20 

2/15/ 
2012 

専門的技術

に関する特

許審議官向

け研修コー

ス（光学装

置：東京）

      4 3 3 2    1 2 2  2 19 
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開
始
日 

活
動
名 

ス
リ
ラ
ン
カ 

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン 

バ
ン
グ
ラ
デ
ィ
ッ
シ
ュ

ブ
ー
タ
ン 

ブ
ラ
ジ
ル 

ブ
ル
ネ
イ 

カ
ン
ボ
ジ
ア 

カ
メ
ル
ー
ン 

中
国 

ク
ッ
ク
諸
島 

コ
ス
タ
リ
カ 

北
朝
鮮 

ド
ミ
ニ
カ
共
和
国 

エ
ジ
プ
ト 

エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル 

フ
ィ
ジ
ー 

グ
ア
テ
マ
ラ 

ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス 

イ
ン
ド 

イ
ン
ド
ネ
シ
ア 

イ
ラ
ン 

キ
リ
バ
ス 

ラ
オ
ス 

マ
レ
ー
シ
ア 

モ
ル
デ
ィ
ブ 

マ
ー
シ
ャ
ル
諸
島 

モ
ン
ゴ
ル 

モ
ロ
ッ
コ 

モ
ザ
ン
ビ
ー
ク 

ミ
ャ
ン
マ
ー 

ナ
ウ
ル 

ネ
パ
ー
ル 

ニ
カ
ラ
グ
ア 

ニ
ウ
エ 

パ
キ
ス
タ
ン 

パ
ナ
マ 

パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア

ペ
ル
ー 

フ
ィ
リ
ピ
ン 

ポ
ー
ラ
ン
ド 

韓
国 

サ
モ
ア 

セ
ー
シ
ェ
ル 

セ
ネ
ガ
ル 

シ
エ
ラ
レ
オ
ネ 

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル 

ソ
ロ
モ
ン
諸
島 

南
ア
フ
リ
カ 

タ
イ 

ト
ン
ガ 

ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦 

ス
リ
ラ
ン
カ 

合
計 

2/21/ 
2012 

知的財産教

育・研修に関

する準地域

ワークショ

ップ 

   3 1  1 1 0    1 1 3 1  1 13 

2/23/ 
2012 

専門的技術

に関する特

許審議官向

け研修コー

ス（医薬品：

東京） 

      3 4 2 2    1 2 2  2 18 

2/28/ 
2012 

裁判官向け

知的財産権

エンフォー

スメントに

関する会議

         21 0  21 

4/9/ 
2012 

知的財産専

門政府職員

向け 6 ヶ月間

の研究調査

フェローシ

ップ 

    1     1   2 
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開
始
日 

活
動
名 

ス
リ
ラ
ン
カ 

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン 

バ
ン
グ
ラ
デ
ィ
ッ
シ
ュ

ブ
ー
タ
ン 

ブ
ラ
ジ
ル 

ブ
ル
ネ
イ 

カ
ン
ボ
ジ
ア 

カ
メ
ル
ー
ン 

中
国 

ク
ッ
ク
諸
島 

コ
ス
タ
リ
カ 

北
朝
鮮 

ド
ミ
ニ
カ
共
和
国 

エ
ジ
プ
ト 

エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル 

フ
ィ
ジ
ー 

グ
ア
テ
マ
ラ 

ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス 

イ
ン
ド 

イ
ン
ド
ネ
シ
ア 

イ
ラ
ン 

キ
リ
バ
ス 

ラ
オ
ス 

マ
レ
ー
シ
ア 

モ
ル
デ
ィ
ブ 

マ
ー
シ
ャ
ル
諸
島 

モ
ン
ゴ
ル 

モ
ロ
ッ
コ 

モ
ザ
ン
ビ
ー
ク 

ミ
ャ
ン
マ
ー 

ナ
ウ
ル 

ネ
パ
ー
ル 

ニ
カ
ラ
グ
ア 

ニ
ウ
エ 

パ
キ
ス
タ
ン 

パ
ナ
マ 

パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア

ペ
ル
ー 

フ
ィ
リ
ピ
ン 

ポ
ー
ラ
ン
ド 

韓
国 

サ
モ
ア 

セ
ー
シ
ェ
ル 

セ
ネ
ガ
ル 

シ
エ
ラ
レ
オ
ネ 

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル 

ソ
ロ
モ
ン
諸
島 

南
ア
フ
リ
カ 

タ
イ 

ト
ン
ガ 

ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦 

ス
リ
ラ
ン
カ 

合
計 

5/29/ 
2012 

知的財産と

環境上適正

な技術

（ Environm
entally Sound 
Technologies
：ESTs）に関

する地域フ

ォーラム 

40 3      3 3 3 3 3    3 3 3  3 70 

7/9/ 
2012 

知的財産と

スポーツに

関する小地

域セミナー

      0 1 1 1 1    1 1   6 

8/30/ 
2012 

立法・経済・

政策に関す

る地域セミ

ナー 

1 1      2 2 2 1 40 1   1 2 0 2  2 57 

9/3/ 
2012 

立法・経済・

政策に関す

る地域セミ

ナー 

1 1      2 2 2 1 40 1   1 2 2  2 57 
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開
始
日 

活
動
名 

ス
リ
ラ
ン
カ 

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン 

バ
ン
グ
ラ
デ
ィ
ッ
シ
ュ

ブ
ー
タ
ン 

ブ
ラ
ジ
ル 

ブ
ル
ネ
イ 

カ
ン
ボ
ジ
ア 

カ
メ
ル
ー
ン 

中
国 

ク
ッ
ク
諸
島 

コ
ス
タ
リ
カ 

北
朝
鮮 

ド
ミ
ニ
カ
共
和
国 

エ
ジ
プ
ト 

エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル 

フ
ィ
ジ
ー 

グ
ア
テ
マ
ラ 

ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス 

イ
ン
ド 

イ
ン
ド
ネ
シ
ア 

イ
ラ
ン 

キ
リ
バ
ス 

ラ
オ
ス 

マ
レ
ー
シ
ア 

モ
ル
デ
ィ
ブ 

マ
ー
シ
ャ
ル
諸
島 

モ
ン
ゴ
ル 

モ
ロ
ッ
コ 

モ
ザ
ン
ビ
ー
ク 

ミ
ャ
ン
マ
ー 

ナ
ウ
ル 

ネ
パ
ー
ル 

ニ
カ
ラ
グ
ア 

ニ
ウ
エ 

パ
キ
ス
タ
ン 

パ
ナ
マ 

パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア

ペ
ル
ー 

フ
ィ
リ
ピ
ン 

ポ
ー
ラ
ン
ド 

韓
国 

サ
モ
ア 

セ
ー
シ
ェ
ル 

セ
ネ
ガ
ル 

シ
エ
ラ
レ
オ
ネ 

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル 

ソ
ロ
モ
ン
諸
島 

南
ア
フ
リ
カ 

タ
イ 

ト
ン
ガ 

ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦 

ス
リ
ラ
ン
カ 

合
計 

9/6/ 
2012 

他国の知的

財産庁の特

許審査結果

を効果的に

活用するた

めの IT イン

フラ設立に

関するアジ

ア準地域ワ

ークショッ

プ 

   1 1  1 1 1    1 1 1 1  1 10 

10/22/ 
2012 

産業財産の

審査に関す

る研修コー

ス（中級/上級

プログラム、

2012 年 10 月

22日～11月2
日：東京）

  1    2 3 2    2 3  3 16 

11/5/ 
2012 

知的財産権

エンフォー

スメントに

関する研修

コース（東

京） 

    2  3 1 2 2  1  2 1 2  2 18 
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開
始
日 

活
動
名 

ス
リ
ラ
ン
カ 

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン 

バ
ン
グ
ラ
デ
ィ
ッ
シ
ュ

ブ
ー
タ
ン 

ブ
ラ
ジ
ル 

ブ
ル
ネ
イ 

カ
ン
ボ
ジ
ア 

カ
メ
ル
ー
ン 

中
国 

ク
ッ
ク
諸
島 

コ
ス
タ
リ
カ 

北
朝
鮮 

ド
ミ
ニ
カ
共
和
国 

エ
ジ
プ
ト 

エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル 

フ
ィ
ジ
ー 

グ
ア
テ
マ
ラ 

ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス 

イ
ン
ド 

イ
ン
ド
ネ
シ
ア 

イ
ラ
ン 

キ
リ
バ
ス 

ラ
オ
ス 

マ
レ
ー
シ
ア 

モ
ル
デ
ィ
ブ 

マ
ー
シ
ャ
ル
諸
島 

モ
ン
ゴ
ル 

モ
ロ
ッ
コ 

モ
ザ
ン
ビ
ー
ク 

ミ
ャ
ン
マ
ー 

ナ
ウ
ル 

ネ
パ
ー
ル 

ニ
カ
ラ
グ
ア 

ニ
ウ
エ 

パ
キ
ス
タ
ン 

パ
ナ
マ 

パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア

ペ
ル
ー 

フ
ィ
リ
ピ
ン 

ポ
ー
ラ
ン
ド 

韓
国 

サ
モ
ア 

セ
ー
シ
ェ
ル 

セ
ネ
ガ
ル 

シ
エ
ラ
レ
オ
ネ 

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル 

ソ
ロ
モ
ン
諸
島 

南
ア
フ
リ
カ 

タ
イ 

ト
ン
ガ 

ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦 

ス
リ
ラ
ン
カ 

合
計 

11/12/ 
2012 

工業意匠の

保護・国際登

録制度に関

する地域セ

ミナー 

1 1 1 1  1 1  0 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1  1 23 

出典：WIPO による技術支援データベースを基に作成97 

                                                  
97 WIPO. “Technical Assistance Database”. www.wipo.int/tad/en/ ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 

http://www.wipo.int/tad/en/
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国別参加者数（ラテンアメリカ・カリブ局） 

開
始
日 

活
動
名 

ア
ン
テ
ィ
グ
ア
・
バ
ー
ブ
ー
ダ 

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン 

バ
ル
バ
ド
ス 

ベ
リ
ー
ズ 

ボ
リ
ビ
ア 

バ
ハ
マ 

ブ
ラ
ジ
ル 

チ
リ 

コ
ロ
ン
ビ
ア 

コ
ス
タ
リ
カ 

キ
ュ
ー
バ 

ド
ミ
ニ
カ
共
和
国 

エ
ク
ア
ド
ル 

エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル 

グ
レ
ナ
ダ 

グ
ア
テ
マ
ラ 

ガ
イ
ア
ナ 

ハ
イ
チ 

ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス 

ジ
ャ
マ
イ
カ 

メ
キ
シ
コ 

ニ
カ
ラ
グ
ア 

パ
ナ
マ 

パ
ラ
グ
ア
イ 

ペ
ル
ー 

セ
ン
ト
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ネ
ー
ヴ
ィ
ス 

セ
ン
ト
ル
シ
ア 

セ
ン
ト
ビ
ン
セ
ン
ト
及
び
グ
レ
ナ
デ
ィ
ー
ン
諸
島 

セ
ン
ト
ル
シ
ア 

ス
リ
ナ
ム 

ト
リ
ニ
ダ
ー
ド
・
ト
バ
ゴ 

ウ
ル
グ
ア
イ 

ベ
ネ
ズ
エ
ラ 

ア
ン
テ
ィ
グ
ア
・
バ
ー
ブ
ー
ダ 

合
計 

10/19/ 
2010 

イノベーション促

進・技術移転・成功

する技術ライセン

ス供与（Successful 
Technology 
Licensing：STL）に

関する地域ワーク

ショップ 

   1 1 1 1  1 20  25 

2/10/ 
2011 

競争力強化ツール

としての知的財産

及びコンピュータ

ソフトウエアに関

するフォーラム 

 1  1 0   1 1  4 
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開
始
日 

活
動
名 

ア
ン
テ
ィ
グ
ア
・
バ
ー
ブ
ー
ダ 

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン 

バ
ル
バ
ド
ス 

ベ
リ
ー
ズ 

ボ
リ
ビ
ア 

バ
ハ
マ 

ブ
ラ
ジ
ル 

チ
リ 

コ
ロ
ン
ビ
ア 

コ
ス
タ
リ
カ 

キ
ュ
ー
バ 

ド
ミ
ニ
カ
共
和
国 

エ
ク
ア
ド
ル 

エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル 

グ
レ
ナ
ダ 

グ
ア
テ
マ
ラ 

ガ
イ
ア
ナ 

ハ
イ
チ 

ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス 

ジ
ャ
マ
イ
カ 

メ
キ
シ
コ 

ニ
カ
ラ
グ
ア 

パ
ナ
マ 

パ
ラ
グ
ア
イ 

ペ
ル
ー 

セ
ン
ト
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ネ
ー
ヴ
ィ
ス 

セ
ン
ト
ル
シ
ア 

セ
ン
ト
ビ
ン
セ
ン
ト
及
び
グ
レ
ナ
デ
ィ
ー
ン
諸
島 

セ
ン
ト
ル
シ
ア 

ス
リ
ナ
ム 

ト
リ
ニ
ダ
ー
ド
・
ト
バ
ゴ 

ウ
ル
グ
ア
イ 

ベ
ネ
ズ
エ
ラ 

ア
ン
テ
ィ
グ
ア
・
バ
ー
ブ
ー
ダ 

合
計 

3/17/ 
2011 

企業開発を推進す

る政策・戦略におけ

る地理的表示・その

他の識別性表示

（Distinctive Signs）
の活用に関するセ

ミナー 

   1 1 60  2 2 1  67 

4/19/ 
2011 

知的財産とスポー

ツに関するセミナ

ー 
  2 2  2 0 2  8 

8/25/ 
2011 

裁判官向け知的財

産のエンフォース

メントに関する地

域フォーラム 

   2 2 1 0  1 1 1  8 

9/26/ 
2011 

ラテンアメリカ・カ

リブ（LAC ）諸国

の政府職員による

WIPO 一般総会への

     1 1 1  3 
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開
始
日 

活
動
名 

ア
ン
テ
ィ
グ
ア
・
バ
ー
ブ
ー
ダ 

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン 

バ
ル
バ
ド
ス 

ベ
リ
ー
ズ 

ボ
リ
ビ
ア 

バ
ハ
マ 

ブ
ラ
ジ
ル 

チ
リ 

コ
ロ
ン
ビ
ア 

コ
ス
タ
リ
カ 

キ
ュ
ー
バ 

ド
ミ
ニ
カ
共
和
国 

エ
ク
ア
ド
ル 

エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル 

グ
レ
ナ
ダ 

グ
ア
テ
マ
ラ 

ガ
イ
ア
ナ 

ハ
イ
チ 

ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス 

ジ
ャ
マ
イ
カ 

メ
キ
シ
コ 

ニ
カ
ラ
グ
ア 

パ
ナ
マ 

パ
ラ
グ
ア
イ 

ペ
ル
ー 

セ
ン
ト
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ネ
ー
ヴ
ィ
ス 

セ
ン
ト
ル
シ
ア 

セ
ン
ト
ビ
ン
セ
ン
ト
及
び
グ
レ
ナ
デ
ィ
ー
ン
諸
島 

セ
ン
ト
ル
シ
ア 

ス
リ
ナ
ム 

ト
リ
ニ
ダ
ー
ド
・
ト
バ
ゴ 

ウ
ル
グ
ア
イ 

ベ
ネ
ズ
エ
ラ 

ア
ン
テ
ィ
グ
ア
・
バ
ー
ブ
ー
ダ 

合
計 

参加支援 

9/29/ 
2011 

国際学術セミナ

ー：イノベーショ

ン・課題・機会 
 1  1 0   1  3 

10/11/ 
2011 

知的財産管理・イノ

ベーションクラス

ターに関する地域

セミナー 

1  3 1 1  1 2 1 1 1 1 0  13 

10/17/ 
2011 

欧州特許庁（EPO）・

スペイン特許商標

庁（OEPM）共催の

ラテンアメリカ諸

国の裁判官・検察官

向け知的財産に関

する地域セミナー 

   1 2 2 1 1 2 1   1 1 1 2 1 5  21 
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開
始
日 

活
動
名 

ア
ン
テ
ィ
グ
ア
・
バ
ー
ブ
ー
ダ 

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン 

バ
ル
バ
ド
ス 

ベ
リ
ー
ズ 

ボ
リ
ビ
ア 

バ
ハ
マ 

ブ
ラ
ジ
ル 

チ
リ 

コ
ロ
ン
ビ
ア 

コ
ス
タ
リ
カ 

キ
ュ
ー
バ 

ド
ミ
ニ
カ
共
和
国 

エ
ク
ア
ド
ル 

エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル 

グ
レ
ナ
ダ 

グ
ア
テ
マ
ラ 

ガ
イ
ア
ナ 

ハ
イ
チ 

ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス 

ジ
ャ
マ
イ
カ 

メ
キ
シ
コ 

ニ
カ
ラ
グ
ア 

パ
ナ
マ 

パ
ラ
グ
ア
イ 

ペ
ル
ー 

セ
ン
ト
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ネ
ー
ヴ
ィ
ス 

セ
ン
ト
ル
シ
ア 

セ
ン
ト
ビ
ン
セ
ン
ト
及
び
グ
レ
ナ
デ
ィ
ー
ン
諸
島 

セ
ン
ト
ル
シ
ア 

ス
リ
ナ
ム 

ト
リ
ニ
ダ
ー
ド
・
ト
バ
ゴ 

ウ
ル
グ
ア
イ 

ベ
ネ
ズ
エ
ラ 

ア
ン
テ
ィ
グ
ア
・
バ
ー
ブ
ー
ダ 

合
計 

10/28/ 
2011 

政策立案者向けイ

ノベーション促進

と技術移転による

開発推進に関する

小地域ハイレベル

セミナー 

   0 1 1 1  1 1 1  6 

11/20/ 
2011 

国家工業所有権局

（National Directory 
of Industrial 
Property ：DNPI）へ

の訪問研修：南北ア

メリカイノベーシ

ョンフォーラムへ

の参加 

 1  1 1   1 0  4 
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開
始
日 

活
動
名 

ア
ン
テ
ィ
グ
ア
・
バ
ー
ブ
ー
ダ 

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン 

バ
ル
バ
ド
ス 

ベ
リ
ー
ズ 

ボ
リ
ビ
ア 

バ
ハ
マ 

ブ
ラ
ジ
ル 

チ
リ 

コ
ロ
ン
ビ
ア 

コ
ス
タ
リ
カ 

キ
ュ
ー
バ 

ド
ミ
ニ
カ
共
和
国 

エ
ク
ア
ド
ル 

エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル 

グ
レ
ナ
ダ 

グ
ア
テ
マ
ラ 

ガ
イ
ア
ナ 

ハ
イ
チ 

ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス 

ジ
ャ
マ
イ
カ 

メ
キ
シ
コ 

ニ
カ
ラ
グ
ア 

パ
ナ
マ 

パ
ラ
グ
ア
イ 

ペ
ル
ー 

セ
ン
ト
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ネ
ー
ヴ
ィ
ス 

セ
ン
ト
ル
シ
ア 

セ
ン
ト
ビ
ン
セ
ン
ト
及
び
グ
レ
ナ
デ
ィ
ー
ン
諸
島 

セ
ン
ト
ル
シ
ア 

ス
リ
ナ
ム 

ト
リ
ニ
ダ
ー
ド
・
ト
バ
ゴ 

ウ
ル
グ
ア
イ 

ベ
ネ
ズ
エ
ラ 

ア
ン
テ
ィ
グ
ア
・
バ
ー
ブ
ー
ダ 

合
計 

11/21/ 
2011 

スペイン特許商標

庁（OEPM）共催の

ラテンアメリカ諸

国の工業所有権庁

向けの戦略的な計

画及び管理に関す

る地域セミナーII 

 2  1 2 2 2 1 1 2 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 24 

2/29/ 
2012 

カリブ海諸国向け

小地域 PCT セミナ

ー 
1  1 1 1 1   1 1 1 1  9 

4/2/ 
2012 

特許ライティン

グ・特許審査に関す

るワークショップ 
  2   2 30  34 

6/11/ 
2012 

セントルシアでの

工業所有権自動化

システム（IPAS）研

修ワークショップ 

  1 1 1   1 0 1  5 
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開
始
日 

活
動
名 

ア
ン
テ
ィ
グ
ア
・
バ
ー
ブ
ー
ダ 

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン 

バ
ル
バ
ド
ス 

ベ
リ
ー
ズ 

ボ
リ
ビ
ア 

バ
ハ
マ 

ブ
ラ
ジ
ル 

チ
リ 

コ
ロ
ン
ビ
ア 

コ
ス
タ
リ
カ 

キ
ュ
ー
バ 

ド
ミ
ニ
カ
共
和
国 

エ
ク
ア
ド
ル 

エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル 

グ
レ
ナ
ダ 

グ
ア
テ
マ
ラ 

ガ
イ
ア
ナ 

ハ
イ
チ 

ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス 

ジ
ャ
マ
イ
カ 

メ
キ
シ
コ 

ニ
カ
ラ
グ
ア 

パ
ナ
マ 

パ
ラ
グ
ア
イ 

ペ
ル
ー 

セ
ン
ト
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ネ
ー
ヴ
ィ
ス 

セ
ン
ト
ル
シ
ア 

セ
ン
ト
ビ
ン
セ
ン
ト
及
び
グ
レ
ナ
デ
ィ
ー
ン
諸
島 

セ
ン
ト
ル
シ
ア 

ス
リ
ナ
ム 

ト
リ
ニ
ダ
ー
ド
・
ト
バ
ゴ 

ウ
ル
グ
ア
イ 

ベ
ネ
ズ
エ
ラ 

ア
ン
テ
ィ
グ
ア
・
バ
ー
ブ
ー
ダ 

合
計 

7/9/ 
2012 

カリブ共同体・共同

市場（Caribbean 
Community and 
Common Market：
CARICOM）・東カ

リブ諸国機構

（Organisation of 
Eastern Caribbean 
States：OECS）共催

欧州共同体・カリブ

海フォーラム

（Caribbean 
Forum：

CARIFORUM）経済

連携協定

（EC-CARIFORUM 
Economic Partnership 
Agreement）のイノ

ベーション・知的財

1  1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1  14 



 
各国の開発途上国に対する人材育成支援活動に関する調査研究 

243 
 

開
始
日 

活
動
名 

ア
ン
テ
ィ
グ
ア
・
バ
ー
ブ
ー
ダ 

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン 

バ
ル
バ
ド
ス 

ベ
リ
ー
ズ 

ボ
リ
ビ
ア 

バ
ハ
マ 

ブ
ラ
ジ
ル 

チ
リ 

コ
ロ
ン
ビ
ア 

コ
ス
タ
リ
カ 

キ
ュ
ー
バ 

ド
ミ
ニ
カ
共
和
国 

エ
ク
ア
ド
ル 

エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル 

グ
レ
ナ
ダ 

グ
ア
テ
マ
ラ 

ガ
イ
ア
ナ 

ハ
イ
チ 

ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス 

ジ
ャ
マ
イ
カ 

メ
キ
シ
コ 

ニ
カ
ラ
グ
ア 

パ
ナ
マ 

パ
ラ
グ
ア
イ 

ペ
ル
ー 

セ
ン
ト
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ネ
ー
ヴ
ィ
ス 

セ
ン
ト
ル
シ
ア 

セ
ン
ト
ビ
ン
セ
ン
ト
及
び
グ
レ
ナ
デ
ィ
ー
ン
諸
島 

セ
ン
ト
ル
シ
ア 

ス
リ
ナ
ム 

ト
リ
ニ
ダ
ー
ド
・
ト
バ
ゴ 

ウ
ル
グ
ア
イ 

ベ
ネ
ズ
エ
ラ 

ア
ン
テ
ィ
グ
ア
・
バ
ー
ブ
ー
ダ 

合
計 

産に関する章の実

施・その他地域プロ

ジェクトに関する

ワークショップ 
10/22/ 
2012 

カリブ海諸国の知

的財産庁商標審査

官向け商標に関す

る研修コース 

2  0 2   2  6 

11/12/ 
2012 

スペイン特許商標

庁（OEPM）共催の

ラテンアメリカ諸

国の工業所有権庁

向け戦略的な計画

及び管理に関する

地域セミナーIII 

 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 4  1 1 1 1 1 1 1  21 

12/10/ 
2012 

欧州特許庁（EPO）・

スペイン特許商標

庁（OEPM）共催の

 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 6  1 1 1 1 1 1 1  23 
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開
始
日 

活
動
名 

ア
ン
テ
ィ
グ
ア
・
バ
ー
ブ
ー
ダ 

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン 

バ
ル
バ
ド
ス 

ベ
リ
ー
ズ 

ボ
リ
ビ
ア 

バ
ハ
マ 

ブ
ラ
ジ
ル 

チ
リ 

コ
ロ
ン
ビ
ア 

コ
ス
タ
リ
カ 

キ
ュ
ー
バ 

ド
ミ
ニ
カ
共
和
国 

エ
ク
ア
ド
ル 

エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル 

グ
レ
ナ
ダ 

グ
ア
テ
マ
ラ 

ガ
イ
ア
ナ 

ハ
イ
チ 

ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス 

ジ
ャ
マ
イ
カ 

メ
キ
シ
コ 

ニ
カ
ラ
グ
ア 

パ
ナ
マ 

パ
ラ
グ
ア
イ 

ペ
ル
ー 

セ
ン
ト
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ネ
ー
ヴ
ィ
ス 

セ
ン
ト
ル
シ
ア 

セ
ン
ト
ビ
ン
セ
ン
ト
及
び
グ
レ
ナ
デ
ィ
ー
ン
諸
島 

セ
ン
ト
ル
シ
ア 

ス
リ
ナ
ム 

ト
リ
ニ
ダ
ー
ド
・
ト
バ
ゴ 

ウ
ル
グ
ア
イ 

ベ
ネ
ズ
エ
ラ 

ア
ン
テ
ィ
グ
ア
・
バ
ー
ブ
ー
ダ 

合
計 

裁判官向け知的財

産に関する地域セ

ミナー 
出典：WIPO による技術支援データベースを基に作成98 

                                                  
98 WIPO. “Technical Assistance Database”. www.wipo.int/tad/en/ ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 

http://www.wipo.int/tad/en/
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2.2 米国 
 
本節では、米国特許商標庁（United States Patent and Trademark Office: USPTO）による人材育

成支援活動について紹介する。 
 
2.2.1 支援機関概要 
 
＜機関概要＞ 
USPTO は、1970 年に設立されており、優秀かつ多様性に富む人材を使って、質が高くタイ

ムリーな特許及び商標を審査し、米国内及び海外の知的財産政策を主導するとともに、世界

に知的財産関連の情報・教育を提供することで、米国内外のイノベーション、競争力、そし

て経済成長を促進することをミッションとしている。このミッションを遂行するべく、

USPTO は、国内外において、知的財産政策を推進し、知的財産の保護及びエンフォースメ

ントを強化するためのリーダーシップを発揮している。USPTO による海外への取り組みと

しては、連邦省庁や国際機関との提携の下に、自由貿易協定やその他の国際協定における知

的財産関連の条項を策定したり、海外政府機関に対してキャパシティビルディングや研修、

技術支援を提供したりするなどの活動が挙げられる。2012 年における職員数は 1 万 1,531
人である99。 
 
USPTO の組織体制は下図の通りとなる。 
 

図表 10 USPTO 組織図 

 
出典：USPTO100 

 
＜支援活動担当部署＞ 
USPTO で人材育成支援活動を担当するのはグローバル知的財産アカデミー（Global 
Intellectual Property Academy: GIPA）である。GIPA は、2006 年に設立されており、米国内及

び海外に対して、知的財産保護、エンフォースメント、知的財産の活用などに関する教育・

研修プログラムを提供している。GIPA 設立以前にも、海外を対象とした人材育成支援は行

われていたが、2005 年に USPTO が公式に人材育成支援を行うことが決まったため、GIPA
が設立されている。2007 年には、海外政府職員に対して研修を提供するための施設も整備

されている101。 
                                                  
99 USPTO, "Performance and Accountability Report fiscal year 2012”. 
http://www.uspto.gov/about/stratplan/ar/USPTOFY2012PAR.pdf ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
100 USPTO, “UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE ORGANIZATION”. 
http://www.uspto.gov/about/bios/uspto_org_chart.pdf ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
101 USPTO, “Training and Education: Global Intellectual Property Academy (GIPA)”. 
http://www.uspto.gov/ip/training/index.jsp ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］、GIPA とのヒアリング 

http://www.uspto.gov/about/stratplan/ar/USPTOFY2012PAR.pdf
http://www.uspto.gov/about/bios/uspto_org_chart.pdf
http://www.uspto.gov/ip/training/index.jsp
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＜他の機関との関係＞ 
USPTO による他機関との連携をみると、米国内では、司法省、国務省、商務省、米国通商

代表部、税関国境警備局、移民税関捜査局など、知的財産関連の活動に従事する連邦省庁と

連携している。また、USPTO は全米知的財産権調整センター（National Intellectual Property 
Rights Coordination Center、通称 IPR Center）102、知的財産エンフォースメント調整官（Office 
of the U.S. Intellectual Property Enforcement Coordinator: IPEC）103などとも密接に提携している。 
 
海外への人材育成支援活動においては、各国に駐在する米国大使館と連携して、参加者を特

定している。具体的には、GIPA が各国の米国大使館に対して、実施を予定している研修プ

ログラムについて連絡し、それぞれの大使館が、当該プログラムに参加するのに適切な海外

政府職員の候補のリストを GIPA に提供している104。 
 
国外機関との連携では、USPTO は、WIPO、世界貿易機構（World Trade Organization: WTO）、

その他の国際・多国籍機関と提携している。例えば、2012 年には中国の北京において、USPTO
職員が、国務省と米国著作権局の代表者と共に、オーディオビジュアルコンテンツの知的財

産権に関する多国籍協定の交渉に参加し、協定を締結することに成功している。WIPO 北京

協定（The WIPO Beijing Treaty on Audiovisual Performances: The Beijing Treaty）と呼ばれるこ

の協定は、俳優、ミュージシャン、ダンサーなどによる知的財産の保護を強化するもので、

このような分野における知的財産の保護レベルを一定水準に保つことを当事国に義務づけ

ており、著作権分野における国際規範としては過去 15 年間で も重要な進捗であると見な

されている。 
 
USPTO はまた、WIPO の著作権及び関連権利に関する常任委員会（WIPO Standing Committee 
on Copyright and Related）に参加し、放送信号の保護や、視覚障害などにより活字への標準

的なアクセスが不可能な人が著作権物にアクセスできるようにするための取り組みを推進

してきた。更に USPTO は、WIPO の知的財産・遺伝資源・伝統的知識・民俗学に関する政

府間委員会（WIPO Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, 
Traditional Knowledge and Folklore）の活動にも積極的に関与し、米国が支持する「義務では

ない公開（no mandatory disclosure）」という選択肢を反映させた上で、委員会メンバーの様々

な提案をまとめている。この他、特許協力条約（PCT）や標章の国際登録に関するマドリッ

ド協定議定書（Madrid Protocol Concerning the International Registration of Marks）WIPO に基

づく出願サービスの向上に向けた取り組みにも注力している105。 
 
2.2.2 支援活動状況 
 
連邦政府による知的財産関連の研修及び技術支援をまとめたグローバル知的財産教育デー

タベース（Global Intellectual Property Education Database http://usipr.uspto.gov/）によると、2010
年 10 月から 2012 年 11 月にかけて USPTO が国外を対象に実施した支援活動数は 197 件に

上る。以下、これらの活動の詳細について説明する。 
 
（1） 支援対象国 
 
USPTO による支援活動の対象国を、①調査対象国・地域等及び先進国、②途上国、③調査

                                                  
102 2000 年 2 月に設立された省庁横断型の組織で、知的財産に関する刑法のエンフォースメントに携わる主

要な捜査当局をタスクフォースの形で一堂に会し、各局が有するリソースやスキル、権限を効率的・効果

的に活用することで、知的財産犯罪に包括的に対応している。 
103 2008 年に成立した PRO-IP 法（Prioritizing Resources and Organization for Intellectual Property Act）によっ

て設立された役職で、異なる連邦省庁における知的財産政策の整合性をとる役割を担っている。 
104 GIPA とのヒアリングより。 
105 USPTO, “Performance and Accountability Report fiscal year 2012”. 
http://www.uspto.gov/about/stratplan/ar/USPTOFY2012PAR.pdf ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 

http://usipr.uspto.gov/
http://www.uspto.gov/about/stratplan/ar/USPTOFY2012PAR.pdf
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対象国・地域等及び先進国と途上国の両方の区分で見ると、途上国のみを支援対象とした活

動が も多い（図表 11 参照）。支援対象国が判明している活動のうち、途上国を支援対象

とする活動が占める割合は、2010 年は半分程度で、2011 年と 2012 年には 7 割前後となって

いる。 
 
支援対象国には、TRIPS 協定に基づいて要請が出された開発途上国の他に、GIPA が能動的

に選定する国も含まれている。後者については、主にエンフォースメントが目的であり、米

国政府が毎年発表するスペシャル 301 条報告書（Special 301 Report）106で知的財産侵害の問

題があると指定された国を中心に支援活動が行われている107。 
 

図表 11 USPTO による支援活動（支援対象国別） 

 
出典：米国政府による研修プログラムのデータベースを基に作成108 

 
 
（2） 支援対象分野 
 
支援対象分野を見ると、エンフォースメント強化支援が多く、これに審査実務支援が続いて

いる（図表 12 参照）。①審査実務支援、②エンフォースメント強化支援、③民間実務者養

成、④知的財産に関する啓もうを対象とした支援活動のうち、エンフォースメント強化支援

が占める割合は、7 割前後と高い割合を占めている。また、これら 4 つの分野以外の対象分

野の中では、技術移転など知的財産の実用化に関するものが多い。 
 

図表 12 USPTO による支援活動（支援対象分野別） 

                                                  
106 米国通商代表部（Office of the United States Trade Representative： USTR）が発表する報告書で、知的財

産侵害などの課題がある国を指定し、問題の深刻さに応じて、「優先国」 (Priority Foreign Countries) 、「優

先監視国」 (Priority Watch List) 、「監視国」 (Watch List) の 3 段階に分類している。 
107 GIPA とのヒアリングより。 
108 USPTO. “Global Intellectual Property Education Database”. http://usipr.uspto.gov/ ［ 終アクセス日 2013 年 2
月 27 日］ 

http://usipr.uspto.gov/
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出典：米国政府による研修プログラムのデータベースを基に作成109 

 
また、支援対象者を見ると、知的財産庁職員及びその他の政府職員を対象とした活動が多い。

（図表 13 参照）。GIPA によると、支援対象者の大半は、知的財産庁職員や法廷関係者など

海外政府の職員となっている。啓もうが目的である場合などに支援対象国の企業関係者を対

象とすることもあるが、このようなケースは稀である110。 
 
前述のように、支援対象者は、各国の米国大使館と連携して選定されている。GIPA は、大

使館が提供した候補者リストから、過去に研修を受けた経験（経験が無い候補を優先）や、

参加のための資金援助（旅費など）111の必要性といった条件を基に対象者を決定している112。 

                                                  
109 USPTO. “Global Intellectual Property Education Database”. http://usipr.uspto.gov/ ［ 終アクセス日 2013 年 2
月 27 日］ 
110 GIPA とのヒアリングより。 
111 GIPA は、支援対象者に対して交通費や宿泊費などの資金援助を行うことがある。しかし、支援対象国

における人材育成プログラムなどに資金を提供することはない。 
112 GIPA とのヒアリングより。 

http://usipr.uspto.gov/
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図表 13 USPTO による支援活動（支援対象者別） 

 
注： 1 つの活動に複数の種類の支援対象者が参加していることがあるため、 

合計数は実際の支援活動総数よりも多い。 
出典：米国政府による研修プログラムのデータベースを基に作成113 

 
GIPA による支援活動におけるスピーカーや講師は、GIPA で対外関係を担当する弁護士が務

めることが多い。GIPA には、対外関係を担当する弁護士が 5 人いるが、それぞれに、特許

や著作権、商標などの専門分野があり、支援内容に応じて適切な人材が講師となっている。

また、GIPA 以外の USPTO 職員や、裁判官や検事、税関職員など、USPTO 以外の連邦政府

職員が講師を務めることもあり、トピックによっては、大学教授や業界団体の関係者を講師

に招いている114。 
 
（3） 支援手法 
 
支援手法を見ると、2011 年と 2012 年はセミナー等が も多く115、これに招へい研修が続い

ており、2010 年はセミナー等と招へい研修の順位が逆転している（図表 14 参照）。支援手

法が特定されている支援活動の中でセミナー等が占める割合は、2011 年と 2012 年では 4 割

程度で、2010 年は 3 割程度となっている。また、2010 年の支援活動では、招へい研修が半

分以上を占める。 

                                                  
113 USPTO. “Global Intellectual Property Education Database”. http://usipr.uspto.gov/ ［ 終アクセス日 2013 年 2
月 27 日］ 
114 GIPA とのヒアリングより。 
115 グローバル知的財産教育データベースでは、セミナーシリーズであっても個別のセミナーが 1 つの支援

活動として紹介されているため、セミナー等の活動件数が多くなっている可能性がある。 

http://usipr.uspto.gov/
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図表 14 USPTO による支援活動（支援手法別） 

 
出典：米国政府による研修プログラムのデータベースを基に作成116 

 
＜E-Learning＞ 
GIPA は、知的財産保護及びエンフォースメントについて、7 つのモジュールからなる

E-learning を 提供している。モジュールは、、①特許保護、②著作権（創造性の奨励・保護）、

③商標の概観、④地理的表示、⑤知的財産エンフォースメントの国際標準、⑥貿易と知的財

産財産、⑦PCT 入門に分かれており、PCT 入門は英語のみ、それ以外のモジュールは、英

語、スペイン語、フランス語、アラブ語、ロシア語の 5 ヶ国語で提供されている。形式は、

動画（ストリーミング）で、プレゼン資料のスライ ドの横に、講師が動画で説明している

様子が映されている（以下の画像を参照）。なお、これらのモジュールには、GIPA のウェブ

サイト（http://www.uspto.gov/ip/training/elearn.jsp）から、インターネット環境のある世界中

誰でも無料でアクセルできる。ただし、ストリーミング動画を視聴するシステム要件として、

Adobe Flash Player 8 以上がインストールされたコンピューターが必要となっている117。 

                                                  
116 USPTO. “Global Intellectual Property Education Database”. http://usipr.uspto.gov/ ［ 終アクセス日 2013 年 2
月 27 日］ 
117 USPTO, “USPTO Public Training Portal and IP E-Learning Modules”. 
http://www.uspto.gov/ip/training/elearn.jsp ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 

http://www.uspto.gov/ip/training/elearn.jsp
http://usipr.uspto.gov/
http://www.uspto.gov/ip/training/elearn.jsp
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図表 15 GIPA の E-learning モジュールの視聴画像の一例 

 
出典：USPTO118 

 
1 つのモジュールは、トピックごとに複数のセクションに分かれており、受講者は画面右下

のアウトライン（Outline）の各セクションをクリックすることで、スライドを選択して好み

のスライドに移動したり、メモ（Note）の各セクションをクリックすることで、講師のプレ

ゼンテーションの内容を読んだりすることができる119。また、各モジュールの 後のスライ

ドは受講修了の認定証となっており、受講者は UPSTO に電子メールでコースを修了したこ

とを伝えることができる120。 

                                                  
118 USPTO, Patent Protection in the United States”. 
http://www.uspto.gov/video/cbt/GIPA-English/Patents/index.htm ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
119 USPTO, Patent Protection in the United States”. 
http://www.uspto.gov/video/cbt/GIPA-English/Patents/index.htm ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
120 USPTO, Patent Protection in the United States”. 
http://www.uspto.gov/video/cbt/GIPA-English/Patents/index.htm ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ （56. 
Certificate をクリック） 

http://www.uspto.gov/video/cbt/GIPA-English/Patents/index.htm
http://www.uspto.gov/video/cbt/GIPA-English/Patents/index.htm
http://www.uspto.gov/video/cbt/GIPA-English/Patents/index.htm
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図表 16 GIPA の E-learning モジュールのアウトラインとメモの一例 

 
出典：USPTO121 

 
図表 17 GIPA の E-learning モジュールの受講終了認定証の一例 

 
出典：USPTO122 

 
以下に、GIPA の E-Learning モジュールの詳細をまとめている。

                                                  
121 USPTO, Patent Protection in the United States”. 
http://www.uspto.gov/video/cbt/GIPA-English/Patents/index.htm ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
122 USPTO, Patent Protection in the United States”. 
http://www.uspto.gov/video/cbt/GIPA-English/Patents/index.htm ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ （56. 
Certificate をクリック） 

http://www.uspto.gov/video/cbt/GIPA-English/Patents/index.htm
http://www.uspto.gov/video/cbt/GIPA-English/Patents/index.htm
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モジュール コース時間 形式 言語 トピック 講師 
特許保護123 22 分 56 秒 ストリーミング動画 英語、スペイン語、フ

ランス語、アラブ語、

ロシア語 

特許の基礎知識、特許のもたら

す保護の種類、、特許取得にお

ける法的要件など 

知的財産庁の政府職員 
 
Elaine Wu 氏 
USPTO 知的財産エンフォースメント局

（Office of Intellecutal Property and 
Enforcement）、弁護士・アドバイザー 

著作権（創造

性の奨励・保

護）124 

42 分 50 秒 ストリーミング動画 英語、スペイン語、フ

ランス語、アラブ語、

ロシア語 

米国法における著作権の位置

づけ、国際的な枠組み、著作権

の保護要件、保護期間、保護侵

害、著作権の種類など 

知的財産庁の職員 
 
Michael Shapiro 氏 
USPTO 政策・対外関係局（Office of the 
Administrator for Policy and External Affairs）、
上級弁護士 

商標の概観125 46 分 15 秒 ストリーミング動画 英語、スペイン語、フ

ランス語、アラブ語、

ロシア語 

商標の種類、機能、経済価値、

USPTO の商標検索ツール、

WIPO のニース・ウィーン協

定、商標出願など 

知的財産庁の職員 
 
Toni Hickey 氏 
USPTO 知的財産政策・エンフォースメント局

（Office of Intellecutal Property Policy and 
Enforcement）、弁護士・アドバイザー 

地理的表示126 34 分 59 秒 ストリーミング動画 英語、スペイン語、フ

ランス語、アラブ語、

ロシア語 

地理的表示とは、米国における

地理的表示の保護について、国

際貿易における地理的表示の

役割など 

知的財産庁の職員 
 
David Morfesi 氏  
USPTO 知的財産エンフォースメント局

（ Office of Intellecutal Property and 

                                                  
123 USPTO, Patent Protection in the United States”. 
http://www.uspto.gov/video/cbt/GIPA-English/Patents/index.htm ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
124 USPTO, Patent Protection in the United States”.  
http://www.uspto.gov/video/cbt/GIPA-English/copyright/index.htm ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
125 USPTO, “Overview of Trademarks”. 
http://www.uspto.gov/video/cbt/GIPA-English/TM/index.htm ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
126 USPTO, “ Geographical Indications” http://www.uspto.gov/video/cbt/GIPA-English/GI/index.htm ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 

http://www.uspto.gov/video/cbt/GIPA-English/Patents/index.htm
http://www.uspto.gov/video/cbt/GIPA-English/copyright/index.htm
http://www.uspto.gov/video/cbt/GIPA-English/TM/index.htm
http://www.uspto.gov/video/cbt/GIPA-English/GI/index.htm
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モジュール コース時間 形式 言語 トピック 講師 
Enforcement）、弁護士・アドバイザー 

知的財産権エ

ンフォースメ

ントの国際標

準127 

23 分 56 秒 ストリーミング動画 英語、スペイン語、フ

ランス語、アラブ語、

ロシア語 

知的財産権エンフォースメン

トの利得、エンフォースメント

実施機関、WTO の TRIPS 協定

に基づくエンフォースメント

など 

知的財産庁の職員 
 
Joseph Rodriguez 氏 
USPTO 政策・対外関係局（Office of the 
Administrator for Policy and External Affairs） 

貿易と知的財

産権128 
15 分 31 秒 ストリーミング動画 英語、スペイン語、フ

ランス語、アラブ語、

ロシア語 

TRIPS 協定の歴史、役割、一般

規定、適用される知的財産権の

種類、エンフォースメント、紛

争解決、WIPO と WTO の協力、

貿易と知的財産権など 

知的財産庁の職員 
 
Kristine Schlegelmilch 氏  
USPTO 知的財産エンフォースメント局

（ Office of Intellecutal Property and 
Enforcement）、弁護士 

PCT 入門129 10 分 36 秒 ストリーミング動画 英語のみ PCT の概要、目的、PCT 加盟

国、国際出願数の推移、PCT の

利点、PCT のシステム・内容な

ど 

知的財産庁の職員 
 
Michael A. Neas 氏 
USPTO PCT 司法管理局（Office of PCT Legal. 
Administration）、スーパーバイザー 

出典：USPTO130

                                                  
127 USPTO, “International Standards of IP Enforcement English”. http://www.uspto.gov/video/cbt/GIPA-English/IP/index.htm ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
128 USPTO, “Trade English”. http://www.uspto.gov/video/cbt/GIPA-English/trade/index.htm ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
129 USPTO, “ Introduction to the Patent Cooperation Treaty”. http://www.uspto.gov/video/cbt/GIPA-English/PCT/index.htm ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
130 USPTO, “USPTO Public Training Portal and IP E-Learning Modules”. http://www.uspto.gov/ip/training/elearn.jsp より各モジュールにアクセス。［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27
日］ 

http://www.uspto.gov/video/cbt/GIPA-English/IP/index.htm
http://www.uspto.gov/video/cbt/GIPA-English/trade/index.htm
http://www.uspto.gov/video/cbt/GIPA-English/PCT/index.htm
http://www.uspto.gov/ip/training/elearn.jsp
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これらの E-Learning モジュールは、海外の政府職員を想定して作成されたが、これまでに

数万件のヒット数があることから、政府職員以外にも幅広い視聴者がいると見られる。GIPA
は、新たなコンテンツを追加するたびに、様々な場面で広報活動を展開するなど、モジュー

ルに対する認知度を高める努力もしているという131。 
 
コンテンツの更新や追加の頻度は不定期であるが、GIPA は現在、モジュールを追加するた

めの準備を進めているところである。また、ウェビナーを通した研修も計画しており、ライ

ブでの研修中に視聴者が質問を送れるような機能を活用することも検討している。ウェビナ

ーは録画したファイルを後日に公開し、ライブで研修を受けられなかった場合でも視聴でき

るようにする予定となっている132。 
 
GIPA は対面での人材育成も重要であると認識しているが、低コストで実施できることや、

参加者がいつ・どこからでも参加できることなどから、今後は E-Learning による研修が増

えると見ている133。 
 
このように海外向けに特化した E-Learning モジュールの他に、USPTO は、以下の E-Learning
も提供している。特に発明家向けモジュールは、米国内の視聴者を想定したと見られるが、

海外からの視聴も可能となっている。 
 
① USPTO 職員向けの特許・商標審査研修モジュール 
 
USPTO は、USPTO の研修教材を一般公開することで、同庁の使命・活動の透明性を向上さ

せ、民間実務者や学生の理解を深めることを目的に134、2011 年 6 月より、USPTO 職員向け

の特許・商標審査研修モジュールのうち 60 モジュール以上について、専門ウェブサイト

（http://usptotraining.gov/index.html）での一般公開を開始した135。同サイトは、USPTO と商

務省傘下の技術情報局（National Technical Information Service: NTIS）などからの資金によっ

て策定・運営されており、USPTO 以外の特許及び商標審査官、特許・商標に関する民間実

務者、そして世界中の知的財産関係者などを対象としている136。 
 
同ウェブサイトで提供しているコースには、有料と無料のものがあり、無料コース（全コー

スの約半数137）はアカウントを作成することで誰もがアクセスできる仕様となっている。有

料コースは、年間無制限アクセスが 200 ドルで、コース別の受講料金は 25 ドルから 130 ド

ルと、内容によって異なる価格が設定されている（大半のコースは 30～40 ドル）138。また、

複数での受講による割引なども適用される139。USPTOTraining.gov からアクセスできるモジ

                                                  
131 GIPA とのヒアリングより。 
132 GIPA とのヒアリングより。 
133 GIPA とのヒアリングより。 
134 USPTO, USPTO Public Training Portal, About Us”. 
http://usptotraining.gov/about_us.html ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
135 USPTO, “USPTO Official Training Material Now Available Online - New Web Portal to Provide the Public with 
Access to Intellectual Property Training Modules”. 
http://usptotraining.gov/Press%20Release_For%20Immediate%20Release.pdf ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27
日］ 
136 USPTO, USPTO Public Training Portal, About Us”. 
http://usptotraining.gov/about_us.html ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
なお、USPTO 職員は、商業研修センター（Commerce Learning Center）という独自のオンラインポータル に
ログインすることで、USPTO 職員向けの全てのモジュールへのアクセスができる模様 
137 USPTO, USPTO Public Training Portal, FAQs About our Webcasts”.http://usptotraining.gov/FAQ.html ［ 終ア

クセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
138 USPTO, USPTO Public Training Portal, Course Catalog”.http://usptotraining.gov/course_catalog.html ［ 終ア

クセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
139 USPTO, USPTO Public Training Portal, FAQs About our Webcasts”.http://usptotraining.gov/FAQ.html ［ 終ア

クセス日 2013 年 2 月 27 日］ 

http://usptotraining.gov/index.html
http://usptotraining.gov/about_us.html
http://usptotraining.gov/Press%20Release_For%20Immediate%20Release.pdf
http://usptotraining.gov/about_us.html
http://usptotraining.gov/FAQ.html
http://usptotraining.gov/course_catalog.html
http://usptotraining.gov/FAQ.html
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ュールの主要なトピックは以下の通り140。 
 

• 特許出願の基本要件 
• 特許出願の分類手続き 
• 米国特許予備調査の手法 
• 判例法の読み方・理解の仕方 
• インタビューポリシー 
• PCT 出願の手続き・入門 
• 発明の優先日 
• 発明の単一性 

 
各コースは、GIPA の E-learning モジュールと全く同じ録画済みのストリーミング動画とス

ライドで構成されており（下図表参照）、受講者が登録してから 365 日以内であれば、いつ

でもアクセスできる。講師は、USPTO 職員（審査官など）が担当している。 
 

図表 18 USPTOTraining.gov の特許・商標審査研修モジュールの視聴画像の一例 

 
出典：USPTO141 

 
② 発明家向けモジュール 
 
USPTO では、発明家支援センター（Inventors Assistance Center: IAC142）が発明家向けの

E-learning モジュールを提供している143。同モジュールは、IAC センター長の John Calvert
氏が、発明保護の概念を講義するというもので144、GIPA の E-learning モジュールと同じ録

画済みのストリーミング動画とスライドで構成されており（コース時間は 17 分 29 秒）、発

明家に限らず誰もが無料でアクセスできる。また、同ウェブサイトからは、このモジュール

                                                  
140 USPTO, USPTO Public Training Portal, Course Catalog”. http://usptotraining.gov/course_catalog.html 
141 USPTO, USPTO Public Training Portal, Login Now”.http://usptotraining.gov/index.html  
［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ （受講にはアカウントを設定する必要あり） 
142 USPTO. “Inventors Assistance Center (IAC)”. 
http://www.uspto.gov/inventors/iac/index.jsp ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
143 USPTO. “Education and Information”. 
http://www.uspto.gov/inventors/edu-inf/index.jsp ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
144 USPTO. “Concept to Protection”. 
http://www.uspto.gov/video/cbt/conceptprotection/index.htm ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 

http://usptotraining.gov/course_catalog.html
http://www.uspto.gov/inventors/iac/index.jsp
http://www.uspto.gov/inventors/edu-inf/index.jsp
http://www.uspto.gov/video/cbt/conceptprotection/index.htm
http://usptotraining.gov/index.html
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の他に、詐欺防止（PDF ファイル）、特許の仮出願（HTML 形式のページ及び PDF ファイル）、

米国特許審査便覧（manual of patent examining procedure: MPEP）ガイド（HTML 形式のペー

ジ）、特許に関する一般情報（HTML 形式のページ）、意匠特許出願ガイド（HTML 形式の

ページ及び PDF ファイル）、商標に関する基本的事実（HTML 形式のページ）といった情報

が無料公開されている145。 
 
＜セミナー・招へい研修＞ 
GIPA による研修は、通常、2 日間以上にわたっている。ただし、1 日で終わる研修もあり、

その場合は通常、午前中と午後に 2～3 つずつの講義が行われる。2 日間以上にわたる研修

では、講義だけでなく、ケーススタディに基づくディスカッションや視察など、多様な形式

を取り入れるようにしている。視察先は内容によって異なるが、例えば、法廷に関するトピ

ックであれば、連邦裁判所を訪問して裁判官と会合を持ったり、実際の審理を傍聴したりす

る機会を設けている。なお、特定の企業を訪問するということはない146。また、上記のよう

な研修の他に、知的財産庁の職員を対象とした長期の研修を提供することもある。通常は 6
ヶ月間にわたる研修で147、その際には OJT148も行われている149。 
 
セミナーや研修の大半は英語で実施されており、通常は英語を理解できる人物を研修生に選

んでいる。しかし、必要に応じてスペイン語や中国語で実施したり、通訳を用意することも

ある150。 
 
セミナー等の具体的な詳細を見ると、例えば 2012 年 5 月に米国で開催された WIPO-USPTO
共催知的財産権司法会議（WIPO-USPTO Judicial Colloquium on Intellectual Property Rights）は、

2 日半にわたって、以下のトピックに関する講義及びディスカッションが行われている。こ

の会議では、USPTO 及び WIPO の職員の他、米国地方裁判所の裁判官もスピーカーを務め

ている151。 
 

日にち 時間 トピック 
10 時～11 時 30 分 知的財産の基礎知識と知的財産保護の重要性 
11 時 45 分～12 時 30 分 WIPO の戦略的目標 VI： 知的財産の尊重 
13 時 30 分～14 時 30 分 知的財産のエンフォースメント 
15 時～16 時 商標侵害 

5 月 8 日 

16 時～17 時 商標侵害の特定 
9 時 30 分～11 時 商標侵害のケーススタディ 
11 時 30 分～12 時 30 分 著作権侵害に関する問題と課題 
13 時 30 分～14 時 30 分 著作権侵害 

5 月 9 日 

15 時～16 時 30 分 裁判所の手続き 
9 時 30 分～11 時 パネルディスカッション：救済措置 5 月 10 日 
11 時 30 分～12 時 30 分 知的財産を巡る情勢の変化 

 
また 2012 年 7 月に米国で開催された WIPO-米国共催商標に関するサマースクール

（WIPO-US Summer School on Trademarks）は、2 週間近くにわたり、以下のカリキュラムで

講義及びディスカッションが行われた。また、カリキュラムの一環として、米国税関の法医

                                                  
145 USPTO. “Education and Information”. 
http://www.uspto.gov/inventors/edu-inf/index.jsp ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
146 GIPA とのヒアリングより。なお、GIPA が手配して大学に訪問することもないが、大学が海外の裁判官

などを招待する際に、USPTO にも訪問できないか打診してくることはある。 
147 支援対象国の希望により、数週間や数日間という短期の研修になることもある。 
148 OJT の具体的内容に関する情報は明らかにならなかった。 
149 GIPA とのヒアリングより。 
150 GIPA とのヒアリングより。 
151 http://www.wipo.int/export/sites/www/academy/en/events/2012/docs/wipo_uspto_enforcement_pgm.pdf ［ 終

アクセス日 2012 年 10 月 15 日］ 

http://www.uspto.gov/inventors/edu-inf/index.jsp
http://www.wipo.int/export/sites/www/academy/en/events/2012/docs/wipo_uspto_enforcement_pgm.pdf
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学研究所への視察も行われている152。 
 

日にち 時間 トピック 
10 時 45 分～11 時 45 分 米国の商標システム 
11 時 45 分～12 時 30 分 商標分野における 新動向の概観 
13 時 30 分～14 時 45 分 欧州の商標システム（共同体商標） 

7 月 23 日 

15 時 15 分～16 時 30 分 商標登録の条件 
9 時 30 分～10 時 45 分 商標の混乱の可能性 
11 時～12 時 30 分 マドリードの国際商標登録システム 
14 時～15 時 30 分 マドリードの国際商標登録システム： 練習 7 月 24 日 

16 時～17 時 
商標分野におけるその他の条約： 商標法条約（TLT）
とシンガポール条約、ニース条約に基づく商標登録目

的の国際財・サービス分類 
9 時 30 分～10 時 45 分 著名な商標 
11 時～12 時 30 分 著名な商標のケーススタディ 
14 時～15 時 30 分 商標の検索： 練習 

7 月 25 日 

16 時～17 時 パリ条約第 6 条の国名保護に関する問題 
9 時 30 分～10 時 45 分 ハーグ意匠国際登録システム： 実践的アプローチ 
11 時～12 時 30 分 商標のデザイン保護と他の知的財産権との関係 
14 時～15 時 非伝統的な商標： 問題点 1 

7 月 26 日 

15 時 30 分～17 時 非伝統的な商標： 問題点 2 
9 時 30 分～11 時 立体商標： ケーススタディ 
11 時 30 分～12 時 30 分 地域別の商標： 特徴 
14 時～15 時 地理的表示の国家システムのデザイン 

7 月 27 日 

15 時 30 分～17 時 

WTO で議論された地理的表示に関する問題： ワイ

ンと蒸留酒に関する多国間の地理的表示登録システ

ムの確立、その他の製品への地理的表示の保護拡大に

ついてのディスカッション 
9 時 30 分～11 時 インターネット上での商標の使用と侵害： 実践的ア

プローチ 

11 時 15 分～12 時 30 分 オークションサイト運営者やその他のインターネッ

トサイト運営者の責任： ケーススタディ 
14 時～15 時 30 分 ドメイン名の不法占拠とオンライン問題解決 

7 月 30 日 

15 時 30 分～17 時 21 世紀における商標の秩序維持 
9 時 30 分～10 時 30 分 商標、起業、中小企業： ベストプラクティス 
11 時 15 分～12 時 30 分 商標の商用化： 実践的アプローチ 7 月 31 日 
14 時～17 時 商標のライセンス交渉： 実践練習 
9 時 15 分～10 時 45 分 商標権侵害： ケーススタディ 
11 時 15 分～12 時 30 分 商標の模倣 8 月 1 日 
14 時～17 時 税関の法医学研究所の視察 
9 時 15 分～11 時 フランチャイズ： ケーススタディ 
11 時 15 分～12 時 30 分 商標とスポーツ 

8 月 2 日 
14 時～17 時 

グループディスカッション： 
• グループ 1：個人名と商標 
• グループ 2：ブランド設定 
• グループ 3：単一色商標 

9 時 30 分～10 時 30 分 グループ報告の発表 1 
11 時～12 時 グループ報告の発表 2 8 月 3 日 
12 時～30 時 プログラムの評価・閉会式 

                                                  
152 http://www.wipo.int/export/sites/www/academy/en/courses/summer_school_usa/program.pdf  
［ 終アクセス日 2012 年 11 月 15 日］ 

http://www.wipo.int/export/sites/www/academy/en/courses/summer_school_usa/program.pdf
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（4） 支援実績 
 
USPTO は、2010 年に 40 件、2011 年に 106 件、2012 年に 51 件の支援活動を実施している。

うち、セミナー等、専門家派遣、招へい研修の実施数は以下の通りとなる。 
 

支援手法 2012 年 2011 年 2010 年 
セミナー等 20 34 12
専門家派遣 7 25 4
招へい研修 19 25 20

 
USPTO による支援活動は複数の予算によって賄われているため、年間予算を特定すること

はできない。なお、グローバル知的財産アカデミー（Global Intellectual Property Academy: 
GIPA）に対する 2013 年度の予算請求額は 948 万 9,000 ドルとなっている153。 
 
（5） レシピエントに対する支援後のフォローアップの手法 
 
USPTO は、支援活動の参加者に対して、①参加者の知的財産に関する認識、②活動内容に

対する評価及び、③活動内容の実践という 3 つ観点からアンケート調査を実施している。 
 
2.2.3 産業界の関与のあり方 
 
USPTO は、セミナーなどの講師として産業界における専門家を起用することがある他、民

間セクタから他国の知的財産エンフォースメント及び保護に関する懸念についてのコメン

トを募っており、他国で発表する機会にはこのような懸念事項にも触れている。また、USTR
がスペシャル 301 条レポートを作成する際には産業界からのコメントを募っており、そのプ

ロセスを通して、特定の国に対する人材育成支援に関する産業界の要望が判明することもあ

る154。 
 
2.2.4 今後の支援活動予定 
 
USPTO は今後の支援活動予定についての情報を公開していない。なお、2013 年度予算教書

による GIPA の今後の予算規模は以下の通りとなっている155。 
 
年度 2013 2014 2015 2016 2017 
予算額（万ドル） 948.9 948.1 949.8 951.6 956.0

 
2.2.5 支援活動に関する評価 
 
GIPA は 2009 年、支援活動参加者 843 人（英語が理解できる参加者。うち 261 人が回答）を

対象にアンケート調査を実施した。このアンケート調査は、GIPA による研修を以下の 4 つ

のレベルから評価することを目的としている156。 
 

• レベル１： 参加者の満足度 
                                                  
153 GIPA は米国内での知的財産人材育成活動も行っているため、国外での支援活動以外の予算も含まれて

いる。USPTO, “United States Patenet and Trademark Office FY 2013 President’s Budget”. 
http://www.uspto.gov/about/stratplan/budget/fy13pbr.pdf ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
154 USPTO によるアンケート回答及びヒアリングより。 
155 USPTO, “United States Patenet and Trademark Office FY 2013 President’s Budget”. 
http://www.uspto.gov/about/stratplan/budget/fy13pbr.pdf ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
156 USPTO, “Findings from the Second GIPA Alumni Pilot Survey (Fiscal Year 2009)”. 
http://www.uspto.gov/ip/training/Pilot_Survey_Report_FY_2009_Final.pdf ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 

http://www.uspto.gov/about/stratplan/budget/fy13pbr.pdf
http://www.uspto.gov/about/stratplan/budget/fy13pbr.pdf
http://www.uspto.gov/ip/training/Pilot_Survey_Report_FY_2009_Final.pdf
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• レベル 2： 参加者による知的財産保護及びエンフォースメントの理解度 
• レベル 3： 参加者による母国での実践 
• レベル 4： 参加者が母国で実践したことの結果 

 
各レベルにおける評価結果の概要を以下にまとめる157。 
 
レベル 評価 

1 回答者の 95.6％が、GIPA による研修を同僚にも薦めると回答するなど、参加者

による満足度は高い。 

2 
回答者の 91.6％が、GIPA による研修後、知的財産及びエンフォースメントにつ

いて、以前よりも理解・分析・評価できるようになったと回答するなど、参加

者による知的財産への理解は深まっている。 

3 

回答者の 81.2％が、母国での勤務において新しいアイディアや知識を同僚など

と共有したほか、72.8％が同僚や友人に米国の知的財産政策について説明したと

回答するなど、参加者は GIPA 研修で学んだことを母国で共有･活用している。

また、回答者の 43.5％が、他国からの参加者と連絡を取り合っていると回答し

ているように、GIPA での研修が参加者同士のネットワーキングや連携の機会に

つながっている。 

4 
回答者の 43.0％が、回答者が所属する機関が知的財産について以前とは異なる

見解を持つようになったと回答したように、参加者は所属機関及び母国に影響

を及ぼし始めている。 
 
また USPTO は、2012 年度から同庁の業績評価に海外政府職員を対象とした研修の成果に関

する指標を加えている。これは、研修後に所属機関や母国における知的財産制度に前向きな

変化をもたらした、もしくはもたらそうとした研修生の割合で、同庁は、2011 年度の業績

結果（79％）に基づき、2012 年度の目標を 75％と定めていたが、同年度の結果は 69％と目

標値を下回っている。これは、指標を作ったばかりで評価手法（アンケート調査を一部のプ

ログラムしか実施しなかった等）が十分でないことや、WIPO と共済した 2 回のワークショ

ップには学生が参加していたことで、統計に偏りが生じた可能性があるためであると、説明

されており、同庁は、今回の結果を基にアンケート調査を実施する研修プログラムを拡大す

るなどの措置を講じるとしている158。 
 
2.2.6 開発途上国のニーズへの対応 
 
USPTO は、知的財産に関する様々な分野における支援について、海外政府から要請を受け

ることが多い。また、他の連邦省庁が海外で展開する活動の中で、外国政府職員と協議し、

当該国のニーズが特定されることもある。USPTO はこのように、多様な情報源から開発途

上国のニーズに関する情報を集めており、ニーズに基づいた支援内容を策定している159。 
 
GIPA によると、エンフォースメント強化に支援が集中することに抵抗を示す開発途上国も

あるが、過去 10 年間で、知的財産を取得する地元企業が増えてきたことや、開発途上国の

消費者が、先進国が提供する質の高い、つまり適切に知的財産で保護されている、製品を求

める傾向が強まったことなどから、開発途上国も知的財産の重要性を認識するようになって

いる160。 
 

                                                  
157 USPTO, “Findings from the Second GIPA Alumni Pilot Survey (Fiscal Year 2009)”. 
http://www.uspto.gov/ip/training/Pilot_Survey_Report_FY_2009_Final.pdf ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
158 USPTO, “Performance and Accountability Report fiscal year 2012”. 
http://www.uspto.gov/about/stratplan/ar/USPTOFY2012PAR.pdf ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
159 GIPA によるアンケート回答より。 
160 GIPA とのヒアリングより。 

http://www.uspto.gov/ip/training/Pilot_Survey_Report_FY_2009_Final.pdf
http://www.uspto.gov/about/stratplan/ar/USPTOFY2012PAR.pdf
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2.2.7 参考：支援活動詳細 
 
次ページ参照。 
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2012 年の支援活動詳細 
 
開始日 終了日 題名 概要 支援対象分野 支援手法 開催場所 参加者 支援対象国 
01/25/2
012 

01/26/2
012 

JPO 視察プログ

ラム 
 

 不明 不明 USPTO 学者  

02/02/2
012 

02/02/2
012 

韓国ソウル大学

著作権プログラ

ム 

 エンフォース

メント強化支

援 

不明 USPTO 学者  

02/06/2
012 

02/10/2
012 

ロシアにおける

デジタル上の著

作権侵害に関す

る研修プログラ

ム 

ロシアのデジタル上の著作権侵害に関

する研修プログラム。デジタル環境や

デジタル海賊版など、増加傾向にある

著作権侵害の問題に対するロシア当局

の能力向上を目的とする。 

エンフォース

メント強化支

援 

招へい研

修 
USPTO  著作権局職員  

02/06/2
012 

02/10/2
013 

独立国家共同体

（CIS）諸国にお

けるデジタル上

の著作権侵害に

関する知的財産

権エンフォース

メントプログラ

ム 

ロシアのエンフォースメント担当者を

対象とした、デジタル環境における著

作権侵害問題への対応力を向上させる

ための研修プログラム。 

エンフォース

メント強化支

援 

招へい研

修 
USPTO 法執行機関の当

局者  
 

02/12/2
012 

02/15/2
012  

インドネシアの

貿易における耐

久消費財の模倣

品に対するエン

フォースメント

慣行についての

研修プログラム 

耐久消費財の模倣品対策のベストプラ

クティスに関する 4 日間の研修プログ

ラム。インドネシアで開催され、模倣

品に対するエンフォースメント担当職

員が参加する。 

エンフォース

メント強化支

援 

専門家派

遣 
インドネシ

ア 
法執行機関の当

局者 、商標局職

員 

インドネシ

ア 

03/12/2
012 

03/16/2
013 

USPTO-ASEAN
共催 ASEAN 規

制 当 局 関 係 者

東南アジア諸国連合（Association of エンフォース

メント強化支

援 

ワークシ

ョップ 
USPTO  法執行機関の当

局者 、警察 
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開始日 終了日 題名 概要 支援対象分野 支援手法 開催場所 参加者 支援対象国 
（警察、検察官、

調査官）向け知

的財産エンフォ

ースメントワー

クショップ 

South‐East Asian Nations：ASEAN）加盟

国の警察・調査官・検察官を対象とす

る、知的財産エンフォースメントに関

するワークショップ。1 週間にわたり開

催されるシンポジウムでは、司法省コ

ン ピ ュ ー タ 犯 罪 ・ 知 的 財 産 部 門

（ Computer Crime and Intellectual 
Property Section：CCIPS）への訪問、簡

単な視察も行う。 
03/13/2
012 

03/16/2
012 

イラク特許審査

官向け特許審査

研修プログラム 

商務省の商取引法開発プログラム

（ Commercial Law Development 
Program：CLDP）に参加するイラク特

許審査官を対象とする、米国特許庁で

の特許審査に関する研修プログラム。

特許審査のベストプラクティスに関し

て、詳しく意見交換するほか、イラク

再建を、行政面から支援する。 

審査実務支援 招へい研

修 
USPTO 特許庁職員  

03/20/2
012 

03/23/2
012 

発展途上国の知

的財産専門家向

け知的財産権エ

ンフォースメン

ト研修プログラ

ム 

工業所有権庁の指導者、その他知的財

産専門家、知的財産事件を扱う裁判

官・検察官を対象とした、知的財産エ

ンフォースメント研修プログラム。知

的財産エンフォースメントにおける現

在の課題、手法に関して、米国政府・

産業界からの専門家が、概説する。ア

ジェンダは、知的財産保護・エンフォ

ースメントが及ぼす経済成長への影

響、知的財産保護・エンフォースメン

トの国際スタンダード、米国の国境に

エンフォース

メント強化支

援 

招へい研

修 
USPTO 著作権局職員、

税関職員、民

事・行政裁判官、

刑事裁判官、立

法者、特許庁職

員、警察、検察

官、商標局職員

ボリビア、ブ

ルガリア、コ

ロンビア、エ

ジプト、フィ

ジー、ガイア

ナ、ケニア、

ラオス、リト

アニア、マル

タ、モルド

バ、ネパー

ル、パキスタ
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開始日 終了日 題名 概要 支援対象分野 支援手法 開催場所 参加者 支援対象国 
おける知的財産保護・エンフォースメ

ント、知的財産の刑法上のエンフォー

スメント、知的財産侵害が及ぼす公衆

衛生・安全への影響など。また、実務

に応用可能なケーススタディを実施

し、知的財産エンフォースメントで活

用可能なツールに対する、その他連邦

政府機関、民間セクタの見解について

も学ぶ。 

ン、ペルー、

スリランカ、

トルコ、 ベ
トナム 

03/27/2
012 

03/30/2
012 

マドリード商標

登録プロトコル

の実施・管理プ

ログラム 

国際条約を順守する方法を決めるため

の法的枠組みに関する研修プログラ

ム。 

不明 招へい研

修 
USPTO 商標局職員  

03/29/2
012 

03/29/2
012 

USPTO- 国 際 音

楽 製 品 協 会

（NAMM）共催

音楽製品産業に

おける知的財産

研修 

国際音楽製品協会（（International Music 
Products Association：NAMM）との共催

による知的財産に関する研修。USPTO
は、2007 年に NAMM からの要請を受

けて、模倣品・海賊版に関する情報提

供ブース STOP Information Booth を、

NAMM の年次・年央展示会に出展して

おり、以降同協会とは協力関係にある。

USPTO と NAMM の研修活動に対する

協力要請は年々増加しており、USPTO
は、NAMMが開催する展示会での講演、

NAMM 出版物・ウェブサイトに対する

USPTO 及び米国政府の知的財産リソー

スに関する情報提供、NAMM 会員に対

す る USPOT STOP （ Strategy for 
Targeting Organized Piracy）ホットライ

ンの告知広告などを実施している。

NAMM 会員による USPTO の認知度の

実用化支援 招へい研

修 
USPTO 権利者団体  
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開始日 終了日 題名 概要 支援対象分野 支援手法 開催場所 参加者 支援対象国 
向上、NAMM 会員に対する USPTO の

有益性向上に積極的に取り組んでお

り、2012 年 NAMM 展示会では、同協

会知的財産タスクフォースと会談を行

っている。 
04/02/2
012 

04/06/2
012 

スリランカ司法

官向けの知的財

産権エンフォー

スメントセミナ

ー 

スリランカの裁判官約 20人を対象とす

るエンフォースメント強化に関するセ

ミナー。知的財産の保護・エンフォー

スメント、官民協働、裁判所の効率的

管理、裁判における法規・透明性の重

要性に関し、各分野での第一人者が講

演する。参加者は、裁判所における事

件管理、知的財産権紛争の裁判所での

調停について、実例を用いたケースス

タディを実施するほか、合衆国 高裁

判所、連邦巡回区控訴裁判所、連邦地

方裁判所、合衆国連邦請求裁判所（the 
U.S. court of federal claims）、州裁判所、

司法省 などに視察訪問する。 

エンフォース

メント強化支

援 

セミナー USPTO  司法官  スリランカ  

04/03/2
012 

04/05/2
012 

ハンガリー知的

財産法・政策開

発のための知的

財産・イノベー

ション会議 

ハンガリーの知的財産・イノベーショ

ンに関する会議。研究者・学生・知的

財産専門家・中小企業に対して、知的

財産に対する認識や知的財産に対する

価値観を向上させることを目的として

おり、ハンガリーと米国での特許保

護・商標保護の取得方法、技術移転、

ライセンス供与・譲渡、企業機密、知

的財産管理のベストプラクティスなど

が議論される予定。ハンガリーの知的

財産コミュニティに、米国の特許法・

特許政策に関する 新動向を供与する

エンフォース

メント強化支

援 

セミナー ハンガリー 学者、商務省職

員、経済省職員、

産業省職員、法

律専門家、立法

者、特許庁職員、

権利者団体、貿

易省職員 

ブルガリア、

クロアチア、

チェコ、ハン

ガリー、ポー

ランド、ルー

マニア、セル

ビア、スロバ

キア、 スロ

ベニア 
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開始日 終了日 題名 概要 支援対象分野 支援手法 開催場所 参加者 支援対象国 
ことを目標とする。 

04/09/2
012 

04/11/2
012 

偽造医薬の脅威

と対処法に関す

る知的財産権エ

ンフォースメン

トワークショッ

プ 

偽造医薬の脅威と対処法に関するワー

クショップ。偽造医薬品の脅威と、そ

れへの対応における協働に関して、技

術支援を提供するもので、特に、国境

での知的財産保護を取り上げ、調査官

が活用することのできる偽造医薬品の

発見方法・ターゲット手法に重点を置

く。また、宅配便で配達される小包の

追跡・捜査や、偽造医薬品の捜査に特

有と見なされる手法、偽造医薬品の金

融犯罪との繋がりなどについて討論さ

れる予定。米国政府からは、連邦捜査

局（Federal Bureau of Investigation：FBI）、
食 品 医 薬 品 局 （ Food and Drug 
Administration：FDA）、国土安全保障

省（Department of Homeland Security：
DHS）、参加国における米国政府機関

代表者などから、講演者を招待する。

参加国からは、税関、食品医薬品局、

国家警察の職員が参加する。また、医

薬品安全管理協会（ Pharmaceutical 
Security Institute）など、国・地域レベル

での業界団体の代表者に対し、少なく

ともプログラムの一部への参加を要請

する。 

エンフォース

メント強化支

援 

ワークシ

ョップ 
ヨルダン 司法官、法執行

機関の当局者、

警察、検察官 

 

04/12/2
012 

04/12/2
012 

米国知的財産・

技術移転ビジネ

スインターンシ

ッ プ （ Special 
American 

米国特別ビジネスインターンシップ知

的財産権プログラム（Special American 
Business Internship Training ： SABIT’s 
IPR）。高レベルの専門家に、組織内、

国内、地域内での技術移転・実用化に

民間実務者育

成 
招へい研

修 
USPTO 学者、商務省職

員、著作権局職

員、経済省職員、

法律専門家、特

許庁職員、貿易

アルバニア、

カザフスタ

ン、モルド

バ、ロシア、 
ウクライナ  
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開始日 終了日 題名 概要 支援対象分野 支援手法 開催場所 参加者 支援対象国 
Business 
Internship 
Training：SAPIT）
プログラム 

必要とされるスキル・知識を習得させ

ることを目的としたプログラムで、参

加者は、著作権・商標・特許の保護に

関わる米国法の概要を学ぶ。同プログ

ラムは、技術移転が米国でどのように

実施されているか、新しいアイデアや

技術がどのようにして上市に至るのか

に焦点を当てる。アジェンダは、商標、

特許、著作権、技術移転の法及び政策、

知的財産管理など。 

省職員 

04/16/2
012 

04/18/2
012 

ブラジルにおけ

る持続性のある

経済開発のため

の知的財産法及

び知的財産管理

に関するワーク

ショップ 

国会議員、政府代表者及び裁判官を対

象とした、知的財産法及び知的財産の

戦略的管理が如何に経済成長に貢献す

るかについて討論するワークショッ

プ。参加者は、文化・情報製品におけ

る著作権法及び競争、商標法及びブラ

ンドに基づいた競争、特許法及び技術

競争の基本原理を、開発途上国で設定

されたケーススタディーを通して学

び、保健イノベーション・競争機会に

ついて検討する。ワークショップの各

日は、特許法・著作権法・商標法の概

要学習から始まり、その後、開発途上

国ケーススタディーへと進み、討論を

行う。参加者は、ブラジルで実施され

ている医療バイオテクノロジーの開発

戦略、中国で実施されているクリーン

エネルギー技術のイノベーション戦

略、コロンビアで実施されている商標

権で保護されるブランドの創作戦略、

インドで実施されている映画・テレビ

その他 ワークシ

ョップ 
ブラジル 著作権局職員、

経済省職員、産

業省職員、特許

庁職員、商標局

職員 

ブラジル 
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開始日 終了日 題名 概要 支援対象分野 支援手法 開催場所 参加者 支援対象国 
番組・音楽制作の創作戦略について学

ぶ。 
04/16/2
012 

04/16/2
012 

韓国研究者向け

知 的 財 産 の 保

護・開発・移転

の研究・開発法

に関する研修プ

ログラム 

韓国の研究者向け米国の知的財産権保

護・開発・移転手法に関する研修プロ

グラム。 
 
 

民間実務者育

成 
招へい研

修 
USPTO 学者、法執行機

関の当局者、特

許庁職員  

 

04/23/2
012 

04/27/2
012 

知的財産研修官

研 修 プ ロ グ ラ

ム：植物新品種

保護に関する国

際条約（UPOV 
Convention）に基

づく植物新種保

護に関する研修 

植物新品種保護国際同盟（International 
Union for the Protection of New Varieties 
of Plants： UPOV）との共催による政府

職員及び UPOV 条約下で植物種保護の

研修官として選抜された人材を対象と

する 5 日間の研修プログラム。目的は、

参加者のプレゼンテーションスキル・

植物種保護に関する知識を向上させる

ことで、参加者は自国での UPOV 条約

下での植物種保護について、一般大衆

に対する啓もう活動研修、技術的研修

に従事する。また参加者の中から選抜

された数名は、UPOV 代表として、国

際研修を実施することになっている。

同プログラムは、プレゼンテーション

スキル研修及び、UPOV 条約下での植

物種保護に関する専門的な研修という

二分野から構成されており、プレゼン

テーションスキル研修を行う講師は

USPTO により採用される。UPOV 専門

研修は、UPOV 職員及び招待講演者に

より実施される。 

その他 不明 USPTO  特許庁職員   

04/25/2 04/26/2 世界知的財産デ 国家知的財産政策開発に関する全国セ その他 セミナー バングラデ 学者、情報省職  
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開始日 終了日 題名 概要 支援対象分野 支援手法 開催場所 参加者 支援対象国 
012 012 ー：バングラデ

ィッシュ政府向

け国家知的財産

政策開発セミナ

ー 

ミナー。世界知的財産デーを記念して、

2012 年 4 月 26 日に、非営利団体バング

ラデシュ知的財産協会（ Intellectual 
Property Association Bangladesh： IPAB）
が、バングラデシュ政府特許・デザイ

ン・商標局（Department of Patent, Design 
& Trademarks： DPDT）及び著作権局

の協力を受けて、USPTO ニューデリー

と共催したもの。全国セミナーの目的

は、知的財産権ロードマップの作成を

完了して、国家レベルでの政策立案者

の注意を喚起し、バングラデシュの知

的財産政策形成に結び付けることであ

り、IPAB は 2011 年にも、全国セミナ

ーイニシアチブに基づきいくつかのワ

ークショップを開催している。参加人

数は、約 100 人の見込みで、IPAB から

は、バングラデシュ首相（Bangladesh 
Prime Minister）、工業大臣（Minister, 
Ministry of Industries ） 、 商 務 大 臣

（Minister, Ministry of Commerce）の、

開会式及び展示会開会式への招待が提

案されている。 

ィッシュ 員、法執行機関

の当局者  

04/26/2
012 

04/26/2
012 

2012 年世界知的

財産デー：イン

ド政府向け国家

知的財産エンフ

ォースメント政

策会議 

インド商工会議所連合会（Federation of 
Indian Chambers of Commerce & 
Industry： FICCI）共催での国家知的財

産エンフォースメント政策に関するカ

ン フ ァ レ ン ス 。 産 業 政 策 推 進 局

（ Department of Industrial Policy and 
Promotion： DIPP）、商工省（Ministry of 
Commerce and Industry： MOCI）及びイ

エンフォース

メント強化支

援 

セミナー インド 民事・行政裁判

官 、刑事裁判官 
インド 
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開始日 終了日 題名 概要 支援対象分野 支援手法 開催場所 参加者 支援対象国 
ンド工業所有権局（Indian IP Office）の

後援を受けて実施される同カンファレ

ンスは、日常生活における知的財産権

の重要性、日常生活に知的財産権が与

える影響、更には、知的財産権保護が

どのようにして創作性・イノベーショ

ンの促進に働きかけることができるか

について、参加者の認識を高めること

を目標とする。カンファレンスは、多

様なステークホルダーを一同に集め、

インド国家知的財産政策に関連する

様々な課題について、見識を深める場

と位置づけられており、インド政府

（GOI）による効果的な知的財産権政策

の形成を支援し、一般市民の間で、効

果的な国家知的財産政策の必要性に対

する認識が高まることが期待されてい

る。このプログラムは、GOI、インドの

産業団体と協力して、同国における効

果的知的財産権政策の形成を強く促す

ものであり、USPTO ニューデリーのマ

スター・アクション・プランをサポー

トこととなる。 
05/08/2
012 

05/10/2
012 

WIPO-USPTO 共

催知的財産権司

法会議 

WIPO との共催によるコモン・ロー適用

諸国の裁判官を対象とした知的財産権

に関する司法会議。アジェンダは、商

標の模倣、著作権に対する海賊行為、

司法行政、救済方法など。可能な限り

ケーススタディを用い、全参加者に議

論への参加を促す。 

エンフォース

メント強化支

援 

セミナー USPTO  法執行機関の

当局者  
 

05/09/2 05/09/2 タ イ の 芸 術 教 タイの芸術教育における著作権問題に 知的財産に関 セミナー タイ 学者、著作権局 タイ 
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開始日 終了日 題名 概要 支援対象分野 支援手法 開催場所 参加者 支援対象国 
012 012 育・商用化分野

に お け る 芸 術

家、教育者、美

術起業家が直面

する著作権関連

問題についての

討論会 

関する討論会。タイの芸術産業におい

て、著作権保護に対する理解・意識を

向上させ、参加者に、同国の芸術家・

芸術コミュニティが直面する法律面・

ビジネス面での課題について、議論す

る機会を与えることを目的としてお

り、アジェンダは、芸術教育における

課題、芸術家にとっての課題、ビジネ

スモデルとしての著作権保護、芸術と

企業、ニュース・文化としての芸術、

芸術・芸術家への理解を高める際にメ

ディア・慈善活動・市民社会が果たす

役割など。この種のプログラムが開催

されるのは、タイの芸術産業にとって

初めてのことで、芸術家、ギャラリー

のオーナー、芸術実業家、メディアか

ら、大きな注目を集めた。 

する啓もう活

動 
職員、ジャーナ

リスト 

05/10/2
012 

05/11/2
012 

バルト諸国司法

官向け知的財産

エンフォースメ

ントベスト慣行

研修プログラム 

デジタル環境における知的財産権の刑

事上エンフォースメントに関する研修

プログラム。2012 年 5 月にリトアニア

のヴィリニュス市で開催されたリトア

ニアプログラムの参加者から、前回学

んだ内容を更に発展させたフォローア

ッププログラム。特に司法・検察の側

面から知的財産執行を考察するプログ

ラムが要望されたことを受けて、本プ

ログラムでは、バルト海地域から参加

する裁判官、検察官、その他職員に対

し、知的財産民事・刑事事件の起訴・

裁判に適用可能なベストプラクティス

を教授する。 

エンフォース

メント強化支

援 

専門家派

遣 
ラトビア 民事・行政裁判

官、刑事裁判官、

司法官、検察官

エストニア、

フィンラン

ド、ラトビ

ア、リトアニ

ア、 スウェ

ーデン 
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開始日 終了日 題名 概要 支援対象分野 支援手法 開催場所 参加者 支援対象国 
05/14/2
012 

05/15/2
012 

イラク特許審査

官向けの特許審

査基礎研修プロ

グラム 

イラクの特許審査官を対象とした特許

審査に関する基礎研修プログラム。 
審査実務支援 招へい研

修 
USPTO 特許庁職員  

05/16/2
012 

05/18/2
012 

商標管理・IT ワ

ークショップ：

米国における商

標登録・保有に

関するセミナー 

商標局管理・IT 課題に関する研修セミ

ナー。国家工商行政管理総局（State 
Administration for Industry & Commerce：
SAIC）からは、協力覚書（Memorandum 
of Cooperation）の下で、この研修を 2012
年のワーク・プランの一部とするよう、

特別に要請が出ており、2012 年 5 月

16-17 日に北京市で開催される。米中そ

れぞれの商標局における管理実務・IT
実務に関して、実質的な意見交換する

意向であり、特に研修では、非伝統的

商標（non-traditional marks）、複数分類

出願（multi-class applications）/分割出願

（dividing applications）、これらに関連

する IT 課題に着目する。米国における

商標の登録・維持に関するセミナーで

は、SAIC 及び中国商標協会（China 
Trademark Association）との協力の下、

中国における中国商標所有者、米国に

おける米国商標所有者に対して、米国

での商標出願・商標維持に関する情報

を提供する。 

知的財産に関

する啓もう活

動 

セミナー 中国 産業省職員、商

標局職員 
 

05/21/2
012 

05/21/2
012 

GIPA- 韓国発明

奨励協会（Korean 
Invention 
Promotion 
Association ：

 不明 不明 USPTO 学者  
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開始日 終了日 題名 概要 支援対象分野 支援手法 開催場所 参加者 支援対象国 
KIPA）共催研修 

05/22/2
012 

05/24/2
012 

アルジェリア知

的財産権エンフ

ォースメントに

関する司法会議 

 エンフォース

メント強化支

援 

セミナー  アルジェリ

ア 
著作権局職員、

税関職員、民

事・行政裁判官、

刑事裁判官、司

法官、法執行機

関の当局者、検

察官、商標局職

員 

 

05/24/2
012 

05/30/2
012 

米国・中国司法

官向け著作権エ

ンフォースメン

ト研修プログラ

ム 

米国連邦巡回区控訴裁判所裁判官及び

中国 高人民法院（China's Supreme 
People's Court）知的財産セクションの裁

判官の合同司法研修プログラム。 

エンフォース

メント強化支

援 

専門家派

遣 
中国 特許庁職員  

05/24/2
012 

05/30/2
013 

米国-中国共催裁

判官向け知的財

産司法会議 

米国連邦巡回区控訴裁判所（U.S. Court 
of Appeals for the Federal Circuit: CAFC）
裁判官及び中国 高人民法院（China's 
Supreme People's Court）知的財産セクシ

ョンの裁判官の合同司法プログラム。

主要プログラムが北京市で 2 日間実施

され、地方都市（広州市、上海市、南

京市）では、参加裁判官の数が少ない

プログラムが、2 日間行われる予定で、

SIPO も招待されている。本プログラム

は、CAFC の専門管轄である特許執行に

焦点が置かれており、主なアジェンダ

は、管轄権/事件管理、ディスカバリ/
証拠/専門家の使用、意匠特許・実用新

案、自明性、均等論、企業機密・保護

命令、損害賠償、差止命令などとなっ

ている。 

エンフォース

メント強化支

援 

専門家派

遣 
中国 民事・行政裁判

官、特許庁職員

中国 、米国 
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開始日 終了日 題名 概要 支援対象分野 支援手法 開催場所 参加者 支援対象国 
05/24/2
012 

05/25/2
012 

インド伝統的産

業セクタの女性

起業家向けの知

的財産権（地理

的表示）に関す

るワークショッ

プ 

伝統的産業セクタの女性起業家を対象

にした、知的財産権に関する 1 日間の

ワークショップ。CWEI 及び MSME と

の共催により、2012 年 5 月 25 日にジャ

イプルで開催される。地理的表示・商

標に焦点が置かれており、特に女性起

業家が地理的表示・商標の重要性、創

作性・イノベーションとの関連性を理

解できるよう、プログラムは構成され

ている。本プログラムは、インド政府、

同国の産業団体と協力して、知的財産

保護に対する意識を向上させ、同国に

おける知的財産保護スタンダードの向

上に資するものであり、USPTO ニュー

デリーのマスター・アクション・プラ

ンをサポートすることとなる。 

民間実務者育

成 
ワークシ

ョップ 
インド 産業省職員、法

律専門家、権利

者団体、SME 

 

05/25/2
012 

05/25/2
012 

インド伝統的産

業セクタの女性

起業家向けの知

的財産権（地理

的表示）に関す

るワークショッ

プ 

伝統的産業セクタの女性起業家を対象

にした知的財産権に関する 1 日間のワ

ークショップ。インド女性起業家連合

（Consortium of Women Entrepreneurs of 
India：CWEI）及び零細・中小企業省

（Ministry of Micro Small and Medium 
Enterprises：MSME）との共催により、

2012年 5月 25日にジャイプルで開催さ

れる。地理的表示・商標に焦点が置か

れており、特に女性起業家が地理的表

示・商標の重要性、創作性・イノベー

ションとの関連性を理解できるよう、

プログラムは構成されている。本プロ

グラムは、インド政府と同国の産業団

体と協力して、知的財産保護に対する

民間実務者育

成 
ワークシ

ョップ 
インド 商務省職員、産

業省職員、法律

専門家、権利者

団体 
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開始日 終了日 題名 概要 支援対象分野 支援手法 開催場所 参加者 支援対象国 
意識を向上させ、同国における知的財

産保護スタンダードの向上に資するも

のであり、USPTO ニューデリーのマス

ター・アクション・プランをサポート

することとなる。アジェンダは、零細

企業振興における知的財産の重要性、

伝統的ブランドの保護ツールとしての

地理的表示、インドにおける地理的表

示の保護手続、地理的表示に関するケ

ーススタディーなど。 
06/01/2
012 

08/31/2
012 

インド規制当局

（警察・税関）

職員向け知的財

産エンフォース

メント研修プロ

グラム 

インド工業連盟（Confederation of Indian 
Industries：CII）との共催によるインド

警察庁・税関の幹部職員を対象とする

研修プログラム（合計 5 本を開催）。

インドにおいては、模倣行為・海賊行

為が著しい点を、法執行当局（警察庁・

税関の幹部職員を含む）に認識しても

らい、知的財産保護の国際的スタンダ

ードの習得、国内・国境での効果的な

捜査・執行制度管理のベストプラクテ

ィスの共有を目指す。USPTO のニュー

デリー知的財産アタッシェは、米国政

府から講演者 2 人の派遣を要請してい

る（1 人は、知的財産権執行問題に関わ

る税関・国境警備局から、もう 1 人は、

米国内勤務の警察幹部職員/幹部捜査

官）。本プログラムは、米国政府関連

機関の専門家の支援を受けて、インド

法執行当局に専門的研修を提供するも

ので、USPTO ニューデリーのマスタ

ー・アクション・プランをサポートす

エンフォース

メント強化支

援 

専門家派

遣 
インド 商務省職員、税

関職員、産業省

職員、法律専門

家、警察職員、

権利者団体 

インド 
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開始日 終了日 題名 概要 支援対象分野 支援手法 開催場所 参加者 支援対象国 
ることとなる。 

06/11/2
012 

06/11/2
012 

ラトガース大学

（ Rutgers 
University）知的

財産基礎コース 

 エンフォース

メント強化支

援 

招へい研

修 
USPTO 学者  

6/20/20
12 

06/26/2
012 

USPTO-Rospaten
t（ロシア特許庁）

共催知的財産と

イノベーション

に関するラウン

ドテーブル（開

催地モスクワ） 

Rospatent 共催の知的財産とイノベーシ

ョンに関する 2 日間の地域カンファレ

ンス。知的財産保護、企業機密、PCT
出願、特許審査ハイウェイ（PPH）、米

国発明法、米国特許庁などが、議題と

して取り上げられる。 

エンフォース

メント強化支

援 

セミナー ロシア 学者、商務省職

員、経済省職員、

産業省職員、法

律専門家、権利

者団体、貿易省

職員 

 

06/22/2
012 

07/04/2
012 

USG-インド政府

共催インド司法

官向け知的財産

権キャパシティ

ビルディングプ

ログラム 

インド司法官向け知的財産権キャパシ

ティビルディングプログラム。2011 年

9 月に 3 都市（デリー、コルカタ、ムン

バイ）で開催したプログラムに続く司

法官キャパシティビルディングプログ

ラム。対外関係政策室（Office of Policy 
and External Affairs：OPEA ）のエンフ

ォースメントチームと在ニューデリー

USPTO 職員は、カルナータカ州（バン

ガロール市）司法アカデミー及びタミ

ル・ナードゥ州（チェンナイ市）司法

アカデミーと共同で、第 2 ステージに

あたる本プログラムを、各都市で 2 日

間ずつ開催する。両都市における地方

裁判所裁判官・高等裁判所裁判官を対

象に、知的財産権関連事件に関するキ

ャパシティビルディング支援を目的と

する。米国側から講演者として参加す

る専門家には、第 9 巡回区控訴裁判所

エンフォース

メント強化支

援 

専門家派

遣 
インド 民事・行政裁判

官、刑事裁判官、

司法官 

インド 
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開始日 終了日 題名 概要 支援対象分野 支援手法 開催場所 参加者 支援対象国 
Connie Callahan 裁判官、カリフォルニ

ア州東部地区連邦地裁（サクラメント）

Morrison England 裁判官、知的財産犯罪

の起訴経験を有する Stanley Boone 連邦

検事補などが含まれる。米国政府から

の参加者は、模倣行為・海賊行為の危

険性、裁判所管理・事件管理、事件書

類・事件一覧の電子管理などについて、

講演する。なお、2011 年 9 月に開催し

たプログラムのフォローアップとし

て、デリーで裁判官らとの会合を開催

することも計画されている。 
06/24/2
012 

06/24/2
012 

知的財産啓もう

に関するブラジ

ル国際司法学会

プログラム 

ブラジルの裁判官を対象とした知的財

産の認識問題に関する支援プログラ

ム。 

エンフォース

メント強化支

援 

招へい研

修 
USPTO 情報省職員  

06/25/2
012 

06/28/2
012 

WIPS （ World 
Intellectual 
Property Search：
韓国特許検索サ

ービス）審査官

研修プログラム 

韓国の研究者向け米国の知的財産権保

護・開発・移転手法に関する研修プロ

グラム。参加者は 10 人となる見込み。

審査実務支援 招へい研

修 
USPTO 学者  

07/23/2
012 

08/03/2
012 

WIPO-米国共催

商標に関するサ

マースクール 

商標に関する 2週間のサマースクール。

大学の上級学生・若い世代の専門家に、

商標に関する詳しい知識を得る機会、

経済・社会・文化・技術の発展ツール

として商標を認識する機会、世界中の

知的財産管理において WIPO が果たし

ている役割を理解する機会を与えるこ

とを目的とする。 

民間実務者育

成 
招へい研

修 
USPTO 学者、法律専門

家、商標局職員

アフガニス

タン、アルジ

ェリア、バン

グラデシュ、

ベルギー、ブ

ラジル、ブル

ガリア、カメ

ルーン、カナ

ダ、チリ、中
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開始日 終了日 題名 概要 支援対象分野 支援手法 開催場所 参加者 支援対象国 
国、チェコ、

ガーナ、イン

ド、インドネ

シア、イタリ

ア、ジャマイ

カ、日本、メ

キシコ、ナイ

ジェリア、フ

ィリピン、ポ

ーランド、ポ

ルトガル、ロ

シア、ルワン

ダ、スペイ

ン、スワジラ

ンド、スウェ

ーデン、タン

ザニア、トル

コ、ウクライ

ナ、 ウズベ

キスタン 
07/24/2
012 

07/24/2
012 

知的財産啓もう

に関するブラジ

ル国際司法学会

プログラム 

ブラジルの裁判官を対象とした知的財

産の認識問題に関する支援プログラ

ム。 

エンフォース

メント強化支

援 

招へい研

修 
USPTO 民事・行政裁判

官、刑事裁判官、

司法官 

ブラジル 

08/21/2
012 

08/23/2
012 

USPTO-KIPO 共

催音標・臭標・

認証マークに関

するワークショ

ップ 

音標、臭標及び認証マークの承認・審

査に関する研修コース。USPTO の経験

を共有することを目的としており、実

際の事件例も取り扱う。 

審査実務支援 ワークシ

ョップ 
USPTO 行政職員、商標

局職員 
 

09/06/2
012 

09/06/2
012 

カザフスタンイ

特許保護ノベー

カザフスタンの大学教授 4 人を対象と

した科学・政府・学術界・産業界の繋

民間実務者育

成 
招へい研

修 
USPTO 学者 カザフスタ

ン 
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開始日 終了日 題名 概要 支援対象分野 支援手法 開催場所 参加者 支援対象国 
ション・教育プ

ロジェクト 
がりの強化方法を検討するプログラ

ム。米国における特許プロセス及び、

特許保護の有益性に関して 60分間のブ

リーフィングを行う。 
09/10/2
012  

09/13/2
012 

デジタル世代に

おける著作権シ

ンポジウム 

開発途上国及び移行国を対象とした著

作権に関する 5 日間の国際研修シンポ

ジウム。著作権・著作隣接権に関わり、

近年発生している問題を取り上げてお

り、セミナーでは、集中管理、大規模

デジタル化、権利の所在が不明な著作

物（orphan works）、エンフォースメン

トにおける課題、例外と制限、世界知

的所有権機関著作権及び著作隣接権に

関する常設委員会で議論されている問

題など、近年発生している問題をカバ

ーする。なお、本プログラム期間の中、

1 日は、米国著作権局で実施される。 

エンフォース

メント強化支

援 

セミナー USPTO 著作権局職員 アルジェリ

ア、ボリビ

ア、ブルガリ

ア、カンボジ

ア、コロンビ

ア、グレナ

ダ、ハンガリ

ー、ヨルダ

ン、リトアニ

ア、メキシ

コ、モルド

バ、ナイジェ

リア、フィリ

ピン、ポーラ

ンド、ルーマ

ニア、スペイ

ン、スリラン

カ、タジキス

タン、トル

コ、ウクライ

ナ、ウルグア

イ 
09/11/2
012  

09/13/2
012 

INTERPOL（国際

刑事警察機構）

国際知的財産犯

罪プログラム 

INTERPOL（国際刑事警察機構）との共

催による警察庁、税関、検察官、関連

法執行機関職員を対象とする国際知的

財産犯罪カンファレンス。 

エンフォース

メント強化支

援 

セミナー パナマ 税関職員、刑事

裁判官、司法官、

法執行機関の当

局者、警察職員、

検察官 

アフガニス

タン 
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開始日 終了日 題名 概要 支援対象分野 支援手法 開催場所 参加者 支援対象国 
09/24/2
012  

09/25/2
012 

UNECE-USPTO
共催知的財産・

競争に関する地

域別司法プログ

ラム 

国際連合欧州経済委員会（ United 
Nations Economic Commission for 
Europe： UNECE）との共催による裁判

官対象知的財産・競争に関する地域別

プログラム。知的財産政策と競争/反ト

ラスト政策は、双方ともイノベーショ

ン促進・経済成長に資する政策環境を

作り上げる際に、重要な役割を果たす

ため、本プログラムでは、これら 2 つ

の政策分野が、どのように一体となっ

て効果的に作用するのか、また、相互

対立を防ぐにはどのようにしたらよい

のかについて討議する。対象国の多く

は、効果的な反トラスト政策を有して

いないか、知的財産と競争の関係を充

分に理解していないため、知的財産・

競争問題、知的財産権エンフォースメ

ントにおける不正競争申立に関して、

該地域から参加する裁判官を教育する

ことを目標とする。 

エンフォース

メント強化支

援 

専門家派

遣 
マケドニア 刑事裁判官、司

法官、法律専門

家、法執行機関

の当局者、検察

官 

クロアチア、

マケドニア

旧ユーゴス

ラビア共和

国  、 セル

ビア 

09/24/2
012  

09/27/2
012 

司法官向けの知

的財産権エンフ

ォースメントプ

ロ グ ラ ム

（SIECA：中米経

済統合一般条約

事務局） 

中 米 経 済 統 合 一 般 条 約 事 務 局

（ Secretaria de Integracion Economica 
Centro Americana：SIECA）共催の司法

官向けの知的財産権エンフォースメン

トプログラム。知的財産法を執行する

際の障壁として、司法官の研修不足、

専門性の欠如、知的財産問題全般に対

する知識の欠如が、繰り返し指摘され

ているなか、。本プログラムでは、国

際知的財産法及び米・中米自由貿易協

定 （ Central America Free Trade 

エンフォース

メント強化支

援 

招へい研

修 
USPTO 民事・行政裁判

官、刑事裁判官

コスタリカ、

エルサルバ

ドル、 グア

テマラ  
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開始日 終了日 題名 概要 支援対象分野 支援手法 開催場所 参加者 支援対象国 
Agreement：CAFTA）の履行、商標及び

著作権の刑事上の執行、インターネッ

トサービスプロバイダの責任、知的財

産事件における証拠などをカバーす

る。 
9/25/20
12  

10/02/1
2 

USPTO-Rospaten
t（ロシア特許庁）

共催知的財産と

イノベーション

に関するラウン

ドテーブル（開

催地モスクワ） 

知的財産とイノベーションに関する地

域カンファレンス。ロシア特許庁及び

地元団体との共催により、エカテリン

ブルクで 2 日間にわたり開催（開催日：

2012 年 9 月 25-26 日）され、トピック

としては、知的財産保護、企業機密、

PCT 出願、特許審査ハイウェイ（PPH）、

米国発明法、USPTO におけるイニシア

チブ（優先審査トラックなど）、知的

財産管理（ライセンス供与・譲渡、技

術移転、知的財産の商業化など）など

が取り上げられる。大学、中小企業、

知的財産専門家及び公的研究機関を、

主要対象とする。また、モスクワで開

催する卓上会議（開催日：2012 年 9 月

28 日）では、ワークシェアリング及び

米国発明法の実施に関する 新動向に

焦点を当てる。その他、米国法の 新

動向、コンピューターで実施される発

明・医療診断方法に関する審査実務な

どをカバーする可能性もある。さらに、

サンクトペテルブルクで開催する大学

向け技術移転プログラム（開催日：2012
年 10 月 1-2 日）では、イノベーション・

経済の振興における、知的財産保護・

知的財産資産商業化の重要性を強調す

実用化支援 セミナー ロシア 学者、商務省職

員、経済省職員、

産業省職員、法

律専門家、権利

者団体、貿易省

職員 

ロシア 
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開始日 終了日 題名 概要 支援対象分野 支援手法 開催場所 参加者 支援対象国 
る予定。 

9/27/20
12  

09/28/2
012 

商標局における

管理・審査に関

するワークショ

ップ 

商標局のマネージメント及び商標審査

に関する研修プログラム。コース内容

は、商標課（trademark divisions）の効

率的管理、出願の質管理、 商標審査の

実例の討議など。同プログラムは、ベ

トナム国家知的財産権庁（Nat’l IP 
Office of Vietnam：NOIP）と交わした覚

書に基づき実施されるもので、NOIP
は、この研修コースを、2012 年ワーク

プランの一部とすることを要請してい

る。商標局の管理と商標審査実務・手

続きを強化し、米国企業のベトナムで

の商標登録に資するよう、コース設計

がなされている。 

審査実務支援 ワークシ

ョップ 
ベ ト ナ ム 
NOIP (ベト

ナム知的財

産庁オフィ

ス)  

 政府職員、特許

庁職員 
ベトナム 

10/1/20
12  

10/01/2
012 

少額特許訴訟手

続きに関するフ

ォーラム 

小額特許訴訟手続きに関するフォーラ

ム。商務省知的財産担当次官の特別要

請に基づき、2012 年 10 月 1 日に開催さ

れる半日プログラムで、連邦裁判所の

メンバー、個人弁護士、企業内弁護士、

ステークホルダー団体、学者など約 50
人の参加が見込まれている（USPTO か

らの参加人数を含む）。 

不明 セミナー USPTO 学者、産業省職

員、司法官、法

律専門家、権利

者団体 

米国 

10/10/2
012 

10/10/2
012 

アルゼンチン・

チリ・ペルー国

際司法学会プロ

グラム 

アルゼンチン・チリ・ペルーの裁判官

を対象とした知的財産問題の認識に関

する支援プログラム。国際司法アカデ

ミー（International Judicial Academy： 
IJA）では、アルゼンチン・チリ・ペル

ーから裁判官グループを、10 月初旬に

別途招聘しており、該 IJA セミナーに

は、裁判官 18 人、同時通訳者 2 人、IJA

エンフォース

メント強化支

援 

招へい研

修 
USPTO 民事・行政裁判

官 
アルゼンチ

ン、チリ、 ペ
ルー  
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開始日 終了日 題名 概要 支援対象分野 支援手法 開催場所 参加者 支援対象国 
スタッフ 3 人が参加する予定。GIPA と

生産的な関係を長年築いてきている

IJA は、諸外国から派遣された裁判官、

検察官、弁護士などを対象に、知的財

産、その他の法規問題に関するセミナ

ー（開催期間は 1 週間程度）を主催し

ている。IJA では、IJA セミナーの一部

として、セミナー参加者を GIPA に 1
日間派遣し、特許、商標、著作権、エ

ンフォースメント、知的財産が及ぼす

経済・公益への影響など、知的財産の

諸側面について学ぶ機会を設けてい

る。2013 会計年度に実施が予定されて

いる本プログラムは、IJA セミナーに参

加するアルゼンチン・チリ・ペルーか

ら派遣された裁判官らを、10 月 10 日に

GIPA に招聘するものである。 
10/22/2
012 

10/22/2
012 

杭州工商行政管

理局（AIC）派遣

者向けの米国に

おける商標保護

の概観 

杭州工商行政管理局（浙江省、中国）

から派遣された職員を対象とした、米

国における商標保護に関する研修プロ

グラム。 

不明 招へい研

修 
USPTO 商標局職員 中国 

11/27/2
012 

11/30/2
012 

知的財産管理・

技術ライセンス

プログラム 

知的財産管理・技術ライセンスに関す

るプログラム。目的は、知的財産管理、

テクノロジーアセスメント、マーケテ

ィング、国立科学技術研究所・大学の

職員や知的財産政策・知的財産管理・

技術商業化を担当する知的財産オフィ

スの職員とのライセンス供与交渉に関

する知識・実践的スキルの向上などで、

アジェンダとして、国家知的財産政

民間実務者育

成 
招へい研

修 
USPTO  政府職員 、特許

庁職員 
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開始日 終了日 題名 概要 支援対象分野 支援手法 開催場所 参加者 支援対象国 
策・組織内知的財産政策、イノベーシ

ョン及び経済成長の促進における知的

財産管理・商業化の重要性などを取り

上げらている。参加者は、ケーススタ

ディ、グループ演習を行うほか、他の

政府機関や大学から招待された講演者

など、米国在住専門家の経験から学ぶ

機会も与えられる。なお、同プログラ

ムは、フランス語に翻訳される予定。

注：空欄は下記データベースにも情報が記載されていなかったもの。 
出典：Global Intellectual Property Education Database（http://usipr.uspto.gov/）を基に作成 

 

http://usipr.uspto.gov/
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2011 年の支援活動詳細 
 
開始日 終了日 題名 概要 支援対象分野 支援手法 開催場所 参加者 支援対象国 
1/11/20
11 

1/14/20
11 

GIPA諸外国の国

境における知的

財産エンフォー

スメントプログ

ラム 

米国国境での知的財産国境エンフォー

スメント政策と手続きに関するディス

カッションプログラム。 

エンフォース

メント強化支

援 

招へい研

修 
USPTO          
  

学者、産業省職

員、貿易省職員

カナダ、ド

ミニカ国、

エルサルバ

ドル、 エチ

オピア、ガ

ーナ、香港、

インド、ヨ

ルダン、ケ

ニア、メキ

シコ、ペル

ー、フィリ

ピン、サウ

ジ ア ラ ビ

ア、スペイ

ン、スワジ

ランド、ベ

トナム  
1/11/20
11 

1/11/20
11 

スリランカ政府

向け知的財産法

キャパシティビ

ルディングワー

クショップ 

インドの USPTO アタッシェプログラ

ム主催の事務官及び上級官僚向け知的

財産権法に関するワークショップ。 

エンフォース

メント強化支

援 

専門家派

遣 
スリランカ 特許庁職員   

1/24/20
11 

1/28/20
11 

PCT 受付オフィ

スの諸手続き関

するワークショ

ップ 
 

PCT 受付オフィス（Receiving Office： 
RC）の手続きに関するワークショップ。

特許協力条約（PCT）下の受付オフィス

管理に焦点を当てており、プレゼンテ

ーションとディスカッションの内容

は、PCT の要件に従い、特に RO、WIPO
と RO の関係、行政手続きに関するも

その他 ワークシ

ョップ 
USPTO          学者、商務省職

員、著作権局職

員、経済省職員、

法律専門家、特

許庁職員、商標

局職員 
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開始日 終了日 題名 概要 支援対象分野 支援手法 開催場所 参加者 支援対象国 
の及び PCT に適合し必要とされる実務

などが中心となる。 
1/27/20
11 

1/27/20
11 

ロシア知的財産

専門家向け米国

知的財産・技術

移転ビジネスイ

ンターンシップ

（SABIT）プログ

ラム 

米国特別ビジネスインターンシップ知

的財産権プログラム（Special American 
Business Internship Training ： SABIT’s 
IPR）。高レベル専門家に対して、国、

地域、機関における技術移転や実用化

に必要な技術と知識を提供する。 

民間実務者育

成 
専門家派

遣 
ロシア/CIS  民事・行政裁判

官、刑事裁判官

ロシア  

1/27/20
11 

1/27/20
11 

米国知的財産・

技術移転ビジネ

スインターンシ

ップ（SABIT）･

技術移転･技術

商用化プログラ

ム 

米国特別ビジネスインターンシップ知

的財産権プログラム（Special American 
Business Internship Training ： SABIT’s 
IPR）。ユーラシア大陸における技術移

転と実用化を推進する団体、大学、機

関の専門家を対象に研修を実施する。

民間実務者育

成 
招へい研

修 
USPTO          民事・行政裁判

官、刑事裁判官、

司法官、法執行

機関の当局者 

 

2/1/201
1 

2/4/201
1 

GIPA主催チリ裁

判官向け知的財

産エンフォース

メントプログラ

ム 

知的財産エンフォースメント政策及び

手続きに関する研修プログラムを開

催。複数の連邦省庁のスピーカーが IP
エンフォースメントに関する講義を行

う。 

エンフォース

メント強化支

援 

招へい研

修 
USPTO       民事・行政裁判

官、刑事裁判官、

立法者、貿易省

職員 

 

2/2/201
1 

2/2/201
1 

チリ派遣団米国

知的財産訪問リ

ーダーシッププ

ログラム 

チリの裁判官を対象とした知的財産エ

ンフォースメントに関する米国訪問プ

ログラム。 

エンフォース

メント強化支

援 

招へい研

修 
USPTO         特許庁職員  チリ  

2/7/201
1 

2/10/20
11 

持続性のある経

済開発のための

知的財産法及び

知的財産管理に

関するワークシ

ョップ（ヨルダ

知的財産法と開発の戦略的マネジメン

トに関する 4 日間のワークショップ。

中東北アフリカ地域の議員団、政府代

表団、裁判官が知的財産法と戦略的マ

ネジメントの経済発展への寄与につい

て議論する。 

エンフォース

メント強化支

援 

ワークシ

ョップ 
ヨルダン 産業省職員、法

律専門家 
エジプト、

ヨルダン、

ク ウ ェ ー

ト、レバノ

ン、ナイジ

ェリア 
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開始日 終了日 題名 概要 支援対象分野 支援手法 開催場所 参加者 支援対象国 
ン） 

2/8/201
1 

2/8/201
1 

グルジア派遣団

米国知的財産訪

問リーダーシッ

ププログラム 

知的財産権に関するグルジア視察団向

け USPTO 視察訪問プログラム。 
審査実務支援 招へい研

修 
USPTO        学者、法律専門

家 
米国   

2/10/20
11 

2/10/20
11 

世界市場での知

的財産保護に関

するフォーラム 

グローバル市場における知的財産保護

に関するフォーラム。 
エンフォース

メント強化支

援 

セミナー 米国 民事・行政裁判

官、刑事裁判官

米国   

2/18/20
11 

2/18/20
11 

ハーバード大学

主催  知的財産

協会視察 

民間実務者を対象としたハーバード大

学視察旅行プログラム。 
民間実務者育

成 
招へい研

修 
USPTO       特許庁職員  米国  

3/8/201
1 

3/9/201
1 

知的財産権に関

する司法円卓会

議 

裁判官を対象とした知的財産権に関す

る円卓会議。侵害行為の裁定、損害賠

償、判決について議論する。 

エンフォース

メント強化支

援 

セミナー アラブ首長

国連邦 
学者  アラブ首長

国連邦  

3/9/201
1 

3/9/201
1 

PPH（特許審査ハ

イウェイ）のオ

フィス会議 

PPH 構成要件の拡大・変更を含む PPH
の次代を考える特許審査ハイウェイパ

ートナー総会。 

審査実務支援 セミナー USPTO      特許庁職員   

3/10/20
11 

3/11/20
11 

特許経済プログ

ラム 
経済学者の見解を交えた知的財産につ

いての研修プログラム。 
民間実務者育

成 
不明 USPTO     法律専門家、法

執行機関の当局

者  

 

3/11/20
11 

3/11/20
11 

中国知的財産権

代表団の派遣 
中国知的財産権視察団の知的財産に関

する米国訪問プログラム。 
不明 招へい研

修 
USPTO    法律専門家、法

執行機関の当局

者、検察官 

 

3/14/20
11 

3/18/20
11 

USPTO-WIPO 知

的財産エンフォ

ースメントプロ

グラム 

知的財産エンフォースメントに関する

研修プログラム。 
エンフォース

メント強化支

援 

不明 USPTO   民事・行政裁判

官、司法官 
 

3/21/20
11 

3/21/20
11 

国際司法アカデ

ミープログラム 
国際司法アカデミーを対象とした知的

財産に関するプログラム。 
エンフォース

メント強化支

援 

不明 USPTO  著作権局職員 、
特許庁職員 

 

3/22/20 3/22/20 IJA 中南米裁判  エンフォース セミナー USPTO 特許庁職員  
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開始日 終了日 題名 概要 支援対象分野 支援手法 開催場所 参加者 支援対象国 
11 11 官のための著作

権会議 
メント強化支

援 
3/23/20
11 

3/23/20
11 

INEAP-ECC 共催

知 的 財 産 （ 特

許・商標）会議 

 審査実務支援 不明 USPTO 米国特許庁 、商
標局 

 

3/28/20
11 

3/29/20
11 

PIPRA 知的財産

実用化・技術移

転プログラム  

知的財産の実用化及び技術移転に関す

る研修プログラム。 
実用化支援 不明 USPTO  特許庁職員 、商

標局職員 
 

3/29/20
11 

3/29/20
11 

中国の実用新案

モデルやデザイ

ン特許システム

に関する産業円

卓会議 

 実用化支援 セミナー USPTO 商標局職員  

3/30/20
11 

4/1/201
1 

中小企業のため

の特許・商標審

査研修 

特許及び商標審査に関する研修プログ

ラム。 
審査実務支援 専門家派

遣 
ウクライナ 著作権局職員 ウクライナ 

4/4/201
1 

4/8/201
1 

GIPA上級商標審

査プログラム 
商標審査に関する研修プログラム。 審査実務支援 招へい研

修 
USPTO  民事・行政裁判

官、刑事裁判官、

法律専門家、法

執行機関の当局

者 

 

4/5/201
1 

4/8/201
1 

ASEAN-USPTO
知的財産エンフ

ォースメントプ

ログラム 

知的財産エンフォースメントに関する

研修プログラム。 
エンフォース

メント強化支

援 

専門家派

遣 
タイ 税関職員、司法

官、法律専門家、

法執行機関の当

局者、警察職員、

検察官 

 

4/5/201
1 

4/5/201
1 

デジタル環境に

おける著作権侵

害プログラム 

著作権侵害に関する研修プログラム。 不明 専門家派

遣 
ロシア 学者 、著作権局

職員、特許庁職

員、商標局職員

ロシア 

4/6/201
1 

4/7/201
1 

USPTO 中国知的

財産エンフォー

米国企業による中国での知的財産権の

保護・行使に関する 2 日間の無料プロ

エンフォース

メント強化支

セミナー USPTO 法律専門家  
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開始日 終了日 題名 概要 支援対象分野 支援手法 開催場所 参加者 支援対象国 
スメント説明会 
 

グラム。対象者は、企業規模にかかわ

らず、中国市場進出を検討している者

から、すでに中国に基盤を有している

企業までで、単に自社精神の模倣や海

賊版の防止について知りたい企業も含

む。このプログラムは、知的財産権の

重要性と、グローバル市場で権利を守

り行使することの必要性を広く一般に

啓発していくという、USPTO の継続的

な取り組みの一環である。 

援 

4/8/201
1 

4/9/201
1 

南アジア税関職

員のための偽造

と著作権侵害防

止研修プログラ

ム 

模倣品・海賊版対策に関する研修プロ

グラム。 
エンフォース

メント強化支

援 

専門家派

遣 
インド 産業省職員、法

律専門家、特許

庁職員、商標局

職員 

インド 

4/10/20
11 

4/20/20
11 

JCCT（米中合同

商 業 貿 易 委 員

会）の知的財産

権ワーキンググ

ループミーティ

ング 

米中合同商業貿易委員会（U.S.-China 
Joint Commission on Commerce and 
Trade: JCCT）の知的財産権に関する

グループミーティング。同ミーティン

グは、米国企業が直面する知的財産権

の問題を解決するとともに、他の貿易

関係イベントや、WTO 技術支援プログ

ラムを統括する場として機能する。な

お、JCCT は、米国と中国の二国間貿易

問題のハイレベルな対話の場として、

また、両国の商業関係を拡大する手段

として 1983 年に設立された。 

エンフォース

メント強化支

援 

セミナー 米国 法執行機関の当

局者 
中国 

4/11/20
11 

4/15/20
11 

カザフスタン特

許・商標保護プ

ログラム：米国

モデル 

カザフスタンの特許・商標保護に関す

る研修プログラム。USPTO がカザフス

タン知的財産委員会と 2008年に締結し

た覚書に基づき、同委員会の知的財産

不明 専門家派

遣 
カザフスタ

ン 
情報省職員  
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開始日 終了日 題名 概要 支援対象分野 支援手法 開催場所 参加者 支援対象国 
 
 

保護システムの改善、知的財産の保護

及び活用にかかる効率的な法的保護、

情報の共有と交換、能力開発を通じた

専門家スキルの育成などを行う。 
5/2/201
1 

5/6/201
1 

植 物 新 品 種

（UPOV）条約に

基づく多様植物

保護：研修官研

修プログラム 

UPOV との共催による植物多様性保護

の研修官を目指す政府高官及び個人選

抜者に対する 5日間の研修プログラム。

その他 不明 USPTO  特許庁職員  

5/2/201
1 

5/7/201
1 

WIPO 知的財産

権エンフォース

メントワークシ

ョップ 

知的財産エンフォースメントに関する

研修プログラム。 
エンフォース

メント強化支

援 

ワークシ

ョップ 
USPTO  学者 、ジャーナ

リスト 
 

5/8/201
1 

5/13/20
11 

国際科学・エン

ジニアリングフ

ェア 

特許商標局学会（Patent and Trademark 
Office Society : PTOS）との共催による

知的財産啓もうプログラム。世界中の

トップランクの高校生プロジェクトが

集う国際科学・エンジニアリングフェ

アの場で、特別特許審査、若者・親・

その他興味のある方に知的財産につい

て啓発するためのブース、そして

USPTO と EPO の専門家をパネルに迎

えた知的財産とイノベーションに関す

るシンポジウムを行う。同プログラム

をコーディネートしたのは、政権の

STEM（科学、工学、エンジニア、数学

分野）イニシアチブの一環として次官

の命を受けた教育コーディネーター室

（Office of Education Coordinator） であ

り、主眼はイノベーション、雇用、輸

出に置かれている。PTOS は 3 人の特許

民間実務者育

成 
セミナー 米国 特許庁職員  
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開始日 終了日 題名 概要 支援対象分野 支援手法 開催場所 参加者 支援対象国 
審査官を派遣し、ブースでの審査を支

援するほか、GIPA は 2 人の知的財産専

門家（理想としては特許及び商標弁護

士）を派遣する。また GIPA はブースを

出展し、フェアの期間中に 1,200 人の訪

問者を見込んでいるほか、シンポジウ

ムには 100人の出席が期待されている。

5/9/201
1 

5/13/20
11 

GIPA上級特許審

査：コンピュー

タベースの発明 

特許審査に関する研修プログラム。海

外の特許審査官を含む参加者対して、

米国の特許審査官の考え方を紹介す

る。 

審査実務支援 不明 USPTO 学者 、民事・行

政裁判官 、法律

専門家、権利者

団体 

 

5/9/201
1 

5/13/20
11 

GIPA上級特許審

査：バイオ技術

と医薬品 

特許審査に関する研修プログラム。 審査実務支援 不明 USPTO  政府職員 、特許

庁職員、商標局

職員 

 

5/10/20
11 

5/12/20
11 

ASEAN諸国にお

け る 商 標 局 管

理・デザイン保

護に関するワー

クショップ 

商標局職員向けの商標制度運用に関す

る 2 日半のプログラム。目標は、審査

官に商標登録に関する関連法や施策の

適切な適用を教育するための手法の一

つとしての、USPTO の商標品質審査研

修局（Office of Trademark Quality Review 
and Training）を通じた品質保証に関す

る情報及びベストプラクティスの共有

など。 

審査実務支援 ワークシ

ョップ 
タイ 商標局職員 タイ 

5/11/20
11 

5/11/20
11 

日米共催司法知

的財産控訴セミ

ナー 

知的財産にかかる再審理に関する研修

セミナー。目的は、より強固な知的財

産保護とエンフォースメントのための

司法訴訟の実践に向けた議論の場を設

けることであり、米国及び日本の司法

訴訟の実践に関する報告書作成も視野

に入れている。アジェンダは、日米の

特許法、知的財産エンフォースメント

エンフォース

メント強化支

援 

セミナー USPTO 学者  、政府職

員、特許庁職員

日本 
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開始日 終了日 題名 概要 支援対象分野 支援手法 開催場所 参加者 支援対象国 
における司法の役割、効果的な司法訴

訟弁護、ベストプラクティスなど。 
5/16/20
11 

5/20/20
11 

GIPA商標審査プ

ログラム 
商標審査に関する研修プログラム

USPTO の商標審査官が、商標審査のプ

ロセスについての情報を提供するほ

か、ラウンドテーブル・ディスカッシ

ョンや、グループワークによるプロジ

ェクト活動も行う。 

審査実務支援 セミナー カザフスタ

ン 
学者  、政府職

員、特許庁職員

カザフスタ

ン 

5/17/20
11 

5/20/20
11 

ケニアにおける

知的財産権エン

フォースメント

ワ ー ク シ ョ ッ

プ：省庁間のア

プローチとプラ

イベートセクタ

との調整 

米国商務省商取引法開発プログラム

（CLDP）主催の 4 日間のワークショッ

プへの地域警察当局の参加支援。ケニ

ア反偽造法が定める反偽造委員会が列

挙している、ケニア省庁やステークホ

ルダーが一堂に会するこのワークショ

ップにより、省庁横断の知的財産タス

クフォースの発展が促進される。ワー

クショップの目的は、省庁横断型の知

的財産タスクフォースの運営手順の確

立や、省庁間のコミュニケーションの

仕組みの決定、問題の優先順位づけと

なっている。アジェンダは、知的財産

権の概説、ケニアにおける偽造や海賊

版の経済技術開発に対する影響度、国

際基準の概説、ケニア反偽造法関連省

庁の役割と責務、偽造法の法的・実務

的枠組み、国境エンフォースメントの

捜査と裁決のベストプラクティス、省

庁横断の協力など。 

不明 ワークシ

ョップ 
ケニア ジャーナリス

ト、民事・行政

裁判官、刑事裁

判官、司法官、

法律専門家、立

法者、特許庁職

員、警察職員、

検察官 、権利者

団体、貿易省職

員、商標局職員"

ボツワナ、

ガーナ、ケ

ニア、レソ

ト、マラウ

イ、モザン

ビーク、ナ

ミビア、シ

エ ラ レ オ

ネ、ソマリ

ア、スーダ

ン、スワジ

ランド、タ

ンザニア、

ガンビア、

ザンビア 、
ジンバブエ 

5/23/20
11 

5/26/20
11 

知的財産管理・

技術実用化セミ

ナー 

非営利イニシアチブ「農業のための公

的知的財産資源（ Public Intellectual 
Property Resource for Agriculture:

実用化支援 セミナー ケニア 経済省職員、衛

生管理官、産業

省職員、情報省

ボツワナ、

ガーナ、ケ

ニア、レソ



 
各国の開発途上国に対する人材育成支援活動に関する調査研究 

293 
 

開始日 終了日 題名 概要 支援対象分野 支援手法 開催場所 参加者 支援対象国 
PIPRA）」との共催による知的財産マネ

ジメントと商品化についての 4 日間の

セミナー。後援は WIPO、アフリカ広域

知的財産機関（ARIPO）、ケニヤ工業

所有権機関（KIPI）で、プログラムの

目的は、地域でのイノベーション開発

における知的財産の重要性をアピール

することと、サブサハラ・アフリカ諸

国の経済発展を促進すること。 

職員、 ト、マラウ

イ、モザン

ビーク、ナ

ミビア、シ

エ ラ レ オ

ネ、ソマリ

ア、スーダ

ン、スワジ

ランド、タ

ンザニア 、
ガンビア、

ザンビア、

ジンバブエ 
6/8/201
1 

6/10/20
11 

持続的な経済発

展のための知的

財産法と戦略的

運用プログラム 

途上国における知的財産の影響に関す

る 3 日間の研修プログラム。知的財産

とその経済開発への好影響に精通した

複数のスピーカーを招聘する。 

その他 セミナー USPTO 商務省職員 、文
科省職員、経済

省職員 

 

6/8/201
1 

6/10/20
11 

持続的な経済発

展のための知的

財産法と戦略的

運用プログラム 

持続的な経済発展のための知的財産法

と戦略的運用に関するワークショッ

プ。国会議員や裁判官が、知的財産法

とその戦略的運用がいかに経済発展に

貢献するかを議論する。なお、プログ

ラムは毎朝、特許、著作権、商標法に

ついての概論で始まる。 

エンフォース

メント強化支

援 

招へい研

修 
USPTO/GIP
A 

"政府職員 、著

作権局職員 、文
化省 職員、税関

職員、 

カーボヴェ

ルデ、ケニ

ア 、ラトビ

ア、モーリ

シャス、台

湾、ウズベ

キスタン、 
ベトナム 

6/14/20
11 

6/16/20
11 

ASEAN諸国にお

ける知的財産管

理と技術実用化

ワークショップ 

知的財産マネジメントと技術の商品化

に関する 3 日間のワークショップ。フ

ィリピンのマニラで開催される同プロ

グラムは、知的財産マネジメント、技

術評価、マーケティング交渉、国立科

学技術研究所や大学、知的財産マネジ

知的財産に関

する啓もう活

動 

ワークシ

ョップ 
フィリピン 学者、政府職員、

法律専門家、特

許庁職員、権利

者団体 

フィリピン 
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開始日 終了日 題名 概要 支援対象分野 支援手法 開催場所 参加者 支援対象国 
メントや技術の商品化を担当する当局

に対するライセンス供与といった分野

における知識と実践的スキルの供与を

目的とする。 
6/15/20
11 

6/24/20
11 

複 数 都 市 で の

IPAC II（知的財

産人材育成機関

間協働構想）プ

ログラム 

複数都市における知的財産人材育成に

関するプログラム。 
エンフォース

メント強化支

援 

専門家派

遣 
ロシア 産業省職員、法

執行機関の当局

者、特許庁職員、

商標局職員 

 

6/27/20
11 

7/1/201
1 

GIPA 商標・地理

的表示プログラ

ム 

商標と地理的表示に関する研修プログ

ラム。 
不明 不明 USPTO 商標局職員  

6/28/20
11 

6/30/20
11 

米国・ベトナム

二国間特許セミ

ナー 

特許のエンフォースメントに関するプ

ログラム。 
エンフォース

メント強化支

援 

セミナー ベトナム 法律専門家 、法
執行機関の当局

者、検察官 

 

7/11/20
11 

7/14/20
11 

USPTO・KEA（韓

国電子情報通信

産業振興会）知

的財産エンフォ

ースメントプロ

グラム 

 エンフォース

メント強化支

援 

不明 USPTO 法執行機関の当

局者 
 

7/11/20
11 

7/14/20
11 

意匠プログラム 意匠に関するプログラム。意匠の保護、

特に米国における意匠の特許性の評価

にかかる審査上のユニークな留意点を

吟味する。また同プログラムには、

「WIPO の日」が含まれており、WIPO
の意匠専門家が､国際的な意匠保護に

ついて講演する。 

審査実務支援 招へい研

修 
USPTO 特許庁職員 ブルキナフ

ァソ   、カ

ナダ  、チ

リ、コンゴ

民 主 共 和

国、エジプ

ト、エルサ

ルバドル、

グ ア テ マ

ラ 、ハンガ
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開始日 終了日 題名 概要 支援対象分野 支援手法 開催場所 参加者 支援対象国 
リー、ヨル

ダン、ラオ

ス、リトア

ニア、マレ

ーシア、パ

ラグアイ、

ペルー、韓

国、チュニ

ジア、トル

コ、ウクラ

イナ 
7/12/20
11 

7/13/20
11 

イラク司法官・

法律研究者向け

知的財産権・エ

ンフォースメン

トワークショッ

プ 

イラクの商取引法開発プログラム

（CLDP）司法官及び法学部教授向けの

技術支援に関するワークショップ。イ

ラクには科学面での潜在力があり、科

学技術のイノベーションをベースにし

た現代的な経済が、成長と雇用を生み

出すことができるという考えに基づい

て設立された。 

エンフォース

メント強化支

援 

ワークシ

ョップ 
USPTO 民事・行政裁判

官  、刑事裁判

官、司法官、法

律専門家 

 

7/18/20
11 

7/22/20
11 

GIPA上級特許審

査プログラム 
上級審査官向けの特許審査研修プログ

ラム。 
審査実務支援 不明 USPTO 特許庁職員  

7/19/20
11 

7/21/20
11 

ASEAN知的財産

研修間研修ワー

クショップ 
 
 

ASEAN の知的財産研修官の研修ワー

クショップ。研修担当の研修官及び、

一般向けに知的財産啓もうプログラム

を担当する研修官向けの 3 日間のワー

クショップであり、その目的は、情報

の普及、プレゼンテーションスキル、

知的財産についての研修方法に関する

道具立てやコツとくに、知的財産の種

類や仕組みについての議論、研修官が

出くわす質問や課題で、重要な国際的

その他 ワークシ

ョップ 
タイ 商標局職員 ブルネイ、

カ ン ボ ジ

ア、インド

ネシア、ラ

オス、マレ

ーシア 、フ

ィリピン、

タイ、ベト

ナム 
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開始日 終了日 題名 概要 支援対象分野 支援手法 開催場所 参加者 支援対象国 
課題や地域的課題を共有すること。 

7/24/20
11 

7/29/20
11 

第 45 回植物新品

種（UPOV）保護

プログラム 

植物新品種の保護（UPOV）に関するプ

ログラム。世界の植物多様性の重要性

が議論される。 

その他 招へい研

修 
米国 商務省職員 、衛

生管理官、法律

専門家 

 

7/25/20
11 

7/29/20
11 

Global Intellectual 
Property 
Academy (GIPA)
実施プログラム 

知的財産保護に関するプログラム。 エンフォース

メント強化支

援 

招へい研

修 
USPTO 民事・行政裁判

官  、刑事裁判

官、法執行機関

の当局者 

 

7/25/20
11 

7/29/20
11 

USPO 知的財産

エンフォースメ

ントプログラム 
 

知的財産エンフォースメントに関する

プログラム。産業界の知的財産担当者

などの知的財産専門家、裁判官、検察

官に対する研修を提供する。同プログ

ラムでは、米国政府及び産業界の専門

家から、知的財産エンフォースメント

に関する 近の課題や手法についての

ブリーフィングが行われる。 

エンフォース

メント強化支

援 

招へい研

修 
USPTO 民事・行政裁判

官 、法執行機関

の当局者、警察

職員 

ア ル メ ニ

ア、ブルガ

リア、コロ

ンビア、デ

ンマーク、

ガーナ、イ

ンド、ラオ

ス、リトア

ニア、メキ

シコ、ナイ

ジェリア 、
ペルー、ウ

ガンダ 
8/1/201
1 

8/5/201
1 

GIPA商標調査上

級プログラム 
商標審査に関する研修プログラム。 不明  USPTO  商標局職員  

8/1/201
1 

8/5/201
1 

知的財産権タス

クフォースにお

ける省庁間との

統合ワークショ

ップの開催 

知的財産権タスクフォースにおける省

庁間との統合に関するワークショッ

プ。ケニア、ガーナ、ナイジェリア、

リビアで知的財産作業部会を開催。 

エンフォース

メント強化支

援 

ワークシ

ョップ 
ケニア、ガー

ナ、ナイジェ

リア、リベリ

ア 

税関職員、刑事

裁判官、司法官、

法執行機関の当

局者、警察職員、

検察官 

ガーナ 、ケ

ニア、リベ

リア、ナイ

ジェリア 

8/1/201
1 

8/12/20
11 

USPTO-WIPO 共

催知的財産エン

フォースメント

 エンフォース

メント強化支

援 

不明    
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開始日 終了日 題名 概要 支援対象分野 支援手法 開催場所 参加者 支援対象国 
サマースクール 

8/1/201
1 

8/12/20
11 

WIPO-USPTO 共

催知的財産エン

フォースメント

サマースクール 

WIPO との共催による知的財産に関す

るプログラム。 
エンフォース

メント強化支

援 

招へい研

修 
USPTO  法執行機関の当

局者 
 

8/01/20
11 

8/12/20
11 

WIPO-USPTO 
共催知的財産エ

ンフォースメン

トサマースクー

ル 

WIPO との共催による特許、商標、著作

権などの知的財産に関するサマースク

ール。 

エンフォース

メント強化支

援 

招へい研

修 
USPTO  学者 、法律専門

家 
 

8/1/201
1 

8/12/20
11 

WIPO 知的財産

エンフォースメ

ントサマースク

ール 

知的財産法を選考する学生のためのサ

マースクール。 
エンフォース

メント強化支

援 

招へい研

修 
USPTO/GIP
A 

学者  

8/1/201
1 

8/5/201
1 

ケ ニ ア ・ ガ ー

ナ・ナイジェリ

ア・リベリア省

庁間での知的財

産権タスクフォ

ースのワークシ

ョップ 

知的財産保護及びエンフォースメント

に関するワークショップ。 
エンフォース

メント強化支

援 

ワークシ

ョップ 
GIPA 税関職員、法執

行機関の当局者

ガーナ 、ケ

ニア、リベ

リア、ナイ

ジェリア 

8/1/201
1 

8/12/20
11 

WIPO-USPTO 
知的財産サマー

スクール 

知的財産の重要性に関するプログラ

ム。 
不明 招へい研

修 
GIPA 特許庁職員 、商

標局職員 
米国 

8/8/201
1 

8/12/20
11 

GIPA 政策・法令

施行プログラム 
知的財産の政策、法律、エンフォース

メントに関するプログラム。 
エンフォース

メント強化支

援 

不明 USPTO  商務省職員 、法
律専門家、法執

行機関の当局者

 

8/8/201
1 

8/12/20
11 

GIPA 特許・技術

移転プログラム 
技術移転に関するプログラム。 不明 不明 USPTO  特許庁職員  

8/8/201
1 

8/9/201
1 

ウルグアイ地方

税関エンフォー

税関でのエンフォースメントに関する

地域別プログラム。 
エンフォース

メント強化支

ワークシ

ョップ 
ウルグアイ 法執行機関の当

局者 
アルゼンチ

ン 、ブラジ
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開始日 終了日 題名 概要 支援対象分野 支援手法 開催場所 参加者 支援対象国 
スメントワーク

ショップ 
援 ル 、パラグ

アイ、ペル

ー、米国、

ウルグアイ 
8/9/201
1 

8/9/201
1 

John Marshall ロ

ースクール知的

財産プログラム 

John Marshall ロースクール向けの知的

財産権導入プログラム。アジェンダは、

特許、商標、著作権など。 

民間実務者育

成 
招へい研

修 
USPTO  学者、法律専門

家  
 

8/9/201
1 

8/10/20
11 

イラクの司法・

法律研究者のた

めの知的財産権

実施ワークショ

ップ 

イラクの司法・法律研究者のためのワ

ークショップ。 
エンフォース

メント強化支

援 

ワークシ

ョップ 
USPTO/GIP
A 

法律専門家 イラク 

8/11/20
11 

8/12/20
11 

電子機器・コン

ピュータ開発分

野における特許

慣行プログラム 

電子機器・コンピュータ開発分野にお

ける特許慣行プログラム。インド、ニ

ューデリーの USPTO が、インド商工会

議所の代表であるインド-米国商工会議

所（IACC) と共同で 2011 年 8 月 13 日

にチェンナイで実施する半日プログラ

ムで、USPTO の審査官（テクノロジー

センター2800 のディレクター）がチェ

ンナイに派遣され、プログラムに参加

する。プログラムの主な内容は、コン

ピューター関連発明の特許取得の可能

性についてである。 

実用化支援 専門家派

遣 
インド 特許庁職員 インド 

8/13/20
11 

8/13/20
11 

電子機器・コン

ピュータ開発分

野における特許

慣行プログラム 

電子機器・コンピュータ開発分野にお

ける特許慣行プログラム。インド、ニ

ューデリーの USPTO が、インド商工会

議所の代表であるインド-米国商工会議

所（IACC) と共同で 2011 年 8 月 13 日

にチェンナイで実施する半日プログラ

ムで、プログラムの主な内容は、コン

実用化支援 専門家派

遣 
インド 産業省職員、法

律専門家、権利

者団体 
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開始日 終了日 題名 概要 支援対象分野 支援手法 開催場所 参加者 支援対象国 
ピューター関連発明の特許取得の可能

性についてである。主なアジェンダは、

コンピューター関連発明の特許、イン

ドでの 近の案件について、インドで

の米国案件について、出願戦略につい

て。同プログラムは、産業界での知的

財産保護の意識を高めることで、イン

ドの高レベルな知的財産保護の促進を

支援する。 
8/23/20
11 

8/25/20
11 

知的財産協会上

席メンバーのた

めの第 5 回シン

ポジウム 

知的財産アカデミーに関するシンポジ

ウム。 
不明 セミナー USPTO  政府職員 、情報

省職員 
 

8/25/20
11 

8/25/20
11 

偽造と著作権侵

害に関する第 5
回国際会議 

偽造と著作権侵害に関する国際年次会

議。インド政府高官並びに産業界から

の代表者を対象としたインド工業同盟

（CII） との合同プログラムで、スイス、

日本、EU、中国、イタリアを含む地元

大使館からの代表者も参加する。

USPTO ニューデリーが CII と共催する

この 2 日間のプログラムは、偽造と著

作権侵害に関する年次会議であり、知

的財産権保護の重要性と、拡大する偽

造と著作権侵害の脅威と戦う必要性に

ついて取り扱われる。また､偽造と著作

権侵害に対するインドの立場を明確に

し、海外の産業界や当局担当者が、こ

の脅威への効果的な対抗策に関する情

報を提供する。ニューデリーの知的財

産公使は、米国政府講師 1 人をこのプ

ログラムへ派遣するよう要請してい

エンフォース

メント強化支

援 

セミナー インド 税関職員、産業

省職員、法律専

門家、法執行機

関の当局者 、警
察、権利者団体
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開始日 終了日 題名 概要 支援対象分野 支援手法 開催場所 参加者 支援対象国 
る。 

8/29/20
11 

9/2/201
1 

メキシコ植物新

品 種 保 護

（UPOV）条約実

施プログラム 

UPOV、メキシコ政府、USPTO との共

催による UPOV 条約に関するプログラ

ム。メキシコ植物多様性保護局（Mexico 
Plant Variety Protection Office : SNIC）
で１週間実施される同プログラムで

は、UOPV 条約の履行や、多様性検査

を含む植物多様性保護局の運営につい

て協議される。中米自由貿易協定諸国

の UPOV 加盟国ならびに加盟予定国か

らの参加が予定されている。メキシコ

当局交換の参加も予定されている。 

不明 専門家派

遣 
米国 特許庁職員  

8/31/20
11 

9/2/201
1 

持続的な経済発

展のための知的

財産法と戦略的

運用に関するワ

ークショップ 

米国輸出支援センターと、中小企業開

発センターによる知的財産に関するワ

ークショップ。持続的な経済発展のた

めの知的財産法と戦略的運用を取り扱

うほか、立法官、政府代表者、裁判官

らが、知的財産とその戦略的運用がい

かにして経済開発に貢献しうるのかを

議論する。参加者は、著作権法及び文

化情報財における競争の原則、商標法

とブランド競争、特許法と技術競争な

どについて、途上国でのケーススタデ

ィを通じて学び、医療イノベーション

と競争機会について検討する。 

エンフォース

メント強化支

援 

ワークシ

ョップ 
コロンビア 学者、政府職員、

商務省職員、著

作権局職員、経

済省職員、衛生

管理官、産業省

職員、情報省職

員、ジャーナリ

スト、民事・行

政裁判官、刑事

裁判官 

ボリビア 、
コ ロ ン ビ

ア 、エクア

ドル 、ペル

ー 

9/6/201
1 

9/7/201
1 

知的財産エンフ

ォースメントプ

ログラム 

知的財産のエンフォースメントに関す

る研修プログラム。目的は、WIPO との

連携で、バルカン地域のエンフォース

メント当局担当者の能力を向上するこ

とで、アジェンダは、知的財産権エン

フォースメントの 近のトレンド、消

エンフォース

メント強化支

援 

専門家派

遣 
セルビア 産業省職員、警

察職員、検察官

セルビア 
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開始日 終了日 題名 概要 支援対象分野 支援手法 開催場所 参加者 支援対象国 
費者安全保護、知的財産権エンフォー

スメントの各国からの報告など。 
9/7/201
1 

9/8/201
1 

米国知的財産・

技術移転プルグ

ラム 

米国において技術移転がどのように実

施されているかについて、2 日間の研修

プログラムを実施。 

審査実務支援  USPTO  特許庁職員  

9/7/201
1 

9/18/20
11 

USPTO-OPEA 共

催インド知的財

産権司法人材養

成プログラム 

インドの知的財産権司法に関する人材

養成プログラム。インド、ニューデリ

ーのUSPTOとOPEAエンフォースメン

トチームは、デリー首都圏、マハーラ

ーシュトラ州ムンバイ、西ベンガル州

コルカタの各司法アカデミーと共同

で、インドの州レベル及び 3 都市の高

等裁判所裁判官の知的財産権案件に対

する能力開発を行う 3 都市プログラム

（各都市 2 日間）を組織した。米国か

らは、第 9 巡回控訴裁判所の Connie 
Callahan 裁判官、カリフォルニア州東地

区（サクラメント）の Morrison England
裁判官のほか、DOJ からはコンピュー

ター犯罪及び IP 部門の検事、USPTO の

エンフォースメント担当弁護士がスピ

ーカーとして参加する。アジェンダは、

模倣及び不法コピーの経済・健康及び

安全面でのリスク、裁判運営及び効果

的な案件管理及び電子的記録編成・訴

状提出、商標模倣と著作権侵害案件、

知的財産紛争における ADR（裁判外紛

争処理）、民事における補償金及び弁

済、民事もしくは刑事罰の抑止価値な

ど。 

エンフォース

メント強化支

援 

専門家派

遣 
インド 民事・行政裁判

官  、刑事裁判

官 、司法官 

 

9/12/20 9/16/20 GIPA ロシア特 ロシアにおける特許及び技術移転に関 不明 専門家派 ロシア 特許庁職員  
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開始日 終了日 題名 概要 支援対象分野 支援手法 開催場所 参加者 支援対象国 
11 11 許・技術移転プ

ログラム 
する研修プログラム。 遣 

9/13/20
11 

9/14/20
11 

USPTO-OPEA 共

催インド知的財

産権司法人材養

成プログラム 

インドの知的財産権司法に関する人材

養成プログラム。インド、ニューデリ

ーのUSPTOとOPEAエンフォースメン

トチームは、デリー首都圏、マハーラ

ーシュトラ州ムンバイ、西ベンガル州

コルカタの各司法アカデミーと共同

で、インドの州レベル及び 3 都市の高

等裁判所裁判官の知的財産権案件に対

する能力開発を行う 3 都市プログラム

（各都市 2 日間）を組織した。米国か

らは、2 人の上席裁判官のほか、DOJ
検事と USPTO のエンフォースメント

担当の弁護士がスピーカーとしてコル

カタのプログラムに参加する。このプ

ログラムは、インドの司法人材に専門

研修を提供し、知的財産権案件を扱う

裁判官の意識を高め、専門性を高める

ことを通じて、PTO のニューデリー・

マスターアクションプランを支援す

る。 

エンフォース

メント強化支

援 

専門家派

遣 
インド 民事・行政裁判

官  、特許庁職

員、司法官 

インド 

9/14/20
11 

9/14/20
11 

ビジネス手法・

コンピュータベ

ー ス の 発 明 ・

Rospatent におけ

る特許審査に関

する円卓会議 

Rospatent における特許審査に関する円

卓会議。Rospatent で開催される同会議

の対象は、特許審査官及び担当マネー

ジャであり、。アジェンダは、ポスト

Bilski 判決時代のビジネスメソッド、コ

ンピューターベースの発明、治療及び

診断法の特許審査など。 

民間実務者育

成 
セミナー ロシア 学者、商務省職

員、経済省職員、

産業省職員、法

律専門家 、特許

庁職員 

 

9/15/20
11 

9/16/20
11 

APIRO 地理的表

示保護プログラ

APIRO の地理的表示保護に関する研修

プログラム。ARIPO 加盟国（ボツワナ、

不明 専門家派

遣 
ケニア 著作権局職員 、

商標局職員 
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開始日 終了日 題名 概要 支援対象分野 支援手法 開催場所 参加者 支援対象国 
ム ガンビア、ガーナ、ケニア、レソト、

リベリア、マラウイ、モザンビーク、

ナミビア、シエラレオネ、ソマリア、

スーダン、スワジランド、タンザニア、

ウガンダ、ザンビア、ジンバブエ）の

知的財産庁から各 2 人の代表を招いて

開催する。目標は、加盟国に、商標シ

ステムを通じて以下に地理的表示保護

を図るかについての情報を提供するこ

とと、地理的表示保護に係る米国のシ

ステムを奨励すること。アジェンダは、

商標システムを通じた地理的表示保護

の方法とそのメリットなど。 
9/15/20
11 

9/16/20
11 

ロシア大学技術

移転・知的財産

管理プログラム 

ロシア大学での技術移転・知的財産管

理に関する研修プログラム。大学にお

ける技術移転と知的財産マネジメント

を取り扱うもので、研究者、技術移転

マネージャ、地元大学生などを対象と

してい。Rospatent 及びモスクワ大学と

共同で作成され、開催場所はモスクワ

大学である。アジェンダは、米国及び

ロシアにおける知的財産保護、PCT 出

願、米国における技術移転に関する法

律及び政策、大学における技術移転、

知的財産管理のベストプラクティス及

び課題の概観、研究開発にかかる知的

財産、特許と企業秘密、特許権の移転、

ライセンス供与と譲渡など。 

民間実務者育

成 
専門家派

遣 
ロシア 経済省職員 、産

業省職員、特許

庁職員 

 

9/19/20
11 

9/21/20
11 

モロッコ技術移

転プログラム 
モロッコ政府職員を対象とした技術移

転に関する研修プログラム。 
実用化支援 専門家派

遣 
モロッコ 特許庁職員  

9/19/20 9/29/20 知的財産権の領 ASEAN 税関職員による米国視察コー エンフォース 招へい研 米国 税関職員、法執 ブルネイ、
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開始日 終了日 題名 概要 支援対象分野 支援手法 開催場所 参加者 支援対象国 
11 11 域施行状況を把

握 す る た め の

ASEAN税関職員

による米国視察 

ス。商業規模での知的財産侵害及び輸

出入に対する国境での施策・エンフォ

ースメント・捜査・犯罪検挙にかかる

応用技術、特に越境犯罪と協力体制に

ついて注力する。 

メント強化支

援 
修 行機関の当局

者 、税務局員 
インドネシ

ア  、ラオ

ス 、マレー

シア 、フィ

リピン、シ

ン ガ ポ ー

ル   、 タ

イ 、ベトナ

ム 
9/19/20
11 

9/19/20
11 

クリーンエネル

ギーの諸作権ポ

リシーに関する

会議 

 その他 セミナー USPTO  経済省職員  

9/19/20
11 

9/23/20
11 

デジタル時代に

おける著作権プ

ログラム 

デジタル時代の著作権に関する研修プ

ログラム。さまざまな政府機関からの

講師を招聘し、幅広い著作権の課題を

議論する。 

不明 セミナー GIPA 著作権局職員  

9/21/20
11 

9/23/20
11 

モロッコ技術移

転プログラム 
モロッコの技術移転に関する研修プロ

グラム。モロッコ政府は現在、政府の

研究投資から 大の価値を引き出すた

めの技術移転に関する包括的な戦略を

策定中である。そこでモロッコ国大使

館からの要請により、同プログラムを

通じて、政府が効果的な技術移転シス

テムを設立するために米国と技術移転

に関する経験を共有する。アジェンダ

は、米国技術移転政策の原則、大学に

おける知的財産ポリシー、技術移転オ

フィス運営の基礎など。 

実用化支援 専門家派

遣 
モロッコ 産業省職員、特

許庁職員 、商標

局職員 

 

9/26/20
11 

9/30/20
11 

SAIC商標審査プ

ログラム 
SAIC との商標審査に関する研修プロ

グラム。米中間の交歓の場となる実質

審査実務支援 招へい研

修 
USPTO 商標局職員 中国（SAIC） 
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開始日 終了日 題名 概要 支援対象分野 支援手法 開催場所 参加者 支援対象国 
的な商標審査研修として、SAIC 審査官

から中国のシステムについて講義して

もらうほか、SAIC 審査官と米国産業界

との顔合わせも計画中である。 
9/26/20
11 

9/27/20
11 

ギリシア国境偽

造品検査ワーク

ショップ 

ギリシアの国境偽造品検査に関するワ

ークショップ。ギリシャ警察・検事・

税関当局の能力向上を目標とする。ア

ジェンダは、模倣品貿易対策における

国際的課題のスコープ、健康と安全に

関する議論、社会経済的影響、商標模

倣と知的所有権の法的枠組み、国境で

の模倣品の阻止と抑制のベストプラク

ティス、模倣品をめぐる知的財産犯罪

の捜査と起訴など。 

エンフォース

メント強化支

援 

ワークシ

ョップ 
ギリシャ 法執行機関の当

局者 
ギリシャ 

10/17/2
011 

10/17/2
011 

GIPA- インド商

工 会 議 所
FICCI(Federation 
of Indian 
Chambers of 
Commerce and 
Industry) 共 済 産

業会議：著作権

侵 害 に 対 す る

MIB（管理情報ベ

ース）タスクフ

ォースによる提

言 

 エンフォース

メント強化支

援 

不明 インド 法執行機関の当

局者 
 

10/17/2
011 

10/21/2
011 

USPTO-Rospaten
t 共催特許審査官

交換プログラム 

 審査実務支援 招へい研

修 
USPTO 特許庁職員  

10/18/2
011 

10/18/2
011 

国際司法アカデ

ミーセミナー 
 不明 不明 USPTO 民事・行政裁判

官 
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開始日 終了日 題名 概要 支援対象分野 支援手法 開催場所 参加者 支援対象国 
10/24/2
011 

10/25/2
011 

マドリッド協定

と商標法の取り

扱い/商標法研修

のシンガポール

協定 

マドリッド協定と商標法の取り扱い/シ
ンガポール協定における商標法に関す

る研修。マドリッド協定と商標法及び

シンガポール条約の商標法に係る米国

の経験を、コロンビアの知的財産庁職

員及び知的財関連の実務者に提供す

る。 

その他 専門家派

遣 
コロンビア 商標局職員 コロンビア 

10/25/2
011 

10/27/2
011 

日米共催チュニ

ジア知的財産環

境近代化プログ

ラム 

チュニジアの知的財産環境近代化プロ

グラム。目的は、より強固な知的財産

保護とエンフォースメントのための司

法訴訟の実践についての議論の場を設

けることで、米国及び日本の司法訴訟

の実践についての報告書作成も視野に

入れている。アジェンダは、日米の特

許法、知的財産エンフォースメントに

おける司法の役割、効果的な司法訴訟

弁護、ベストプラクティスなど。連邦

巡回区控訴裁判所（ U.S. Court of 
Appeals for the Federal Circuit : CAFC）
の 6 人の裁判官が同プログラムに参加

する予定。 

エンフォース

メント強化支

援 

専門家派

遣 
日本 学者、法律専門

家 、権利者団体 
日本 、米国 

10/27/2
011 

10/27/2
011 

浙江省知的財産

局向け知的財産

基礎プログラム 
 

 不明 不明 USPTO 法執行機関の当

局者 
 

10/31/2
011 

10/31/2
011 

カードーゾロー

スクール -SIPO
知的財産研修プ

ログラム 

特許、著作権、商標、エンフォースメ

ントについて、SIPO 職員を対象とした

研修プログラム。 

エンフォース

メント強化支

援 

招へい研

修 
USPTO 著作権局職員、

税関職員、特許

庁職員、商標局

職員 

中国 

11/01/2
011 

11/01/2
011 

ASEAN知的財産

権犯罪エンフォ

裁判官を対象とした知的財産権をめぐ

る検察技術に関する研修プログラム。

エンフォース

メント強化支

専門家派

遣 
フィリピン 民事・行政裁判

官、刑事裁判官、

フィリピン 



 
各国の開発途上国に対する人材育成支援活動に関する調査研究 

307 
 

開始日 終了日 題名 概要 支援対象分野 支援手法 開催場所 参加者 支援対象国 
ースメント上級

司法･検察教育 
裁判官が、知的財産のエンフォースメ

ント政策のベストプラクティスを共有

する。 

援 司法官、法執行

機関の当局者 

11/7/20
11 

11/10/2
011 

ロシア裁判官に

よる米国知的財

産エンフォース

メント視察訪問 

ロシアの 高仲裁裁判所裁判官を対象

とした米国視察訪問。目標は､裁判官が

権利侵害品に関する案件を裁く際に必

要な道具だてや、知的財産案件及び一

般的な案件マネジメントについての経

験を提供すること。長期的には、資源

の限られた国において、司法エンフォ

ースメントを継続するための制度的枠

組みや運営手続きの確立を目指す。 

エンフォース

メント強化支

援 

招へい研

修 
米国 学者、商務省職

員、税関職員、

経済省職員、司

法官、法律専門

家、法執行機関

の当局者、特許

庁職員 

ロシア 

11/09/2
011 

11/10/2
011 

UNECE-USPTO
共催準地域的キ

ャパシティビル

ディング･経済

統合･知的財産

エンフォースメ

ントに関する会

議 

キャパシティビルディング･経済統合･

知的財産エンフォースメントに関する

会議。アジェンダは、知識ベースの開

発と経済統合における知的財産の役

割、知的財産と国際知識移転、知的財

産政策と競争政策、中小企業向けの知

的財産保護と活用戦略、調査研究機関

から産業への知識移転における知的財

産の役割、国境における知的財産権の

エンフォースメント、国内市場での模

倣品対策など。 

エンフォース

メント強化支

援 

セミナー モルドバ 学者、商務省職

員、税関職員、

経済省職員、司

法官、法律専門

家、法執行機関

の当局者、特許

庁職員 

ア ル メ ニ

ア、グルジ

ア、モルド

バ、ルーマ

ニア、ウク

ライナ 

11/10/2
011 

11/11/2
011 

USPTO ･

INNORPI（チュ

ニジア知的財産

庁）共催知的財

産環境近代化プ

ログラム 

チュニジアの知的財産環境近代化プロ

グラム。出張費を節減し、参加者数を

大にするために、アルジェリアのプ

ログラムに引き続いて開催されるもの

で、知的財産の基礎講義及び覚書締結

に向けた議論される予定。チュニジア

は 初の「アラブの春」の国であり、

政府は知的財産の環境の近代化を望ん

不明 専門家派

遣 
チュニジア 著作権局職員、

特許庁職員、商

標局職員 

チュニジア  
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開始日 終了日 題名 概要 支援対象分野 支援手法 開催場所 参加者 支援対象国 
でいるほか、チュニジア知的財産庁は

USPTO との関係構築を求めている。

USPTO の講師は、国際的責務と米国法

について講義し、現地政府講師はチュ

ニジア国内の知的財産保護について講

演する。なお、特許商標以外の招聘は

予定されていない。 
11/14/2
011 

11/15/2
011 

アルジェリア向

け知的財産の基

礎プログラム 

アルジェリアの知的財産保護に関する

プログラム。米国とアルジェリアの講

師による知的財産の基礎講座（2 日間）

と、アルジェリアからの要望に対する

フォローアップ会合（1 日）で構成され

る。USPTO の講師は、国際的責務と米

国法について講義し、現地政府講師は

アルジェリア国内の知的財産保護につ

いて講義する。これは、両国間の知的

財産の啓もう活動と関係構築強化の第

2 ステップである。なお、特許商標以外

の招聘は予定されていない。 

知的財産に関

する啓もう活

動 

専門家派

遣 
アルジェリ

ア 
学者、政府職員、

商務省職員、著

作権局職員、文

化省職員、税関

職員、経済省職

員、衛生管理官、

産業省職員、情

報省職員、ジャ

ーナリスト、民

事・行政裁判官、

刑事裁判官、司

法官、法律専門

家、立法者、法

執行機関の当局

者、特許庁職員、

警察、警察職員、

検察官、税務局

員、権利者団体、

貿易省職員、商

標局職員 

アルジェリ

ア 

11/17/2
011   

11/18/2
011 

商標システムの

導入によるアフ

リカ知的財産権

機構（OAPI）加

OAPI 加盟国の地理的表示保護に関す

る 
研修プログラム。OAPI 加盟国（ベニン、

ブルキナファソ、カメルーン、中央ア

実用化支援 専門家派

遣 
カメルーン 政府職員、情報

省職員、法律専

門家、商標局職

員 

ブルキナフ

ァソ   、カ

メルーン、

中央アフリ
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開始日 終了日 題名 概要 支援対象分野 支援手法 開催場所 参加者 支援対象国 
盟国の地理的表

示の保護プログ

ラム 

フリカ共和国、チャド、コンゴ共和国、

コートジボワール、赤道ギニア、ガボ

ン、ギニア、ギニアビサウ、マリ、モ

ーリタニア、ニジェール、セネガル、

トーゴ）から代表各 2 人を招待する。

例外はホスト国のカメルーンで、宿泊

費及び日当を支払わない代わりに､多

人数での参加を認める。米国商務省商

取引法開発プログラム（CLDP）は、マ

リと締結した覚書に基づき、マリから

の参加者に対するフランス語通訳費用

を負担できる見込み。また、非営利団

体 Light Years IP からスピーカーを招聘

する予定である。地理的表示保護プロ

グラムの資金は、GIPA の予算から捻出

される。カメルーンの地方プログラム

が、その地理的表示保護プログラムを

置き換えた。トピックは、商標システ

ムを通じた地理的表示保護の仕方及び

その利点。 

カ、チャド、

コンゴ共和

国、マリ、

セネガル、

トーゴ、 米
国 

11/28/2
011 

12/01/2
011 

特 許 協 力 条 約

（PTC）加盟国の

国際調査機関／

国際予備審査機

関（ ISA/IPEA）

向け特許審査強

化プログラム 

PTC・ISA・IPEA 加盟国向け特許審査

強化プログラム。PTC の第 1 章、第 2
章に定められた ISA/IPEAとしての米国

の経験を他国の ISA/IPEA 当局に提供

し、条約の第 1 章、第 2 章に定められ

た ISA/IPEA処理能力の向上のためのア

イデアを提供する。ISA/IPEA の品質と

迅速さの向上は、米国及び他の PTC 加

盟国の国内段階の審査手続きを強化す

る。 

審査実務支援 招へい研

修 
USPTO 特許庁職員 ブラジル、

カナダ、エ

ジプト、イ

ンド、イス

ラエル、ロ

シア、 韓国 

12/05/2 12/07/2 USPTO-JPO-OMI 商標に関する年次会議。商標三極（The その他 セミナー USPTO 商標局職員 日本、韓国 
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開始日 終了日 題名 概要 支援対象分野 支援手法 開催場所 参加者 支援対象国 
011 011 H-KIPO 共催第

10 回商標年次会

議 

Trademark Trilateral）の加盟団体は、

USPTO、JPO、欧州共同体商標意匠庁

（OHIM）。 近では、KIPO がパート

ナー団体として参加したほか、中国国

家工商行政管理総局（SAIC）もオブザ

ーバとして参加する見込み。今回の会

議では、事務局運営のベストプラクテ

ィス、ならびに各事務局間・事務局内

で効率性を改善するための情報技術プ

ロジェクトについての情報交換が行わ

れる。 
12/08/2
011 

12/14/2
011 

韓 国 研 究 基 金

（ National 
Research 
Foundation of 
Korea：NRF）韓

米科学･工学者

協 会

（ Korean-Americ
an Scientists and 
Engineers 
Association ：

KSEA)共催知的

財産研究･開発

プログラム(2011
年) 

 不明 不明 USPTO 特許庁職員   

12/09/2
011 

12/09/2
011 

中国国家工商行

政 管 理 総 局

（SAIC）副長官

の訪問による知

的財産の司法エ

ンフォースメン

 エンフォース

メント強化支

援 

招へい研

修 
USPTO 政府職員   
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開始日 終了日 題名 概要 支援対象分野 支援手法 開催場所 参加者 支援対象国 
ト 

12/15/2
011 

06/15/2
012 

USPTO・国家安

全保障局（NSA）

共催司法官向け

知的財産プログ

ラム 

 エンフォース

メント強化支

援 

不明 USPTO 司法官  

注：空欄は下記データベースにも情報が記載されていなかったもの。 
出典：Global Intellectual Property Education Database（http://usipr.uspto.gov/）を基に作成 

 
 

http://usipr.uspto.gov/
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2010 年の支援活動詳細 
 
開始日 終了日 題名 概要 支援対象分野 支援手法 開催場所 参加者 支援対象国 
10/5/20
10 

10/7/20
10 

諸外国の国境で

の効果的な知的

財産権エンフォ

ースメントに関

するワークショ

ップ 

国境での知的財産保護のベストプラク

ティスを模索するワークショップ。 
エンフォース

メント強化支

援 

ワークシ

ョップ 
モロッコ  特許庁職員  アフガニス

タン、アル

ジェリア、

エジプト、

フランス、

モーリタニ

ア、モロッ

コ、ニュー

ジ ー ラ ン

ド、スイス、

チ ュ ニ ジ

ア、アラブ

首長国連邦 
10/5/20
10 

10/7/20
10 

USPTO 知的財産

アタッシェプロ

グラム：モロッ

コにおける税関

エンフォースメ

ントプログラム 

USPTO アタッシェプログラムの基モロ

ッコのカサブランカで開催された税関

エンフォースメントプログラム。 

エンフォース

メント強化支

援 

専門家派

遣 
モロッコ   民事・行政裁判

官、法執行機関

の当局者、検察

官 

 

10/5/20
10 

10/6/20
10 

USPTO 知的財産

アタッシェプロ

グラム：インド

における知的財

産慣行・管理の

トレンドに関す

るワークショッ

プ 

インドの USPTO アタッシェプログラ

ム主催の知的財産慣行・管理のトレン

ドに関するワークショップ。スピーカ

ーが関連トピックの成功事例を紹介す

る。 

不明 専門家派

遣 
インド  商務省職員、税

関職員、経済省

職員、法律専門

家、法執行機関

の当局者 

インド  

10/5/20
10 

10/7/20
10 

モロッコ司法関

係者向け国境で

モロッコ司法関係者向けの国境での知

的財産エンフォースメントに関する研

エンフォース

メント強化支

ワークシ

ョップ 
モロッコ    税関職員、法執

行機関の当局

モロッコ  
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開始日 終了日 題名 概要 支援対象分野 支援手法 開催場所 参加者 支援対象国 
の効果的な知的

財産エンフォー

スメントに関す

る準地域的ワー

クショップ 

修プログラム。 援 者  

10/6/20
10 

10/8/20
10 

ロシア特許庁向

け 知 的 財 産 教

育・管理・イノ

ベーションに関

するワークショ

ップ 

知的財産権の教育・管理・イノベーシ

ョンに関するワークショップ。 
不明 ワークシ

ョップ 
ロシア 民事・行政裁判

官、刑事裁判官 
ロシア  

10/6/20
10 

10/8/20
10 

UNECE-USPTO
共催知的財産エ

ンフォースメン

ト・商用化プロ

グラム 

知的財産エンフォースメントに関する

3 日間の研修プログラム。 
エンフォース

メント強化支

援 

専門家派

遣 
ロシア 民事・行政裁判

官、刑事裁判官 
ロシア  

10/6/20
10 

10/8/20
10 

中小企業向けブ

ラジル知的財産

権説明会 

 エンフォース

メント強化支

援 

専門家派

遣 
ブラジル 商務省職員、権

利者団体 
ブラジル  

10/8/20
10 

10/8/20
10 

USPTO- イ ン ド

知的財産庁共催

知的財産に関す

るインタラクテ

ィブディスカッ

ション 

インド知的財産庁職員を招いた知的財

産権に関するディスカッション。 
不明 セミナー インド  学者、商務省職

員 
インド  

10/13/2
010 

10/13/2
010 

USPTO- 国 際 司

法 ア カ デ ミ ー

（IJA）共催諸外

国裁判官向け知

的財産エンフォ

ースメントセミ

裁判官向けの知的財産に関するセミナ

ー。 
エンフォース

メント強化支

援 

セミナー USPTO 民事・行政裁判

官 
アルゼンチ

ン、ボリビ

ア、チリ、

コ ロ ン ビ

ア、エクア

ドル、ペル
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開始日 終了日 題名 概要 支援対象分野 支援手法 開催場所 参加者 支援対象国 
ナー ー、ウルグ

アイ、ベネ

ズエラ 
10/13/2
010 

10/13/2
010 

USPTO- 国 際 司

法 ア カ デ ミ ー

（IJA）共催諸外

国裁判官向け知

的財産エンフォ

ースメントセミ

ナー 

裁判官向けの知的財産に関するセミナ

ー。知的財産エンフォースメント及び

連邦省庁からの訴追についてプレゼン

テーションする。 

エンフォース

メント強化支

援 

セミナー USPTO    

10/25/2
010 

11/6/20
10 

中南米裁判官・

検察官向け知的

財産エンフォー

スメントプログ

ラム 

中南米の裁判官・検察官を対象とした

知的財産権に関する研修プログラム。

エンフォース

メント強化支

援 

招へい研

修 
米国 民事・行政裁判

官、刑事裁判官

チリ、コロ

ンビア、コ

スタリカ、

ドミニカ共

和国、エル

サ ル バ ド

ル、グアテ

マラ、ホン

ジュラス、

ニ カ ラ グ

ア、ペルー 
10/25/2
010 

11/3/20
10 

パキスタン裁判

官向け知的財産

エンフォースメ

ントプログラム 

パキスタン裁判官を対象とした知的財

産エンフォースメントプログラム。パ

キスタン 高裁裁判官を筆頭に、各行

政区を代表する高等裁裁判官団が米国

に訪問し、米国側裁判官と知的財産権

の司法的エンフォースメントについて

意見交換・比較分析する。 

エンフォース

メント強化支

援 

招へい研

修 
米国 特許庁職員  パ キ ス タ

ン  

10/25/2
010 

10/29/2
010 

USPTO-WIPO 共

催カリブ諸国商

標審査研修プロ

商標審査の手続き過程を監督する研修

プログラム。 
審査実務支援 不明  民事・行政裁判

官、刑事裁判官、

司法官、法律専
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開始日 終了日 題名 概要 支援対象分野 支援手法 開催場所 参加者 支援対象国 
グラム 門家  

10/25/2
010 

10/25/2
010 

中 国 科 学 院

（ Chinese 
Academy of 
Science）向け知

的財産権プログ

ラム 

知的財産権に関する研修プログラム 不明 招へい研

修 
USPTO 民事・行政裁判

官、刑事裁判官、

検察官 

中国  

10/26/2
010 

11/6/20
10 

中南米裁判官向

け GIPA エンフ

ォースメント米

国視察訪問 

中南米裁判官向けエンフォースメント

米国視察スタディツアー。 
エンフォース

メント強化支

援 

招へい研

修 
USPTO 特許庁職員    チリ、コロ

ンビア、コ

スタリカ、

コンゴ民主

共和国、エ

ルサルバド

ル、グアテ

マラ、ホン

ジュラス、

ニ カ ラ グ

ア、ペルー 
10/26/2
010 

10/26/2
010 

SIPO 特許審査官

米国訪問視察 
SIPO 特許審査官を米国に迎えたスタデ

ィツアー。 
審査実務支援 招へい研

修 
USPTO 特許庁職員    中国  

10/26/2
010 

10/27/2
010 

米国-パキスタン

共催知的財産司

法エンフォース

メントプログラ

ム 

パキスタンとの共催による知的財産権

関連の裁判と調停に関する研修プログ

ラム。 

エンフォース

メント強化支

援 

招へい研

修 
USPTO 政府職員、特許

庁職員 
パ キ ス タ

ン  

11/1/20
10 

11/5/20
10 

特許審査ハイウ

ェイ研修プログ

ラム 

特許審査ハイウェイに関する 4 日間の

研修プログラム。 
審査実務支援 招へい研

修 
USPTO 特許庁職員  オーストリ

ア、ブラジ

ル、カナダ、

中国、デン

マーク、フ

ィ ン ラ ン
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開始日 終了日 題名 概要 支援対象分野 支援手法 開催場所 参加者 支援対象国 
ド、ドイツ、

ハ ン ガ リ

ー、イスラ

エル、日本、

メキシコ、

ロシア、韓

国、スペイ

ン、スウェ

ーデン、ス

イス、台湾、

米国 
11/1/20
10 

11/5/20
10 

特許審査ハイウ

ェイ研修プログ

ラム 

特許審査ハイウェイに関する研修プロ

グラム。 
審査実務支援 招へい研

修 
USPTO 特許庁職員   オーストリ

ア、ブラジ

ル、カナダ、

中国、デン

マーク、フ

ィ ン ラ ン

ド、ドイツ、

ハ ン ガ リ

ー、イスラ

エル、日本、

メキシコ、

ロシア、韓

国、スペイ

ン、スウェ

ーデン 
11/8/20
10 

11/8/20
10 

GIPA- カードー

ゾロースクール

-SIPO 共催特許

審査官セミナー  

米カードーゾロースクール向けの特許

審査官に関するセミナー。 
審査実務支援 セミナー USPTO 法執行機関の当

局者  
アンティグ

ア・バーブ

ーダ、中国 

11/8/20 11/8/20 KIPO特許品質評 KIPO の特許品質評価チームの米国視 その他 招へい研 USPTO  特許庁職員  韓国  



 
各国の開発途上国に対する人材育成支援活動に関する調査研究 

317 
 

開始日 終了日 題名 概要 支援対象分野 支援手法 開催場所 参加者 支援対象国 
10 10 価チーム米国視

察訪問 
察訪問プログラム。 修 

11/8/20
10 

11/8/20
10 

中国浙江省知的

財産検察院派遣

団プログラム 

中国浙江省知的財産検察院視察団を米

国に迎えた特許プログラム。 
不明 招へい研

修 
USPTO  特許庁職員  中国  

11/8/20
10 

11/8/20
10 

USPTO- カ ー ド

ーゾロースクー

ル -SIPO 共催特

許セミナー 

 不明 セミナー USPTO/GIP
A  

特許庁職員  

11/9/20
10 

11/9/20
10 

中国浙江省知的

財産担当部米国

訪問プログラム 
 

中国浙江省からの視察団との会議。 不明 招へい研

修 
USPTO 法執行機関の当

局者  
中国 

11/16/2
010 

11/16/2
010 

USPTO- メ キ シ

コ 産 業 財 産 庁

（IMPI）共催特

許に関するビデ

オ会議 
 

特許に関するデジタルビデオ会議。 不明 セミナー USPTO  法律専門家、法

執行機関の当局

者、特許庁職員、

権利者団体、商

標局職員 " 

メキシコ  

11/18/2
010 

11/21/2
010 

中国知的財産エ

ンフォースメン

ト訪問視察 

知的財産エンフォースメントに関する

中国視察団によるスタディツアー。 
エンフォース

メント強化支

援 

招へい研

修 
USPTO  "学者、商務省職

員、著作権局職

員、ジャーナリ

スト、 

中国  

11/19/2
010 

11/19/2
010 

中国知的財産セ

ミナー：河北省

の知的財産管理 

中国河北省の知的財産権専門視察団を

米国に迎えたセミナー。 
エンフォース

メント強化支

援 

セミナー USPTO  政府職員、商標

局職員  
中国  

11/28/2
010 

12/1/20
10 

チリ知的財産専

門家向けインタ

ーネット上の著

作権侵害に関す

るワークセッシ

インターネット上の著作権侵害に関す

る 4 日間のワークセッション。 
エンフォース

メント強化支

援 

専門家派

遣 
チリ 商標局職員  チリ  
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開始日 終了日 題名 概要 支援対象分野 支援手法 開催場所 参加者 支援対象国 
ョン・行政評議

会 
11/29/2
010 

12/2/20
10 

USPTO 商標局管

理プログラム：

耐久消費財の模

倣品に対するエ

ンフォースメン

ト 

商標局管理に関する 4 日間の研修プロ

グラム。 
エンフォース

メント強化支

援 

招へい研

修 
USPTO 税関職員  アンティグ

ア・バーブ

ーダ、アル

メニア、ボ

ツワナ、カ

ンボジア、

チリ、コロ

ンビア、デ

ンマーク、

エルサルバ

ドル、ガイ

アナ、香港、

ハ ン ガ リ

ー、ラトビ

ア、レバノ

ン、メキシ

コ、ナミビ

ア、ナイジ

ェリア、ペ

ルー、ウガ

ンダ、ルー

マニア、ス

ワ ジ ラ ン

ド、タンザ

ニア、ウク

ライナ、ベ

トナム 
11/29/2
010 

12/3/20
10 

KIPO知的財産エ

ンフォースメン

KIPO 向けエンフォースメントプログ

ラム。 
エンフォース

メント強化支

招へい研

修 
USPTO  民事・行政裁判

官、刑事裁判官

韓国  
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開始日 終了日 題名 概要 支援対象分野 支援手法 開催場所 参加者 支援対象国 
トプログラム 援 

11/29/2
010 

12/2/20
10 

USPTO 商標管理

プログラム 
外国政府の専門家向けの商標管理に関

する研修プログラム。内容は、USPTO
職員の講演など。 

不明 招へい研

修 
USPTO 商標局職員  アフガニス

タン、アン

ティグア・

バ ー ブ ー

ダ、アルメ

ニア、ボツ

ワナ、カン

ボジア、チ

リ、コロン

ビア、デン

マーク、エ

ルサルバド

ル、ガイア

ナ、香港、

ハ ン ガ リ

ー、ラトビ

ア、レバノ

ン、メキシ

コ、ナミビ

ア、ナイジ

ェリア、ペ

ルー、ウガ

ンダ、ルー

マニア、ス

ワ ジ ラ ン

ド、タンザ

ニア、ウク

ライナ、ベ

トナム 
11/29/2 12/2/20 USPTO・GIPA 商 商標局の管理に関するプログラム。研 不明 招へい研 USPTO/GIP 法執行機関の当  
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開始日 終了日 題名 概要 支援対象分野 支援手法 開催場所 参加者 支援対象国 
010 10 標局著作権管理

プログラム 
修内容は、戦略的プランニング、予算

策定、審査官研修、目標設定、品質保

証、人材募集、マドリッド協定協議書

に基づくテレワーキングプログラムの

管理、啓もう活動等。 

修 A  局者  

12/1/20
10 

12/1/20
10 

国際知的財産リ

ーダーシップ訪

問プログラム：

教育開発アカデ

ミー（AED）セ

ミナー 

米国省上級専門職交換プログラム（the 
State Department's premier professional 
exchange program）と共催した知的財産

に関するセミナー。 

エンフォース

メント強化支

援 

招へい研

修 
USPTO          
     

特許庁職員  アルゼンチ

ン、エクア

ドル、メキ

シコ、エク

アドル、メ

キシコ、ベ

ネズエラ  
12/2/20
10 

12/5/20
10 

高等知的財産審

査・エンフォー

スメント米国慣

行プログラム 

 エンフォース

メント強化支

援 

 USPTO          
    

民事・行政裁判

官、刑事裁判官

 

12/3/20
10 

12/3/20
10 

香港特別自治区

知的財産担当部

米国訪問プログ

ラム 
 

香港特別自治区知的財産担当部を迎え

て行う知的財産に関する会議。 
不明 招へい研

修 
USPTO          
   

学者  香港  

12/7/20
10 

12/7/20
10 

中国派遣団米国

知的財産訪問プ

ログラム 

中国視察団による知的財産に関する米

国訪問プログラム。中国からの視察団

と、知的財産権の重要性についての米

国の見解など、知的財産の全側面を議

論する。 

民間実務者育

成 
招へい研

修 
USPTO          
   

刑事裁判官  中国  

12/7/20
10 

12/10/2
010 

チリ司法官向け

知的財産権エン

フォースメント

会議 
 

チリ司法官向け知的財産権の重要性に

関する会議。知的財産エンフォースメ

ントの手続きと政策についての米国の

見解を吟味する。 

エンフォース

メント強化支

援 

招へい研

修 
USPTO          
    

学者  チリ  
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開始日 終了日 題名 概要 支援対象分野 支援手法 開催場所 参加者 支援対象国 
12/9/20
10 

12/9/20
10 

メリーランド大

学知的財産・イ

ノベーション経

済フォーラム：

知的財産に関す

る米国経済研究

課題 

知的財産の経済への影響に関する学者

向け会議。知的財産の米国経済への影

響に関する経済研究課題なども公表す

る。 

民間実務者育

成 
不明 USPTO          

  
政府職員、経済

省職員、情報省

職員、法律専門

家 

米国  

12/10/2
010 

12/10/2
010 

パキスタン政府

向け知的財産権

保護セミナー 

スリランカの知的財産官僚向けの知的

財産権保護に関するビデオ会議。アジ

ェンダは、エンフォースメント、特許、

商標など。 

エンフォース

メント強化支

援 

セミナー USPTO          
  

税関職員、法執

行機関の当局者

パ キ ス タ

ン  

注 1：空欄は下記データベースにも情報が記載されていなかったもの。 
注 2：下記データベースには、2010 年 10 月以前の USPTO による支援活動は含まれていなかった。 

出典：Global Intellectual Property Education Database（http://usipr.uspto.gov/）を基に作成 

http://usipr.uspto.gov/
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2.3 欧州 
 
本節では、欧州連合（European Union: EU）及び欧州委員会（European Commission）によ

る人材育成支援活動について紹介する。 
 
2.3.1 支援機関概要 
 
＜機関概要＞ 
欧州委員会は、1951 年に EU の前身である欧州石炭鉄鋼共同体（European Coal and Steel 
Community）の 高機関（High Authority）として設立された161。EU の行政執行機関として、

以下の役割を担っている162。 
 

• EU による活動の目的及び優先順位を設定する。 
• 欧州議会（European Parliament）及び、欧州理事会（European Council）に法案を

提案する。 
• EU の政策及び予算を管理・施行する。 
• 欧州法を執行する。 
• EU と他国における貿易協定の交渉などにおいて EU を代表する。 

 
欧州委員会による行政執行は、総局（Directorate General）もしくはサービス（Services）と

呼ばれる省庁機関が担当しており、これらの機関は合計 2 万 3,000 人の職員を擁している163。

欧州委員会に所属する総局及びサービスは以下の通りとなる。 
 

図表 19 欧州委員会傘下の総局及びサービス 
総局 

Agriculture and Rural Development (AGRI) 
Budget (BUDG) 
Climate Action (CLIMA) 
Communication (COMM) 
Communications Networks, Content and Technology (CNECT) 
Competition (COMP) 
Economic and Financial Affairs (ECFIN) 
Education and Culture (EAC) 
Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL) 
Energy (ENER) 
Enlargement (ELARG) 
Enterprise and Industry (ENTR) 
Environment (ENV) 
EuropeAid Development & Cooperation (DEVCO) 
Eurostat (ESTAT) 
Health and Consumers (SANCO) 

                                                  
161 Europa ““Summaries of EU legislation”: everything you want to know about European legislation!” 
http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_ecsc_en.htm ［ 終アクセス日 2013 年

2 月 27 日］ 
162 European Commission “About the European Commission” http://ec.europa.eu/about/index_en.htm ［ 終アクセ

ス日 2013 年 2 月 27 日］ 
163 European Commission “About the European Commission” http://ec.europa.eu/about/index_en.htm ［ 終アクセ

ス日 2013 年 2 月 27 日］ 

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_ecsc_en.htm
http://ec.europa.eu/about/index_en.htm
http://ec.europa.eu/about/index_en.htm
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Home Affairs (HOME) 
Humanitarian Aid (ECHO) 
Human Resources and Security (HR) 
Informatics (DIGIT) 
Internal Market and Services (MARKT) 
Interpretation (SCIC) 
Joint Research Centre (JRC) 
Justice (JUST) 
Maritime Affairs and Fisheries (MARE) 
Mobility and Transport (MOVE) 
Regional Policy (REGIO) 
Research and Innovation (RTD) 
Secretariat-General (SG) 
Service for Foreign Policy Instruments (FPI) 
Taxation and Customs Union (TAXUD) 
Trade (TRADE) 
Translation (DGT) 

サービス 

Bureau of European Policy Advisers (BEPA) 
Central Library 
European Anti-Fraud Office (OLAF) 
European Commission Data Protection Officer 
Historical archives 
Infrastructures and Logistics - Brussels (OIB) 
Infrastructures and Logistics - Luxembourg (OIL) 
Internal Audit Service (IAS) 
Legal Service (SJ) 
Office For Administration And Payment Of Individual Entitlements (PMO) 
Publications Office (OP) 

出典：欧州委員会164 
 
これらの機関の他に、欧州委員会には、欧州共同体商標意匠庁（Office for Harmonization in the 
Internal Market: OHIM）のように、技術的または規制に関係するような実務を遂行する機関

が 30 以上存在する165。 
 
＜支援活動担当部署＞ 
上図表の機関のうち、開発途上国に対する支援活動を担当するのは、開発協力総局

（EuropeAid Development & Cooperation: DEVCO）となっている。DEVCO は、EU における

開発政策の策定及び支援の実施を担当する機関で166、EU による対外政策を担当する欧州対

                                                  
164 European Commission “Departments (Directorates-General) and services” http://ec.europa.eu/about/ds_en.htm 
［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
165 European Union “Agencies and other EU bodies” 
http://europa.eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/index_en.htm ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
166 European Commission “Who we are” http://ec.europa.eu/europeaid/who/index_en.htm ［ 終アクセス日 2013
年 2 月 27 日］ 

http://ec.europa.eu/about/ds_en.htm
http://europa.eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/who/index_en.htm
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外行動庁（European External Action Services: EEAS）167が策定した国・地域別戦略に応じて、

支援プロジェクトを策定・評価している。また、TRIPS 協定が関連する支援活動の場合は、

貿易総局（Directorate General for Trade）が、支援プログラムの設計を非公式な形でサポート

している168。 
 
＜他の機関との関係＞ 
他の機関との連携を見ると、上述のように、欧州委員会は、EEAS と連携して支援活動を実

施している。具体的には、EEAS が策定する国・地域別戦略によって、戦略的方向性及び分

野別のリソース配分が決められる。これは、知的財産以外の分野も含む大局的な枠組みであ

り、ここで定められた方向性などに応じて、DEVCO が具体的な支援プロジェクトを決めて

いる169。 
 
また、支援プログラムの実施については、欧州委員会が外部機関に委託する形が多い。例え

ば、知的財産に関する ASEAN プロジェクト（ASEAN Project on Intellectual Property Rights: 
ECAP）では、欧州委員会からの委託により、ECAP I（1993 年～1997 年）、ECAP II（2000
年～2007 年）及び ECAP III（2010 年～）の第 1 段階を欧州特許庁（European Patent Office: EPO）
170が実施している。また、2013 年中に開始が予定されている ECAP III の第 2 段階について

は、OHIM が実施機関となる予定である171。 
 
2.3.2 支援活動状況 
 
欧州委員会による知的財産人材育成支援活動は分散しており、貿易政策関連の支援活動の一

部として実施されていることが多いことから、全貌を把握することは難しいとされている172。

このように知的財産支援活動を取り入れている貿易政策関連のプロジェクトとしては、ACP 
MTS プログラム（ACP MTS Programme）や、トレードコムプログラム（TradeCom Programme
もしくは TradeCom Facility）が挙げられる。 
 
ACP MTS プログラムは、アフリカ・カリブ・太平洋地域（African, Caribbean, and Pacific Area：
ACP）諸国を、多国間貿易システムに従事させるために、対象地域の開発と国際社会への参

加を支援している。ACP MTS プログラムの目的は、ACP 諸国に、①多国間の貿易システム

に移行・改革させる、②多国間貿易協定を交渉・施行する能力を向上させる、③貿易を各国

の開発プロセスに統合させる、④WTO 加盟を促進させることなどで、WTO の規則などの恩

恵を平等に受けられるよう、交渉能力の構築のための指導活動を提供している173 。一方、

トレードコムプログラムは、ACP 諸国による、①貿易政策の策定における分析及び組織能

力の強化、②国際貿易交渉への効果的な参加の促進、③貿易政策及び国際貿易協定の施行の

ための組織能力の強化などに取り組んでいる174 。 
 
他方、数は少ないものの、知的財産に特化した支援プロジェクトも存在しており、代表的な

                                                  
167 European Union “What we do” http://eeas.europa.eu/what_we_do/index_en.htm ［ 終アクセス日 2013 年 2
月 27 日］ 
168 欧州委員会貿易総局によるアンケート回答より。 
169 欧州委員会貿易総局によるアンケート回答より。 
170 EPO は EU と同様の国を網羅しているが、EU に属さない独立した機関となっている。 
171 欧州委員会 ECAP III 関係者とのヒアリングより。 
172 欧州委員会 ECAP III 関係者とのヒアリングより。 
173 ACP MTS Programme “About the Programme” http://acp-mts-programme.org/en/contents/about-the-programme 
［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
174 TradeCom Facility “About TradeCom” http://www.tradecom-acpeu.org/about-us/about-tradecom/index.html ［
終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 

http://eeas.europa.eu/what_we_do/index_en.htm
http://acp-mts-programme.org/en/contents/about-the-programme
http://www.tradecom-acpeu.org/about-us/about-tradecom/index.html
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ものとしては、ECAP III 及び、欧州‐中国知的財産権保護プロジェクト（EU-China Project on 

the Protection of Intellectual Property Rights：IPR2）を挙げることができる。 
 
ECAP III は、東南アジア諸国向け技術支援プロジェクトで、1993 年から 1997 年にかけて実

施された ECAP I 及び、2000 年から 2007 年まで実施された ECAP II に続くものとなってい

る。東南アジア諸国連合（Association of Southeast Asian Nations: ASEAN）に加盟している東

南アジア諸国における知的財産政策、法制度、エンフォースメントなどの分野における長期

的なキャパシティビルディングと地域調和に取り組んでおり、具体的には以下のような活動

目的を掲げている175。 
 

• 知的財産保護における組織能力の強化及び法的枠組みの地域調和 
• 知的財産に基づく産業における投資や貿易を奨励することや、公平な市場競争

を保護することによる、知的財産権の誤用や不正使用を防ぐためのエンフォー

スメント強化 
• ASEAN 地域内外の知的財産の創出及び実用化の速度及び範囲の拡大 
• 知的財産教育・政策策定の資源となる ASEAN 地域の大学における知的財産ネッ

トワークの強化 
• ASEAN における知的財産制度の確立 

 
一方、IPR2 は、EU と中国政府が 2007 年から 2011 年にかけて実施した共同プロジェクトで、

信頼性が高く、効率的で利用しやすい知的財産保護システムを確立することで、中国におけ

る効果的かつ持続性のあるエンフォースメントを実現することを主要な目的としている。具

体的には、欧州と中国の知的財産専門家が集結し、知的財産取得やエンフォースメントに関

する中国の法律や司法、実務に関する課題に取り組んだり、知的財産に関する情報提供を行

うなどの活動を展開している176。 
 
この他、知的財産に特化した支援プロジェクトとしては、バングラディッシュ人民共和国・

EU-WIPO 知的財産権保護プロジェクト（EU-WIPO Intellectual Property Rights Project for the 
People's Republic of Bangladesh）もある。これは、WIPO を実施機関として 2008 年から 2011
年まで実施されていたプロジェクトで、バングラディッシュ人民共和国の知的財産制度の確

立、近代化、施行、活用を目的としたキャパシティビルディング支援を実施している177。 
 
（1） 支援対象国 
 
EU による支援活動の対象国を、①調査対象国・地域等及び先進国、②途上国、③調査対象

国・地域等及び先進国と途上国の内訳で見ると、特に 2009 年と 2010 年の活動では、調査対

象国・地域等及び先進国が多くなっている。これは、本調査研究の対象国である中国に特化

したプロジェクトである IPR2 による活動が多いためとなっている。EU は、TRIPS 協定に

基づいて支援を要請した国だけでなく、知的財産侵害が多いと判断した国に対しても、エン

フォースメント強化を目的とした支援活動を提供しており、後者の目的による支援は、2 年

に一度策定する知的財産エンフォースメント報告書（IPR Enforcement Report）で指定された

優先国を中心に行われている。優先国は、欧州企業に対するアンケート調査などを基に決め

                                                  
175 ECAP III. http://www.ecap-project.org/index.php?q=ecap_III_project_director 
 ［ 終アクセス日 2012 年 11 月 30 日］ 
176 IPR2 “About IPR2 “ http://www.ipr2.org/aboutipr2.html ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
177 European Union. "Technical Cooperation Activities: Information From Members" (IP/C/W/550/Add.7) 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/july/tradoc_148082.pdf ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 

http://www.ecap-project.org/index.php?q=ecap_III_project_director
http://www.ipr2.org/aboutipr2.html
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/july/tradoc_148082.pdf
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られており、 新版の報告書（2009 年）178においても、中国が 優先国に指定されている

ことから、IPR2 のように中国を対象とした支援活動が多くなっている179。 

                                                  
178 European Union. “COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT” 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/october/tradoc_145204.pdf ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
なお、貿易総局では現在新たな報告書を作成しているところである。 
179 欧州委員会貿易総局によるアンケート回答より。 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/october/tradoc_145204.pdf
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図表 20 EU による支援活動（支援対象国別） 

 
出典：各種資料180を基に作成 

 
（2） 支援対象分野 
 
EU による知的財産支援活動は、支援を要請した国の要望にあわせた支援活動を提供してい

るため、支援対象分野も多様であるが、知的財産に関する啓もう活動や、知的財産庁審査官

及び司法関係者を対象とした研修、エンフォースメント強化支援が中心となっている。また、

EU による対外活動には開発及び貧困対策支援という目的があるため、知的財産支援活動に

おいても、支援対象国の経済開発につながるような支援が行われているという181。 
 
なお、本調査研究で支援対象分野が明らかになった活動の中では、エンフォースメント強化

支援が も多い（図表 21 参照）。 

                                                  
180 「支援活動詳細」において別途記載があるもの以外は、EU が WTO に提出した以下の資料に基づく： 
European Union. "Technical Cooperation Activities: Information From Members" (IP/C/W/560/Add.7)  
http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=123530 ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
European Union. "Technical Cooperation Activities: Information From Members" 
(IP/C/W/550/Add.7) http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=117682 ［ 終アクセス日 2013 年 2
月 27 日］ 
European Union. "Technical Cooperation Activities: Information From Members"  
(IP/C/W/539/Add.7) http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=107934 ［ 終アクセス日 2013 年 2
月 27 日］ 
181 欧州委員会貿易総局によるアンケート回答より。 

http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=123530
http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=117682
http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=107934
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図表 21 EU による支援活動（支援対象分野別） 

 
出典：各種資料182を基に作成 

 
 
また、スピーカーや研修講師が判明した支援活動を見ると、弁護士などの民間実務者がセミ

ナーのスピーカーを務めていることが多くなっている（図表 22）。 

                                                  
182 「支援活動詳細」において別途記載があるもの以外は、EU が WTO に提出した以下の資料に基づく： 
European Union. "Technical Cooperation Activities: Information From Members" (IP/C/W/560/Add.7)  
http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=123530 ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
European Union. "Technical Cooperation Activities: Information From Members" 
(IP/C/W/550/Add.7) http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=117682 ［ 終アクセス日 2013 年 2
月 27 日］ 
European Union. "Technical Cooperation Activities: Information From Members"  
(IP/C/W/539/Add.7) http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=107934 ［ 終アクセス日 2013 年 2
月 27 日］ 

http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=123530
http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=117682
http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=107934
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図表 22 EU による支援活動におけるスピーカー等 

  
 

出典：各種資料183を基に作成 
 
（3） 支援手法 
 
＜支援手法の概観＞ 
EU の支援活動における支援手法を見ると、セミナーやワークショップ、会議などのイベン

トが大半を占めている。招へい研修は全て IPR2 によるもので、中国政府の職員を欧州に 10
日間程度招くスタディツアーのほか、ミュンヘン知的財産法センター（Munich Intellectual 
Property Law Center： MIPLC）への留学プログラムも行われている。 

                                                  
183 「支援活動詳細」において別途記載があるもの以外は、EU が WTO に提出した以下の資料に基づく： 
European Union. "Technical Cooperation Activities: Information From Members" (IP/C/W/560/Add.7)  
http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=123530 ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
European Union. "Technical Cooperation Activities: Information From Members" 
(IP/C/W/550/Add.7) http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=117682 ［ 終アクセス日 2013 年 2
月 27 日］ 
European Union. "Technical Cooperation Activities: Information From Members"  
(IP/C/W/539/Add.7) http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=107934 ［ 終アクセス日 2013 年 2
月 27 日］ 

http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=123530
http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=117682
http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=107934
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図表 23 EU による支援活動（支援手法別） 

 
出典：各種資料184を基に作成 

 
＜E-Learning＞ 
EU による支援活動における E-Learning の活用は限定的で、IPR2 で以下の 3 つのコースが提

供されているのみとなっている。これらは 2010 年に作成されたもので、その後更新は行わ

れていない185。 
 

タイトル 概要 対象者（想定） 
EU における知的財産エン

フォースメントメカニズム

（Intellectual Property Rights 
Enforcement Mechanisms in 
the European Union ） 

中国のエンフォースメント担当

職員や中国企業を対象とした研

修に基づいて作成されたコース

で、EU における知的財産エンフ

ォースメントについて紹介して

いる。 

欧州での知的財産保護に関心

のある知的財産保有者や、知

的財産エンフォースメントの

重要性及びエンフォースメン

トが企業に及ぼす影響につい

て関心のある者。 
欧州での見本市における知

的財産保護（How to Protect 
欧州での見本市において知的財

産を保護する方法について紹介

中国企業 

                                                  
184 「支援活動詳細」において別途記載があるもの以外は、EU が WTO に提出した以下の資料に基づく： 
European Union. "Technical Cooperation Activities: Information From Members" (IP/C/W/560/Add.7)  
http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=123530 ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
European Union. "Technical Cooperation Activities: Information From Members" 
(IP/C/W/550/Add.7) http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=117682 ［ 終アクセス日 2013 年 2
月 27 日］ 
European Union. "Technical Cooperation Activities: Information From Members"  
(IP/C/W/539/Add.7) http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=107934 ［ 終アクセス日 2013 年 2
月 27 日］ 
185 IPR2 “Growing the IP knowledge base - IPR2 e-learning series“ http://www.ipr2.org/elearning ［ 終アクセス

日 2013 年 2 月 27 日］ 

http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=123530
http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=117682
http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=107934
http://www.ipr2.org/elearning
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タイトル 概要 対象者（想定） 
your Intellectual Property 
Rights during European 
Trade Fairs） 

している。 

欧州特許条約に基づく特許

保護範囲（Scope of patent 
protection under the 
European Patent Convention  
） 

欧州統一のクレーム解釈におけ

る条項などを中心に、EPC による

特許保護について紹介している。

特許クレーム範囲を解釈する際

の原則を明確にすることを目的

としている。 

N/A 

 
IPR2 による E-Learnin コースは、ストリーミング動画（画像はスライドのみ）で、音声での

説明に合わせて教材のスライドが自動的に切り替わる仕組みとなっている。画面の左端には、

スライドに合わせたアウトラインが示されており、希望するスライドのタイトルをクリック

すると、該当する説明が始まるようになっている。 
 

図表 24 IRP2 による E-Learning コースの一例 

 
出典： IPR2 ウェブサイト186 

 
アウトラインを提示している欄には複数のタブがあり、ノート（Notes）を選択すると、視

聴しているスライドの概要が英語で説明されている。また、検索（Search）のタブからは、

スライドやノートの文章からキーワード検索を行うことができる。 

                                                  
186 IPR2 “Growing the IP knowledge base - IPR2 e-learning series“ http://www.ipr2.org/elearning ［ 終アクセス

日 2013 年 2 月 27 日］ よりダウンロード。 

http://www.ipr2.org/elearning
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図表 25 IRP2 による E-Learning コースの一例（ノート欄） 

 
出典： IPR2 ウェブサイト187を基に作成 

 
 
（4） 支援実績 
 
＜実施回数＞ 
EU は、2009 年に 11 件、2010 年に 37 件、2011 年に 11 件の支援活動を実施している。うち、

セミナー等、専門家派遣、招へい研修の実施数は以下の通りとなる。 
 

支援手法 2009 年 2010 年 2011 年 
セミナー等 7 25 6
専門家派遣 0 0 0
招へい研修 1 8 0

 
なお 2012 年には、知的財産人材育成活動はほとんど行われていない。これは、IPR2 及びバ

ングラディッシュ人民共和国・EU-WIPO 知的財産権保護プロジェクトが 2011 年に終了した

ことに加えて、ECAP III が、2010 年の活動開始早々に保留状態となってしまい、以降はほ

とんど活動が行われなかったためである（後掲）188。 
 
＜年間予算額＞ 
知的財産人材育成支援活動は貿易政策関連のプロジェクトに分散されていることが多いた

め、年間予算を特定することはできない189。知的財産に特化したプロジェクトの予算を見る

                                                  
187 IPR2 “Growing the IP knowledge base - IPR2 e-learning series“ http://www.ipr2.org/elearning ［ 終アクセス

日 2013 年 2 月 27 日］ よりダウンロード。 
188 欧州委員会 ECAP III 関係者とのヒアリングより。 
189 欧州委員会貿易総局によるアンケート回答より。 

http://www.ipr2.org/elearning
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と、ECAP III の総予算は 510 万ユーロで、うち欧州委員会が 450 万ドル、EPO が 60 万ドル

を投じている190。また、IPR2 の予算は、EU から 1,085 万ユーロ、中国から 542 万 5,000 ユ

ーロが拠出されている191。さらに、バングラディッシュ人民共和国・EU-WIPO 知的財産権

保護プロジェクトでは、EU が 110 万ユーロを負担している192。 
 
＜参加人数＞ 
セミナー等の参加人数が判明しているものでは、毎回、おおよそ 50～100 人が参加している。

また、IPR2 が中国政府職員を対称に提供しているスタディツアーの参加人数は、4～5 人と

なっている。 
 

図表 26 EU によるセミナー等への参加人数 

動名 実施日 参加人数 

セミナー「ウクライナと EU 諸国における知

的財産の保護に関する実用的問題」 2011 年 4 月 20 日 約 50 人 

研修セミナー「EU 加盟国、その他諸外国、

国際条約に基づくウクライナ産発明の特許

取得の特性・慣行」 
2011 年 3 月 23 日～24 日 約 70 人 

ワークショップ「地理的表示（GIs）の管理」 2011 年 1 月 24 日～27 日 50 人以上 

研修セミナー「知的財産権の商用化： メカ

ニズムと実務」 2010 年 11 月 26 日 60 人以上 

研修セミナー「ウクライナと欧州諸国におけ

るライセンス契約及び知的財産権の譲渡契

約： 法規制と実務」 
2010 年 11 月 23 日～24 日 約 70 人 

第 3 回 AUNIP 年次会議「ASEAN における

知的財産教育サポート」 2010 年 11 月 16 日～19 日 50 人以上 

セミナー「知的財産評価と技術移転」 2010 年 11 月 1 日～10 日にかけ

て 3 回実施 
約 150 人（毎

回約 50 人） 
国際会議「欧州統合におけるウクライナと欧

州連合での知的財産権の保護に関する問題」
2010 年 6 月 30 日～7 月 1 日 120 人以上 

欧州連合-WIPO 共同会議・ワークショップ

「バングラディッシュの知的財産制度の近

代化」 
2010 年 6 月 19 日～21 日 80 人 

注：参加人数が判明したもののみを抽出している。 
 
＜開催場所＞ 
招へい研修を除き、ほとんどの支援活動は、支援対象国・地域で実施されている（各支援活

動の開催場所は 2.3.7 を参照）。 
 
（5） レシピエントに対する支援後のフォローアップの手法 
 
文献調査及びアンケート調査を実施したが、該当する文献情報は公開されておらず、アンケ

ート調査で回答を得られなかったため、該当する情報を収集することは出来なかった。 

                                                  
190 ECAP III. http://www.ecap-project.org/index.php?q=ecap_III_project_director  ［ 終アクセス日 2012 年 11
月 30 日］ 
191 European Union. "Technical Cooperation Activities: Information From Members" (IP/C/W/550/Add.7) 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/july/tradoc_148082.pdf ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
192 European Union. "Technical Cooperation Activities: Information From Members" (IP/C/W/550/Add.7) 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/july/tradoc_148082.pdf ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 

http://www.ecap-project.org/index.php?q=ecap_III_project_director
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/july/tradoc_148082.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/july/tradoc_148082.pdf
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2.3.3 産業界の関与のあり方 
 
スピーカーが特定された EU の支援活動のうち、企業関係者がスピーカーであったものは 4
件あるが、そのほとんどが、知的財産に関するコンサルサービスを提供するなど、民間実務

者に近い企業による関与となっている。唯一の例外として、IPR2 の下で 2010 年 1 月 25 日

から 30 日にかけて中国で実施された特許エンフォースメントの施行に関する研修では、

Nokia 社の弁護士である Clemens Heusch 氏がスピーカーの一人として、見本市での特許を巡

る係争や税関での知的財産保護を中心に、欧州における知的財産エンフォースメントについ

て講演している193。 
 
また、エンフォースメント強化支援を目的とした支援対象国を決める際に参考とされている、

知的財産侵害における優先国は、欧州企業を対象としたアンケート調査などを基に決められ

ている194。このアンケート調査では、回答企業が受けた侵害の被害やそれに対する中国政府

による対応、回答企業による当該国に関する知的財産エンフォースメントに対する認識など

の質問項目があり、回答企業は、同社が懸念を持つ国ごとに回答を提出することになってい

る195。 
 
2.3.4 今後の支援活動予定 
 
欧州委員会貿易総局によると、国や予算レベルでの今後の支援活動の予定は未定であるとの

ことであるが、知的財産侵害において新たな優先国が特定されたり、EEAS による国・地域

別戦略によって知的財産分野への支援が重要であると見なされた国においては、新たな支援

が行われる可能性がある。また、TRIPS 協定に基づいて新たな開発途上国が EU に支援を要

請すれば、その国に対して支援が提供される可能性もある196。この他、近年に民主化が進ん

だミャンマーでは知的財産制度がほとんど確立されていないことから、EU が何かしらの形

で支援を提供する可能性があると見られている197。一方、支援が中断されたり、縮小された

りというケースはあまりないが、通常、支援活動は期間限定で実施されるため、活動期間が

完了した後に後続の支援活動が行われないこともある198。 
 
なお、貿易政策関連の支援活動において知的財産は一定の重要性を占めており、この傾向は

今後も変わらない可能性が高い199。 
 
特定のプロジェクトでは、中国において 2013 年から 2015 年にかけて新たな知的財産プロジ

ェクトが実施されることが、2012 年に決定している。このプロジェクトでは、知的財産の

法的枠組みの確立やエンフォースメントなど、幅広い分野で支援が行われる予定で、約 600
万ユーロの予算が計上されることになっている200。 
 
また、活動が保留となっていた ECAP III については、現在 OHIM が実施機関として活動計

画の草案を作成し、ASEAN 加盟諸国に提示しているところである。ASEAN は 2013 年 3 月

15 日にこの草案を承認するための会合を開くことになっており、草案が承認されれば、

                                                  
193 IPR2 “EU-China training course on administrative patent enforcement” 
http://www.ipr2.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1019:eu-china-training-course-on-administrat
ive-patent-enforcement&catid=107:capacity-building&Itemid=82 ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
194 欧州委員会貿易総局によるアンケート回答より。 
195 European Union “Questionnaire for right holders / associations” http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/138533.htm 
［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
196 欧州委員会貿易総局によるアンケート回答より。 
197 欧州委員会 ECAP III 関係者とのヒアリングより。 
198 欧州委員会貿易総局によるアンケート回答より。 
199 欧州委員会貿易総局によるアンケート回答より。 
200 欧州委員会貿易総局によるアンケート回答より。 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/138533.htm
http://www.ipr2.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1019:eu-china-training-course-on-administrative-patent-enforcement&catid=107:capacity-building&Itemid=82
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ECAP III の活動が再開されることになる201。ECAP III では、以下の 4 分野を中心とした支

援が計画されているが202、実施機関が EPO から OHIM に代わったため、特許に関する支援

は行わない予定となっている203。 
 

• 審査実務とエンフォースメント 
• 法的・政策的枠組み 
• ブランド開発 
• 地域統合と連携（ASEAN 内での知的財産制度の調和など） 

 
ECAP III が再開された場合、その活動は 2013 年から 2015 年にわたって実施される予定であ

るが204、活動が保留になった経緯（後掲）もあり、ECAP III 終了後、EU が ASEAN に対し

て同様の支援を行う可能性は低い。ECAP III 関係者によると、今後は、EU としてではなく、

OHIM などの機関レベルが支援を提供したり、ASEAN 全体ではなく、個別の加盟国に対す

る支援活動が展開される可能性が考えられるという205。 
 
2.3.5 支援活動に関する評価 
 
EU における支援プロジェクトの評価は支援対象国に駐在する EU 代表部（EU Delegation）
が担当しており、DEVCO や貿易総局などの欧州委員会の機関は特定のプロジェクトの評価

には関与していない。ただし、DEVCO が実施する国レベルもしくはテーマ別評価において、

特定の知的財産支援活動が言及されることもある。例えば、現在 DEVCO が実施中の評価で

は、ECAP II がベトナムやマレーシアに与えた好影響に触れられているほか、ASEAN 地域

としての知的財産保護の枠組みの調和にも貢献したと評価されている。また、IPR2 につい

ても、エンフォースメント強化について建設的な対話がもたれていることや、中国における

知的財産関連の法律の草案やエンフォースメントに進展が見られたと、その成果を評価して

いる206。 
 
2.3.6 開発途上国のニーズへの対応 
 
EEAS が国・地域別戦略を策定する際には、開発途上国の政府機関や企業、非営利機関とも

相談しながら当該国のニーズを特定しているという207。 
 
一方、ECAP III のように、開発途上国のニーズに対応しきれなかったために支援活動が停滞

したケースもある。前述のように、同プロジェクトは 2010 年の開始早々に ASEAN の要望

で活動が保留となったが、この背景には、支援内容がエンフォースメントを偏重していたこ

とに ASEAN 加盟諸国が難色を示したことがあったという。また、ECAP I 及び ECAP II で
は ASEAN 全体を対象とした支援活動のほかに、個別の加盟国を対象とした支援活動も展開

していたが、ECAP III では国別の支援を廃止し、ASEAN 全体での支援のみとしたことから、

自国に対する支援内容が明確でなくなり、加盟国の反発を招く結果となった208。 
 

                                                  
201 欧州委員会 ECAP III 関係者とのヒアリングより。 
202 ECAP “The ASEAN Project on Intellectual Property Rights (ECAP III), approved by the European Union and 
ASEAN in 2009, has entered Phase II in December 2012.” http://www.ecap-project.org/ 
 ［ 終アクセス日 2012 年 1 月 30 日］ 
203 欧州委員会 ECAP III 関係者とのヒアリングより。 
204 ECAP “The ASEAN Project on Intellectual Property Rights (ECAP III), approved by the European Union and 
ASEAN in 2009, has entered Phase II in December 2012.” http://www.ecap-project.org/ 
［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
205 欧州委員会 ECAP III 関係者とのヒアリングより。 
206 欧州委員会貿易総局によるアンケート回答より。 
207 欧州委員会貿易総局によるアンケート回答より。 
208 欧州委員会 ECAP III 関係者とのヒアリングより。 

http://www.ecap-project.org/
http://www.ecap-project.org/
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このような状況を受け、ECAP III は、新たな活動計画の下での再開を目指しているところで

あるが、ASEAN の懸念を踏まえ、エンフォースメントの要素を減らした活動を計画してい

る209。 
 
2.3.7 参考：支援活動詳細 
 
次ページ参照

                                                  
209 欧州委員会 ECAP III 関係者とのヒアリングより。 
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活動名 日にち 支援対

象国 支援分野 支援手法 実施

回数

参加

人数 
開催場

所 講師 概要 

研修セミナー「EU
加盟国、その他諸外

国、国際条約に基づ

くウクライナ産発

明の特許取得の特

性・慣行」 

2011 年

3 月 23
日～24
日 

途上国 不明 セ ミ ナ ー

等 
1 約 70

人 
キエ

フ、ウ

クライ

ナ 

 トピック: 
• 海外での特許取得に関する戦略作成 
• EU 及び諸外国での特許取得サポートのメカ

ニズム 
• PCT を利用した EU 加盟国での特許取得 
• 欧州特許条約（European Patent Convention）

に基づく特許取得 
• EU 加盟国におけるウクライナ産発明の特許

取得に関する体験 
セミナー「ウクライ

ナと EU 諸国におけ

る知的財産の保護

に関する実用的問

題」 

2011 年

4 月 20
日 

途上国 エンフォ

ースメン

ト強化支

援 

セ ミ ナ ー

等 
1 約 50

人 
キエ

フ、ウ

クライ

ナ 

  • ウクライナの裁判所における知的財産保護 
• 訴訟における損害賠償算出方法 
• 裁判所における知的財産の保護（質疑応答） 
• 情報及び知的財産の保護に関する時事問題 
• 不当な競争と知的財産保護について 
• 著作権に関する訴訟の特性 
• インターネットのドメイン名保護に関する

訴訟の特徴 
模倣品・海賊版と著

作権侵害の危険性

と危害に関するパ

ンフレットの設計 

2011 年

7 月 
途上国 知的財産

にかんす

る啓もう

活動 

情 報 提

供・発信 
1       アルメニア共和国市民を対象に、模倣品・海賊

版と著作権侵害の危険性と危害に対する意識を

向上させることを目的としたパンフレットを作

成 
研究報告書「ASEAN
諸国における知的

財産関連専門職の

現状」 

2011 年

1 月 
途上国 民間実務

者養成 
情 報 提

供・発信 
1 なし なし  ASEAN 加盟国に対して、知的財産専門家（特に

特許弁護士、特許出願代理人、商標弁護士）の

研修及び審査プロセス、知的財産専門家の技術

及び知識、知的財産専門職に関する法令的フレ

ームワーク、を概説する報告書。目的は、高品

質で自律的な研修・審査システムを確立するた

めに必要な情報を収集することで、ASEAN 加盟
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活動名 日にち 支援対

象国 支援分野 支援手法 実施

回数

参加

人数 
開催場

所 講師 概要 

国の知的財産権を保護する優秀な知的財産専門

家を育成すること210。 
ワークショップ「地

理的表示（GIs）の

管理」 

2011 年

1 月 24
日～27
日 

途上国 知的財産

にかんす

る啓もう

活動 

セ ミ ナ ー

等 
1 50 人

以上 
バンコ

ク、タ

イ 

知的財

産庁以

外の政

府職

員、民

間実務

者 

• テーマ 1： 地理的表示（GI）の管理、GI 保
護・奨励の鍵 

• テーマ 2： GI の管理、GI 認証機関の役割 
• テーマ 3： タイ GI（Thai GI）における内部・

外部管理の現地視察 
• テーマ 4： 内部管理と外部管理の相補性、

民間 GI 認証機関と生産者業界団体の対談 
• テーマ 5： GI 管理システムの国別レポート 
• テーマ 6： 生産者業界団体の役割と GI 管理

の課題211 
① 報告書「中国に

おける地理的表示

（GI）の商標登録」

② 報告書「フラン

ス、ドイツ、中国の

民間訴訟法の比較

研究」 

2011 年

7 月 
調 査 対

象国・地

域 等 及

び 先 進

国 

不明 情 報 提

供・発信 
2（報

告書

2 冊）

      • 大陸法システムを採用するフランス、ドイ

ツ、中国の民事訴訟法の比較研究 
• 中国における GI・商標登録の慣習に関する

報告書212 

トレイナー研修プ

ログラム 
2011 年

6 月 
調 査 対

象国・地

域 等 及

び 先 進

国 

不明             

サマリー「中国商標

法関連訴訟事例」 
2011 年

5 月 
調 査 対

象国・地

不明 情 報 提

供・発信 
1       中国における商標システムと、同国での 1993 年

から 2009 年までの 200 件以上の商標及び不公平

                                                  
210  ECAP III. http://www.ecap-project.org/index.php?q=ecap_III_project_director［ 終アクセス日 2012 年 11 月 30 日］ 
211 ECAP III. http://www.ecap-project.org/index.php?q=ecap_III_project_director［ 終アクセス日 2012 年 11 月 30 日］ 
212 IPR2 “Trademark registration of Geographical Indications in China “ http://www.ipr2.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=105&Itemid=83 ［ 終アク

セス日 2013 年 2 月 27 日］ 

http://www.ecap-project.org/index.php?q=ecap_III_project_director
http://www.ecap-project.org/index.php?q=ecap_III_project_director
http://www.ipr2.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=105&Itemid=83


 
各国の開発途上国に対する人材育成支援活動に関する調査研究 

339 
 

活動名 日にち 支援対

象国 支援分野 支援手法 実施

回数

参加

人数 
開催場

所 講師 概要 

域 等 及

び 先 進

国 

な競争に関する訴訟事例を分析したサマリー。

同サマリーは、中国の商標法及び規制、そして

法的枠組みに基づく規制体制の概要を示したも

ので、中国の商標システムの発展の経緯、商標

及び不公平な競争に関する大規模な訴訟事例な

どで構成されており、中国の商標システムの運

営状況を理解するのに役立つとされている213。 
EU・中国共同研修

「見本市における

知的財産保護」 

2011 年

5 月 10
日～12
日 

調 査 対

象国・地

域 等 及

び 先 進

国 

エンフォ

ースメン

ト強化支

援 

セ ミ ナ ー

等 
  中国・

成都及

び深川 

 2011 年 IPR2 エンフォースメントセミナーシリ

ーズ。 
研修内容： 
• ドイツ見本市での知的財産問題と中国出展

者への影響 
• ドイツ見本市での海外出展者が知っておく

べき知的財産法のポイント 
• 見本市における問題解決手続きと統計 
• 見本市に出展する前の準備 
• 知的財産を保護する方法 
• 出展者による異なる法的措置への対処方法 
• 見本市における OEM の知的財産の保護 
• OEM からイノベーションまで： 見本市外で

の知的財産の保護について214 
地理的表示：中国と

EU におけるシステ

ム、登録、使用、保

護 

2011 年

3 月 20
日、22
日 

調 査 対

象国・地

域 等 及

び 先 進

エンフォ

ースメン

ト強化支

援 

セ ミ ナ ー

等 
  中国・

上海及

び杭州 

 2011 年 IPR2 エンフォースメントセミナーシリ

ーズ。 

                                                                                                                                                                                                                                             
213 IPR2 “IPR2 has published a summary of the Chinese trademark system and comments and analysis” 
http://www.ipr2.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1394:china-trademark-laws-and-cases&catid=107:capacity ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
214 IPR2 “EU-China training for IP protection at trade fairs” 
http://www.ipr2.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1417:eu-china-training-for-ip-protection-at-trade-fairs&catid=101:-enforcement&Itemid=84 ［ 終アクセス日 2013
年 2 月 27 日］ 

http://www.ipr2.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1394:china-trademark-laws-and-cases&catid=107:capacity
http://www.ipr2.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1417:eu-china-training-for-ip-protection-at-trade-fairs&catid=101:-enforcement&Itemid=84
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活動名 日にち 支援対

象国 支援分野 支援手法 実施

回数

参加

人数 
開催場

所 講師 概要 

国 
EU・中国共同セミナ

ー「創造性豊かな産

業開発促進のため

の著作権エンフォ

ースメントのベス

ト慣行」 

2011 年

3 月 20
日、22
日 

調 査 対

象国・地

域 等 及

び 先 進

国 

エンフォ

ースメン

ト強化支

援 

セ ミ ナ ー

等 
  中国・

南通 
知的財

産庁職

員、大

学教授 

• イノベーション産業の開発を促進する著作

権 
• 創造性豊かな産業開発における著作権の役

割 
• オンライン環境における著作権法の保護の

進化と課題 
• デジタル環境におけるEU著作権法の構築の

なかでの著作権エンフォースメントに関す

る法的枠組みの進化 
• オンライン環境における録音権侵害のエン

フォースメント 
• ケーススタディ： 著作権法における問題点

215 
国際会議「欧州統合

におけるウクライ

ナと欧州連合での

知的財産権の保護

に関する問題」 

2010 年

6 月 30
日～7
月 1 日 

途上国   セ ミ ナ ー

等 
1 120 人

以上 
キエ

フ、ウ

クライ

ナ 

  • 欧州統合プロセスにおけるウクライナと欧

州連合での知的財産権の保護に関する問題

点 
• ウクライナと欧州連合諸国における知的財

産権の商用化： 法律・経済的観点 
• ウクライナ及び欧州連合での民事・刑事・行

政訴訟における知的財産権の保護： 知的財

産権に関する法定（裁判官）の専門知識 
• ウクライナの知的財産権の市場確立におけ

る傾向と問題 
研修セミナー「知的

財産権の商用化： 
メカニズムと実務」

2010 年

11 月 26
日 

途上国   セ ミ ナ ー

等 
1 60 人

以上 
ドネツ

ク、ウ

クライ

  • 欧州連合におけるライセンス契約に関する

法規制と実務 
• 企業や団体における技術移転契約に関する

                                                  
215 IPR2 “EU-China seminar on best practices of copyright enforcement to promote the development of creative industries” 
http://www.ipr2.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1348:eu-china-seminar-on-best-practices-of-copyright-enforcement-to-promote-the-development-of-creative-industries
&catid=101:-enforcement&Itemid=84 ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 

http://www.ipr2.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1348:eu-china-seminar-on-best-practices-of-copyright-enforcement-to-promote-the-development-of-creative-industries&catid=101:-enforcement&Itemid=84
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活動名 日にち 支援対

象国 支援分野 支援手法 実施

回数

参加

人数 
開催場

所 講師 概要 

ナ ノウハウの保護 
• 企業や団体における知的財産権（無形資産）

関連の取引に係る租税及び会計問題 
研修セミナー「ウク

ライナと欧州諸国

におけるライセン

ス契約及び知的財

産権の譲渡契約： 
法規制と実務」 

2010 年

11 月 23
日～24
日 

途上国   セ ミ ナ ー

等 
1 約 70

人 
キエ

フ、ウ

クライ

ナ 

  • 欧州諸国における知的財産権の譲渡契約に

関する法規制 
• 欧州諸国における特許・ライセンス契約の締

結 
• 欧州での一般的なライセンス契約 
• 欧州及びウクライナでの秘密保持契約 
• 知的財産権の成立のための実務経験 
• ウクライナの研究機関と海外パートナー組

織の間での合意 
ワークショップ「ア

フリカ・カリブ・太

平洋地域（ACP）諸

国での地理的表示

（GIs）と伝統的知

識の保護」 

2010 年

8 月 25
日～27
日 

途上国 GI を通し

た経済開

発 

セ ミ ナ ー

等 
1   フィジ

ー 
  ACP 諸国のニッチ市場の生産者としての開発を

支援することで経済開発を刺激し、人口の増加

や貧困撲滅に貢献する。 
 
1. GI の特質、範囲、機能 
2. GI 保護の国際的状況 
3. 市場開拓ツールとしての GI の可能性 
4. GI の可能性を 大限に発揮させるための必

須条件 
5. ACP 諸国で GI 保護に値する生産品の特定 
6. ACP 諸国における GI 管理・規制に関する国

際・地域レベルの政策、法的・制度的枠組

み構築の支援 
7. 伝統的知識の保護に関するこれまでの実績

の評価 
第 3 回 AUNIP 年次

会議「ASEAN にお

ける知的財産教育

2010 年

11 月 16
日～19

途上国 ASEAN の

大学向け

の知的財

セ ミ ナ ー

等 
1 50 人

以上 
シンガ

ポール 
知的財

産庁職

員、民
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活動名 日にち 支援対

象国 支援分野 支援手法 実施

回数

参加

人数 
開催場

所 講師 概要 

サポート」 日 産ポリシ

ーのテン

プレート

の開発 

間実務

者、大

学教授 

セミナー「知的財産

評価と技術移転」 
2010 年

11 月 1
日～10
日 

途上国 知的財産

の実用化 
セ ミ ナ ー

等 
3 約 150

人（一

カ国

約 50
人） 

タイ、

ベトナ

ム、イ

ンドネ

シア 

  
  
  

タイ、ベトナム、インドネシアでそれぞれ実施。 

研修「ASEC（ASEAN
事務局：ASEAN 
Secretariat）キャパシ

ティ開発」 

2010 年 途上国   その他 2   タイと

ベトナ

ム 

 ASEC
職員 

タイとベトナムの特許庁に ASEC 職員を一週間

派遣（二回）し、両国の知的財産法の施行の仕

組みや、知的財産の啓もう活動、他の ASEAN 諸

国での知的財産の開発や商用化を促進する施設

やインフラの開発状況などを研修させる216。 
欧州連合-WIPO 共

同会議・ワークショ

ップ「バングラディ

ッシュの知的財産

制度の近代化」 

2010 年

6 月 19
日～21
日 

途上国 エンフォ

ースメン

ト強化支

援 

セ ミ ナ ー

等 
1 80 人 ダッ

カ、バ

ングラ

ディッ

シュ 

    

欧州委員会-WIPO
共同ワークショッ

プ「バングラディッ

シュの知的財産制

度の近代化： 知的

財産・事業開発研修

官研修」 

2010 年

6 月 19
日～21
日 

途上国   セ ミ ナ ー

等 
1   ダッ

カ、バ

ングラ

ディッ

シュ 

    

                                                  
216 ECAP III. 
http://www.ecap-project.org/Support_to_ASEC_capacity_Development_2010 ［ 終アクセス日 2012 年 11 月 30 日］ 
 

http://www.ecap-project.org/Support_to_ASEC_capacity_Development_2010
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活動名 日にち 支援対

象国 支援分野 支援手法 実施

回数

参加

人数 
開催場

所 講師 概要 

ミュンヘン知的財

産法センター留学

プログラム（Munich 
Intellectual Property 
Law Center： 

MIPLC） 

2010 年 調 査 対

象国・地

域 等 及

び 先 進

国 

  招 へ い 研

修 
    ドイ

ツ、ミ

ュンヘ

ン 

MIPLC
の教員 

  

IPR2 eラーニングシ

リーズ 
2010 年

2 月 
調 査 対

象国・地

域 等 及

び 先 進

国 

  E-Learning 随時

視聴

が可

能 

      • 欧州連合における知的財産権のエンフォー

スメントメカニズム 
• 欧州見本市（European Trade Fairs）での知的

財産権保護の方法 
• 欧州特許会議（European Patent Convention）

による特許保護の範囲217 
欧州連合知的財産

法検索ツール 
2010 年

5 月 12
日 

調 査 対

象国・地

域 等 及

び 先 進

国 

    随時

アク

セス

可能

      欧州における知的財産保護及びエンフォースメ

ントの法的枠組みに関する情報を提供する無料

のサーチツール。具体的な法律関連情報は、特

許法、商標法、著作権法、関税法、インターネ

ット関連の知的財産法、競争法などであり、法

令、指令、規制、プロトコル、協定など様々な

分野の法律文に同ツールを通じてアクセスでき

る218。 
EU・中国共同研修

「知的財産管理」 
2010 年

11 月 29
日～12
月 3 日 

調 査 対

象国・地

域 等 及

び 先 進

国 

不明 セ ミ ナ ー

等 
1  中国・

泉州及

び南昌 

 2010 年 IPR キャパシティビルディングセミナー

シリーズ。 

EU・中国共同セミナ 2010 年 調 査 対 不明 セ ミ ナ ー 1  中国・ 知的財 2010 年 IPR キャパシティビルディングセミナー

                                                  
217 IPR2 “Growing the IP knowledge base - IPR2 e-learning series”  http://www.ipr2.org/elearning ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
218 IPR2 “New legal platform for intellectual property in the EU” 
http://www.ipr2.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1150:new-legal-platform-for-intellectual-property-in-the-eu&catid=105:access-to-information&Itemid=83 
 ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 

http://www.ipr2.org/elearning
http://www.ipr2.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1150:new-legal-platform-for-intellectual-property-in-the-eu&catid=105:access-to-information&Itemid=83
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活動名 日にち 支援対

象国 支援分野 支援手法 実施

回数

参加

人数 
開催場

所 講師 概要 

ー・ワークショップ

「知的財産権と技

術移転」 

10 月 13
日～15
日 

象国・地

域 等 及

び 先 進

国 

等 上海及

び寧波 
産庁職

員、知

的財産

庁以外

の政府

職員、

民間実

務者、

企業関

係者、

大学教

授 

シリーズ。 
• 市場の特徴とトレンド 
• 世界技術移転市場における機会と課題 
• 技術移転プロセスにおける知的財産管理戦

略とコンサルティング及び技術移転の形態 
• 技術移転環境における知的財産保護メカニ

ズムの信頼性 
• 技術移転の必須条件： 機会とリスクのバラ

ンス 
• 技術移転の方法 
• 持続性のある技術移転219 

中国著作権法 100 周

年記念 
2010 年

10 月 14
日 

調 査 対

象国・地

域 等 及

び 先 進

国 

不明 セ ミ ナ ー

等 
1  中国・

北京 
民間実

務者、

企業関

係者、

大学教

授 

2010 年 IPR キャパシティビルディングセミナー

シリーズ。 
 

EU・中国共同研修

「地方情報産業職

員向けの知的財産

管理」 

2010 年

6 月 24
日～25
日、28
日～29
日 

調 査 対

象国・地

域 等 及

び 先 進

国 

不明 セ ミ ナ ー

等 
1  中国・

青島及

び厦門 

民間実

務者、

企業関

係者 

2010 年 IPR キャパシティビルディングセミナー

シリーズ。 
• 知的財産権の使用法と重要性に関する実用

ツール及びケーススタディによる知的財産

の取得、評価、エンフォースメントにおける

知的財産侵害の防止 
• 知的財産戦略の策定に関するケーススタデ

ィ 
• 欧州における知的財産権に関する一般情報： 

                                                                                                                                                                                                                                             
219 IPR2 “EU-China seminar and workshop on IPR and technology transfer” 
http://www.ipr2.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1300:eu-china-seminar-and-workshop-on-ipr-and-technology-transfer&catid=107:capacity-building&Itemid=82 ［ 終

アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 

http://www.ipr2.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1300:eu-china-seminar-and-workshop-on-ipr-and-technology-transfer&catid=107:capacity-building&Itemid=82
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活動名 日にち 支援対

象国 支援分野 支援手法 実施

回数

参加

人数 
開催場

所 講師 概要 

欧州での知的財産ポートフォリオ評価と知

的財産権の取得及び管理、エンフォースメン

トメカニズム220 
EU・中国共同研修

「曁南大学におけ

る知的財産管理」 

2010 年

4月6日
～7 日 

調 査 対

象国・地

域 等 及

び 先 進

国 

不明 セ ミ ナ ー

等 
1  中国・

泉州 
民間実

務者 
2010 年 IPR キャパシティビルディングセミナー

シリーズ。 
 

EU・中国共同研修

「欧州における特

許エンフォースメ

ント及び特許開発」

2010 年

3 月 15
日～19
日、22
日～23
日 

調 査 対

象国・地

域 等 及

び 先 進

国 

不明 セ ミ ナ ー

等 
1  中国・

上海 
知的財

産庁職

員、民

間実務

者 

2010 年 IPR キャパシティビルディングセミナー

シリーズ。 
 

EU・中国共同研修

「行政上の特許エ

ンフォースメント」

2010 年

1 月 25
日～30
日 

調 査 対

象国・地

域 等 及

び 先 進

国 

不明 セ ミ ナ ー

等 
1  中国・

厦門 
民間実

務者、

企業関

係者、 
大学教

授 

2010 年 IPR キャパシティビルディングセミナー

シリーズ。 
• 行政上の特許エンフォースメントに関する

法的枠組みの 近及び今後の変化とその影

響  
• 特許エンフォースメント関連訴訟の処理に

関連した行政手続法 
• 行政上の特許エンフォースメントにおける

実務とケーススタディ 
• 欧州の特許エンフォースメント状況： 見本

                                                                                                                                                                                                                                             
220 IPR2 “EU-China training on IP management for local information industry officials” 
http://www.ipr2.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1197:eu-china-training-on-ip-management-for-local-information-industry-officials&catid=107:capacity-building&Itemi
d=82 ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
221 IPR2 “EU-China training course on administrative patent enforcement” 
http://www.ipr2.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1019:eu-china-training-course-on-administrative-patent-enforcement&catid=107:capacity-building&Itemid=82 ［ 終

アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 

http://www.ipr2.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1019:eu-china-training-course-on-administrative-patent-enforcement&catid=107:capacity-building&Itemid=82
http://www.ipr2.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1197:eu-china-training-on-ip-management-for-local-information-industry-officials&catid=107:capacity-building&Itemid=82
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活動名 日にち 支援対

象国 支援分野 支援手法 実施

回数

参加

人数 
開催場

所 講師 概要 

市での特許問題や税関における特許エンフ

ォースメント221 
スタディツアー1. 
EU-中国共同スタデ

ィツアー「知的財産

の標準化」 

2010 年

1 月 23
日～31
日 

調 査 対

象国・地

域 等 及

び 先 進

国 

  招 へ い 研

修 
  ドイツ  中国工業情報科部（Ministry of Industry and 

Information Technology：MIIT）の職員を招へい。 

スタディツアー2. 
EU-中国共同スタデ

ィツアー「科学技術

プログラムにおけ

る知的財産管理」 

2010 年

3月2日
～13 日 

調 査 対

象国・地

域 等 及

び 先 進

国 

  招 へ い 研

修 
 5 人 ドイ

ツ・ベ

ルギ

ー・ス

ウェー

デン 

 中国科学技術部（Ministry of Science and 
Technology：MOST）の職員を招へい。 

スタディツアー3. 
EU-中国共同スタデ

ィツアー「イノベー

ションと技術移転」

 2010年
10 月 25
日～11
月 3 日 

調 査 対

象国・地

域 等 及

び 先 進

国 

  招 へ い 研

修 
3 6 人 フィン

ラン

ド・フ

ラン

ス・英

国 

   中国 MOST の職員 6 人を招へい。 

EU・中国共同セミナ

ー「見本市における

知的財産保護： 仲

介の支援・研修」 

10 月 15
日～17
日、25
日～26
日 

調 査 対

象国・地

域 等 及

び 先 進

国 

エンフォ

ースメン

ト強化支

援 

セ ミ ナ ー

等 
1  中国広

州及び

北京 

知的財

産庁以

外の政

府職

員、企

業関係

者 

2010 年 IPR エンフォースメントセミナーシリー

ズ。 
 

EU・中国共同ワーク

ショップ「虚偽・誇

大広告」 

10 月 14
日～15
日 

調 査 対

象国・地

域 等 及

び 先 進

エンフォ

ースメン

ト強化支

援 

セ ミ ナ ー

等 
1  中国・

昆明 
民間実

務者、

大学教

授 

2010 年 IPR エンフォースメントセミナーシリー

ズ。 
• 虚偽の宣伝活動の見分け方 
• 虚偽の宣伝活動、虚偽表示、虚偽広告の類似
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活動名 日にち 支援対

象国 支援分野 支援手法 実施

回数

参加

人数 
開催場

所 講師 概要 

国 点及び相違点 
• 調査及び処罰の為の虚偽の宣伝活動の証拠

入手方法 
• 虚偽の宣伝活動の処罰の仕方（賠償の種類、

賠償の特定、エンフォースメント等）222 
EU・中国共同模擬法

定「見本市での知的

財産権： 虚偽法定

でのエンフォース

メントプロセス」 

2010 年

9月4日 
調 査 対

象国・地

域 等 及

び 先 進

国 

エンフォ

ースメン

ト強化支

援 

セ ミ ナ ー

等 
1  中国・

上海 
民間実

務者、

大学教

授 

2010 年 IPR エンフォースメントセミナーシリー

ズ。 
• 欧州連合のエンフォースメントプロセス入

門： ドイツの見本市での証拠保存及び仮差

し止め請求の仕方 
• 中国のエンフォースメントプロセス入門： 

証拠保存及び仮差し止め請求の仕方 
• 欧州連合及び中国のエンフォースメントの

比較と結論223 
EU・中国共同研修

「見本市における

知的財産保護： 研

修官研修」 

2010 年

7 月 12
日～16
日 

調 査 対

象国・地

域 等 及

び 先 進

国 

エンフォ

ースメン

ト強化支

援 

セ ミ ナ ー

等 
1  中国・

温州、

杭州及

び北京 

民間実

務者、

大学教

授 

2010 年 IPR エンフォースメントセミナーシリー

ズ。 
• 知的財産に関する示談交渉 
• ドイツの見本市での展示前の知的財産保護

に関する準備及び予防対策 
• ドイツにおける著作権侵害と刑罰： 知的財

産の保護方法 
• ドイツ見本市での中国企業の経験： IFA 

Berlin ケーススタディ 
• 欧州の見本市での知的財産関連問題の適切

                                                  
222 IPR2 “EU-China workshop on false and misleading advertising” 
http://www.ipr2.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1285:eu-china-workshop-on-false-and-misleading-advertising&catid=101:-enforcement&Itemid=84 ［ 終アクセス

日 2013 年 2 月 27 日］ 
223 IPR2 “Protecting IPR at trade fairs: Enforcement proceedings in a moot court setting” 
http://www.ipr2.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1260:protecting-ipr-at-trade-fairs-enforcement-proceedings-in-a-moot-court-setting&catid=101:-enforcement&Itemid=
84 ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 

http://www.ipr2.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1285:eu-china-workshop-on-false-and-misleading-advertising&catid=101:-enforcement&Itemid=84
http://www.ipr2.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1260:protecting-ipr-at-trade-fairs-enforcement-proceedings-in-a-moot-court-setting&catid=101:-enforcement&Itemid=84
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活動名 日にち 支援対

象国 支援分野 支援手法 実施

回数

参加

人数 
開催場

所 講師 概要 

な対処法 
• 欧州連合における知的財産エンフォースメ

ント 
• 知的財産を侵害する展示品に対する抗議文

提出のガイドライン224 
EU・中国共同会議

「競争法と知的財

産法の接点」 

2010 年

6 月 10
日～11
日 

調 査 対

象国・地

域 等 及

び 先 進

国 

エンフォ

ースメン

ト強化支

援 

セ ミ ナ ー

等 
1  中国・

大連 
知的財

産庁以

外の政

府職員

（裁判

官及び

欧州委

員会職

員）、

大学教

授 

2010 年 IPR エンフォースメントセミナーシリー

ズ。 
欧州と中国の裁判官やその他の法関連の専門家

の間で交わされた協議の内容は以下の通り： 
• 独占的な契約の基でのライセンシングと制

限： 法的枠組み、水平及び垂直的協定にお

ける独占的態度、独占禁止分析  
• 知的財産権と独占的地位の乱用： 関連市場

の特定、市場における独占的地位の特定（独

占、複占、事実上の独占など）と独占的地位

の乱用行為（ライセンスの拒否、抱き合わせ

販売、法外的な価格設定、価格差別、知的財

産制度の誤用など） 
• 知的財産権とビジネスの局地化の関係225 

EU・中国共同研修

「国家法官学院研

2010 年

5 月 18
調 査 対

象国・地

エンフォ

ースメン

セ ミ ナ ー

等 
1  中国・

北京 
  2010 年 IPR エンフォースメントセミナーシリー

ズ。 

                                                                                                                                                                                                                                             
224 IPR2 “EU-China training of trainers for IP protection at trade fairs” 
http://www.ipr2.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1230:eu-china-training-of-trainers-for-ip-protection-at-trade-fairs&catid=101:-enforcement&Itemid=84 ［ 終アクセ

ス日 2013 年 2 月 27 日］ 
225 IPR2 “EU-China conference on the interface between Competition and Intellectual Property Law” 
http://www.ipr2.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1204:eu-china-conference-on-the-interface-between-competition-and-intellectual-property-law&catid=101:-enforceme
nt&Itemid=84 ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
226 IPR2 “EU-China training with the National Judges College” 
http://www.ipr2.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1182:eu-china-training-with-the-national-judges-college&catid=101:-enforcement&Itemid=84 ［ 終アクセス日 2013
年 2 月 27 日］ 

http://www.ipr2.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1230:eu-china-training-of-trainers-for-ip-protection-at-trade-fairs&catid=101:-enforcement&Itemid=84
http://www.ipr2.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1182:eu-china-training-with-the-national-judges-college&catid=101:-enforcement&Itemid=84
http://www.ipr2.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1204:eu-china-conference-on-the-interface-between-competition-and-intellectual-property-law&catid=101:-enforcement&Itemid=84
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活動名 日にち 支援対

象国 支援分野 支援手法 実施

回数

参加

人数 
開催場

所 講師 概要 

修」 日 域 等 及

び 先 進

国 

ト強化支

援 
• 知的財産権の侵害訴訟の手続き 
• 仮差し止め命令 
• インターネット上の侵害訴訟のケース226 

EU・中国共同研修

「知的財産権関連

の犯罪エンフォー

スメント」 

2010 年

4月7日
～9 日、

13 日～

15 日 

調 査 対

象国・地

域 等 及

び 先 進

国 

エンフォ

ースメン

ト強化支

援 

セ ミ ナ ー

等 
1  中国・

東莞及

び武漢 

中国及

び欧州

の検事 

2010 年 IPR エンフォースメントセミナーシリー

ズ。 

EU・中国共同ワーク

ショップ 
2010 年

3 月 11
日～12
日 

調 査 対

象国・地

域 等 及

び 先 進

国 

エンフォ

ースメン

ト強化支

援 

セ ミ ナ ー

等 
1  中国・

長沙 
欧州及

び中国

の競争

法と知

的財産

保護に

関連す

る法律

システ

ムや改

善枠組

みに精

通した

専門家 

2010 年 IPR エンフォースメントセミナーシリー

ズ。 
• 独占禁止法と知的財産保護の関係 
• 独占的行動としての知的財産乱用の特定： 

例）企業連合としての知的財産の乱用、市場

優位性を利用した知的財産の乱用、企業及び

フランチャイズの局地化による知的財産の

乱用、特許プール、標準の策定及び施行にお

ける知的財産の乱用 
• 独占的行動とみなされる知的財産権の乱用

の原則及び手法の分析 
• 知的財産の乱用に関する調査（調査能力、質

問リストの設計、証拠収集など）227 

スタディツアー1. 
EU-中国共同スタデ

ィツアー「知的財産

関連犯罪エンフォ

2010 年

2月1日
～3 日 

調 査 対

象国・地

域 等 及

び 先 進

  招 へ い 研

修 
1  英国  知的財産関連犯罪エンフォースメントの強化 

                                                  
227 IPR2 “EU-China workshop on application of Anti-Monopoly Law in IP” 
http://www.ipr2.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1112:eu-china-workshop-on-application-of-anti-monopoly-law-in-ip&catid=101:-enforcement&Itemid=84 ［ 終アク

セス日 2013 年 2 月 27 日］ 

http://www.ipr2.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1112:eu-china-workshop-on-application-of-anti-monopoly-law-in-ip&catid=101:-enforcement&Itemid=84
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活動名 日にち 支援対

象国 支援分野 支援手法 実施

回数

参加

人数 
開催場

所 講師 概要 

ースメントの強化」 国 
スタディツアー2. 
EU-中国共同スタデ

ィツアー「オンライ

ン上の著作権保護」

2010 年

5 月 10
日～21
日 

調 査 対

象国・地

域 等 及

び 先 進

国 

  招 へ い 研

修 
1  フラン

ス、ベ

ルギ

ー、ド

イツ、

英国 

 オンライン上の著作権保護 
 

スタディツアー3. 
EU-中国共同スタデ

ィツアー「独占禁止

法の施行」 

2010 年

7月4日
～14 日 

調 査 対

象国・地

域 等 及

び 先 進

国 

  招 へ い 研

修 
1  英国、

フラン

ス、ド

イツ 

 欧州の独占禁止システムに関するノレッジ構築 

スタディツアー4. 
EU-中国共同スタデ

ィツアー「知的財産

関連犯罪エンフォ

ースメント・保護」

 2010年
12 月 5
日～15
日 

調 査 対

象国・地

域 等 及

び 先 進

国 

  招 へ い 研

修 
1 職員 5

人 
（全

て中

国） 

. 英
国・フ

ラン

ス・チ

ェコ共

和国 

  知的財産権の犯罪エンフォースメントのベスト

慣行に関する経験の共有 

刑事知的財産エン

フォースメント及

び刑事知的財産法

の応用に関する

EU・中国間研修コー

ス 

2009 年

7 月
25-29
日 

調 査 対

象国・地

域 等 及

び 先 進

国 

エンフォ

ースメン

ト強化支

援 

不明 1  中国・

武漢 
 IPR2 は公共安全省 MPS（the Ministry of Public 

Security）の協力を得て、刑事知的財産エンフォ

ースメントの経験及びベストプラクティスを共

有するために、各地の警察当局及び公衆安全担

当官に対して研修を行った。中国及び欧州の知

的財産検査官の間で刑事知的財産ケースについ

て、日々の業務の中でどのように処理していく

べきかなどお互いに情報交換し、協力体制を強

める。 
オンラインビジネ

スの規制に関する

EU・中国ワークショ

2009 年

6 月
11-12

調 査 対

象国・地

域 等 及

エンフォ

ースメン

ト強化支

セ ミ ナ ー

等 
1  中国・

泉州 
 IPR2 は、産業・商業省（the State Administration for 

Industry & Commerce SAIC)を支援し、インターネ

ットビジネスの営業状況をモニタリングし、イ
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活動名 日にち 支援対

象国 支援分野 支援手法 実施

回数

参加

人数 
開催場

所 講師 概要 

ップ 日 び 先 進

国 
援 ンターネット関連知的財産違反に関するエンフ

ォースメント体制を強化するためのワークショ

ップを地元の知的財産職員に対して開催した。 
ビジネス情報機密

の保護に関する

EU・中国ワークショ

ップ 

2009 年

6 月
25-26
日 

調 査 対

象国・地

域 等 及

び 先 進

国 

エンフォ

ースメン

ト強化支

援 

セ ミ ナ ー

等 
1  中国・

上海 
 IPR2 は、産業・商業省（the State Administration for 

Industry & Commerce SAIC)を支援し、地元の知的

財産エンフォースメント担当官に対し、ビジネ

ス機密情報の保護に関するワークショップを開

催した。そこでは、中国と欧州における既存の

法律の枠内でどのような問題が起こっているの

か、侵害行為に対してどのように対策を講じれ

ばよいのかなど、ベストプラクティスが紹介さ

れた。 
インターネット上

での著作権保護に

関する EU・中国ワ

ークショップ 

2009 年

6 月
15-19
日 

調 査 対

象国・地

域 等 及

び 先 進

国 

エンフォ

ースメン

ト強化支

援 

セ ミ ナ ー

等 
2  中国・

ハルビ

ン及び

銀川 

 IPR2 と国家著作権監督省 the National Copyright 
Administration of China (NCAC)は、インターネッ

ト上での著作権侵害の保護及びエンフォースメ

ントについて 2 回にわたる研修を実施した。こ

れにより、中国と欧州は、オンライン著作権侵

害対策に関するインテリジェンス及びベストプ

ラクティスに関して情報共有をし、取り締まり

体制の連携がさらに強化された。 
ソフトウェアの知

的財産保護に関す

る国際セミナー 

2009 年

6 月
18-19
日 

調 査 対

象国・地

域 等 及

び 先 進

国 

その他 セ ミ ナ ー

等 
2  中国・

北京及

び大連 

 IPR2 は、ソフトウェア及びサービスアウトソー

シング産業における知的財産保護の相互理解を

より深めることを目的に 2 回のセミナーを実施

した。これは、商業省 the Ministry of Commerce 
(MOFCOM）の傘下にある中国サービス貿易協会

が共同主催し、同産業のさらなる成長を目指す

ために国際競争力を向上を目指すためにも知的

財産の保護が重要であることの理解を深めるこ

とを狙った。 
著作権関連法改正 2009 年 調 査 対 その他 招 へ い 研 1  オース  国家人民大会の恒常委員会の立法問題委員会 the 
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活動名 日にち 支援対

象国 支援分野 支援手法 実施

回数

参加

人数 
開催場

所 講師 概要 

に関する視察 5 月
14-25
日 

象国・地

域 等 及

び 先 進

国 

修 トラリ

ア、ス

イス、

スペイ

ン 

Legislative Affairs Commission (LAC) of the 
Standing Committee of the National People's 
Congress (NPC) のメンバーが中国の著作権法の

改正について欧州関係者（大学教授、政府職員、

弁護士、企業関係者）と意見交換した。新しい

法律がおよぼす効果をめぐる議論や、中国の規

制改正を草案しているチームに対し提言などが

交わされた。 
知的財産管理に関

する EU・中国間研

修コース 

2009 年

5 月
18-27
日 

調 査 対

象国・地

域 等 及

び 先 進

国 

その他 不明   中国・

西安、

北京及

びチヤ

ンイン 

 IPR2 は、中国の科学技術省（the Ministry of 
Science and Technology, MOST) に対し、中国と

欧州の知的財産管理のよりよい方法について議

論し、特許管理の研修シリーズの第二回を開催

した。 
特許エンフォース

メントに関する

EU・中国間研修コー

ス 

200 位

年 3 月
23-27
日 

調 査 対

象国・地

域 等 及

び 先 進

国 

エンフォ

ースメン

ト強化支

援 

不明   中国・

上海及

び福州 

 SIPO と協力し、上海知的財産局と福州知的財産

局から 120 人のエンフォースメント担当官に対

し、IPR2 が研修を提供した。特許弁護士や裁判

官が、特許のエンフォースメント及びデザイン

特許などの法的枠組みについて説明した。中国

と欧州のそれぞれの知的財産制度において実際

の侵害ケースを例にだし、お互いのシステムの

比較を分析し、協力関係を深めた。 
知的財産及びトラ

ンスファーケース

に関する EU・中国

間研修コース 

200 位

年 4 月
13-17
日 

調 査 対

象国・地

域 等 及

び 先 進

国 

エンフォ

ースメン

ト強化支

援 

セ ミ ナ ー

等 
1  中国・

常州 
 中国 高人民検察局（the Supreme People’s 

Procuratorate, SPP) と共同で、IPR2 は、刑事上か

ら行政上のケースに移転する際の情報の透明性

及び均一性などに関し、地元の検察官に対し、

研修を行った。これにより、侵害する大衆

（ ‘infringing mass’ ）及びどのように対策をたて

るかなどを検討し、国内及び国際的にベストプ

ラクティスを研究し、それらを実施するための

措置などを議論した 
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活動名 日にち 支援対

象国 支援分野 支援手法 実施

回数

参加

人数 
開催場

所 講師 概要 

インターネット上

の著作権に関する

司法上の保護に関

するセミナー 

2009 年

4 月
27-29
日 

調 査 対

象国・地

域 等 及

び 先 進

国 

エンフォ

ースメン

ト強化支

援 

セ ミ ナ ー

等 
1  中国・

上海 
 IPR2 は、 高人民裁判所（the Supreme People’s 

Court , SPC)とともに、インターネット上での著

作権保護に関するセミナーを実施した。オンラ

イン上での著作権の保護を強めるためのステッ

プ、欧州及び国際的な知的財産に関する理解、

そのようなケースを取り締まることができる体

制強化などについて、欧州と中国の関係者が情

報共有した。 
不正競争やパッシ

ングオフ行為に関

する EU・中国ワー

クショップ 

2009 年

3 月
11-12
日 

調 査 対

象国・地

域 等 及

び 先 進

国 

エンフォ

ースメン

ト強化支

援 

セ ミ ナ ー

等 
1  中国・

杭州 
 揚子江デルタ地域産業商業局から 100 人ほどの

職員が杭州市において 2 日間にわたるワークシ

ョップに参加し、不正な競争やパッシングオフ

行為に関する問題点を理解し、どのように対策

を講じるべきかを議論した。実際起きたケース

を取り上げ、欧州と中国における実情や対策に

ついて意見交換が展開された。 
出典：各種資料228を基に作成

                                                  
228 別途記載があるもの以外は、EU が WTO に提出した以下の資料に基づく： 
European Union. "Technical Cooperation Activities: Information From Members" (IP/C/W/560/Add.7)  
http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=123530 ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
European Union. "Technical Cooperation Activities: Information From Members" 
(IP/C/W/550/Add.7) http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=117682 ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
European Union. "Technical Cooperation Activities: Information From Members"  
(IP/C/W/539/Add.7) http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=107934 ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 

http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=123530
http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=117682
http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=107934
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2.4 韓国 
 
本節では、韓国特許庁（Korean Intellectual Property Office：KIPO）による人材育成支援活動

について紹介する。 
 
2.4.1 支援機関概要 
 
＜機関概要＞ 
KIPO は 1949 年に創設され229、知的財産の開発、利用、保護などを通じたイノベーション

と産業開発の促進をミッションとしている。KIPO は、特許、実用新案、意匠、商標の管理

及び関連審査を担当しており、知的財産権の保護機関、審査機関、裁決機関、情報センター、

啓もう機関、研修提供機関として機能している230。 
 
KIPO における職員数は 1,576 人（2011 年）で231、組織体制は以下の通りとなる。 
 

図表 27 KIPO の組織図 

 
注：人材育成支援活動に関与している組織を赤字で囲っている。 

出典：KIPO ウェブサイト232 
 
＜支援活動担当部署＞ 
KIPO において教育・研修を担当するのは、国際知的財産研修院（International Intellectual 
Property Training Institute: IIPTI）である。IIPTI は、1987 年の創設以来 20 年間以上にわたっ

て、韓国内及び海外向けに研修プログラムを提供しており、韓国内では、KIPO の審査官や

審判官、特許弁護士、企業の知的財産マネージャー、研究者などの育成に携わっている。更

に、WIPO 及び韓国国際協力団（Korea International Cooperation Agency: KOICA）との連携の

下で、国外の参加者を対象としたセミナーや研修を実施している。IIPTI 創設以来、同院か

                                                  
229 KIPO. “KIPO’s History”. 
http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=10200&catmenu=ek10200 ［ 終アクセス日

2013 年 2 月 27 日］ 
230 KIPO. “Organization Chart”. 
http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=10301&catmenu=ek01_03_01 ［ 終アクセス

日 2013 年 2 月 27 日］ 
231 KIPO. “KIPO 2011 Annual Report”. http://www.kipo.go.kr/upload/en/download/annualreport_2011_10.pdf ［
終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
232 KIPO. “KIPO 2011 Annual Report”. http://www.kipo.go.kr/upload/en/download/annualreport_2011_02.pdf ［
終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 

http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=10200&catmenu=ek10200
http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=10301&catmenu=ek01_03_01
http://www.kipo.go.kr/upload/en/download/annualreport_2011_10.pdf
http://www.kipo.go.kr/upload/en/download/annualreport_2011_02.pdf
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ら教育・研修を受けた受講者の数は約 2 万 8,000 人に上る233。なお、IIPTI の職員数は約 46
人である234。 
 
一方、海外向けの E-Learning を担当しているのは、情報政策局（Information Policy Bureau）
に所属する技術協力部（Technical Cooperation Division）となっている。情報政策局は知的財

産審査の IT 化などを担当している局で、技術協力部は、WIPO 及びアジア太平洋経済協力

閣僚会議（Asia-Pacific Economic Cooperation Conference: APEC）との共同プロジェクトにお

ける IT 関連業務を監督したり、開発途上国の知的財産庁に対して、技術的助言を提供する

などの役割を担っている235。 
 
＜他の機関との関係＞ 
KIPO による他の国際機関・政府機関との関係として以下のようなものが挙げられる。 
 
• KOICA： 開発途上国における知的財産に関する知識や意識の向上や知的財産制度の確

立を支援するべく、支援対象国の官民セクタに知的財産関連の研修を共同で提供してい

る。また、開発途上国の知的財産庁における自動化システムの導入を支援したり、適正

技術開発の支援を行っている236。KIPO と KOICA は、2012 年 4 月に開発途上国支援で

の協力を強化することで合意しており、KOICA 所属のボランティアを約 30 ヶ国で採用

し、各国の知的財産支援の需要を見極め、政府開発援助（Official Development Aid: ODA）

に関連付けながら支援することを予定している237。 
• WIPO： WIPO の韓国信託基金（Korea Funds-in-Trust）に基づき、IIPTI と WIPO が共

同で、国際セミナーを年間 2～4 回、開発途上国向けの研修コースを年間 1～2 回提供し

ている238。 
• APEC： 2006 年から 2007 年にかけて、APEC 及び韓国発明促進協会（Korea Invention 

Promotion Association: KIPA）と共同で、知的財産に関する E-Learning プログラム、Xpedite
を作成。3 者は、Xpedite に基づく新たな E-Learning プログラム、知的財産情報促進

（IPi-Facilitator）プログラムも策定したが、このプログラムには、USPTO のほか、メキ

シコ知的財産庁（Mexican Institute of Industrial Property）及びタイ知的財産庁（Thailand 
Department of Intellectual Property）も資金を提供している239。 

 
2.4.2 支援活動状況 
 
IIPTI は、1987 年の創設当時から国外向けに人材育成活動を行っている。その背景には、海

外とのネットワークを構築することで、知的財産に関する交渉において影響力を発揮しよう

との狙いがある。当初は年間 2 件ほどの規模であったが、徐々に拡大し、現在では年間 10
件ほどの活動を実施している。また、活動は今後も拡大すると見られている240。 
 
（1） 支援対象国 
                                                  
233 IIPTI. “About IIPTI: Greeting”. http://iipti.kipo.go.kr/EN/ ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
234 IIPTI によるアンケート回答より。 
235 KIPO. http://www.kipo.go.kr/kpo/en/about_kipo/organization_1.vm#a9 ［ 終アクセス日 2012 年 11 月 2 日］ 
236 KIPO. “KIPO 2011 Annual Report”. http://www.kipo.go.kr/upload/en/download/annualreport_2011_09.pdf ［
終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
237 MKE. “KIPO] KIPO Signs Cooperation Agreement with KOICA”. 
http://www.mke.go.kr/language/eng/news/news_view.jsp?tableNm=E_01_01_01&seq=10 ［ 終アクセス日 2013
年 2 月 27 日］ 
238 KIPO. “Overview”. 
http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf;jsessionid=9863ca6bce577d179c79709460d9568e6423b4edc22.oR1JrQjwaxCNa
N0LcybtahiM-xyT-x8KawSLa3qImxvAc39y-AnyaQeSn6aSmhqI-huKa30xoR1JrQjwawTFq6XRnk8M-AHDq6WIn
QWIoR8xb30PbxyQc3qxf2bRrRqxn6jAmljGr5XDqQLvpAe_?a=user.english.html.HtmlApp&c=91003&catmenu=e
k02_03_01#_ ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
239 APEC. “Overview”. http://global.ipacademy.net/apec/index.html ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
240 IIPTI とのヒアリングより。 

http://iipti.kipo.go.kr/EN/
http://www.kipo.go.kr/kpo/en/about_kipo/organization_1.vm#a9
http://www.kipo.go.kr/upload/en/download/annualreport_2011_09.pdf
http://www.mke.go.kr/language/eng/news/news_view.jsp?tableNm=E_01_01_01&seq=10
http://global.ipacademy.net/apec/index.html
http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf;jsessionid=9863ca6bce577d179c79709460d9568e6423b4edc22.oR1JrQjwaxCNaN0LcybtahiM-xyT-x8KawSLa3qImxvAc39y-AnyaQeSn6aSmhqI-huKa30xoR1JrQjwawTFq6XRnk8M-AHDq6WInQWIoR8xb30PbxyQc3qxf2bRrRqxn6jAmljGr5XDqQLvpAe_?a=user.english.html.HtmlApp&c=91003&catmenu=ek02_03_01#_
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IIPTI による支援活動の対象国を、①調査対象国・地域等及び先進国、②途上国、③調査対

象国・地域等及び先進国と途上国の内訳で見ると、開発途上国を対象とした支援が大半を占

めている。しかし、IIPTI が特定の国を重視して支援を実施しているわけではなく、WIPO
と共同で実施する支援活動においては、WIPO が同機関のネットワークを用いて、様々な国

から参加者を集めている。知的財産庁間の実務会議などで人材育成支援について話が進むこ

ともあるが、IIPTI や KIPO の希望で対象国を選べるわけではなく、両国が合意に達しなけ

れば支援活動は実現しない241。 
 

図表 28 IIPTI による支援活動（支援対象国別） 

 
出典：KIPO ウェブサイト242や IIPTI の電子パンフレット（E-Brochure243）などを基に作成 

 
（2） 支援対象分野 
 
支援対象分野では審査実務支援が大半を占めている。先進国を対象とした活動の場合、対象

国と KIPO における審査について比較することで双方が学ぶ機会となる。一方、開発途上国

に対する活動では、KIPO が有する審査に関するノウハウを教えるという形になる。審査実

務支援以外では、知的財産政策や特許の電子出願、特許の品質管理、審判などの分野におけ

                                                  
241 IIPTI とのヒアリングより。 
242 KIPO. “International Courses  2010, 2011, 2012”. 
http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=910041&catmenu=ek02_03_02_06 （2010 年）

［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］

http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=910042&catmenu=ek02_03_02_07 （2011年）

［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 

http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=91004&catmenu=ek02_03_02 （2012 年）［

終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
243 IIPTI. “The International Intellectual Property Training Institute E-Brochure 2010, 2011, 2012”. 
http://iipti.kipo.go.kr/EN/servlet/EComponentController?cmd=10&goDiv=component&sd=EN&ms=04020000&gs=
04000000 ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 

http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=910041&catmenu=ek02_03_02_06
http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=910042&catmenu=ek02_03_02_07
http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=91004&catmenu=ek02_03_02
http://iipti.kipo.go.kr/EN/servlet/EComponentController?cmd=10&goDiv=component&sd=EN&ms=04020000&gs=04000000
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る支援活動を展開している244。 
 
審査実務支援を対象とする支援活動が多いことから、支援対象者の大半も知的財産庁職員と

なっている（下図表参照）。 
 

図表 29 IIPTI による支援活動（支援対象者別） 

 
出典：KIPO ウェブサイト245や IIPTI の電子パンフレット（E-Brochure246）などを基に作成 

 
また、支援活動のスピーカーや研修講師は、活動で取り上げるトピックに応じて、KIPO の

中から適切な専門知識を有し、かつ英語が堪能な職員に依頼している。IITPI の職員は通常、

講師を務めることはない。トピックによっては、大学教授や企業関係者など、KIPO 以外の

人材に講師を依頼することもある。その際は、支援活動で取り上げるトピックに 適な人物

を IIPTI が特定し、依頼する形となっており、企業や大学教授のほうから支援活動での講師

に立候補することはない。一度講師を務め、その時の受講者の評価が高ければ再度講師を依

頼する可能性は高まるが、例えば IIPTI の職員が同席したセミナーなどで、ある講師の講演

が受講者の関心を引くものでないと認識されれば、その人材が再び講師に招かれる可能性は

低くなる。また、国際的な知的財産動向などのトピックでは、WIPO の専門家を講師に招く

こともあるが、韓国外の人材を講師に迎えるのは調整が難しいことが多い247。 

                                                  
244 IIPTI とのヒアリングより。 
245 KIPO. “International Courses  2010, 2011, 2012”. 
http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=910041&catmenu=ek02_03_02_06 （2010 年）

［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］

http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=910042&catmenu=ek02_03_02_07 （2011年）

［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 

http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=91004&catmenu=ek02_03_02 （2012 年）［

終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
246 IIPTI. “The International Intellectual Property Training Institute E-Brochure 2010, 2011, 2012”. 
http://iipti.kipo.go.kr/EN/servlet/EComponentController?cmd=10&goDiv=component&sd=EN&ms=04020000&gs=
04000000 ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
247 IIPTI とのヒアリングより。 

http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=910041&catmenu=ek02_03_02_06
http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=910042&catmenu=ek02_03_02_07
http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=91004&catmenu=ek02_03_02
http://iipti.kipo.go.kr/EN/servlet/EComponentController?cmd=10&goDiv=component&sd=EN&ms=04020000&gs=04000000
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（3） 支援手法 
 
IIPTI による支援活動では、招へい研修が も多く、次いでセミナー等が多くなっている。 
 

図表 30 IIPTI による支援活動（支援手法別） 

 
出典：KIPO ウェブサイト248や IIPTI の電子パンフレット（E-Brochure249）などを基に作成 

 
＜E-Learning＞ 
KIPO は、2004 年から英語による E-Learning プログラムの作成に取り組み、2005 年から提

供を開始している。KIPO が海外向けの E-Learning プログラムに着手した背景には、

E-Learning における英語教材が韓国内外で不足していたことが挙げられる。近年まで、韓国

における知的財産教育は韓国語による韓国の法制度に関するものが中心であったが、グロー

バル化に伴い、競争力を維持するためには、知的財産の創出、活用、保護において海外企業

や政府と協力、もしくは競合しなければならず、グローバルレベルでの知的財産教育の重要

性が高まったという。このような状況を受けて、KIPO は、韓国内及び世界の需要に対応す

るべく、英語の E-Learning プログラムを作成することになった250。 

                                                  
248 KIPO. “International Courses  2010, 2011, 2012”. 
http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=910041&catmenu=ek02_03_02_06 （2010 年）

［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］

http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=910042&catmenu=ek02_03_02_07 （2011年）

［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 

http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=91004&catmenu=ek02_03_02 （2012 年）［

終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
249 IIPTI. “The International Intellectual Property Training Institute E-Brochure 2010, 2011, 2012”. 
http://iipti.kipo.go.kr/EN/servlet/EComponentController?cmd=10&goDiv=component&sd=EN&ms=04020000&gs=
04000000 ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
250 KIPO. “Bilateral & Multilateral Cooperation”. 
http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf;jsessionid=9863ca6bce6e6165ee3422f42fdbc47abce8240e569.oR1JrQjwaxCNaN
0McybtahiM-xyT-x8KawSLa3qImxvAc39y-AnyaQeSn6aSmhqI-huKa30xoR1JrQjwawTFq6XRnk8M-AHDq6WInQ
WIoR8xb30PbxyPch0xf2bRrRqxn6jAmljGr5XDqQLvpAe_?a=user.english.html.HtmlApp&c=100014&catmenu=ek

http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=910041&catmenu=ek02_03_02_06
http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=910042&catmenu=ek02_03_02_07
http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=91004&catmenu=ek02_03_02
http://iipti.kipo.go.kr/EN/servlet/EComponentController?cmd=10&goDiv=component&sd=EN&ms=04020000&gs=04000000
http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf;jsessionid=9863ca6bce6e6165ee3422f42fdbc47abce8240e569.oR1JrQjwaxCNaN0McybtahiM-xyT-x8KawSLa3qImxvAc39y-AnyaQeSn6aSmhqI-huKa30xoR1JrQjwawTFq6XRnk8M-AHDq6WInQWIoR8xb30PbxyPch0xf2bRrRqxn6jAmljGr5XDqQLvpAe_?a=user.english.html.HtmlApp&c=100014&catmenu=ek02_02_01_04#
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KIPO による英語の E-Learning プログラムの目的や狙いとして以下がある251。 
 
• 韓国中小企業の海外進出に役立てる。 
• 韓国内の人材において、知的財産に関する知識レベルだけでなく、英語能力の向上につ

ながる。 
• 海外における知的財産に関する認識を高め、韓国企業が海外で受ける知的財産侵害の被

害を軽減する。 
• 韓国による知的財産に対する考え方を世界に広く共有する。 
 
E-Leaerning プログラムの目的に知的財産侵害の防止もあることから、KIPO では、学生や中

小企業も含め、幅広い受講生を想定してプログラムを作成している252。 
 
また KIPO は、WIPO との協力の下、E-Learning プログラムの内容に関するセミナー（対面）

を年に 1 回、韓国で開催している。これは 3 日間にわたるもので、E-Learning の受講生の中

から、テストで優秀な成績を収めた者約 30 人が世界各地から参加しているという。

E-Learning は時間や空間の制約がないという利点の反面、受講するかは参加者の意思にゆだ

ねられていることから、受講のインセンティブも兼ねて、このようなセミナーを実施してい

る253。 
 
KIPO が作成・提供する E-Learning プログラムには以下の 3 つがある254。 
 

プログラム 協力機関 
IP Panorama WIPO 及び KIPA 
IP Xpedite APEC 及び KIPA 
DL-101 WIPO 及び KIPA 

 
以下に、各プログラムについて説明する。 
 
① IP Panorama 
 
IP Panorama は、KIPO が WIPO 及び KIPA との協力の下に作成した中小企業向けのプログラ

ムである。2005 年の立ち上げ当時は 1 つのモジュールのみが提供されていたが、その後コ

ンテンツを増やし、現在では以下の 13 のモジュールが提供されている。なお、現在は 14
つ目のモジュールを作成中である255。 
 

モジュール 内容 
Module 1 中小企業における知的財産の重要性 
Module 2 商標と意匠 

                                                                                                                                                  
02_02_01_04# ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
251 KIPO 情報政策局技術協力部とのヒアリングより。 
252 KIPO 情報政策局技術協力部とのヒアリングより。 
253 KIPO 情報政策局技術協力部とのヒアリングより。 
254 KIPO. “Bilateral & Multilateral Cooperation”. 
http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf;jsessionid=9863ca6bce6e6165ee3422f42fdbc47abce8240e569.oR1JrQjwaxCNaN
0McybtahiM-xyT-x8KawSLa3qImxvAc39y-AnyaQeSn6aSmhqI-huKa30xoR1JrQjwawTFq6XRnk8M-AHDq6WInQ
WIoR8xb30PbxyPch0xf2bRrRqxn6jAmljGr5XDqQLvpAe_?a=user.english.html.HtmlApp&c=100014&catmenu=ek
02_02_01_04# ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
255 KIPO. “Bilateral & Multilateral Cooperation”. 
http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf;jsessionid=9863ca6bce6e6165ee3422f42fdbc47abce8240e569.oR1JrQjwaxCNaN
0McybtahiM-xyT-x8KawSLa3qImxvAc39y-AnyaQeSn6aSmhqI-huKa30xoR1JrQjwawTFq6XRnk8M-AHDq6WInQ
WIoR8xb30PbxyPch0xf2bRrRqxn6jAmljGr5XDqQLvpAe_?a=user.english.html.HtmlApp&c=100014&catmenu=ek
02_02_01_04# ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 

http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf;jsessionid=9863ca6bce6e6165ee3422f42fdbc47abce8240e569.oR1JrQjwaxCNaN0McybtahiM-xyT-x8KawSLa3qImxvAc39y-AnyaQeSn6aSmhqI-huKa30xoR1JrQjwawTFq6XRnk8M-AHDq6WInQWIoR8xb30PbxyPch0xf2bRrRqxn6jAmljGr5XDqQLvpAe_?a=user.english.html.
http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf;jsessionid=9863ca6bce6e6165ee3422f42fdbc47abce8240e569.oR1JrQjwaxCNaN0McybtahiM-xyT-x8KawSLa3qImxvAc39y-AnyaQeSn6aSmhqI-huKa30xoR1JrQjwawTFq6XRnk8M-AHDq6WInQWIoR8xb30PbxyPch0xf2bRrRqxn6jAmljGr5XDqQLvpAe_?a=user.english.html.
http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf;jsessionid=9863ca6bce6e6165ee3422f42fdbc47abce8240e569.oR1JrQjwaxCNaN0McybtahiM-xyT-x8KawSLa3qImxvAc39y-AnyaQeSn6aSmhqI-huKa30xoR1JrQjwawTFq6XRnk8M-AHDq6WInQWIoR8xb30PbxyPch0xf2bRrRqxn6jAmljGr5XDqQLvpAe_?a=user.english.html.
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モジュール 内容 
Module 3 発明と特許 
Module 4 企業機密 
Module 5 著作権及び関連する権利 
Module 6 特許情報 
Module 7 技術ライセンスと戦略的連携 
Module 8 デジタル経済における知的財産 
Module 9 知的財産と国際貿易 
Module 10 知的財産の監査 
Module 11 知的財産の価値評価 
Module 12 商標のライセンス 
Module 13 知的財産フランチャイズ 

 
各モジュールは、内容の概観、ケーススタディ、まとめで構成されている。ケーススタディ

は架空のシナリオに基づいており、物語が展開される中で、知的財産に関する教訓が説明さ

れている。例えば、モジュール 10 では、経営難に陥った企業が知的財産の監査を通して自

社の戦略を見直し、新製品の開発に成功したというシナリオが展開されている。登場人物は

全てアニメーションで、全てのセリフ及び説明は、画面下に字幕がついている（下図表参照）。 
 

図表 31 IP Panorama によるコースの一例（シナリオ） 

 
出典：IP Panorama256 

                                                  
256 IP Panorama. “IP Audit”. http://www.ipacademy.net/Files/LectureContents2/C0000000593/10/ip10_001.html ［
終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 

http://www.ipacademy.net/Files/LectureContents2/C0000000593/10/ip10_001.html
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図表 32 IP Panorama によるコースの一例（説明） 

 
出典：IP Panorama257 

 
IP Panorama は英語で作成されたが、プログラムの成功に伴い、アラブ語、スペイン語、フ

ランス語などの国連の公用語バージョンも作成されている。これらは、KIPO が WIPO 及び

KIPA と協力して作成したものであるが、国連公用語以外の言語については、KIPO がライ

センスを提供した国が母国語でのバージョンを作成している。これまでに KIPO と母国語バ

ージョンの作成で合意した国には、タイ、モンゴル、ポルトガル、エストニア、ハンガリー、

ケニア、バングラディシュ、ベトナムが名を連ねている258。ウェブサイトで提供されている

プログラムは英語であるが、英語以外の言語は CD で配布されている259。 
 
② IP Xpedite 
 
IP Xpedite は、KIPO が APEC 及び KIPA と協力して作成したプログラムで、KIPO 及び APEC
のウェブサイトで提供されている。内容は、先行技術サーチなど特許情報に関するもので、

以下の 14 モジュールで構成されている260。 
 

モジュール 内容 
Module 1 知的財産情報の価値 
Module 2 主要国における知的財産制度の特徴 
Module 3 知的財産データベース 
Module 4 特許情報の概要とサーチ 
Module 5 商標情報の概要とサーチ 

                                                  
257 IP Panorama. “IP Audit”. http://www.ipacademy.net/Files/LectureContents2/C0000000593/10/ip10_001.html ［
終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
258 KIPO. “Bilateral & Multilateral Cooperation”. 
http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf;jsessionid=9863ca6bce6e6165ee3422f42fdbc47abce8240e569.oR1JrQjwaxCNaN
0McybtahiM-xyT-x8KawSLa3qImxvAc39y-AnyaQeSn6aSmhqI-huKa30xoR1JrQjwawTFq6XRnk8M-AHDq6WInQ
WIoR8xb30PbxyPch0xf2bRrRqxn6jAmljGr5XDqQLvpAe_?a=user.english.html.HtmlApp&c=100014&catmenu=ek
02_02_01_04# ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
259 KIPO 情報政策局技術協力部とのヒアリングより。 
260 KIPO. “Bilateral & Multilateral Cooperation”. 
http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf;jsessionid=9863ca6bce6e6165ee3422f42fdbc47abce8240e569.oR1JrQjwaxCNaN
0McybtahiM-xyT-x8KawSLa3qImxvAc39y-AnyaQeSn6aSmhqI-huKa30xoR1JrQjwawTFq6XRnk8M-AHDq6WInQ
WIoR8xb30PbxyPch0xf2bRrRqxn6jAmljGr5XDqQLvpAe_?a=user.english.html.HtmlApp&c=100014&catmenu=ek
02_02_01_04# ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 

http://www.ipacademy.net/Files/LectureContents2/C0000000593/10/ip10_001.html
http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf;jsessionid=9863ca6bce6e6165ee3422f42fdbc47abce8240e569.oR1JrQjwaxCNaN0McybtahiM-xyT-x8KawSLa3qImxvAc39y-AnyaQeSn6aSmhqI-huKa30xoR1JrQjwawTFq6XRnk8M-AHDq6WInQWIoR8xb30PbxyPch0xf2bRrRqxn6jAmljGr5XDqQLvpAe_?a=user.english.html.
http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf;jsessionid=9863ca6bce6e6165ee3422f42fdbc47abce8240e569.oR1JrQjwaxCNaN0McybtahiM-xyT-x8KawSLa3qImxvAc39y-AnyaQeSn6aSmhqI-huKa30xoR1JrQjwawTFq6XRnk8M-AHDq6WInQWIoR8xb30PbxyPch0xf2bRrRqxn6jAmljGr5XDqQLvpAe_?a=user.english.html.
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モジュール 内容 
Module 6 特許指標 
Module 7 特許マップ 
Module 8 特許マップの作成 
Module 9 IPC 分類と F タームを使ったサーチ 
Module 10 PCT を使った国際出願とその戦略 
Module 11 マドリッドプロトコルを使った国際出願とその戦略 
Module 12 米国における特許書類の草案と解釈 
Module 13 日本と韓国における特許書類の草案と解釈 
Module 14 EPO とオーストラリアにおける特許書類の草案と解釈 

 
また、2009 年には、IP Xpedite と対面での教育プログラムを組み合わせた APEC IPi ファシ

リテーター研修コース（APEC IPi Facilitator Training Course）を実施した。このコースでは、

WIPO、韓国、米国、日本、オーストラリアからの知的財産専門家が講義を実施しており、

これらの内容を基に、IP Xpedite Practical という新たな E-Learning プログラムも作成されて

いる。IP Xpedite Practical は以下の 7 つのモジュールから成る261。 
 

モジュール 内容 
Module 1 特許情報サーチに基づく特許分析 
Module 2 KIPRIS を用いた特許情報サーチ 
Module 3 IPDL を用いた特許情報サーチ 
Module 4 USPTO データベースを用いた特許情報サーチ 
Module 5 Esp@ceNet を用いた特許情報サーチ 
Module 6 AusPat を用いた特許情報サーチ 
Module 7 WIPO PATENTSCOPE を用いた特許情報サーチ 

 
IP Xpedite の構成は、モジュールの紹介、問題意識に関するエピソード、内容に関する講義、

まとめとなっている。エピソードは IP Panorama と同様に、架空のシナリオとアニメーショ

ンで構成されているが、IP Panorama よりは短い。講義はスライドとナレーションによるも

ので、ナレーションは画面下に字幕でも表示される。 

                                                  
261 KIPO. “Bilateral & Multilateral Cooperation”. 
http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf;jsessionid=9863ca6bce6e6165ee3422f42fdbc47abce8240e569.oR1JrQjwaxCNaN
0McybtahiM-xyT-x8KawSLa3qImxvAc39y-AnyaQeSn6aSmhqI-huKa30xoR1JrQjwawTFq6XRnk8M-AHDq6WInQ
WIoR8xb30PbxyPch0xf2bRrRqxn6jAmljGr5XDqQLvpAe_?a=user.english.html.HtmlApp&c=100014&catmenu=ek
02_02_01_04# ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
IP Academy. “IP Xpedite Practical”. 
http://global.ipacademy.net/servlet/ContentsController?cmd=1&componentSeq=500&sd=IP&md=IP_ECFRE&ms=1
30&aspseq=8&CT=6&clas_cd=117 ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 

http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf;jsessionid=9863ca6bce6e6165ee3422f42fdbc47abce8240e569.oR1JrQjwaxCNaN0McybtahiM-xyT-x8KawSLa3qImxvAc39y-AnyaQeSn6aSmhqI-huKa30xoR1JrQjwawTFq6XRnk8M-AHDq6WInQWIoR8xb30PbxyPch0xf2bRrRqxn6jAmljGr5XDqQLvpAe_?a=user.english.html.
http://global.ipacademy.net/servlet/ContentsController?cmd=1&componentSeq=500&sd=IP&md=IP_ECFRE&ms=130&aspseq=8&CT=6&clas_cd=117
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図表 33 IP Xpedite によるコースの一例 

 
 

 
出典：IP Xpedite262 

③ DL-101 
 
DL-101 は、KIPO が、KIPA 及び WIPO と共同で作成中のプログラムである。これは、WIPO
アカデミーが提供している国際法に関する講義の内容を E-Learning 形式にするものであり、

以下の 6 つのモジュールから構成される予定である263。 
 

                                                  
262 IP Xpedite. “Value of IPR Information”. 
http://www.ipacademy.net/Files/LectureContents2/C0000000646/ver8/01/index.htm ［ 終アクセス日 2013 年 2
月 27 日］ 
IP Xpedite. “Patent Indicators”. http://www.ipacademy.net/Files/LectureContents2/C0000000646/ver8/06/index.htm 
［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
263 KIPO. “Bilateral & Multilateral Cooperation”. 
http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf;jsessionid=9863ca6bce6e6165ee3422f42fdbc47abce8240e569.oR1JrQjwaxCNaN
0McybtahiM-xyT-x8KawSLa3qImxvAc39y-AnyaQeSn6aSmhqI-huKa30xoR1JrQjwawTFq6XRnk8M-AHDq6WInQ
WIoR8xb30PbxyPch0xf2bRrRqxn6jAmljGr5XDqQLvpAe_?a=user.english.html.HtmlApp&c=100014&catmenu=ek
02_02_01_04# ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 

http://www.ipacademy.net/Files/LectureContents2/C0000000646/ver8/01/index.htm
http://www.ipacademy.net/Files/LectureContents2/C0000000646/ver8/06/index.htm
http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf;jsessionid=9863ca6bce6e6165ee3422f42fdbc47abce8240e569.oR1JrQjwaxCNaN0McybtahiM-xyT-x8KawSLa3qImxvAc39y-AnyaQeSn6aSmhqI-huKa30xoR1JrQjwawTFq6XRnk8M-AHDq6WInQWIoR8xb30PbxyPch0xf2bRrRqxn6jAmljGr5XDqQLvpAe_?a=user.english.html.HtmlApp&c=100014&catmenu=ek02_02_01_04#
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モジュール 内容 
Module 1 オリエンテーション 
Module 2 知的財産入門 
Module 3 特許 
Module 4 商標 
Module 5 地理的表示 
Module 6 意匠 

 
IP Panorama と IP Xpedite にあったように、KIPO の E-Learning プログラムはストリーミング

動画が中心となっている。KIPO は今後、携帯機器での受講が可能になるようなプログラム

の作成を検討しているが、ウェビナーは予定していない264。 
 
＜研修＞ 
IIPTI による研修は通常 2 週間程度で、KIPO の審査ガイドラインを基に、進歩性や新規性な

どについて紹介している。研修ではガイドラインに関するケーススタディを取り上げること

が多いが、審判や訴訟について取り上げることもある。OJT は日本ほどは行っていないとい

う265。 
 
また IIPTI は、知的財産に関する理論と現実を理解してもらうべく、研修に視察や見学を取

り入れるようにしている。その際には、出来る限り、知的財産人材センターを持つ大手企業

へ訪問できるように調整するが、大手企業の多くはソウルに所在しており、研修の開催場所

となる IIPTI が所在する大田から離れているため266、調整は容易ではないという。また、企

業には、英語で自社を紹介・説明できる知的財産担当者が少ないため、企業に訪問する場合

でも、英語を話す社員の多い広報部を訪問するのみになることもある。なお、企業訪問を調

整できなかったときには、大田に数多く所在する研究機関への訪問を調整することが多い267。 
 
（4） 支援実績 
 
＜実施回数＞ 
KIPO は、2010 年に 13 件、2011 年に 21 件、2012 年に 10 件の支援活動を実施している。う

ち、セミナー等、専門家派遣、招へい研修の実施数は以下の通りとなる。 
 

支援手法 2010 年 2011 年 2012 年 
セミナー等 5 3 1 
専門家派遣 2 3 0 
招へい研修 5 15 8 

 
＜年間予算額＞ 
IIPTI による支援活動の年間予算は約 24 億ウォンとなっている268。 
 
＜参加人数＞ 
IIPTI の 新データによると、IIPTI による支援活動の参加人数は、2009 年に 133 人、2010
年に 170 人、2011 年に 502 人となっている。なお、創設から 2011 年までにおける支援活動

の参加人数の総数は、2,123 人となっている269。 
                                                  
264 KIPO 情報政策局技術協力部とのヒアリングより。 
265 IIPTI とのヒアリングより。 
266 高速鉄道で約 1 時間の距離。 
267 IIPTI とのヒアリングより。 
268 IIPTI によるアンケート回答より。 
269 IIPTI による電子版パンフレット（2012 年）より。パンフレットは以下よりダウンロード可：
http://iipti.kipo.go.kr/upload/2012IIPTIBrochure.zip  

http://iipti.kipo.go.kr/upload/2012IIPTIBrochure.zip
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＜開催場所＞ 
IIPTI による支援活動のほとんどは、韓国大田に所在する IIPTI で行われている270。 
 
（5） レシピエントに対する支援後のフォローアップの手法 
 
毎年約 200 人のレシピエントがいるため、IIPTI では、レシピエントに対するフォローアッ

プは行っていない271。 
 
2.4.3 産業界の関与のあり方 
 
IIPTI による支援活動における産業界の関与には寄付などの金銭的な関係はなく、上述のよ

うに、講師としての参加や企業訪問の受け入れとなっている。講師や訪問の要請は、IIPTI
からの依頼によるもので、企業が、支援活動に能動的に関与するべく、IIPTI に働きかける

ことはない272。 
 
2.4.4 今後の支援活動予定 
 
今後、IIPTI による支援活動の予算は拡大する見通しで、既に支援を提供している国との関

係を維持しつつ、新たな支援対象国を加える予定である。特定の国における支援の拡大につ

いても検討されているところである273。 
 
2.4.5 支援活動に関する評価 
 
参加者による支援活動への評価は、取り上げたトピックの難易度などによって異なっている。

また、講義を望む参加者もいれば、ディスカッションを中心とすることを好む参加者もおり、

参加者の好みによっても評価が変わる。IIPTI 以外の機関による評価としては、行政安全部

（Ministry of Public Administration and Security）が IIPTI の活動を評価している他、KIPO も

内部評価を実施している274。 
 
2.4.6 開発途上国のニーズへの対応 
 
IIPTI では、支援対象国・機関による要請に基づいて支援活動の内容を定めている。支援対

象国による希望（トピックなど）は、通常電子メールで連絡される275。 
 
2.4.7 参考：支援活動詳細 
 
次ページ参照。 
 

                                                  
270 IIPTI とのヒアリングより。 
271 IIPTI によるアンケート回答より。 
272 IIPTI によるアンケート回答及びヒアリングより。 
273 IIPTI によるアンケート回答より。なお、支援拡大の具体的内容については、公式に決定していないと

の理由で回答は得られなかった。 
274 IIPTI によるアンケート回答より。なお、行政安全部や KIPO による評価内容については回答は得られな

かった。 
275 IIPTI によるアンケート回答より。 
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支援活動名 支援対象国 支援分野 支援手法 参加人数 支援対象者 備考 

特許法及び審査に関する WIPO 研修コー

ス 
  審査実務支援 招へい研修 20     

商標審査に関する WIPO 研修コース   審査実務支援 招へい研修 20 知的財産庁職員   

ベトナム国家知的財産権庁（Nat’l IP 
Office of Vietnam：NOIP）職員対象特許審

査に関する研修コース 

ベトナム 審査実務支援 招へい研修 20 知的財産庁職員   

WIPO アジア太平洋地域セミナー     セミナー等   知的財産庁職員   

東南アジア諸国連合（Association of 
Southeast Asian Nations：ASEAN）加盟国

対象知的財産制度に関する KOICA 研修

コース 

インドネシア、マレ

ーシア、フィリピ

ン、シンガポール、

ベトナム、タイ 

  招へい研修   知的財産庁職員   

開発途上国対象知的財産制度に関する

KOICA 研修コース 
    招へい研修       

NOIP 職員対象商標制度に関する研修コ

ース  
ベトナム   招へい研修 15 知的財産庁職員   

中国公務員対象知的財産権保護に関する

講習会 
中国   招へい研修 28 知的財産庁職員 見学・視察する企業数： 4 

(Cheong-Kwan-Jang, Hynix 
Semiconductor, LG 
Electronics and Samsung 
Electronics) 
見学・視察内容：（工場

見学、企業知的財産担当

者との面談等）民間実務

者（弁理士、弁護士等） 
開発途上国対象研修コース     招へい研修 15 知的財産庁職員   

特許法及び審査に関する WIPO 研修コー

ス 
  審査実務支援 招へい研修 18 知的財産庁職員   
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支援活動名 支援対象国 支援分野 支援手法 参加人数 支援対象者 備考 

WIPO アジア太平洋地域セミナー     セミナー等 30 知的財産庁職員   

開発途上国知的財産関係事業体対象

WIPO の韓国信託ファンド（Korean Trust 
Fund: KTF）活用に関するコース 

    招へい研修       

WIPO アジア太平洋地域セミナー｢人材

育成政策と戦略｣ 
中国、インド、イラ

ン、フィリピン 
  セミナー等       

特許及び標準化マネージメントに関する

韓国・チュニジア知的財産権研修コース

チュニジア   招へい研修 12 知的財産庁職員  

韓国・ASEAN 知的財産権研修コース     招へい研修 17 知的財産庁職員  

タイ知的財産職員対象マドリッド制度研

修コース 
タイ   招へい研修 6 知的財産庁職員   

NOIP 職員対象特許審査研修コース ベトナム 審査実務支援 招へい研修   知的財産庁職員   

開発途上国対象知的財産研修コース 不明   招へい研修 13 知的財産庁職員   

NOIP 審査官対象商標審査研修コース ベトナム 審査実務支援 招へい研修 11 知的財産庁職員   

第 4 回韓国・中国共同知的財産権セミナ

ー 
中国   セミナー等 50 校長、教師、そ

の他教育機関職

員 

中国知的財産研修センタ

ー（China Intellectual 
Property Training Center：
CIPTC）との覚書に基づく

特許弁護士や企業関係者

を募ったセミナー。 
特許情報及び適正技術に関する研修コー

ス 
不明   招へい研修       
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支援活動名 支援対象国 支援分野 支援手法 参加人数 支援対象者 備考 

ビジネスにおける知的財産資産管理に関

する KIPO-WIPO-KAIST（Korea Advanced 
Institute of Science and Technology：韓国科

学技術院）- KIPA （Korea Invention 
Promotion Association：韓国発明振興会）

年次上級国際検定コース 

    招へい研修       

特許庁自動化システムプロジェクト– モ
ンゴル特許庁 + ネットワーク

（IPOMnet） 

モンゴル 審査実務支援 専門家派遣   知的財産庁職員 派遣先での活動は指導。 

KOICA 知的財産情報研修コース（エチ

オピア） 
エチオピア   招へい研修 15 知的財産庁職員   

KOICA 知的財産情報研修コース（エチ

オピア） 
アゼルバイジャン   専門家派遣   知的財産庁職員   

アフリカ地域知的財産機関（ARIPO）特

許庁自動化システム 
ボツワナ、 ガンビ

ア、ガーナ、ケニア、

レソト、マラウイ、

モザンビーク、シエ

ラレオネ、ソマリ

ア、スーダン、スワ

ジランド、ウガン

ダ、タンザニア、ザ

ンビア、ジンバブエ

審査実務支援 専門家派遣   知的財産庁職員   

審査官及びその他公務員向けに設計した

研修コース 
タイ     15 知的財産庁職員   

知的財産管理に関する特注研修コース エチオピア   招へい研修       

NOIP 審査官向けに設計した知的財産管

理研修コース 
ベトナム 審査実務支援 招へい研修   知的財産庁職員   

WIPO 特許法及び特許実務       20 知的財産庁職員   
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支援活動名 支援対象国 支援分野 支援手法 参加人数 支援対象者 備考 

WIPO アジア太平洋地域セミナー     セミナー等 40 知的財産庁職員   

特許法及び特許実務に関する WIPO 研修

コース 
  審査実務支援 招へい研修   知的財産庁職員   

韓国・イラク知的財産権教育（KOICA コ

ース） 
イラク   招へい研修 21 知的財産庁職員   

ベトナム国家知的財産権庁商標・意匠審

査官対象研修 
ベトナム 審査実務支援 招へい研修 10 知的財産庁職員   

特許法及び特許審査手続に関する知的財

産審査官対象コース/セミナー 
ブラジル、インド、

インドネシア、マレ

ーシア、パキスタ

ン、フィリピン、ス

リランカ、タイ、ベ

トナム 

審査実務支援 セミナー等 19 知的財産庁職員   

ビジネスにおける知的財産有効活用に関

するワークショップ 
途上国   セミナー等   知的財産庁職員   

第 3 回韓国・中国共同知的財産権セミナ

ー（中国） 
中国   セミナー等 100 校長、教師   

環境成長と知的財産に関するフォーラム 中国、インド、イラ

ン、フィリピン 
  セミナー等 37-40 知的財産庁職員 知的財産、経済、環境、

ビジネス政策を担当する

政府関係者 37～40 人を世

界 18 か国から募ったフォ

ーラム。 
韓国- ASEAN 知的財産権教育 不明   招へい研修 20 知的財産庁職員   

ASEAN 諸国対象 KOICA 知的財産権研

修コース 
インドネシア、マレ

ーシア、フィリピ

ン、シンガポール、

ベトナム、タイ 

  招へい研修   知的財産庁職員   
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支援活動名 支援対象国 支援分野 支援手法 参加人数 支援対象者 備考 

エジプトへの専門家派遣 エジプト   専門家派遣       

マレーシアへの専門家派遣 マレーシア   専門家派遣       
注：空欄は下記資料にも情報が記載されていなかったもの。 

出典：KIPO ウェブサイト276や IIPTI の電子パンフレット（E-Brochure277）などを基に作成 

                                                  
276 KIPO. “International Courses  2010, 2011, 2012”. http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=910041&catmenu=ek02_03_02_06 （2010 年）［ 終アクセス

日 2013 年 2 月 27 日］http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=910042&catmenu=ek02_03_02_07 （2011 年）［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 

http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=91004&catmenu=ek02_03_02 （2012 年）［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
277 IIPTI. “The International Intellectual Property Training Institute E-Brochure 2010, 2011, 2012”. 
http://iipti.kipo.go.kr/EN/servlet/EComponentController?cmd=10&goDiv=component&sd=EN&ms=04020000&gs=04000000 ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 

http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=910041&catmenu=ek02_03_02_06
http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=910042&catmenu=ek02_03_02_07
http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=91004&catmenu=ek02_03_02
http://iipti.kipo.go.kr/EN/servlet/EComponentController?cmd=10&goDiv=component&sd=EN&ms=04020000&gs=04000000
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2.5 中国 
 
本節では、中国国家知識産権局（State Intellectual Property Office of the People's Republic of 
China：SIPO）による人材育成支援活動について紹介する。 
 
2.5.1 支援機関概要 
 
＜機関概要＞ 
SIPO は 1980 年、国務院（State Council）の承認を受けて、中国特許庁（Patent Office of the 
People’s Republic of China）として設立された。その後、1998 年の組織再編後、国務院の直

接傘下に置かれ、中国国家知識産権局（SIPO）として改名されている278。 
 
SIPO の事業概要は以下の通りとなる279。 
 
1. 知的財産権の保護とその保護システムの強化、知的財産法エンフォースメントのメカニ

ズム構築における関連省庁間の協力体制の確立、知的財産関連情報の啓もう活動、関連

省庁との連携による国家知的財産戦略の実施 
2. 特許管理の標準化、知的財産法・特許法及び関連規制の起草、特許管理ポリシー及びシ

ステムの実施、特許技術の交換の標準化に関するポリシー及び手法の起草、特許侵害や

模倣品の取り締まりにおける規制当局の統括、関連省庁との連携による知的財産関連の

無形資産の評価の標準化 
3. 知的財産関連の外交政策の起草、海外の知的財産開発トレンドの調査、知的財産の外交

問題の包括的な計画、知的財産セクタの対外交渉、特許関連の国際連携、協力、交換 
4. 国内の特許プログラムの策定、特許の審査・登録計画の起草、国家特許情報提供サービ

スシステムの構築、特許統計データを取り扱う関係省庁との連携による特許情報の利用

及び提供の奨励 
5. 特許の独占権の承認基準の確立、特許侵害の基準の確立、特許出願代理人やその他の仲

介サービスの開発及び監督に関するポリシーの策定 
6. 特許法、規制、政策の啓もう活動及び知的財産関連の教育・研修計画の起草 
7. 国務院によって与えられた知的財産関連のその他の任務の遂行 
 
2011 年の時点における SIPO の職員数は 7,200 人となっている280。同局の組織体制は下図の

通り281。 

                                                  
278 IROSSCO. “Patent Information : State Intellectual Property Office of the People's Republic of China” 
http://www.irossco.com/patents/16.htm ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
279 SIPO. “Overview”. http://english.sipo.gov.cn/about/basicfacts/200904/t20090415_451001.html ［ 終アクセス

日 2013 年 2 月 27 日］  
280 SIPO. “Brief introduction of State Intellectual Property Office”. 
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CCsQFjAC&url=http%3A
%2F%2Foami.europa.eu%2Fows%2Frw%2Fresource%2Fdocuments%2FOHIM%2Fnews%2Fevents%2Froving_se
minars_presentation-1.ppt&ei=NjqGUMvXI4P20gHh7oCIBA&usg=AFQjCNHDGoDqseCTvLh7Qt4W_k1Ewq7uN
Q&sig2=gZ4xYaclICGNwP4BYqr5Pg ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
281 SIPO. “SIPO 2011 Annual Report”. 
http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/2011/201207/P020120731385721016374.pdf P.143 ［ 終アクセス日

2013 年 2 月 27 日］ 

http://www.irossco.com/patents/16.htm
http://english.sipo.gov.cn/about/basicfacts/200904/t20090415_451001.html
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CCsQFjAC&url=http%3A%2F%2Foami.europa.eu%2Fows%2Frw%2Fresource%2Fdocuments%2FOHIM%2Fnews%2Fevents%2Froving_seminars_presentation-1.ppt&ei=NjqGUMvXI4P20gHh7oCIBA&usg=AFQjCNHDGoDqseCTvLh7Qt4W_k1Ewq7uNQ&sig2=gZ4xYaclICGNwP4BYqr5Pg
http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/2011/201207/P020120731385721016374.pdf
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図表 34 SIPO 組織図 

 
出典：SIPO 2011 Annual Report282 

 

                                                  
282 SIPO. “SIPO 2011 Annual Report”. 
http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/2011/201207/P020120731385721016374.pdf P.143 ［ 終アクセス日

2013 年 2 月 27 日］ 

http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/2011/201207/P020120731385721016374.pdf
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＜支援活動担当部署＞ 
中国における知的財産研修支援活動を実施している組織として、中国知的財産権研修センタ

ー（China Intellectual Property Training Center: CIPTC）がある。CIPTC は、知的財産に関する

教育を目的とする国立研修センターとして283、中国政府の下に1993年9月に設立された284。

WIPO の知的財産国際研修機関ネットワークにおけるパートナーの一つであり285、WIPO や

EPO との共催によるシンポジウム及びセミナー運営にも従事している286。CIPTC には 110
人の職員が在籍しており、うち 26 人は研修の専門家である（2007 年の時点）287。また、2009
年、CIPTC の研修における指導者は 230 人で、基礎指導員は約 150 人であった288。 
 
CIPTC は以下の 4 つの部門から構成されている289。 
 

• 総務局―管理、人事、労務、資本、財務、ロジスティクスなど 
• 第一教育部―法学修士教育、規定研修、国際協力、講義・指導員など 
• 第二教育部―通信教育、ウェブ管理、教科書、図書室など 
• 管理受付部―建物管理、受付、メンテナンス、改装など 

 
＜他の機関との関係＞ 
SIPO は、設立時から、知的財産国際コミュニティに対し、オープンポリシーを打ち出し、

積極的に、安定かつ効果的に国際協力に向けた活動に従事してきた。SIPO は、WIPO や WTO
の指揮下で、国際知的財産の規範の策定及び調整における交渉や協議に積極的に参加してい

る。また、SIPO は知的財産関連問題の取り組みにおいて、その他の国際機関とも二国間及

び多国間での協力体制を築いている290。 
 
SIPO が諸外国と関わってきた近年の活動例を以下に示す。人材育成に関わらないものや、

他国が中国に対して提供した支援活動も含まれているが、SIPO の国際的な活動の広がりと

多様な活動内容がうかがわれる。 

                                                  
283 Marquette “Coercion Will Not Protect Trademark Owners in China, but an Understanding of China's Culture Will: 
A Lesson the United States Has to Learn”. 
http://scholarship.law.marquette.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1176&context=iplr ［ 終アクセス日 2013 年 2
月 27 日］ 
284 WIPO.  http://www.wipo.int/export/sites/www/academy/en/ipacademies/rio_symposium/presentation_dr_li.pdf 
［ 終アクセス日 2012 年 10 月 2 日］ 
285 WIPO. “Trainees and Training Programs”. 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/aspac/en/wipo_ip_jkt_10/wipo_ip_jkt_10_topic04_01.pdf ［ 終アクセス日 2013
年 2 月 27 日］ 
286 WIPO.  http://www.wipo.int/export/sites/www/academy/en/ipacademies/rio_symposium/presentation_dr_li.pdf 
［ 終アクセス日 2012 年 10 月 2 日］ 
287 WIPO.  http://www.wipo.int/export/sites/www/academy/en/ipacademies/rio_symposium/presentation_dr_li.pdf 
［ 終アクセス日 2012 年 10 月 2 日］ 
288 WIPO. “Strengthen cooperation, Enhance Training Capacity”. 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/aspac/en/wipo_ip_jkt_10/wipo_ip_jkt_10_topic06_01.pdf ［ 終アクセス日 2013
年 2 月 27 日］ 
289 Li Xun. “Research on the competency which is required for the institution in charge of development of IP human 
resources”. http://www.jpo.go.jp/torikumi_e/kokusai_e/pdf/ipcoop_asia-pacific_e/2008jpo_china.pdf ［ 終アクセ

ス日 2013 年 2 月 27 日］ 
290 SIPO. “International Cooperation”. http://english.sipo.gov.cn/about/basicfacts/200904/t20090415_451004.html 
［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 

http://scholarship.law.marquette.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1176&context=iplr
http://www.wipo.int/export/sites/www/academy/en/ipacademies/rio_symposium/presentation_dr_li.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/aspac/en/wipo_ip_jkt_10/wipo_ip_jkt_10_topic04_01.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/academy/en/ipacademies/rio_symposium/presentation_dr_li.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/academy/en/ipacademies/rio_symposium/presentation_dr_li.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/aspac/en/wipo_ip_jkt_10/wipo_ip_jkt_10_topic06_01.pdf
http://www.jpo.go.jp/torikumi_e/kokusai_e/pdf/ipcoop_asia-pacific_e/2008jpo_china.pdf
http://english.sipo.gov.cn/about/basicfacts/200904/t20090415_451004.html
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国 活動内容 

ドイツ ドイツと中国は、知的財産共同研修「MIPLC-SIPO IP Training Program」を 2007
年から始め、2012 年には 5 回目のプログラムを実施した。2012 年は、「IP
戦略及びエンフォースメント」と題するプログラムを実施し、中国全土から

23 人が参加した。Ningxia Hui 自治領の知的財産事務所の副部長、Liao Bin
氏がリーダーとなり、2012 年 9 月 3 日から 13 日までプログラムに参加して

いる291。 
朝鮮民主主義

人民共和国 
SIPO は、2011 年 4 月、朝鮮民主主義人民共和国の発名局の局長がリードす

る高官レベルの研修プログラムを提供した292。 
ベトナム • SIPO は、2011 年、ベトナム知的財産庁の審査官への研修サービスを提供

した293。 
• 2009 年 4 月 11 日から 26 日まで、ベトナム国家産業財産省から 10 人の審

査官が SIPO において特許審査に関する研修を受けた294。 
韓国 CIPTC は、韓国国際知的財産研修所（IIPTI）と提携関係を構築し、相互訪問

を毎年行っている295。 
アラブ諸国 • 2011 年 5 月、アラブ湾岸協力会議（Cooperation Council for the Arab States of 

the Gulf) の特許庁職員を対象に、2 週間の特許審査に関する研修プログラ

ムを実施した。この研修プログラムは、包括的かつ詳細にわたるものであ

り、中国の知的財産制度の理論から、特許サーチ、特許審査にいたるまで

幅広くカバーしており、受講したアラブ湾岸協力会議の関係者からは高い

評価を得ている296。 
• 2009 年にも、発展途上国協力基金（the Developing Countries Cooperation 

Fund）を利用し、湾岸諸国向けに 2 週間の特許審査研修を提供した297。 
モンゴル • 2011 年 6 月 12 日から 18 日までモンゴルの特許庁（MIPO）職員（副長官

が引率）が、SIPO が提供する研修プログラムを受講。 
• 2011 年 7 月 27 日、28 日は、モンゴル内部のハイテクゾーン（Baotou 

Rare-earth Hi-tech Zone）において国家知的財産産業パークに関するワーク

ショップを実施している298。 
アフリカ諸国 • SIPO は、2011 年、アフリカ諸国（ARIPO）向けの研修を提供した299。 

                                                  
291 MIPLC. “5th MIPLC-SIPO IP Training Program”. 
http://www.miplc.de/news/details/article/5th-MIPLC-SIPO-IP-Training-Program/ ［ 終アクセス日 2013 年 2 月

27 日］ 
292 SIPO. “2011 SIPO Annual Report”. 
http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/2011/201207/P020120731384806175334.pdf ［ 終アクセス日 2013
年 2 月 27 日］ 
293 SIPO. “2011 SIPO Annual Report”. 
http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/2011/201207/P020120731384806175334.pdf ［ 終アクセス日 2013
年 2 月 27 日］ 
294 SIPO. “2009 SIPO Annual Report”. 
http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/AnnualReport2009/201008/P020100813594430895464.pdf ［ 終アク

セス日 2013 年 2 月 27 日］ 
295 WIPO.  http://www.wipo.int/export/sites/www/academy/en/ipacademies/rio_symposium/presentation_dr_li.pdf 
［ 終アクセス日 2012 年 10 月 2 日］ 
296 http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/2011/201207/P020120731384806175334.pdf ［ 終アクセス日

2013 年 2 月 27 日］ 
297 SIPO. “2011 SIPO Annual Report”. 
http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/AnnualReport2009/201008/P020100813594430895464.pdf ［ 終アク

セス日 2013 年 2 月 27 日］ 
298 SIPO. “2011 SIPO Annual Report”. 
http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/2011/201207/P020120731380766793675.pdf ［ 終アクセス日 2013
年 2 月 27 日］ 
299 SIPO. “2011 SIPO Annual Report”. 
http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/2011/201207/P020120731380766793675.pdf ［ 終アクセス日 2013
年 2 月 27 日］ 

http://www.miplc.de/news/details/article/5th-MIPLC-SIPO-IP-Training-Program/
http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/2011/201207/P020120731384806175334.pdf
http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/2011/201207/P020120731384806175334.pdf
http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/AnnualReport2009/201008/P020100813594430895464.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/academy/en/ipacademies/rio_symposium/presentation_dr_li.pdf
http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/2011/201207/P020120731384806175334.pdf
http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/AnnualReport2009/201008/P020100813594430895464.pdf
http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/2011/201207/P020120731380766793675.pdf
http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/2011/201207/P020120731380766793675.pdf
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国 活動内容 
• 2011 年 9 月 16 日には、OAPI （African Intellectual Property Organization）

から高官交流の一環として 5 人に対し研修を提供した。この際、 OAPI
のグループは、OAPI 会長と副会長が代表団のヘッドを務めている300。 

• 2011 年 11 月 13 日、ARIPO、SIPO、WIPO は共同でワークショップを開催

しており、SIPO の Tian Lipu 長官は、ワークショップ開催中に ARIPO の

代表団と懇談した301。 
• 2009 年 6 月には、OAPI 職員 6 人が、研修・視察の目的で、中国を 1 週間

訪問している。OAPI 職員は研修を受けることで、中国の知的財産制度の

全体像を理解し、将来に向けた協力体制に更なる弾みがつくことが期待さ

れている。 
• 2009 年 8 月 18 日から 24 日、ARIPO の招待を受けて、モザンビークに SIPO

から 3 人の専門家が「ARIPO ノレッジセミナー」に参加した。このセミナ

ーでは、中国の伝統医療やその他のテーマについて講義を行われている。

• 2009 年 12 月、SIPO は、WIPO と協力し、ARIPO メンバー諸国における

24 人の上級政府職員及び OAPI 職員も 28 人に対して、CIPTC において研

修を提供した。この研修は、開発途上国協力基金のもとで行われた302。 
カンボジア SIPO は、2011 年 9 月 13 日～17 日にかけて、カンボジアの特許庁との高官レ

ベルの交流を行い、覚書を締結。同時期に、カンボジアの商務副長官（Vice 
Minister of the Cambodian Ministry of Commerce Diss Tina）率いる一行が、

SIPO の研修プログラムを受講した303。 
シリア 2011 年 12 月、シリアの特許庁からの 6 人の審査官に対して、特許審査に関

する研修を提供した304。 
欧州 • 2010 年 1 月に、SINO-EU 特許業務エンフォースメント研修が厦門で行わ

れた。 
• 2010 年 3 月にイタリア、フランスで、中国におけるコミュニティデザイン

保護に関するミーティングが開催された。 
• 2010 年 6 月 24 日、北京で EU 中国知的財産ワーキンググループのミーテ

ィングが開かれた305。 
• EPO との協力を得て、2009 年 6 月と 10 月に、SIPO-EPO 審査研修コース

（Examiner Training Courses） が北京で開催された。 
• 2009 年 7 月 29 から 8 月 3 日において、北京、南京、鄭州において、欧州

特許システムに関するセミナーが開催された。 
• 2009 年 12 月には、ミュンヘン、ストックホルム、へーグ、ミランで、中

国の特許法第三条項についてセミナーが開かれた306。 

                                                                                                                                                  
300 SIPO. “2011 SIPO Annual Report”. 
http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/2011/201207/P020120731384806175334.pdf ［ 終アクセス日 2013
年 2 月 27 日］ 
301 SIPO. “2011 SIPO Annual Report”. 
http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/2011/201207/P020120731380766793675.pdf ［ 終アクセス日 2013
年 2 月 27 日］ 
302 SIPO. “2009 SIPO Annual Report”. 
http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/AnnualReport2009/201008/P020100813594430895464.pdf ［ 終アク

セス日 2013 年 2 月 27 日］ 
303 SIPO. “2011 SIPO Annual Report”. 
http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/2011/201207/P020120731384806175334.pdf ［ 終アクセス日 2013
年 2 月 27 日］ 
304 SIPO. “2011 SIPO Annual Report”. 
http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/2011/201207/P020120731384806175334.pdf ［ 終アクセス日 2013
年 2 月 27 日］ 
305 SIPO. “2010 SIPO Annual Report”. 
http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/2010/201104/P020110420385122188933.pdf ［ 終アクセス日 2013
年 2 月 27 日］ 
306 SIPO. “2009 SIPO Annual Report”. 

http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/2011/201207/P020120731384806175334.pdf
http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/2011/201207/P020120731380766793675.pdf
http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/AnnualReport2009/201008/P020100813594430895464.pdf
http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/2011/201207/P020120731384806175334.pdf
http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/2011/201207/P020120731384806175334.pdf
http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/2010/201104/P020110420385122188933.pdf
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国 活動内容 
アジア 2009 年 9 月 7 日から 12 日まで、テンプラススリー「10 plus 3 (ASEAN, China, 

Japan and Republic of Korea)」と言われるグループがアジア諸国の中小企業向

けに知的財産セミナーを CIPTC で開催した。そのセミナーには、16 か国の

アジア諸国や機関から 22 人が参加した307。 
複数国 • 2011 年 10 月 16 日から 31 日にかけて、モンゴル、コスタリカ、キューバ

の特許庁職員それぞれ2人ずつが北京と上海において知的財産に関する研

修を受けた308。 
• 2009 年 12 月 9 日から 20 日まで、パキスタン、キューバ、タイ、モンゴル、

ベトナムからのグループに対して、中国の知的財産制度に関する研修を提

供した。また、別の海外からのグループは、北京、広東、天津の知的財産

職員を訪問し、意見交換した309。 
 
2.5.2 支援活動状況 
 
CIPTC の海外に関係する活動として以下が挙げられる310。 
 
2000 年～ 知的財産の基礎知識に関するセミナー： 2000 年以降、チベットで年 1 回研修セ

ミナーを開催している。研修の内容は、知的財産の基礎知識、医薬品の知的財産

保護などである311。 
2001 年 • WIPO より委託された 3 つの大きなシンポジウムを行う他、WIPO 国際アカデ

ミーと協力し通信教育を行った。 
• E-Learning では、WIPO 国際アカデミーの知的所有権入門テキストを中国語に

翻訳し、一連のコースに体系化した。コースの 90％以上の受講者が試験に合

格し、34％が A レベルをマークした。 
• 米国ジョンマーシャルロースクール（John Marshal Law School）の修士・研修

プログラムに関する協力プログラムを実施。同ロースクールの教官は CIPTC
で 50 日近くの講義を行った。CIPTC とジョンマーシャルロースクールとの協

定により、14 人を米国に送り、研修を継続している。 
• 2001 年、CIPTC は米国・日本・英国・フランス・ドイツ・韓国・オーストラ

リア・ハンガリー・ブルガリア・WIPO・EPO・台湾から総勢 184 人の専門家

を迎えた312。 

                                                                                                                                                  
http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/AnnualReport2009/201008/P020100813594430895464.pdf ［ 終アク

セス日 2013 年 2 月 27 日］ 
307 SIPO. “2009 SIPO Annual Report”. 
http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/AnnualReport2009/201008/P020100813594430895464.pdf ［ 終アク

セス日 2013 年 2 月 27 日］ 
308 SIPO. “2011 SIPO Annual Report”. 
http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/2011/201207/P020120731384806175334.pdf ［ 終アクセス日 2013
年 2 月 27 日］ 
309 SIPO. “2009 SIPO Annual Report”. 
http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/AnnualReport2009/201008/P020100813594430895464.pdf ［ 終アク

セス日 2013 年 2 月 27 日］ 
310 これらの活動は、CIPTC の海外諸国との活動に関連する活動内容であり、必ずしもすべてが海外の人材

育成に関するものではない。 
311 WIPO. http://www.wipo.int/export/sites/www/academy/en/ipacademies/rio_symposium/presentation_dr_li.pdf 
［ 終アクセス日 2012 年 10 月 2 日］ 
312 SIPO. “2001 SIPO Annual Report”. 
http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/ndbg2001/200804/t20080416_380285.html ［ 終アクセス日 2013 年

2 月 27 日］ 

http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/AnnualReport2009/201008/P020100813594430895464.pdf
http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/AnnualReport2009/201008/P020100813594430895464.pdf
http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/2011/201207/P020120731384806175334.pdf
http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/AnnualReport2009/201008/P020100813594430895464.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/academy/en/ipacademies/rio_symposium/presentation_dr_li.pdf
http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/ndbg2001/200804/t20080416_380285.html
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2002 年 • WIPO-SIPO 特許協力条約移動セミナーと、EPO-SIPO 知的財産セミナーが

CIPTC で開催された。 
• CIPTC は WIPO アカデミーによる E-Learning 3 コースを編成し、400 人以上が

受講した。 
• CIPTC はタイ・日本・オーストリア・米国・韓国・英国の知的財産局や大学

から約 100 人を招いた313。 
• CIPTC と 韓国国際知的財産研修所もまた協力草案の合意に達した314。 

2003 年 • チベットのニーズに合わせ、SIPO のいくつかの部門の支援を受け、CIPTC は

政党とチベット政府の高官に向けて知的財産権研修コースを開講した315。 
• CIPTC は中国・香港・マカオ知的財産権シンポジウムを主催した。 
• 引き続きジョンマーシャル ロースクールと提携し、大学院生がロースクール

に進学する前に受ける研修を編成した316。 
• CIPTIC と韓国 IIPTI の間で協力プログラムが発足した。両者は相互に訪問し、

研修を行った317。 
• CIPTIC は WIPO による E-Learning の中国語版を引き続き運営し、開講した 3

講座には 759 人の受講があった。 
• 米国、欧州、日本、韓国の知的財産局や大学から合計 20 人以上の訪問を受け

た318。 
2004 年 • CIPTC は第 2 回国際知的財産研修コースを開講。 

• 引き続き米国のジョンマーシャル ロースクールと提携し、同ロースクールへ

入学予定の新入職員に向け事前研修を行った。 
• 韓国 IIPTI と更なる交流を目的に、引き続き提携を行った。 
• 2004 年には、CIPTC が引き続き運営する WIPO アカデミーによる中国語の

E-Learning を、1,061 人が受講した。 
• CIPTC は EPO、アフリカ広域知的財産機関（ARIPO）、米国、オーストラリア、

日本、韓国から合計 100 人を超える訪問を受け入れた319。 

                                                  
313 SIPO. “2002 SIPO Annual Report”. 
http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/ndbg2002/200804/t20080416_380268.html ［ 終アクセス日 2013 年

2 月 27 日］ 
314 SIPO. “2002 SIPO Annual Report”. 
http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/ndbg2002/200804/t20080416_380268.html ［ 終アクセス日 2013 年

2 月 27 日］ 
315 SIPO. “2003 SIPO Annual Report”. 
http://www.sipo.gov.cn/sipo_English//laws/annualreports/ndbg2003/200804/t20080416_380253.html ［ 終アクセ

ス日 2013 年 2 月 27 日］ 
316 SIPO. “2003 SIPO Annual Report”. 
http://www.sipo.gov.cn/sipo_English//laws/annualreports/ndbg2003/200804/t20080416_380253.html ［ 終アクセ

ス日 2013 年 2 月 27 日］ 
317 SIPO. “2003 SIPO Annual Report”. 
http://www.sipo.gov.cn/sipo_English//laws/annualreports/ndbg2003/200804/t20080416_380253.html ［ 終アクセ

ス日 2013 年 2 月 27 日］ 
318 SIPO. “2003 SIPO Annual Report”. 
http://www.sipo.gov.cn/sipo_English//laws/annualreports/ndbg2003/200804/t20080416_380253.html ［ 終アクセ

ス日 2013 年 2 月 27 日］ 
319 SIPO. “2004 SIPO Annual Report”. 
http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/ndbg2004/200804/t20080416_380236.html ［ 終アクセス日 2013 年

2 月 27 日］ 
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2005 年 • CIPTC と EPO は、特許付与におけるワークフローに関する管理事項について

の第 3 回国際共同研修セミナーを CIPTC において共同開催した。研修生には

当局からの審査官及びクロアチア・韓国・北朝鮮・カンボジア・インド・イン

ドネシア・マレーシア・フィリピン・シンガポール・タイ・ベトナム・エジプ

トの特許審査官及び専門家、13 国 33 人が含まれていた320。 
• CIPTC は 7 つの国際知的財産研修コースを開講。 
• 米国のジョンマーシャルロースクールとの提携を継続。 
• IITPI との連携を継続。 
• WIPO アカデミーにより E-Learning の運営を継続。2005 年の受講者数は 1,300

人であった。 
• CIPTC は WIPO、EPO、米国、メキシコ、スペイン、ベトナム、韓国から合計

60 人を超える訪問を受けた321。 
2006 年 • CIPTC は当局から委託された様々な研修業務を完了した。開催された研修は

異なるテーマの 50 にわたるコースで、1 万 1,500 人近くが受講した。このうち

45 のコースは 5,200 人の研修生（6 つの国際コースにおける 220 人の受講者を

含む）が受講した既定のコースで、4 つが E-Learning、1 つが 6,248 人の研修生

が受講した対面コースであった322。 
• 知的財産の司法保障に関する上級ワークショップが北京市第一中級人民法院

と共同で開催された。研修に関する国際間、地域間の協力を拡大させるため、

職員 2 人がメキシコと韓国へ派遣され、指導者 8 人が米国・シンガポールなど

の国々から招待された。 
• IIPTI との連携を継続323。 

2007 年 • SIPO は CIPTC において 9 つの国際研修コースを開講し、630 人の受講があっ

た。 
• 政治家向け WIPO コース開催。 
• 米国のジョンマーシャルロースクールとの提携を継続。 
• IITPI との連携を継続。 
• WIPO アカデミーにより E-Learning の運営を継続324。 
• 知的財産アカデミーのための国際シンポジウム（Symposium for Intellectual 

Property Academies）が 2007 年 3 月 21 日から 23 日までリオデジャネイロで開

催され、知的財産教育促進のための事例及び戦略について議論された。オース

トラリア知的財産権関連機関（IPRIA）、ブラジル産業財産庁（INPI） 、SIPO、

クロアチア国家知的所有権庁（SIPO）、キューバ産業資産局（OCPI）、メキシ

コ工業所有権機関（IMPI）、韓国 IIPTI、アフリカ広域知的財産機関（ARIPO）、

欧州特許アカデミー（EPA）、世界知的所有権機関（WIPO）といった様々な知

的財産アカデミー、研修センター、研究機関の代表者が一堂に会した325。 
2008 年 知的財産アカデミー責任者のための第 2 回シンポジウム（Second Symposium for 

                                                  
320 SIPO. “2005 SIPO Annual Report”. 
http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/ndbg2005/200804/t20080416_380217.html ［ 終アクセス日 2013 年

2 月 27 日］ 
321 SIPO. “2005 SIPO Annual Report”. 
http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/ndbg2005/200804/t20080416_380217.html ［ 終アクセス日 2013 年

2 月 27 日］ 
322 SIPO. “2006 SIPO Annual Report”. 
http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/ndbg2006/200804/t20080416_380200.html ［ 終アクセス日 2013 年

2 月 27 日］ 
323 SIPO. “2006 SIPO Annual Report”. 
http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/ndbg2006/200804/t20080416_380200.html ［ 終アクセス日 2013 年

2 月 27 日］ 
324 SIPO. “2007 SIPO Annual Report”. 
http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/ndbg2007/200904/P020090409585900806233.pdf ［ 終アクセス日

2013 年 2 月 27 日］ 
325 WIPO. “A Global Network of IP Academies Launched in Brazil to Boost IP Education”. 
http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2007/article_0022.html ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
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Heads of IP Academies）は、CIPTC の支援を受けて WIPO と SIPO の共催により

2008 年 5 月 8 日、9 日に北京で開催された。このシンポジウムでは、北京宣言と

知的財産教育機関ネットワークにおける提携の更なる強化にねらいを定めた実

行計画が採択された326。 
2009 年 • ベトナム特許庁及び湾岸協力理事会向け研修コース、新人審査官向け

EPO-SIPO 共同研修コース、上級審査官向け EPO-SIPO 共同研修コース、アフ

リカの上級職員及び審査官向け研修コースを開講し、EPO 及びドイツ特許商

標庁の職員を招聘した。 
• WIPO の国際的パートナーとして、CIPTIC は 19 の国際関係研修コースを開講

し、海外研修前の国内における準備段階の講義のため 18 人の外国人講師を招

いた327。 
2010 年 • CIPTIC は 101 の研修クラスを開講し、3 万 8,000 人が受講。これらには 21 の

国際研修クラスが含まれているが、前年比で 16％増加し、1 年の研修クラス全

体の 20％以上を占める。 
• 中国知的財産 E-Learning プログラムでは 13 の新たなコースを導入し、全体の

コース数は 43 となった。知的財産通信教育プラットフォーム分局は従来の 10
から新たに 4 つ増えている328。 

2011 年 • 2011 年、CIPTIC は 117 の研修クラスを開講し、4 万 4,000 人が受講。これら

には、8,380 人が受講した国内向け研修クラスが含まれている。 
• E-Learning の受講者数は 3 万 4,327 人。E-Learning プラットフォームの利用者

数は 2 万 9,899 人であった。 
• E-Learning は 42 コースが開講された329。 

2011 年 

知的財産教育機関ネットワーク‐第 5 回シンポジウム（世界規模の課題に関する

各地域での知的財産教育方法と研修（IP Teaching and Training in the Areas Related 
to Global Challenges）ワシントン D.C.（GNIPA - Fifth Symposium, Washington D.C.）
に参加した330。 
プロジェクトメンバー： 
工業所有権情報・研修館-日本（INPIT） 
CIPTC、SIPO 
欧州特許アカデミー（EPA） 
WIPO 

 
これまでに紹介した活動の中から、2010 年から 2012 年にかけて、中国が開発途上国に対し

て提供した人材育成支援活動についての詳細を以下にまとめる。 
 
（1） 支援対象国 
 
SIPO による支援活動の対象国を、①調査対象国・地域等及び先進国、②途上国、③調査対

                                                                                                                                                  
326 WIPO. http://www.wipo.int/academy/en/ipacademies/ ［ 終アクセス日 2012 年 10 月 7 日］ 
327 SIPO. “2009 SIPO Annual Report”. 
http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/AnnualReport2009/201008/P020100813588306675385.pdf  ［ 終ア

クセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
328 SIPO. “2011 SIPO Annual Report”. 
http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/2010/201104/P020110420374386719968.pdf ［ 終アクセス日 2013
年 2 月 27 日］ 
329 SIPO. “2011 SIPO Annual Report”. 
http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/2011/201207/P020120731383935706938.pdf ［ 終アクセス日 2013
年 2 月 27 日］ 
330 WIPO. “Symposium of IP Academies - Washington, USA”. 
http://www.wipo.int/academy/en/about/global_network/washington_2011/ ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 

http://www.wipo.int/academy/en/ipacademies/
http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/AnnualReport2009/201008/P020100813588306675385.pdf
http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/2010/201104/P020110420374386719968.pdf
http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/2011/201207/P020120731383935706938.pdf
http://www.wipo.int/academy/en/about/global_network/washington_2011/
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象国・地域等及び先進国と途上国の両方の区分で見ると、途上国のみを支援対象とした活動

が殆どを占めている。2010 年は活動 3 件中 2 件、2011 年は活動 9 件中 6 件、2012 年は活動

4 件中 2 件が途上国のみを支援対象としており、2012 年に 1 件だけ調査対象国・地域等及び

先進国と途上国の両方を対象とした活動が見られた331。 
 
（2） 支援対象分野 
 
SIPO の支援対象分野については、その詳細が不明のものが多いが、実態がわかっているも

のに限れば、2010 年に民間実務者育成活動が 1 件、2011 年に審査実務支援活動が 3 件、実

施されており332、審査実務支援に力を入れていることがうかがえる。 
 
支援対象者に関しては、知的財産庁職員を対象とした活動が も多く、2010 年に 1 件企業・

業界関係者を対象とした会議が上海で実施されている。スピーカーや研修講師に関する情報

は殆ど見つからなかったが、2010 年開催の ASEAN 加盟国の知的財産庁の職員代表団を迎

えた会議では、知的財産庁職員が講師として出席した模様である333。 
 
（3） 支援手法 
 
支援手法については、セミナー等が も多く、2010 年に 2 件、2012 年に 3 件の実施が確認

されている。次いで、招へい研修が 2010 年と 2011 年に 1 件ずつ実施されているが、詳細が

不明の活動も多い334。 
 
＜E-Learning＞ 
CIPTC は、そのウェブサイトを通じて、中国の特許法と特許システム（An introduction to the 
Chinese Patent Law & Patent System）と称する E-Learning モジュールを、英語で無料提供して

いる。モジュールは、CIPTC 所属の Xikai Wen 氏を講師としており、画面右上に解説する講

師の映像、画面中央には講義内容に関連したスライドが表示されるストリーミング動画の形

式となっている。 
 
構成は、モジュールの概説（2 分 15 秒）の後に加え、①中国特許システムの概観（46 分 30
秒）、②特許出願（45 分 4 秒）、③特許審査・付与（47 分 3 秒）、④特許保有者の権利と義務

（55 分 46 秒）、⑤特許権のエンフォースメント（49 分 57 秒）の 5 つのセクションで構成さ

れている。受講は無料で、受講者と講師の交流や、受講修了証書などはない335。 

                                                  
331 各種資料より（資料の詳細は「支援活動詳細」を参照）。 
332 各種資料より（資料の詳細は「支援活動詳細」を参照）。 
333 各種資料より（資料の詳細は「支援活動詳細」を参照）。 
334 各種資料より（資料の詳細は「支援活動詳細」を参照）。 
335 CIPTC. “An introduction to the Chinese Patent Law & Patent System”. 
http://resource.ciptc.org.cn/pri/courses/duanqikecheng/zhongguoIPzhidujieshao/index_normal.html ［ 終アクセス

日 2013 年 2 月 27 日］ 

http://resource.ciptc.org.cn/pri/courses/duanqikecheng/zhongguoIPzhidujieshao/index_normal.html
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図表 35 CIPTC の E-learning モジュールの視聴画像の一例 

 
出典：CIPTC336 

 
なお、CIPTC は、「中国の特許法と特許システム（An introduction to the Chinese Patent Law & 
Patent System）」の他にも、「米国における 337 条調査の手続き（Section 337 Proceedings in The 
United States）」、「米国の特許法の基礎（Fundamentals of U.S. Patent Law）」、「第 3 回中国・米

国間の知的財産に関する模擬法廷（The Third Sino-US Moot Court of Intellectual Property）」と

いった動画ストリーミングのモジュールを提供しているが、これらは CIPTC が開催したセ

ミナーなどに招へいした米国のスピーカーによる、米国の知的財産制度の中国への紹介を目

的としているものと見られる337。 
 
＜研修＞ 
2010 年 9 月に北朝鮮を対象として実施した招へい研修、中国特許システム研修（the course of 
Chinese patent system）において、知的財産権の侵害ケースの報告を受け付けている北京知的

財産権侵害報告センター（Beijing IPR Reporting Center338）とその関連企業（詳細は不明）を

視察している339。 
 
（4） 支援実績 
 
＜実施回数＞ 
SIPO は、2010 年に 3 件、2011 年に 9 件、2012 年に 4 件の支援活動を実施している。うち、

セミナー等及び招へい研修の実施数は以下の通りとなる340。 
 

支援手法 2012 年 2011 年 2010 年 
セミナー等 3 0 2 
招へい研修 0 1 1 

                                                  
336 CIPTC. “An introduction to the Chinese Patent Law & Patent System”. 
http://resource.ciptc.org.cn/pri/courses/duanqikecheng/zhongguoIPzhidujieshao/index_normal.html ［ 終アクセス

日 2013 年 2 月 27 日］ 
337 CIPTC. “Courses”. http://elearning.ciptc.org.cn/elms/public/site/course/index?offset=0 ［ 終アクセス日 2013
年 2 月 27 日］ 
338 Xinhuanet. “Beijing to set up reporting center for IPR violation”. 
http://news.xinhuanet.com/english/2006-04/14/content_4424685.htm ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
339 SIPO. “Deputy Director Li Yuguang Meets with the Delegation from Invention Office of the DPRK in Beijing”. 
http://english.sipo.gov.cn/news/official/201009/t20100902_534635.html ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
340 その他の活動の詳細は不明。 

http://resource.ciptc.org.cn/pri/courses/duanqikecheng/zhongguoIPzhidujieshao/index_normal.html
http://elearning.ciptc.org.cn/elms/public/site/course/index?offset=0
http://news.xinhuanet.com/english/2006-04/14/content_4424685.htm
http://english.sipo.gov.cn/news/official/201009/t20100902_534635.html
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＜年間予算額＞ 
文献調査及びアンケート調査を実施したが、該当する文献情報は公開されておらず、アンケ

ート調査で回答を得られなかったため、該当する情報を収集することは出来なかった。 
 
＜参加人数＞ 
参加人数が確認された支援活動においては、2012 年の参加人数は 33 人以上、過去 3 年間の

参加人数は合計 96 人以上となっている（支援活動ごとの参加人数は 2.5.7 を参照）。 
 
＜開催場所＞ 
SIPO による支援活動は、北京及び上海で実施されることが多い（各支援活動の開催場所は

2.5.7 を参照）。 
 
（5） レシピエントに対する支援後のフォローアップの手法 
 
文献調査及びアンケート調査を実施したが、該当する文献情報は公開されておらず、アンケ

ート調査で回答を得られなかったため、該当する情報を収集することは出来なかった。 
 
2.5.3 産業界の関与のあり方 
 
文献調査及びアンケート調査を実施したが、該当する文献情報は公開されておらず、アンケ

ート調査で回答を得られなかったため、該当する情報を収集することは出来なかった。 
 
2.5.4 今後の支援活動予定 
 
文献調査及びアンケート調査を実施したが、該当する文献情報は公開されておらず、アンケ

ート調査で回答を得られなかったため、該当する情報を収集することは出来なかった。 
 
2.5.5 支援活動に関する評価 
 
文献調査及びアンケート調査を実施したが、該当する文献情報は公開されておらず、アンケ

ート調査で回答を得られなかったため、該当する情報を収集することは出来なかった。 
 
2.5.6 開発途上国のニーズへの対応 
 
文献調査及びアンケート調査を実施したが、該当する文献情報は公開されておらず、アンケ

ート調査で回答を得られなかったため、該当する情報を収集することは出来なかった。 
 
2.5.7 参考：支援活動詳細 
 
以下参照。
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活動名 支援対象国 支援分野 支援手法 実施回数
参加人

数 支援対象者 講師/スピーカ

ー 開催場所 備考 

2012 年中国

-ASEAN セミナー

「知的財産と伝統

的知識・遺伝資源の

保護341 

ASEAN 加盟国   セミナー

等 
  1     北京   

中国-ロシア共同セ

ミナー「知的財産制

度研修」342 
ロシア   セミナー

等 
        北京   

政府高官交換研修

プログラム（北朝

鮮）343 
北朝鮮         

北朝鮮発明室

長が率いる派

遣団 
      

2012 年（秋）研修

セミナー「発展途上

国のための知的財

産セミナー」344 

アルゼンチン、

ブラジル、チ

リ、韓国、キル

ギス、メキシ

コ、モンゴル、

ベトナム  

  セミナー

等 年間 2 回 32     北京   

政府高官交換研修

プログラム（アフリ

カ）345 

アフリカ広域

知的財産機関

（ARIPO）加盟

国 

      5         

                                                  
341 SIPO. “田力普出席中国—东盟知识产权与传统知识及遗传资源保护研讨会开幕式并致辞”. http://www.sipo.gov.cn/yw/2012/201209/t20120912_751036.html ［ 終アクセス日

2013 年 2 月 27 日］ 
342 Chinaipr.gov.cn. “Sino-Russian IP System Training conducted in Beijing”. http://www.chinaipr.gov.cn/newsarticle/news/chinaworld/201206/1668682_1.html ［ 終アクセス日 2013 年 2 
月 27 日］ 
343 SIPO. “VIII: International Cooperation”. http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/2011/201207/P020120731384806175334.pdf ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
344 SIPO. “田力普出席 2012 发展中国家知识产权(秋季)培训班开幕式并致辞”. http://www.sipo.gov.cn/yw/2012/201209/t20120913_751330.html ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
345 SIPO. “VIII: International Cooperation”. http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/2011/201207/P020120731384806175334.pdf ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 

http://www.sipo.gov.cn/yw/2012/201209/t20120912_751036.html
http://www.chinaipr.gov.cn/newsarticle/news/chinaworld/201206/1668682_1.html
http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/2011/201207/P020120731384806175334.pdf
http://www.sipo.gov.cn/yw/2012/201209/t20120913_751330.html
http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/2011/201207/P020120731384806175334.pdf
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活動名 支援対象国 支援分野 支援手法 実施回数
参加人

数 支援対象者 講師/スピーカ

ー 開催場所 備考 

政府高官交換研修

プログラム（カンボ

ジア）346 
カンボジア                 

特許審査研修（湾岸

アラブ諸国）347 

湾岸アラブ諸

国協力理事会

（GCCPO）加

盟国 

審査実務 
支援 

    6 知的財産庁職

員 
      

特許審査研修（ベト

ナム）348 ベトナム 審査実務 
支援 

      知的財産庁職

員 
      

特許審査研修（シリ

ア）349 シリア 審査実務 
支援 

  年間 2 回

6 人（12
月実施

時） 

知的財産庁職

員 
      

研修プログラム（モ

ンゴル）350 モンゴル         知的財産庁職

員 
    

支援対象者は、モンゴ

ル知的財産庁

（Mongolian 
Intellectual Property 
Office：MIPO）の副

長官率いる派遣団 

研修プログラム（ア

フリカ）351 

アフリカ広域

知的財産機関

（ARIPO）加盟

国 

                

                                                  
346 SIPO. “VIII: International Cooperation”. http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/2011/201207/P020120731384806175334.pdf ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
347 SIPO. “VIII: International Cooperation”. http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/2011/201207/P020120731384806175334.pdf ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
348 SIPO. “VIII: International Cooperation”. http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/2011/201207/P020120731384806175334.pdf ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
349 SIPO. “VIII: International Cooperation”. http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/2011/201207/P020120731384806175334.pdf ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
350 SIPO. “VIII: International Cooperation”. http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/2011/201207/P020120731384806175334.pdf ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
351 SIPO. “VIII: International Cooperation”. http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/2011/201207/P020120731384806175334.pdf ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 

http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/2011/201207/P020120731384806175334.pdf
http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/2011/201207/P020120731384806175334.pdf
http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/2011/201207/P020120731384806175334.pdf
http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/2011/201207/P020120731384806175334.pdf
http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/2011/201207/P020120731384806175334.pdf
http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/2011/201207/P020120731384806175334.pdf
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活動名 支援対象国 支援分野 支援手法 実施回数
参加人

数 支援対象者 講師/スピーカ

ー 開催場所 備考 

研修プログラム（北

朝鮮）352 北朝鮮         知的財産庁職

員 
    支援対象者は、北朝鮮

知的財産庁の職員 

研修プログラム（モ

ンゴル、キューバ、

コスタリカ）353 

モンゴル、キュ

ーバ、コスタリ

カ 
  招へい研

修 
  

6 人 
（3 カ国

から 2 人

ずつ） 

知的財産庁職

員 
  上海、北

京 

支援対象者は、モンゴ

ル知的財産庁、キュー

バ産業財産庁、コスタ

リカ産業財産登録庁

の職員 
シンガポール-中国

共同会議「知的財産

会議」354 
シンガポール 民間実務

者養成 
セミナー

等 
    企業・業界関

係者 
  上海   

ASEAN-中国共同会

議「知的財産会議」
355 

ASEAN 加盟国   セミナー

等 
  40 人以

上 
知的財産庁職

員 
知的財産庁職

員 
  

支援対象者は、

ASEAN加盟国の知的

財産庁の職員代表団。

講師/スピーカーは、

SIPO 長官及び WIPO
長官 

 中国特許システム

研修356 北朝鮮   招へい研

修 
        北京 

知的財産権の侵害ケ

ースの報告を受け付

けている北京知的財

産権侵害報告センタ

ー（Beijing IPR 
Reporting Center）とそ

                                                  
352 SIPO. “VIII: International Cooperation”. http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/2011/201207/P020120731384806175334.pdf ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
353 SIPO. “VIII: International Cooperation”. http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/2011/201207/P020120731384806175334.pdf ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
354 SIPO. “The Forth Singapore-China IP Conference Held in Shanghai”. http://english.sipo.gov.cn/news/official/201009/t20100910_535961.html ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
355 SIPO. “ASEAN-China Intellectual Property Cooperation Conference Held in Beijing”. http://english.sipo.gov.cn/news/official/201004/t20100428_515806.html ［ 終アクセス日 2013
年 2 月 27 日］ 
356 SIPO. “Deputy Director Li Yuguang Meets with the Delegation from Invention Office of the DPRK in Beijing”. http://english.sipo.gov.cn/news/official/201009/t20100902_534635.html 
［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 

http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/2011/201207/P020120731384806175334.pdf
http://english.sipo.gov.cn/laws/annualreports/2011/201207/P020120731384806175334.pdf
http://english.sipo.gov.cn/news/official/201009/t20100910_535961.html
http://english.sipo.gov.cn/news/official/201004/t20100428_515806.html
http://english.sipo.gov.cn/news/official/201009/t20100902_534635.html
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活動名 支援対象国 支援分野 支援手法 実施回数
参加人

数 支援対象者 講師/スピーカ

ー 開催場所 備考 

の関連企業を視察 

注：空欄は下記資料にも情報が記載されていなかったもの。 
出典：SIPO ウェブサイトなどを基に作成
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2.6 豪州 
 
本節では、オーストラリア特許庁にあたる IP オーストラリア（IP Australia）による開発途

上国向けの IP 育成支援活動について紹介する。 
 
2.6.1 支援機関概要 
 
＜機関概要＞ 
IP オーストラリアは、1904 年に設立された357、特許権、商標権、意匠権、育成者権に関す

る法律の実施機関である358。オーストラリア政府の産業・イノベーション・化学・研究・教

育省（Department of Industrry, Innovation, Science, Research and Tertiary Education）に属し359、

オーストラリア国民にとって技術革新、投資、国際競争力を促進する知的財産制度を実現す

ることを目的としている360。 
 
IP オーストラリアはオーストラリアのキャンベラに本拠地を構え、2012 年 6 月の時点で

1,099 人361の職員を抱える。IP オーストラリアの組織体制は下図表の通りとなる。 
 

図表 36 IP Australia 組織図 
 

 
 

出典：DOCSTOC362 
 
IP オーストラリアのビジネスグループは、次の 6 つから構成される363。 
 

• ビジネス開発・戦略グループ 

                                                  
357 IP Australia. “History”. http://www.ipaustralia.gov.au/about-us/what-we-do/our-history/ ［ 終アクセス日 2013
年 2 月 27 日］ 
358 IP Australia. “What we do”. http://www.ipaustralia.gov.au/about-us/what-we-do/ ［ 終アクセス日 2013 年 2
月 27 日］ 
359 IP Australia. “About us”. http://www.ipaustralia.gov.au/about-us/ ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
360 IP Australia. “What we do”. http://www.ipaustralia.gov.au/about-us/what-we-do/strategic-statement/ ［ 終アク

セス日 2013 年 2 月 27 日］ 
361 同データは、IP オーストラリア回投票から得る。 
362 DOCSTOC “IP Australia Organisation Chart” 
http://www.docstoc.com/docs/35019984/IP-Australia-Organisation-Chart ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
363 IP Australia. “What we do”. http://www.ipaustralia.gov.au/about-us/what-we-do/organisational-structure/ ［ 終

アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 

http://www.ipaustralia.gov.au/about-us/what-we-do/our-history/
http://www.ipaustralia.gov.au/about-us/what-we-do/
http://www.ipaustralia.gov.au/about-us/
http://www.ipaustralia.gov.au/about-us/what-we-do/strategic-statement/
http://www.docstoc.com/docs/35019984/IP-Australia-Organisation-Chart
http://www.ipaustralia.gov.au/about-us/what-we-do/organisational-structure/
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• ビジネスと情報管理手法グループ 
• 顧客活動グループ 
• 企業サービスグループ 
• 特許・育成者権グループ 
• 商標・意匠グループ 

 
うち、ビジネス開発・戦略グループが、対外的な援助活動を実施している364。同グループは、

以下のような業務を実施している。 
 

• 啓もう教育イニシアティブプログラムの管理 
• 知的財産政策及び戦略的方向性の策定 
• 知的財産業務の拡大に関する戦略策定 
• 本組織のパフォーマンス管理 
• 諸外国の知的財産政府機関、国際機関、顧客、ステークホールダー全体の関係構築

及び戦略策定 
• 議会・立法への説明管理及び責任対応 

 
＜他の機関との関係＞ 
IP オーストラリアはオーストラリアの国内の政府機関や国際組織と共にさまざまな知的財

産関連の国際協力活動に取り組んでいる。具体的には、自由貿易協定の交渉における知的財

産問題について外務・貿易省に助言を行なっている365。 
 
また 2000 年以来、IP オーストラリアは WIPO と連携し、開発途上国や後発開発途上国に対

する知的財産に対する技術支援を行う年間作業計画を実施している366。更に、2012 年 6 月、

オーストラリア政府は、WIPO が発展途上国や後発開発途上国が知的財産制度の整備や技術

革新、投資、技術移転を促進するための機能向上を続ける支援のため、200 万豪ドルを投じ

て WIPO 信託基金を設立することで合意している367。この合意では、両機関が今後、以下

の 4 つの優先テーマに沿った支援活動で協力することが定められている368。 
 
優先テーマ A：知的財産制度の開発 
加盟国の知的財産制度開発をサポートする。アジア太平洋諸国、更には、アジア太平洋以

外の国々にある知的財産制度の格差、ならびに、知的財産管理のいくつかの側面における

経験の深さの違いに対処することを目的とする。これら格差の中、いくつかのものへの対

処を支援し、また、加盟国により特定された個々のニーズに対する、WIPO のより迅速な

対応を助力するために、信託基金は、以下の活動を含んだ、一連の広範な活動に活用され

るものとする。 
• 後発開発途上国において実施が可能かつ適切である限りにおいて、TRIPS 協定の

実施に関連するニーズ評価と連動させた、国家知的財産戦略の開発及び実施 
• 後発開発途上国と、いくつかの開発途上国とによる、標章の国際登録に関するマ

ドリッド協定の議定書、特許協力条約など、WIPO 条約への加盟及び実施を支援

する。 

                                                  
364 IP Australia. “Organisational Structure”. 
http://www.ipaustralia.gov.au/about-us/what-we-do/organisational-structure/ ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
365 IP Australia. “International Activity”. 
http://www.ipaustralia.gov.au/about-us/what-we-do/international-activity/bilateral-multilateral-agreements/ ［ 終ア

クセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
366 IP Australia. “International Activity”. 
http://www.ipaustralia.gov.au/about-us/what-we-do/international-activity/bilateral-multilateral-agreements/ ［ 終ア

クセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
367 WIPO. “Australia and WIPO Sign Agreement in Favor of Least-Developed and Developing Countries”. 
http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2012/article_0010.html ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
368 Keionline. http://keionline.org/sites/default/files/WIPOAustraliaMOU.pdf ［ 終アクセス日 2013 年 2月 27日］ 

http://www.ipaustralia.gov.au/about-us/what-we-do/organisational-structure/
http://www.ipaustralia.gov.au/about-us/what-we-do/international-activity/bilateral-multilateral-agreements/
http://www.ipaustralia.gov.au/about-us/what-we-do/international-activity/bilateral-multilateral-agreements/
http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2012/article_0010.html
http://keionline.org/sites/default/files/WIPOAustraliaMOU.pdf
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• 人材、審査官マニュアルの開発、上級審査官または聴聞官の研修、一般を対象と

した教育及び啓もう活動の実施、自動化情報技術などにおける専門性の格差また

は欠如に対応し、知的財産庁と、集中管理組織など、その他の知的財産機関とを

サポートするために専門家を派遣する。 
優先テーマ B：技術移転 
オーストラリア信託基金は、適正技術の発掘、協力的パートナーまたは商業パートナーの

特定、科学研究における技術的スキルの獲得及び、技術移転交渉スキルの開発において、

後発開発途上国及び開発途上国を支援する。移転技術の受容能力向上における、国ごとの

ニーズに対応することを目的とする。活動のプログラム案においては、これらの国におけ

る技術移転へのニーズが、先進国における技術移転へのニーズとは、性質上大きく異なる

ことが認識されている。従って、プログラムの内容は、後発開発途上国及び開発途上国に

おける独自のニーズとの関連性を有し、かつ、それらニーズに対応するものである。 
 
プログラム案では、ターゲットとして、2 つのグループが設定されている。1 つ目のグル

ープは、大学、民間セクタ、政府などから参加する、技術移転スキル獲得の必要がある者

である。2 つ目のグループは、技術移転の重要性と経済的利益とを理解している者で、政

府、大学、または企業レベルでの政策立案に影響を与える立場にいる参加者である。プロ

グラムの内容は、技術移転スキルをほとんど、または、全く有さない参加者及び、ある程

度の技術移転スキルを有する参加者を対象とする。各国に対して、国ごとにモジュールを

特別に設計するアプローチをとる。 
 
オーストラリア信託基金プログラムのこの構成要素では、モジュール制研修プログラムの

提供と共に、技術移転ツールボックスの開発につながる研究要素も視野に入れている。こ

のツールボックスは、知的財産政策モデル、秘密保持契約テンプレート、物質移動合意書

テンプレート、共同研究合意書テンプレート、これらに付随する指針書など、技術移転及

び商業化活動を支援するための定型書式を含むものであり、モジュールが実施される国々

において、利用可能とすることを構想している。 
優先テーマ C：顧みられない熱帯病への対応 
オーストラリア信託基金は、WIPO Re:Search への支援を行うこととする。多くの後発開発

途上国に影響を及ぼす、世界的な保健問題への取り組みにおいて、知的財産を効果的に活

用するために、WIPO を助力すると共に、国際連合におけるミレニアム開発目標の達成に

対する、継続的支援を提供することを目的とする。更に、これに関連して、科学者、特に

後発開発途上国の科学者を対象とした技術移転の促進も目的とする。 
優先テーマ D：著作権及び隣接権 
オーストラリア信託基金は、信頼のおける媒介機関におけるグローバル・アクセシブル・

リソース（Trusted Intermediary Global Accessible Resources：TIGAR）プロジェクトを支援

する。TIGAR は、国立図書館と、盲人、視覚障害者及び、その他の印刷物読字障害者の

ための慈善団体（信頼のおける媒介機関）との間における、著作権で保護された書籍の電

子ファイルの、アクセス可能なフォーマットでの国際共有促進を目的とするものである。

 
IP オーストラリアはまた、東南アジア諸国連合（ASEAN）やアジア太平洋経済協力会議

（APEC）など、アジア太平洋地域における地域の組織とも協力している369。ASEAN との

具体的な協力として、AANZFTA 経済協力支援プログラムが挙げられる。同プログラムは

ASEAN 事務局内の支援ユニットと 5 年間で 2,500 万豪ドルを投資し、さまざまな経済協力

支援活動を提供するもので、オーストラリアは約 2,000 万豪ドルをこれらの活動に提供して

いる。同プログラムの下で提供される知的財産関連の支援は、知的財産の審査官や他の政府

高官、裁判官、弁理士、学者、産業界への直接的な研修や、研究訪問、政策協議、そしてセ

                                                  
369 IP Australia. “Single Economic Market”. 
http://www.ipaustralia.gov.au/about-us/what-we-do/international-activity/single-economic-market/ ［ 終アクセス

日 2013 年 2 月 27 日］ 

http://www.ipaustralia.gov.au/about-us/what-we-do/international-activity/single-economic-market/
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ミナーとして提供されると想定されている370。 
 
更に、IP オーストラリアはカナダ、英国、インド、米国、欧州連合の知的財産関連政府機

関とも 2 国間協定を結んでいる。また、ニュージーランド政府とともに、経済統合市場（the 
Single Economic Market）の設立にも取り組んでいる371。この他、2012 年 2 月には、ARIPO
と工業所有権の協力における覚書に署名し、知的財産審査能力を拡張するとともに、研修と

質的基準に関連する情報の提供・交換を促進することで合意している372。 
 
2.6.2 支援活動状況 
 
（1） 支援対象国 
 
IP オーストラリアによる支援活動の対象国を、①調査対象国・地域等及び先進国、②途上

国、③調査対象国・地域等及び先進国と途上国の両方の区分で見ると、途上国のみを支援対

象とした活動が も多い（図表 37 参照）。調査対象国・地域等及び先進国と途上国の両方

を対象とした支援も過去 3 年間毎年実施されている一方で、調査対象国・地域等及び先進国

のみを対象とした支援活動は 2011 年に 1 回実施されたのみとなっている。 
 
支援対象国の多くはオーストラリアが属するアジア・太平洋地域の発展途上国における取り

組みだが、2012 年からはアフリカ、特に ARIPO 及び南アフリカ共和国との協力を通じて、

IP への取り組みを増加させている。また、WIPO、APEC 事務局、APEC 知的財産専門家会

合（Intellectual Property Rights Expert Group: APEC IPEG）、東南アジア諸国連合事務局と緊

密に連携し、発展途上国や後発開発途上国の知的財産対応能力や知的財産管理制度の構築を

支援している373。

                                                  
370 WTO. “TECHNICAL COOPERATION ACTIVITIES: INFORMATION FROM MEMBERS”. 
http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=129069 ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
371 IP Australia. “Single Economic Market”. 
http://www.ipaustralia.gov.au/about-us/what-we-do/international-activity/single-economic-market/ ［ 終アクセス

日 2013 年 2 月 27 日］ 
 
372 WTO. “TECHNICAL COOPERATION ACTIVITIES: INFORMATION FROM MEMBERS”. 
http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=129069 ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
373 WTO.”TECHNICAL COOPERATION ACTIVITIES: INFORMATION FROM MEMBERS”. 
http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=129069 ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 

http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=129069
http://www.ipaustralia.gov.au/about-us/what-we-do/international-activity/single-economic-market/
http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=129069
http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=129069
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図表 37 IP オーストラリアによる支援活動（支援対象国別） 

 
出典： IP オーストラリアからのアンケート回答を基に作成 

 
（2） 支援対象分野 
 
IP オーストラリアによる支援対象分野は、商標に関する事務手続きや、知的財産庁の運営

などに関するものが多い。また、2011 年と 2012 年には、審査実務支援が 1 回ずつ、2011
年には知的財産に関する啓もう活動が 1 回実施されている374。 
 
支援対象者別では、知的財産庁職員を対象とした活動が も多い（下図表参照）。 

                                                  
374 IP オーストラリアからのアンケート回答より。 
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図表 38 IP オーストラリアによる支援活動（支援対象者別） 

 
出典： IP オーストラリアからのアンケート回答を基に作成 

 
支援活動のスピーカー及び研修講師については、支援対象者に対応するように、知的財産庁

職員を講師とスピーカーや講師とした活動が多く見られる（下図表参照）。 
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図表 39 IP オーストラリアによる支援活動（スピーカー･研修講師別） 

 
出典： IP オーストラリアからのアンケート回答を基に作成 

 
（3） 支援手法 
 
支援手法については、IP オーストラリアでは専門家派遣を積極的に行っており、2010 年か

ら 2012 年を通じて も回数が多い（図表 40 参照）。派遣する専門家は、主に IP オースト

ラリアの職員となっており、派遣先は WIPO の開催するセミナーなど多種多様なテーマの

ものとなっている。その他には、セミナー等や招へい研修も毎年実施されている。 
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図表 40 IP オーストラリアによる支援活動（支援手法別） 

 
出典： IP オーストラリアからのアンケート回答を基に作成 

 
＜E-Learning＞ 
IP オーストラリアでは現在、開発途上国向けの E-learning は行われていない。しかし、2013
年には、諸外国の知的財産庁を対象とした特許審査向け研修として、従来の対面での研修に

加えて、E-Learning 形式の研修も提供することを予定しているという。ただし、この

E-Learning については、IP オーストラリア所属の研修官が指導すること以外の具体的な内容

は明らかになっていない。なお、この研修プログラムは、ASEAN オーストラリア・ニュー

ジーランド自由貿易地域経済協力支援プログラム（ASEAN Australia New Zealand Free Trade 
Area Economic Cooperation Support Program: AANZFTA ECSP）の支援に基づいて、IP オー

ストラリアが現在策定中となっている375。 
 
＜セミナー＞ 
支援活動の詳細を見ると、例えば 2012 年 2 月にマレーシアのクアラルンプールで開催され

た WIPO と IP オーストラリアが共同で主催した、「知的財産教育及び研修」と題するワーク

ショップがある。この会議は、2012 年 2 月 21 日から 24 日まで開催され、以下のトピック

に関する講義及びディスカッションが行われている。同ワークショップの 終日には、 
マレーシア国内取引・協同組合・消費者省（Ministry of Domestic Trade. Co-operatives and 
Consumerism）傘下機関であるマレーシア知的財産公社376（Intellectual Property Corporation of 
Malaysia：MyIPO）が組織した、マレーシア青年スポーツ省の設立した自動車産業界の人材

育成センターIKBN Chembong377における知的財産教育の視察などが実施された378。 
                                                  
375 WTO. “TECHNICAL COOPERATION ACTIVITIES: INFORMATION FROM MEMBERS”. 
http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=129069 ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
376 マレーシアの知的財産庁のこと。MyIPO. http://www.myipo.gov.my/maklumat-korporat ［ 終アクセス日

2013 年 2 月 27 日］ 
377 IKBNCB. “ABOUT IKBN CHEMBONG”. 
http://www.ikbncb.gov.my/index.php?option=com_content&view=article&id=249&Itemid=214&lang=en 
378 WTO. “TECHNICAL COOPERATION ACTIVITIES: INFORMATION FROM MEMBERS”. 

http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=129069
http://www.myipo.gov.my/maklumat-korporat
http://www.ikbncb.gov.my/index.php?option=com_content&view=article&id=249&Itemid=214&lang=en
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日にち 時間 トピック 

9 時～9 時 45 分 知的財産権の教育及び研修：課題と機会 
10 時 15 分～11 時 30 分 知的財産教育及び研修に関する WIPO のプログラム

と活動 
11 時 30 分～12 時 30 分 知的財産分野における教育手法・研修・教育：マレー

シアのケーススタディ 
14 時～15 時 知的財産分野における教育手法・研修・教育：各国の

ケーススタディ 
マレーシア知的財産公社（MyIPO）の代表による講演

WIPO アジア・太平洋課による講演 
15 時～15 時 30 分 

IP オーストラリア・マーケティング顧客対応部長によ

る講演 

2 月 21 日 

16 時～17 時 30 分 知的財産分野における教育手法・研修・教育：各国の

ケーススタディ 
ビジネスリタラシー形成するため知的財産保護及び

知的財産研修の重要性 
9 時～9 時 45 分 

オーストラリアにおける一般向け教育及び啓もうに

関するプログラム及びアプローチ 
9 時 45 分～10 時 30 分 知的財産教育と研修：教育における各ステージにおけ

るイニシアティブ 
11 時 30 分～11 時 45 分 知的財産教育における職業研修：ステージ 1（計画）

及びステージ 2（スコーピング見直し） 
11 時 45 分～12 時 30 分 知的財産教育における職業研修の概観：ステージ 3（開

発、コンサルテーション、確認）及び確認、ステージ

4（奨励） 
12 時半～13 時 知的財産教育における職業研修の概観：ステージ 5（研

修員及び修得ガイドブック、確認）及び確認、ステー

ジ 4（奨励） 

2 月 22 日 

14 時半～16 時 教育のための文献資料を各国ごとに設け、教育を提供

するにあたり問題点を把握する 
9 時～10 時 パネルディスカッション：救済措置 

2 月 23 日 10 時 30 分～12 時 30 分 イントラアクティブ実践研修：「オンライン知的財産

研修パッケージ」  
 14 時～17 時 30 分 視察：IKBN Chembong の知的財産教育見学（MyIPO

によってアレンジ） 
出典：IP オーストラリアからのアンケート回答を基に作成 

 
また、IP オーストラリアは 2011 年 2 月、WIPO 及び ASEAN との共催により、「商標に関す

る国際登録に関するマドリッドシステム379（The Madrid System of International Registration of 
Marks）」に関する地域ワークショップをキャンベラにて開催した。この会議は、2011 年 2
月 21 日から 23 日まで開催され、以下のトピックに関する講義及びディスカッションが行わ

れている。マドリッドシステムについて、基本的な法的なフレームワークから、利用者の視

点からのメリット、既に参加している各国の特許庁の体験談、そして準拠を検討している政

府において必要な対応、マドリッドシステムの仕組み・利点などを説明したものである。セ

ッションの中では、ビデオプレゼンテーションもあり、ユーザーや知的財産庁におけるマド

リッドシステムの利点について説明している。また 終日には、IP オーストラリアのマド

                                                                                                                                                  
http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=129069 ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
379 マドリッドシステムとは、外国での商標保護の確立を支援するための出願システムであると同時に、一

括更新を通じて国際的な商標管理を支援する制度である。
http://www.wipo.int/about-wipo/ja/offices/japan/japan_madrid.html  

http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=129069
http://www.wipo.int/about-wipo/ja/offices/japan/japan_madrid.html
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リッド審査実行部を見学している380。 
 
日にち 時間 トピック 

9 時 30 分～10 時 30 分 マドリッドシステムの法的フレームワーク、基本的な

仕組みと 近の動向 

11 時～12 時 30 分 

国際申請を行う際の基本的な概念 
＊申請手続き 
＊オンライン国際申請及びその他のオンラインサービ

ス 

13 時 30 分～15 時 
国際商標手続き 
＊原産国事務所（Office of Origin）と指定事務所

（Designated Office）としての知的財産事務所の役割 

2 月 21 日 

15 時 30 分～17 時 
国際商標手続き（継続） 
＊原産国事務所（Office of Origin）と指定事務所

（Designated Office）に関するこれまでの経験） 
ステークホルダーにとってマドリッドシステムの利点

及びメリット 9 時～10 時 
オーストラリアにおける一般向け教育及び啓もうに関

するプログラム及びアプローチ 

10 時 30 分～12 時 30 分 各国のマドリッドシステム利用をめぐる経験：課題、

機会とメリット 

13 時 30 分～15 時 30 分 

利用者の観点：商標の所有者及び企業によるマドリッ

ドシステム利用をめぐる体験： 
ビデオプレゼンテーション「マドリッドシステムを使

って～利用者の視点から」 

2 月 22 日 

16 時～17 時 30 分 WIPO による国際商標登録に関する情報提供及び支援

サービス 

9 時～10 時 マドリッドプロトコルに参画するにあたり政府及び特

許庁が取らなければいけない措置（１） 

11 時～12 時 30 分 マドリッドプロトコルに参画するにあたり政府及び特

許庁が取らなければいけない措置（２） 
2 月 23 日 

14 時半～17 時 IP オーストラリアのマドリッド審査実行部を見学 
出典：IP オーストラリアからのアンケート回答を基に作成 

 
上記の「商標に関する国際登録に関するマドリッドシステム」に関する地域ワークショップ

に続き、IP オーストラリアは、WIPO 及び ASEAN と共同で、マドリッドシステムに関する

ワークショップをキャンベラで実施している。これは、「ASEAN 諸国におけるマドリッド

システムの実践的導入（The Madrid Protocol for the Association of Southeast Asian Nations 
(ASEAN):  Practical Implementation）」をテーマに、2011 年 2 月 24 日及び 25 日の 2 日間に

わたって開催されたもので、マドリッドシステムを導入するための取るべき対応策やインフ

ラ整備など、実績的な内容が中心となっている。また、IT ツールや料金体系、WIPO による

各国の知的財産庁職員への研修など、実践的なテーマを議論し、次なるステップに向けて具

体的なアクションが提案された381。 
 
日にち 時間 トピック 

10 時～12 時 マドリッドシステムに関連した情報技術（IT）システ

ムインフラストラクチャ 
12 時～13 時 マドリッドシステムの管理及び料金体系 

2 月 24 日 

15 時～16 時 30 分 マドリッドシステム普及のための啓もう活動及びステ

                                                  
380 IP オーストラリアからのアンケート回答にて提供された会議アジェンダに基づく。 
381 IP オーストラリアからのアンケート回答にて提供された会議アジェンダに基づく。 
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日にち 時間 トピック 
ークホルダーへのコンサルテーション 
グループディスカッション：マドリッドシステム導入

にあたり、各特許庁は WIPO に対してどのような支援

を求めることが期待されるか 
前日のツールの復習 

9 時 15 分～10 時 30 分 グループディスカッション：ワークショップの結果と、

マドリッドシステム導入に向けて ASEAN 諸国が取れ

ば望ましいと考えられる措置に関する提言（１） 

11 時～12 時 30 分 
グループディスカッション：ワークショップの結果と、

マドリッドシステム導入に向けて ASEAN 諸国が取れ

ば望ましいと考えられる措置に関する提言（２） 

13 時 30 分～15 時 
グループディスカッション：ワークショップの結果と、

マドリッドシステム導入に向けて ASEAN 諸国が取れ

ば望ましいと考えられる措置に関する提言（３） 

2 月 25 日 

15 時 30 分～16 時 マドリッドシステム参加のための次なるステップ 
出典：IP オーストラリアからのアンケート回答を基に作成 

 
（4） 支援実績 
 
＜実施回数＞ 
IP オーストラリアは、2010 年に 15 件、2011 年に 14 件、2012 年に 8 件の支援活動を実施し

ている。うち、セミナー等、専門家派遣、招へい研修の実施数は以下の通りとなる。 
 

支援手法 2012 年 2011 年 2010 年 
セミナー等 1 2 3 
専門家派遣 6 9 10 
招へい研修 1 1 2 

 
＜年間予算額＞ 
2011 年度の IP オーストラリア予算のうち、支援活動への資金となっていると思われる「啓

もう・教育・国際プログラム（Awareness, Education and International Engagement programs）」
向けのの予算は、773 万豪ドルとなっている382。また、同プログラムの過去数年の予算額は

2008 年が 790 万豪ドル、2009 年が 980 万豪ドル、2010 年が 840 万豪ドル383と 2009 年以降

若干ながら減少傾向にある。 
 
なお、IP オーストラリアの 2011-2012 会計年度における予算は 2 億 3840 万豪ドルとなって

いる384。 
 
＜参加人数＞ 
参加人数が明らかになった IP オーストラリアによる支援活動のうち、2012 年の参加人数は

53 人以上、過去 3 年間では合計 631 人以上となっている（支援活動ごとの参加人数は 2.3.7
を参照）。 
 

                                                  
382 IP Australia. “2011-2012 Annual Report”. 
http://www.innovation.gov.au/AboutUs/CorporatePublications/AnnualReports/Documents/11-12AnnualReport/PartB
IPAustralia.pdf ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
383 IP Australia. “2008-2009 Annual Report”. 
http://www.innovation.gov.au/AboutUs/CorporatePublications/AnnualReports/Documents/0809AnnualReport/resour
ces/pdf/DIISR_AR_2009.pdf 
384 各種資料より（資料の詳細は「支援活動詳細」を参照）。 

http://www.innovation.gov.au/AboutUs/CorporatePublications/AnnualReports/Documents/11-12AnnualReport/PartBIPAustralia.pdf
http://www.innovation.gov.au/AboutUs/CorporatePublications/AnnualReports/Documents/0809AnnualReport/resources/pdf/DIISR_AR_2009.pdf
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＜開催場所＞ 
IP オーストラリアによる支援活動は世界各地で開催されているが、特にオーストラリアで

行うことが多い（各支援活動の開催場所は 2.3.7 を参照）。 
 
（5） レシピエントに対する支援後のフォローアップの手法 
 
IP オーストラリアでは、支援活動参加者に対して、筆記式の評価シートや非公式のフィー

ドバックといった手法でフォローアップしている385。 
 
2.6.3 産業界の関与のあり方 
 
IP オーストラリアは、技術支援を提供するにあたり、適宜、産業界からの意見を組み入れ

ている。特定のテーマ、業界、状況に応じて、IP オーストラリアが適切だと考える民間企

業の代表者やコンサルタントなどを起用し、技術支援を実施している。また、状況に応じて、

技術支援を実際に提供している組織に対し、民間人を推薦する場合もある。産業界の意見を

吸い上げるための公式なメカニズムはなく、非公式な形での関与となっている386。 
 
2.6.4 今後の支援活動予定 
 
IP オーストラリアでは、今後、支援予算を変更する計画はなく、オーストラリアによる国

際戦略に基づき、どの国にどのような支援を提供していくかをケースバイケースで決める予

定となっている387。 
 
また IP オーストラリアは、現在、アジア・太平洋諸国への特許研修プログラムに関する計

画を策定中である。ASEAN オーストラリア・ニュージーランド自由貿易地域経済協力支援

プログラム（ASEAN Australia New Zealand Free Trade Area Economic Cooperation Support 
Program: AANZFTA ECSP）の一環として提供されるもので、アジア・太平洋諸国における

特許審査官への研修を提供することで、特許審査基準を引き上げることを目指している。こ

のプログラムでは、対面での研修のみならず、IP オーストラリアの専門研修員による遠隔

指導なども含まれる予定であり、マレーシア、インドネシア、フィリピンの特許庁が他に先

駆けてこのプログラムに参加し、2013 年から 2 年間にわたり指導を受けることになってい

る。このプログラムの予算は、AANZFTA ECSP と IP オーストラリアの両方から提供されて

いる388。 
 
また、WIPO の資金を受けて、南アフリカ及び ARIPO も、同様の特許審査研修に参加する

予定である389。2012 年 2 月、IP オーストラリアと ARIPO は、IP 分野での協力を進めてい

くことで合意した。この合意書では、IP 研修の提供及び特許の質に関する情報提供などで

連携を深め、アフリカ諸国の IP 審査キャパシティを構築するために協力していくことが決

められている390。 
 
2.6.5 支援活動に関する評価 
 

                                                  
385 IP オーストラリアによるアンケート回答より。 
386 IP オーストラリアによるアンケート回答より。 
387 IP オーストラリアによるアンケート回答より。 
388 WTO. “TECHNICAL COOPERATION ACTIVITIES: INFORMATION FROM MEMBERS”. 
http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=129069 ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
389 WTO. “TECHNICAL COOPERATION ACTIVITIES: INFORMATION FROM MEMBERS”. 
http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=129069 ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
390 WTO. “TECHNICAL COOPERATION ACTIVITIES: INFORMATION FROM MEMBERS”. 
http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=129069 ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 

http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=129069
http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=129069
http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=129069


 
各国の開発途上国に対する人材育成支援活動に関する調査研究 

399 
 

評価に関しては、技術支援の内容や種類によってケースバイケースで行われる391。 
 
2.6.6 開発途上国のニーズへの対応 
 
開発途上国のニーズについては、関係機関から要望を聞く形で対応している。援助を受ける

国からのフィードバックと、これまで経験や情報蓄積などに基づき、その国ごとに技術支援

内容を調整している392。 
 
2.6.7 参考： 支援活動詳細 
 
次ページ参照。 
 

                                                  
391 IP オーストラリアによるアンケート回答より。具体的な評価内容、過去の実施状況、実施機関に関する

情報は提供されなかった。 
392 IP オーストラリアによるアンケート回答より。 
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活動名 活動日

時 支援分野
支援手

法 
参加人

数 
支援対象

者 講師/スピーカー 開催場所 備考 

知的財産教育・研修に関するワ

ークショップ 
  その他 セミナ

ー等 
33 知的財産

庁職員 知的財産庁職員   

IP オーストラリアは WIPO と共

に、2012 年 2 月にマレーシアで

IP 教育研修についての 4 日間ワ

ークショップを ASEAN・オース

トラリア・ニュージーランド自

由貿易協定（AANZFTA）の経済

協力支援プログラムからの支援

を受け、開催した。このワーク

ショップは ASEAN 地域とニュ

ージーランドから 33 の参加者

を集めた。これはそれぞれの国

にとって、中堅企業（SMEs）を

対象にした IP研修製品パッケー

ジを開発、導入、管理する助け

となるようデザインされ、職業

教育研修学校（専門学校や技術

専門学校など）によって提供さ

れた。次の 2 つがその目標とさ

れた。 
①参加者に IPオーストラリアの

職業教育研修パッケージを通じ

た実務経験を提供し、IP 研修開

発の経験を共有すること 
②同じ地域における他の IP省庁

と IP研修製品を共有する機会を

論議すること 

商標分野に関する研修受け入

れ 
  その他 招へい

研修 
  知的財産

庁職員 知的財産庁職員   商標ヒアリング研修。OJT あり 
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活動名 活動日

時 支援分野
支援手

法 
参加人

数 
支援対象

者 講師/スピーカー 開催場所 備考 

オーストラリア政府職員によ

るワークショップ及びセミナ

ーでのプレゼンテーション

(WIPO 地域ワークショップ： 
知的財産一般向け教育及び啓

もうキャンペーン） 

 2011 年

10 月 

知財に関

する啓蒙

活動 

専門家

派遣 
  知的財産

庁職員 
  シンガポ

ール 派遣先での活動は講義 

オーストラリア政府職員によ

るワークショップ及びセミナ

ーでのプレゼンテーション（商

標実務管理に関する国際セミ

ナー） 

 2011 年

10 月 その他 専門家

派遣 
    知的財産庁職員 台湾 派遣先での活動は講義 

商標審査に関する研修（WIPO
専門家ミッション） 

2012 年

7 月 その他 専門家

派遣 
  知的財産

庁職員 知的財産庁職員   派遣先での活動は助言の提供 

特許審査官研修（職員・専門家

の派遣） 
  審査実務

支援 
専門家

派遣 
20 知的財産

庁職員 知的財産庁職員   派遣先での活動は研修 

オーストラリア政府職員によ

るワークショップ及びセミナ

ーでのプレゼンテーション

（WIPO のマドリッドシステ

ムに関するセミナー） 

2011 年

10 月 その他 専門家

派遣 
  知的財産

庁職員 知的財産庁職員   派遣先での活動は講義 

オーストラリア政府職員によ

るワークショップ及びセミナ

ーでのプレゼンテーション

（WIPO 結果重視知的財産ア

クションの構築及び実施に関

する小地域セミナー） 

2011 年

7 月 その他 専門家

派遣 
  知的財産

庁職員 知的財産庁職員 インドネ

シア 派遣先での活動は講義 

マドリッド・プロトコールに関

する上級研修ワークショップ 
  その他 セミナ

ー等 
  知的財産

庁職員 知的財産庁職員 豪州   

マドリッド・プロトコールに関

する上級研修ワークショップ 
  その他 セミナ

ー等 
  知的財産

庁職員 知的財産庁職員 豪州   



 
各国の開発途上国に対する人材育成支援活動に関する調査研究 

402 
 

活動名 活動日

時 支援分野
支援手

法 
参加人

数 
支援対象

者 講師/スピーカー 開催場所 備考 

商標審査研修   その他 招へい

研修 
2 知的財産

庁職員 知的財産庁職員 台湾 

IP オーストラリアは、台湾特許

庁商標審査官に対し、審査及び

サーチ業務に関して 1 週間の研

修を提供した。企業見学や視察

はなし 
クイーンズ大学における技

術・WIPO 知的財産法修士課程

コース 
  その他 資金提

供 
  一般大衆、

その他 
    企業見学や視察はなし。OJT あ

り 

ワークショップ・セミナー（異

なる管轄区域における特許審

査の比較に関する中国知的財

産シンポジウム）でのオースト

ラリア政府職員によるプレゼ

ンテーション 

2011 年

6 月 不明 専門家

派遣 
    知的財産庁職員   派遣先での活動は講義 

ワークショップ・セミナー（地

理的示唆の保護に関する

WIPO/インドネシア国際フォ

ーラム）でのオーストラリア政

府職員によるプレゼンテーシ

ョン 

2011 年

4 月 その他 専門家

派遣 約 250 知的財産

庁職員 
    派遣先での活動は講義 

オーストラリア職員によるプ

レゼンテーション（APEC 知
的財産専門家グループ＝IPEG
ミーティング)IP オーストラ

リアによる”ドリーム・イニシ

アティブ”（原住民族及び

Torres 海峡島民たちへのデザ

イン、ブランド、発明に関する

ガイド） 

2011 年

3 月 その他 専門家

派遣 
  知的財産

庁職員 知的財産庁職員 米国 派遣先での活動は講義 
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活動名 活動日

時 支援分野
支援手

法 
参加人

数 
支援対象

者 講師/スピーカー 開催場所 備考 

オーストラリア政府職員によ

るプレゼンテーション 

ASEAN オーストラリア・ニュ

ージーランド自由貿易協定知

的財産関連犯罪会議 この会議

はオーストラリア連邦警察に

よって企画・実施されたもので

あり、IP オーストラリアは参

加していない。 

2011 年

2 月 不明 専門家

派遣 
    知的財産庁以外

の政府職員 
  派遣先での活動は講義 

WIPO 知的財産管理セミナー

においてオーストラリア職員

によるプレゼンテーション 

2011 年

1 月 その他 専門家

派遣 
  知的財産

庁職員 
    派遣先での活動は講義 

国際著作権フォーラムにてオ

ーストラリア政府職員による

プレゼンテーション。IP オー

ストラリアは参加しなかった。 

2010 年

11 月 不明 専門家

派遣 
  

知的財産

庁以外の

政府職員 
    派遣先での活動は講義 

WIPO-ASEAN 小地域フォー

ラム「特許審査での効果的な協

力体制を通してイノベーショ

ンを促進」でのオーストラリア

政府職員によるプレゼンテー

ション 

2010 年

10 月 その他 8：不明   知的財産

庁職員 
    派遣先での活動は講義 

日本政府による仙台での「IP
を通してのイノベーション」

APEC セミナーにおいて「IP
商用化」と題するセッションに

おいて IP オーストラリアが司

会を務める。 

2010 年

9 月 その他 専門家

派遣 
132 知的財産

庁職員 
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活動名 活動日

時 支援分野
支援手

法 
参加人

数 
支援対象

者 講師/スピーカー 開催場所 備考 

東アジア植物保護フォーラム

におけるオーストラリア政府

職員によるプレゼンテーショ

ン 

2010 年

8 月 その他 専門家

派遣 
  知的財産

庁職員 
    派遣先での活動は講義 

 WIPO-IPOS 政策ダイアロ

グ「商標に関する 近議論され

る論点」でオーストラリア政府

職員のプレゼンテーション 

2010 年

7 月 その他 専門家

派遣 
  知的財産

庁職員 知的財産庁職員   派遣先での活動は講義 

 オーストラリア・リーダーシ

ップ賞フェローシップ  2010 年 その他 招へい

研修 
5 知的財産

庁職員 
    OJT あり 

 知的財産制度の施行及び知的

財産庁マネジメント  2010 年 その他 招へい

研修 
13 知的財産

庁職員 
    OJT なし 

商標審査研修ワークショップ  2010 年 その他 セミナ

ー等 
34 知的財産

庁職員 知的財産庁職員     

植物育成権に関する研修ワー

クショップ  2010 年 その他 セミナ

ー等 
  

知的財産

庁職員、実

務関係者、

その他 

知的財産庁職員 オースト

ラリア 
  

植物育成権に関する研修ワー

クショップ  2010 年 その他 セミナ

ー等 
  

知的財産

庁職員、実

務関係者、

その他 

知的財産庁職員 オースト

ラリア 
  

公共セクタにおける植物多様

性保護に関するワークショッ

プ及びセミナー 

2010 年

4 月 不明 専門家

派遣 
        派遣先での活動は講義 

イノベーションを促進するた

めに必要なグローバル知的財

産情報インフラの WIPO 高官

レベルフォーラム 

2010 年

3 月 その他 専門家

派遣 
  知的財産

庁職員 
    派遣先での活動は講義 
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活動名 活動日

時 支援分野
支援手

法 
参加人

数 
支援対象

者 講師/スピーカー 開催場所 備考 

WIPO 著作権に関する国家セ

ミナーにおけるオーストラリ

ア政府職員によるプレゼンテ

ーション 

2009 年

12 月 不明 専門家

派遣 
        派遣先での活動は講義 

APEC セミナー「融合する世

界における侵害、規制、執行」

でのオーストラリア政府職員

によるプレゼンテーション。IP
オーストラリアではなく、司法

省が本セミナーに参加。 

2009 年

12 月 
14-15 日

不明 専門家

派遣 
      インドネ

シア 派遣先での活動は講義 

WIPO アジア・太平洋シンポジ

ウム ：地理的指標及び農村地

域経済開発へインパクトにお

けるオーストラリア政府職員

によるプレゼンテーション 

2009 年

11 月 不明 専門家

派遣 
        派遣先での活動は講義 

WIPO 地域シンポジウム「知

的財産管理、知的資産及び知的

財産」でのオーストラリア政府

職員によるプレゼンテーショ

ン 

2009 年

10 月 その他 専門家

派遣 
        派遣先での活動は講義 

APEC IPEG セミナー「ジェネ

リックな資源及び伝統的なノ

レッジを保護し、適切なアクセ

スを推進す目の政策形成のた

めの洞察及び意識の向上」にお

いてオーストラリア政府は、先

住民をめぐる課題と対応につ

いて 2007 年から情報提供を行

っている。  

2009 年

8 月 その他 専門家

派遣 
  知的財産

庁職員 
    派遣先での活動は講義 
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活動名 活動日

時 支援分野
支援手

法 
参加人

数 
支援対象

者 講師/スピーカー 開催場所 備考 

植物多様性保護に関するシン

ポジウムにおいてオーストラ

リア政府職員によるプレゼン

テーション 

2009 年

8 月 その他 専門家

派遣 
        派遣先での活動は講義 

Testing ハーモナイゼーショ

ンのテストガイドラインおよ

ぶ DUS1 テストをめぐる協力

のためのワークショップにて

オーストラリア政府職員によ

るプレゼンテーション 

2009 年

8 月 その他 専門家

派遣 約 60       派遣先での活動は講義 

APEC IP i-Facilitator 研修コー

ス。韓国Daejonにて開催。KIPO
及び韓国発明振興協会による

コース企画・実施。オーストラ

リア政府職員が、AusPat や実

践例などを紹介する講義を行

った。 

2009 年

8 月 24
日から

28 日 

その他 専門家

派遣 約 42   知的財産庁職員 韓国 派遣先での活動は講義 

出典： IP オーストラリアからのアンケート回答を基に作成
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2.7 仏国 
 
本節では、フランス産業財産権庁（Institut national de la propriété industrielle: INPI）による人

材育成支援活動について紹介する。 
 
2.7.1 支援機関概要 
 
＜機関概要＞ 
INPI は 1951 年に設立されており393、特許、商標、意匠の付与や、産業財産に関する情報提

供を目的に、産業財産や模倣品防止に関する公共政策の策定・実施に積極的に取り組んでい

る。具体的な活動としては、知的財産に関する啓もう活動や研修の提供や、知的財産に関す

る情報提供（法律・技術書類のデータベース）などが挙げられる394。INPI の職員数は、本

拠地のパリと 23 の地方事務局合わせて 742 人である395。 
 
＜他の機関との関係＞ 
INPI は、1978 年より、ストラスブール大学国際産業財産研究所（Centre for International 
Intellectual Property Studies: CEIPI）及び WIPO と提携し、WIPO-CEIPI-INPI 共同知的財産の

法律・行政・経済的側面に関する上級研修コース（WIPO/CEIPI/INPI Advanced Training Course 
on the Legal, Administrative and Economic Aspects of Intellectual Property）を提供している396。

同コースの目的は、途上国の知的財産庁職員に対して、知的財産権が開発にもたらす影響に

ついての意識を向上させることとなっている。同コースは CEIPI のスタッフが中心となって

運営しており、助教授がコースの指導、研究助手がコースの調整、イベントマネージャがコ

ースの組織をそれぞれ担当している397。 
 
また、INPI は WIPO を通じて様々なワークショップやセミナーを主催している。例えば、

アフリカの司法関係者向けの地域セミナーや、市場販売認可の取得手続きに関するブラジル

の製薬会社との会合などを実施した実績がある。更に INPI は、EPO 及び OHIM の理事会メ

ンバーでもあり、欧州連合の欧州理事会やその他の国際組織が結成するワーキンググループ

にも参画している398。INPI は、国際組織が実施する模倣品対策に関するプログラムに参加

しており、特に途上国での知的財産の保護強化に積極的に取り組んでいる399。 
 
2.7.2 支援活動状況 
 

                                                  
393 CNCPI. “INPI (Institut National de la Propriété Industrielle)”. 
http://www.cncpi.fr/LEX--lexique-I-INPI-abecedaire-propriete-industrielle.htm  
［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
394 INPI. “Nos missions” http://www.inpi.fr/fr/l-inpi/qui-sommes-nous/nos-missions.html  
［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
395 INPI. “L'INPI en chiffres”. http://www.inpi.fr/fr/l-inpi/qui-sommes-nous/l-inpi-en-chiffres.html  
［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
なお INPI 組織図については、文献調査及びアンケート調査を実施したが、該当する文献情報は公開されて

おらず、アンケート調査で回答を得られなかったため、該当する情報を収集することは出来なかった。 
396 CEIPI. “WIPO/INPI/CEIPI Course on Legal, Administrative and Economic Aspects of Intellectual Property”   
http://www.ceipi.edu/index.php?id=9851&L=2 
［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
397 CEIPI.” WIPO/CEIPI/INPI ADVANCED TRAINING COURSE ON THE LEGAL, ADMINISTRATIVE AND 
ECONOMIC ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY” 
http://www.ceipi.edu/fileadmin/upload/DUN/CEIPI/Documents/Brochures/WIPO-CEIPI_Advanced_Training_Cours
e_program_sept_2012.pdf ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
398 INPI. “RAPPORT ANNUEL” http://www.inpi.fr/fileadmin/HTML5/data/Rapport_annuel_INPI_2011.pdf 
 ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
399 INPI. “L'INPI, acteur majeur de la lutte anti-contrefaçon” 
http://www.inpi.fr/fr/connaitre-la-pi/lutte-anti-contrefacon/l-inpi-acteur-majeur-de-la-lutte-anti-contrefacon.html ［
終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 

http://www.cncpi.fr/LEX--lexique-I-INPI-abecedaire-propriete-industrielle.htm
http://www.inpi.fr/fr/l-inpi/qui-sommes-nous/nos-missions.html
http://www.inpi.fr/fr/l-inpi/qui-sommes-nous/l-inpi-en-chiffres.html
http://www.ceipi.edu/index.php?id=9851&L=2
http://www.inpi.fr/fileadmin/HTML5/data/Rapport_annuel_INPI_2011.pdf
http://www.inpi.fr/fr/connaitre-la-pi/lutte-anti-contrefacon/l-inpi-acteur-majeur-de-la-lutte-anti-contrefacon.html
http://www.ceipi.edu/fileadmin/upload/DUN/CEIPI/Documents/Brochures/WIPO-CEIPI_Advanced_Training_Course_program_sept_2012.pdf
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（1） 支援対象国 
 
INPI による支援活動の対象国を、①調査対象国・地域等及び先進国、②途上国、③調査対

象国・地域等及び先進国と途上国の両方の区分で見ると、途上国への支援がその多くを占め

ているが、調査対象国・地域等及び先進国を対象とした活動も多くなっている（下図表参照）。

その内訳は、殆どが中国と韓国を対象としたもので、中国を対象とした活動が 3 年間で 13
件、韓国を対象とした活動が 1 件となっている。また、韓国と途上国の双方を対象とした活

動も 2011 年に 2 件確認されており、これらは、韓国を除くと、カンボジア、レバノン、モ

ロッコ、クロアチア、南アフリカ共和国など世界各地の複数の途上国が対象となっている。 
 

図表 41 INPI による支援活動（支援対象国別） 

 
出典：EU による WTO 関連資料400を基に作成 

 
（2） 支援対象分野 
 
支援対象分野が明らかとなった活動に関しては、エンフォースメント強化支援が 2009 年に

6 件、2010 年に 5 件、2011 年に 2 件とあり、エンフォースメント強化に注力してことがう

かがえる（下図表参照）。また、「その他」として、技術移転、イノベーション、情報化とい

った支援分野の活動も特定されている。 

                                                  
400 European Union. "Technical Cooperation Activities: Information From Members" (IP/C/W/560/Add.7) 
http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=123530 ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
European Union. "Technical Cooperation Activities: Information From Members" (IP/C/W/550/Add.7)  
http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=117682 ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
European Union. "Technical Cooperation Activities: Information From Members" (IP/C/W/539/Add.7)  
http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=107934 ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 

http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=123530
http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=117682
http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=107934
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図表 42 INPI による支援活動（支援分野別） 

 
出典：EU による WTO 関連資料401を基に作成 

 
支援対象者が判明した支援活動では、知的財産庁職員と知的財産庁以外の政府職員、もしく

は知的財産庁所属か特定できない政府職員が対象となっており、政府関係者の支援が中心で

あることがわかる。 

                                                  
401 European Union. "Technical Cooperation Activities: Information From Members" (IP/C/W/560/Add.7) 
http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=123530 ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
European Union. "Technical Cooperation Activities: Information From Members" (IP/C/W/550/Add.7)  
http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=117682 ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
European Union. "Technical Cooperation Activities: Information From Members" (IP/C/W/539/Add.7)  
http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=107934 ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 

http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=123530
http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=117682
http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=107934
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図表 43 INPI による支援活動（支援対象者別） 

 
出典：EU による WTO 関連資料402を基に作成 

 
（3） 支援手法 
 
支援手法については、招へい研修が も多く（下図表参照）、海外知的財産庁職員をフラン

スの大学に招待するという手法が多くとられている。他にも、中国の政府関係者をフランス

に招へいするエンフォースメント強化支援活動なども実施している。また、セミナー等も多

く実施しているが、こちらも支援分野はエンフォースメント強化支援のものが多い。活動の

具体例としては、2011 年 7 月には、カンボジア警察模倣品対策担当者をフランスに招待し

た招へい研修、2010 年 5 月には、アブダビ税関職員を対象とした、模倣品対策セミナーを

実施するなど、模倣品対策に向け積極的に取り組んでいる。 

                                                  
402 European Union. "Technical Cooperation Activities: Information From Members" (IP/C/W/560/Add.7) 
http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=123530 ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
European Union. "Technical Cooperation Activities: Information From Members" (IP/C/W/550/Add.7)  
http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=117682 ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
European Union. "Technical Cooperation Activities: Information From Members" (IP/C/W/539/Add.7)  
http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=107934 ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 

http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=123530
http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=117682
http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=107934
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図表 44 INPI による支援活動（支援手法別） 

 
出典：EU による WTO 関連資料403を基に作成 

 
＜セミナー＞ 
WIPO-CEIPI-INPI 共同知的財産の法律・行政・経済的側面に関する上級研修コースでは、2012
年 6 月 25 日から 7 月 6 日にわたり、セミナーを開催している。セミナーのアジェンダは以

下の通りである。 
 

日にち 時間 トピック 
10 時 30 分～12 時 30 分 特許法とその欧州の開発への貢献：法律的観点 

13 時 30 分～15 時 30 分 自由貿易協定における知的財産エンフォースメント

条項とその開発との関係 
6 月 25 日 

15 時 45 分～17 時 45 分 欧州における知的財産エンフォースメント 
10 時～12 時 INPI によるプレゼンテーション 

6 月 26 日 
14 時～16 時 開発における著作権の共同管理のポテンシャル：経済

的観点 
9 時～11 時 知的財産、農業、世界の食料安全保障 
11 時 45 分～14 時 15 分 コミュニティ商標（欧州共同体商標意匠庁：OHIM）6 月 27 日 
15 時 30 分～17 時 30 分 知的財産と人権：開発とのかかわり 
9 時～12 時 15 分 知的財産とイノベーションの奨励 

13 時 30 分～15 時 30 分 医薬品の製造・供給のためのローカルキャパシティ開

発における知的財産の役割 
6 月 28 日 

15 時 45 分～17 時 30 分 知的財産、気候変動、グリーン技術へのアクセス 
                                                  
403 European Union. "Technical Cooperation Activities: Information From Members" (IP/C/W/560/Add.7) 
http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=123530 ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
European Union. "Technical Cooperation Activities: Information From Members" (IP/C/W/550/Add.7)  
http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=117682 ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 
European Union. "Technical Cooperation Activities: Information From Members" (IP/C/W/539/Add.7)  
http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=107934 ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 

http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=123530
http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=117682
http://www.wtocenter.org.tw/SmartKMS/fileviewer?id=107934
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日にち 時間 トピック 
9 時～11 時 15 分 薬剤イノベーション、公衆衛生、知的財産法 6 月 29 日 
13 時～15 時 30 分 開発におけるエンフォースメント問題 
9 時～12 時 知的財産と持続性のある開発 7 月 2 日 
15 時～17 時 国際知的財産法と開発における柔軟性の利用 

9 時～11 時 
著作権と知識へのアクセス：デジタル化と権利の所在

が不明な著作物（orphan works）に関するトラブルの

課題 
11 時 45 分～13 時 30 分 開発のための意匠権の重要性に対する理解 

7 月 3 日 

15 時～17 時 伝統知識、医薬の発見、特許の付与 

7 月 4 日 9 時～11 時 自由貿易協定におけるエンフォースメントの知的財

産条項の起草に関するワークショップ 

9 時～12 時 TRIPS 協定のエンフォースメント規則、紛争解決、開

発 
13 時 15 分～15 時 15 分 商標法：EU 及び国際条約 

7 月 5 日 

15 時 30 分～17 時 30 分 開発戦略における商標やブランドの使い方 
9 時～11 時 著作権法に関する 新動向：国際的及び国内の観点 

7 月 6 日 
11 時 15 分～12 時 30 分 海賊版対策条約（ACTA）と知的財産エンフォースメ

ントに関する国際規則 
出典：CEIPI404 
 
（4） 支援実績 
 
＜実施回数＞ 
INPI は、2009 年に 26 件、2010 年に 14 件、2011 年に 12 件の支援活動を実施している。う

ち、セミナー等と招へい研修の実施数は以下の通りとなる。 
 

支援手法 2011 年 2010 年 2009 年 
セミナー等 4 7 6 
招へい研修 7 4 17 

 
＜年間予算額＞ 
文献調査及びアンケート調査を実施したが、該当する文献情報は公開されておらず、アンケ

ート調査で回答を得られなかったため、該当する情報を収集することは出来なかった。 
 
＜参加人数＞ 
参加人数が明らかとなった INPI の支援活動のうち、2011 年の参加人数は 4 人以上、2009
年から 2011 年までの 3 年間では 36 人以上となっている（支援活動ごとの参加人数は 2.3.7
を参照）。 
 
＜開催場所＞ 
開催場所はフランスが多いが、中国、ベトナム、ロシア、モロッコなど海外の一部地域でも

セミナーなどを主催している（各支援活動の開催場所は 2.3.7 を参照）。 
 
(4) レシピエントに対する支援後のフォローアップの手法 
 
文献調査及びアンケート調査を実施したが、該当する文献情報は公開されておらず、アンケ

                                                  
404 CEIPI.” WIPO/CEIPI/INPI ADVANCED TRAINING COURSE ON THE LEGAL, ADMINISTRATIVE AND 
ECONOMIC ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY” 
http://www.ceipi.edu/fileadmin/upload/DUN/CEIPI/Documents/Brochures/WIPO-CEIPI_Advanced_Training_Cours
e_program_sept_2012.pdf ［ 終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 

http://www.ceipi.edu/fileadmin/upload/DUN/CEIPI/Documents/Brochures/WIPO-CEIPI_Advanced_Training_Course_program_sept_2012.pdf
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ート調査で回答を得られなかったため、該当する情報を収集することは出来なかった。 
 
2.7.3 産業界の関与のあり方 
 
INPI では、産業界との協議の基、偽造対策の必要な国に対して、教育、研修、協力体制と

いった支援を提供している405。 
 
2.7.4 今後の支援活動予定 
 
文献調査及びアンケート調査を実施したが、該当する文献情報は公開されておらず、アンケ

ート調査で回答を得られなかったため、該当する情報を収集することは出来なかった。 
 
2.7.5 支援活動に関する評価 
 
文献調査及びアンケート調査を実施したが、該当する文献情報は公開されておらず、アンケ

ート調査で回答を得られなかったため、該当する情報を収集することは出来なかった。 
 
2.7.6 開発途上国のニーズへの対応 
 
文献調査及びアンケート調査を実施したが、該当する文献情報は公開されておらず、アンケ

ート調査で回答を得られなかったため、該当する情報を収集することは出来なかった。 
 
2.7.7 参考： 支援活動詳細 
 
次ページ参照。 

                                                  
405 INPI. “L'INPI, acteur majeur de la lutte anti-contrefaçon” 
http://www.inpi.fr/fr/connaitre-la-pi/lutte-anti-contrefacon/l-inpi-acteur-majeur-de-la-lutte-anti-contrefacon.html ［
終アクセス日 2013 年 2 月 27 日］ 

http://www.inpi.fr/fr/connaitre-la-pi/lutte-anti-contrefacon/l-inpi-acteur-majeur-de-la-lutte-anti-contrefacon.html
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動名 年 日 支援対象国 開催場

所 支援手法 支援分野 支援対象

者 参加人数 備考 

模倣品・侵害対策のた

めの国際セミナー 
2011 2/2 全世界 フラン

ス 
セミナー

等 

エンフォー

スメント強

化支援 
不明     

WIPO 共催による産業

権に関するセミナー 
2011 6/14-6/24 

アゼルバイジャ

ン、ベラルーシ、

ブルキナファソ、

カンボジア、コン

ゴ民主共和国、韓

国、レバノン、マ

ケドニア、ニジェ

ール、南アフリカ、

トリニダード・ト

バゴ、チュニジア、

ザンビア 

フラン

ス 
セミナー

等 不明 不明     

WIPO 共催による産業

権に関するセミナー 
2011 6/14-6/24 

アルジェリア、ブ

ルキナファソ、ブ

ルンジ、中央アフ

リカ共和国、チャ

ド、コンゴ、クロ

アチア、韓国、マ

ダガスカル、マリ、

モロッコ、チュニ

ジア 

フラン

ス 
セミナー

等 不明 不明     

中国第二次知的財産協

力プログラム 
2011 9/13 中国 不明 セミナー

等 不明 不明     

フランス－モロッコツ

イニング知的財産ミッ

ション 
2011 3/23 モロッコ モロッ

コ 不明 不明 不明     

地理的表示に関する訪

問 
2011 6/16 ブラジル フラン

ス 
招へい研

修 不明 不明     
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動名 年 日 支援対象国 開催場

所 支援手法 支援分野 支援対象

者 参加人数 備考 

大学教育 2011 2/2-6/30 トーゴ フラン

ス 
招へい研

修 不明 
知的財産

庁以外の

政府職員 
  

知的財産庁以外

の政府職員を対

象とした、大学講

義の受講 

大学教育 2011 2/2-6/30 マリ フラン

ス 
招へい研

修 不明 
知的財産

庁以外の

政府職員 
  

知的財産庁以外

の政府職員を対

象とした、大学講

義の受講 

大学教育 2011 2/2-6/30 ガボン フラン

ス 
招へい研

修 不明 
知的財産

庁以外の

政府職員 
  

知的財産庁以外

の政府職員を対

象とした、大学講

義の受講 

大学研修 2011 2/2-6/30 ブラジル フラン

ス 
招へい研

修 不明 知的財産

庁職員 
2   

大学教育 2011 2/2-6/30 メキシコ フラン

ス 
招へい研

修 不明 その他 2 

政府職員（知的財

産庁職員である

かは不明）を対象

とした、大学講義

の受講 

模倣品対策に関する訪

問 
2011 7/4 カンボジア フラン

ス 
招へい研

修 

エンフォー

スメント強

化支援 

知的財産

庁以外の

政府職員 
  

支援対象者は、カ

ンボジア警察模

倣品対策担当者 

第二次知的財産協力プ

ログラムセミナー 
2010 3/26 中国 フラン

ス 
セミナー

等 不明 不明     

視察 2010 5/15 中国   不明 不明 不明     

模倣品対策セミナー 2010 5/30 アブダビ 不明 セミナー

等 

エンフォー

スメント強

化支援 

知的財産

庁以外の

政府職員 
  支援対象者は、ア

ブダビ税関職員 



 
各国の開発途上国に対する人材育成支援活動に関する調査研究 

416 
 

動名 年 日 支援対象国 開催場

所 支援手法 支援分野 支援対象

者 参加人数 備考 

セミナー 2010 6/3 中国 中国 セミナー

等 

エンフォー

スメント強

化支援 
不明     

産業財産とイノベーシ

ョン 
2010 6/7 モロッコ 不明 セミナー

等 その他 不明   
支援対象分野は、

産業財産とイノ

ベーション 

産業財産に関する世界

知的所有権機関

（WIPO）との共同セ

ミナー 

2010 6/14-6/25 

アルジェリア、ア

ルメニア、ブルキ

ナファソ、ブルン

ジ、キューバ、ジ

プチ、ガボン、赤

道ギニア、マリ、

モロッコ、タジキ

スタン、カメルー

ン、マダガスカル、

中央アフリカ共和

国 

フラン

ス 不明 不明 不明     

産業財産に関する世界

知的所有権機関

（WIPO）との共同セ

ミナー 

2010 6/14-6/25 

アルジェリア、ブ

ラジル、カメルー

ン、中央アフリカ

共和国、インドネ

シア、ケニア、韓

国、メキシコ、パ

キスタン、セネガ

ル、セルビア、シ

ンガポール、スリ

ナム、タジキスタ

ン、チュニジア、

ウズベキスタン 

フラン

ス 不明 不明 不明     
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動名 年 日 支援対象国 開催場

所 支援手法 支援分野 支援対象

者 参加人数 備考 

大学水準教育 2010 2/1-6/30 

ブラジル、メキシ

コ、カメルーン、

中央アフリカ共和

国、チュニジア 

フラン

ス 
招へい研

修 不明 その他 

6（ブラジ

ル 2、メキ

シコ 2、中

央アフリ

カ共和国

1、アフリ

カ地域 1）

政府職員（知的財

産庁職員である

かは不明）を対象

とした、大学講義

の受講 

模倣品対策セミナー 2010 10/5 チュニジア 不明 セミナー

等 

エンフォー

スメント強

化支援 
その他   

政府職員（知的財

産庁職員である

かは不明） 

模倣品対策 2010 10/6 チュニジア 不明 セミナー

等 

エンフォー

スメント強

化支援 
不明     

中国第二次知的財産協

力プログラム訪問 
2010 10/28 中国 不明 招へい研

修 その他 
知的財産

庁以外の

政府職員 
  

支援対象者は、科

学技術部職員。支

援対象分野は、技

術移転 

知的財産権保護 2010 11/6 中国 不明 セミナー

等 不明 不明     

中国第二次知的財産協

力プログラム訪問 
2010 12/9 中国 不明 招へい研

修 

エンフォー

スメント強

化支援 

知的財産

庁以外の

政府職員 
  検事 

産業財産訪問 2010 12/16 中国 不明 招へい研

修 不明 知的財産

庁職員 
  

支援対象者は、知

的財産庁の地方

政府職員 
地理的表示に関するセ

ミナー 
2009 3/23 チュニジア 不明 セミナー

等 不明 不明     

事前分析 2009 3/30 チュニジア 不明 不明 不明 知的財産

庁職員 
    

事前分析 2009 3/30 モロッコ 不明 不明 不明 知的財産     
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動名 年 日 支援対象国 開催場

所 支援手法 支援分野 支援対象

者 参加人数 備考 

庁職員 

データベース 2009 4/28 中国 フラン

ス 
招へい研

修 その他 知的財産

庁職員 
  支援分野は情報

化 

知的財産権保護に関す

る視察 
2009 4/29 ロシア フラン

ス 
招へい研

修 

エンフォー

スメント強

化支援 

知的財産

庁職員 
    

知的財産権に関するセ

ミナー 
2009 5/9 中国 中国 セミナー

等 不明 不明     

視察 2009 5/18 ベトナム フラン

ス 
招へい研

修 その他 その他 6 

支援対象者は、政

府職員（知的財産

庁職員であるか

は不明）。支援分

野はイノベーシ

ョン 
知的財産権エンフォー

スメントに関するセミ

ナー 
2009 6/8-6/9 ロシア ロシア セミナー

等 

エンフォー

スメント強

化支援 
不明     

知的財産権に関するセ

ミナー 
2009 6/22, 6/24 ベトナム ベトナ

ム 
セミナー

等 不明 不明     

視察 2009 6/29 アフリカ知的財産

機関（OAPI） 
フラン

ス 
招へい研

修 不明 知的財産

庁職員 
3   

大学水準教育 2009 2/1-6/30 

ブラジル、カメル

ーン、コートジボ

ワール、ガボン、

メキシコ 

フラン

ス 
招へい研

修 不明 

知的財産

庁職員、知

的財産庁

以外の職

員 

7（ブラジ

ル 2、メキ

シコ 2、ガ

ボン 1、コ

ートジボ

アール 1、
アフリカ

地域 1） 

大学講義の受講 
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動名 年 日 支援対象国 開催場

所 支援手法 支援分野 支援対象

者 参加人数 備考 

産業財産に関する世界

知的所有権機関

（WIPO）との共同セ

ミナー 

2009 6/22-7/3 

アゼルバイジャ

ン、ベラルーシ、

ボツワナ、ブルキ

ナファソ、コンゴ

民主共和国、キュ

ーバ、エジプト、

フィジー、ラトビ

ア、リトアニア、

マケドニア、マリ、

モンゴル、ナミビ

ア、ナイジェリア、

モルドバ共和国、

タイ、ウガンダ、

ベトナム 

フラン

ス 不明 不明 不明     

事前分析視察 2009 7/6 ブラジル フラン

ス 
招へい研

修 不明 知的財産

庁職員 
2   

視察 2009 7/6 ベトナム フラン

ス 
招へい研

修 不明 知的財産

庁職員 
    

視察訪問 2009 9/7 中国 フラン

ス 
招へい研

修 

エンフォー

スメント強

化支援 

知的財産

庁以外の

政府職員 
    

知的財産の事前分析に

関する視察 
2009 6/16 メキシコ フラン

ス 
招へい研

修 不明 知的財産

庁職員 
3   

権利エンフォースメン

トと模倣品対策に関す

るセミナー 
2009 11/16 エジプト 不明 セミナー

等 

エンフォー

スメント強

化支援 

知的財産

庁職員、知

的財産庁

以外の職

員 
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動名 年 日 支援対象国 開催場

所 支援手法 支援分野 支援対象

者 参加人数 備考 

権利エンフォースメン

トと模倣品対策に関す

るセミナー 
2009 11/16 モロッコ 不明 セミナー

等 

エンフォー

スメント強

化支援 

知的財産

庁職員 
    

商標に関する視察 2009 11/23 台湾 フラン

ス 
招へい研

修 不明 知的財産

庁職員 
    

商標に関する視察 2009 11/26 韓国 フラン

ス 
招へい研

修 

エンフォー

スメント強

化支援 

知的財産

庁職員 
    

知的財産権に関する視

察 
2009 12/14 パキスタン フラン

ス 
招へい研

修 不明 
知的財産

庁以外の

政府職員 
    

知的財産に関する視察

訪問 
2009 12/17 中国 フラン

ス 
招へい研

修 不明 知的財産

庁職員 
    

大学水準教育 2009-2010 9/14-1/30 チュニジア フラン

ス 
招へい研

修 不明 知的財産

庁職員 
1 大学講義の受講 

大学水準教育 2009-2010 9/14-1/30 ブラジル フラン

ス 
招へい研

修 不明 知的財産

庁職員 
2 大学講義の受講 

大学水準教育 2009-2010 9/14-1/30 メキシコ フラン

ス 
招へい研

修 不明 知的財産

庁職員 
2 大学講義の受講 

大学水準教育 2009-2010 9/14-1/30 中国 フラン

ス 
招へい研

修 不明 知的財産

庁職員 
2 大学講義の受講 

出典：EU による WTO 関連資料406を基に作成 
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